
dic 

公益社団法人　日本租税研究協会

（公社）日本租税研究協会

第70回租税研究大会記録

　　　　　　　　　2018
［ ］

公
益
社
団
法
人
　
日
本
租
税
研
究
協
会

租
税
研
究
大
会
記
録
　

社
会
構
造
の
変
化
に
即
し
た
所
得
税
制
と
国
際
課
税
へ
の
取
組

ISBN978-4-930964-73-8　¥2000E
本体2,000円 （税別）

社会構造の変化に即した所得税制と国際課税への取組

第70回
2018

第70回租税研究大会記録_表紙.indd   1 2018/11/29   9:57:11



社会構造の変化に即した所得税制と
国際課税への取組

日本租税研究協会第７０回租税研究大会記録

東京大会 於 日本工業倶楽部 平成３０年９月１９日�～２０日�

会長挨拶
第７０回租税研究大会開催にあたり………………………………………………佃 和夫

（第１日）
◆報告 結合企業税制の意義と課題 …………………………………………岡村忠生

◇討論会 税制改革を巡る現状と課題 ……………………………岩﨑政明（司会）
土居丈朗／内藤尚志／星野次彦／宮本勝弘

（第２日）
◆報告 今後の所得税改革に向けた個別論点の検討 ………………………佐藤英明

◇討論会 国際課税を巡る現状と課題 ……………………………渡辺裕泰（司会）
青山慶二／神山弘行／西澤 晃／細田修一

大阪大会 於 関電会館 平成３０年９月２７日�

副会長挨拶
第７０回租税研究大阪大会開催にあたり…………………………………………森 詳介

◇討論会 所得税改革と各種税制の課題
－税制改正のあり方について検討していく－ ………林 宏昭（司会）

上村敏之／酒井貴子／阪上知子／田中正樹

◇討論会 税制改革を巡る現状と課題 ……………………………林 宜嗣（司会）
足立泰美／一高龍司／稲岡伸哉／小野平八郎



目 次

東京大会（日本工業倶楽部）

会長ご挨拶
第７０回租税研究大会開催にあたり――――――――――――――――――１

公益社団法人日本租税研究協会会長 佃 和夫
（三菱重工業株㈱ 相談役）

◆報告 ９月１９日�水・午前

結合企業税制の意義と課題 ――――――――――――――――――――３

京都大学大学院法学研究科教授 岡村 忠生

１．はじめに………………………………………………………………………………………３

２．「合算」と「分離」 …………………………………………………………………………３
２―１．結合企業税制の萌芽………３
２―２．法人所得税の対象と事業実態………４
２―３．実在説と擬制説………５
２―４．結合企業の問題と対応の必要性………５
２―５．出資と分配の擬制………７
２―６．出資の非課税とベイシスのクローニング………７
２―７．結合企業と租税属性………８

３．連結税制における損失控除…………………………………………………………………９
３―１．結合企業と法人格………９
３―２．投資調整と損失二重控除………１１
３―３．防止策とRite Aid 判決………１６
３―４．Unified Loss Rules（Reg．§１．１５０２―３６（２００８））………１９
３―５．日本への示唆………２１
３―６．「合算」から「通算」へ………２２

― i ―



４．結合企業税制の課題…………………………………………………………………………２６

◆討論会 ９月１９日�水・午後

税制改革を巡る現状と課題 ――――――――――――――――――――２８

司 会 明治大学法科大学院教授
岩﨑 政明

参加者（五十音順）
慶應義塾大学経済学部教授 土居 丈朗
総務省自治税務局長 内藤 尚志
財務省主税局長 星野 次彦
新日鐵住金㈱代表取締役副社長（租研副会長） 宮本 勝弘

はじめに……………………………………………………………………………………………２９

Ⅰ．税・財政の現状と課題………………………………………………………………………３０
１．経済社会の現状………３０
２．税制を取り巻く状況………３０
３．消費税………３２
４．所得税………３４
５．納税環境整備………３６
６．法人税………３７
７．国際課税………３８

Ⅱ．税・財政の現状と課題への意見……………………………………………………………３９
（土居）
〔総論〕〔公的年金等控除と給与所得控除の併用〕〔軽減税率制度〕

（宮本）
〔経済情勢，財政健全化〕〔税制改正の方向性〕〔個別の論点〕

（星野）
〔公的年金等控除と給与所得控除の併用〕〔遺族年金に対する非課税措置〕
〔軽減税率制度〕〔税率の引き下げと課税ベースのバランス〕
〔研究開発促進税制〕〔消費税率１０％への引き上げ以後の議論〕〔国際課税〕

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と課題…………………………………………………………４６
１．総論：地方財政・地方税制の現状と課題………４６
２．各論：個別地方税制の現状と課題………４９
�１ 地方法人課税………４９

― ii ―



�２ 車体課税………５１
�３ 森林環境税（仮称）………５２
�４ 地方消費税………５３
�５ ふるさと納税………５４
�６ 地方税の電子化………５４

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と課題への意見………………………………………………５５
（土居）
〔ふるさと納税〕〔税源偏在の是正〕

（宮本）
〔地方税改革の方向性〕〔地方法人２税の見直し〕〔償却資産に対する固定資産税〕
〔森林環境税〕〔行政手続きの効率化〕

（内藤）
〔税源の偏在是正〕〔地方税の応益性，安定性，普遍性〕〔償却資産の固定資産税〕
〔森林吸収源対策〕〔行政事務の効率化〕

おわりに……………………………………………………………………………………………５９

◆報告 ９月２０日�木・午前

今後の所得税改革に向けた個別論点の検討 ―――――――――６１

慶應義塾大学法務研究科教授 佐藤 英明

はじめに……………………………………………………………………………………………６１

Ⅰ．各種所得～勤労性所得に焦点を当てて……………………………………………………６２
１．給与所得の課税方法………６２
２．年金課税………６６
３．退職所得課税………７２

Ⅱ．所得控除………………………………………………………………………………………７３
１．所得控除の性格づけ………７３
２．基礎的人的控除………７３
３．雑損控除………７４

おわりに……………………………………………………………………………………………７８

資料…………………………………………………………………………………………………８０
スライド……………………………………………………………………………………………８７

― iii ―



◆討論会 ９月２０日�木・午後

国際課税を巡る現状と課題――――――――――――――――――――１０６

司 会 日本租税研究協会参与・財務省財務総合政策研究所顧問
渡辺 裕泰

参加者（五十音順）
早稲田大学大学院会計研究科教授 青山 慶二
一橋大学大学院法学研究科准教授 神山 弘行
三菱商事株式会社主計部部長代行 西澤 晃
財務省主税局参事官 細田 修一

はじめに …………………………………………………………………………………………１０７

Ⅰ．BEPSプロジェクトとこれまでの進展 …………………………………………………１０７
〔「BEPSプロジェクト」について〕
〔BEPS実施フェーズ（Inclusive framework on BEPS）参加国・地域（２０１６．７～）
〔BEPSプロジェクトの包括的（holistic）アプローチ‐Cash box の例〕
〔「BEPSプロジェクト」最終報告書の概要〕
〔BEPSプロジェクトの概要と進捗状況〕
〔国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し（２７改正）（課税方式）〕
〔行動１３移転価格税制に係る文書化制度の整備：平成２８年度税制改正〕
〔（参考）行動１３多国籍企業の企業情報の文書化～「国別報告書ガイドライン」（２０１５年
２月公表）の概要～〕

〔外国子会社合算税制：平成２９年度税制改正〕
〔見直しの主なポイント①（平成２９年度税制改正）〕
〔見直しの主なポイント②（平成２９年度税制改正）〕
〔見直しの主なポイント③（平成２９年度税制改正）〕
〔見直しの主なポイント④（平成２９年度税制改正）〕
〔見直しの主なポイント⑤（平成２９年度税制改正）〕
〔製造業に係る所在地国基準の整備〕
〔ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例〕
〔【行動７】恒久的施設（PE）認定の人為的回避の防止：平成３０年度税制改正〕
〔行動１５BEPS 防止措置実施条約の概要及び経緯〕
〔BEPS防止措置実施条約と各行動の関係〕
〔BEPS防止措置実施条約の署名国〕
〔BEPS防止措置実施条約（MLI）の対象国・地域等（批准時の見込み）〕
〔BEPS防止措置実施条約（MLI）の適用に関する我が国の選択（暫定版）〕
〔租税条約の概要〕

― iv ―



〔我が国の租税条約ネットワーク〕
〔（参考）対外直接投資と租税条約ネットワーク〕
〔租税条約等交渉の現状〕
〔OECD有害税制フォーラムにおける優遇税制の審査について〕

Ⅱ．BEPSプロジェクトとこれまでの進展に対する意見・質問 …………………………１１７
（青山）
〔国際社会の取組み〕〔我が国におけるこれまでの取組み〕
〔BEPS防止措置実施条約（MLI）〕

（神山）
〔BEPS実施のモニタリング〕〔外国子会社合算税制について〕
〔情報提供について〕

（西澤）
〔CFC税制〕

（細田）
〔国際協調に向けた今後の展望〕〔ミニマムスタンダード以外の対応〕
〔BEPS実施のモニタリング〕〔BEPS防止措置実施条約〕〔外国子会社合算税制〕
〔受動的所得の対症〕

Ⅲ．国際的な議論の動向と日本における課題 ………………………………………………１２６
〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議共同声明（仮訳抜粋）（２０１８年７月２１―２２日於：ブ
エノスアイレス）〕

〔国際的課税逃れ対策（BEPS・税の情報交換）について〕
〔税務当局間の情報交換〕
〔グローバル・フォーラムについて〕
〔自動的情報交換を巡る国際的取組みの経緯〕
〔非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度（CRS）〕
〔CRSに基づく自動的情報交換の実施時期に関する国際的な状況〕
〔税務行政執行共助条約の概要〕
〔G２０の「国際的に合意された税の透明性基準を満足に実施していない法域のリスト」
について〕

〔行動１電子経済の課税上の課題への対処〕
〔（参考）検討されたオプション〕
〔電子経済の課税上の課題への対応〕
〔OECD「電子化に伴う課税上の課題に関する中間報告書」の概要〕
〔平成２９年度与党税制改正大綱補論：今後の国際課税のあり方についての基本的考え方
（骨子）〕

〔「平成３０年度与党税制改正大綱（抄）」〕
〔行動８無形資産取引に係る移転価格ルール〕
〔評価困難な無形資産に係る移転価格ルールの策定〕

― v―



〔行動４利子控除制限ルール〕
〔【行動４】利子控除制限：「BEPSプロジェクト」の結論〕
〔行動１２義務的開示制度〕
〔（参考）報告義務に係る項目ごとのオプション・勧告〕

Ⅳ．国際的な議論の動向と日本における課題に関する質問・意見 ………………………１３３
（青山）
〔情報交換に向けた新しい取組み〕〔電子経済課税問題〕
〔２９年度改正が予告した改正事項問題〕〔利子控除制限〕〔義務的開示〕

（神山）
〔移転価格税制〕〔過大支払利子税制〕〔電子経済と課税〕〔ミニマム税の検討〕

（西澤）
〔過大支払利子税制〕〔二重課税防止措置の重要性〕

（細田）
〔金融口座情報の交換〕〔ICAP〕〔電子経済〕〔移転価格税制〕
〔過大支払利子税制〕〔義務的開示〕〔外国子会社合算税制〕〔ミニマム課税〕

おわりに …………………………………………………………………………………………１４１

― vi ―



大阪大会（関電会館）

副会長ご挨拶
第７０回租税研究大会開催にあたり ―――――――――――――――――１４３

公益社団法人日本租税研究協会副会長 森 詳介
（関西電力㈱ 相談役）

◆討論会 ９月２７日�木・午前

所得税改革と各種税制の課題 ――――――――――――――――――１４５

－税制改正のあり方について検討していく－

司 会 関西大学経済学部教授 林 宏昭
参加者（五十音順）

関西学院大学経済学部教授 上村 敏之
大阪府立大学経済学研究科教授 酒井 貴子

パナソニック㈱経理・財務部税務統括室グループ税務課主務 阪上 知子
関西電力グループ／㈱ケイ・オプティコム決算チームマネジャー

田中 正樹

はじめに …………………………………………………………………………………………１４６

Ⅰ．自己紹介 ……………………………………………………………………………………１４７

Ⅱ．今までの税制基本問題研究会での報告概要 ……………………………………………１４８
１．財政学に関する報告………１４８
�１ 鈴木報告「法人税の「国境調整」とは何か？」
�２ 足立報告「税・社会保障制度と労働供給」
�３ 矢吹報告「所得税改革の影響」
�４ 八塩報告「日本の中小企業所得課税」
�５ 上村報告「給与所得の税収から見た控除と税率の分析」

２．租税法学に関する報告………１４９
�１ 一高報告「IFRS 第１５号と営業収益に関する益金算入時期」
�２ 漆報告「信託を使った国際的租税回避への対応策」
�３ 渕報告「納税者を守るための様々な方策とその限界」

― vii ―



�４ 酒井報告「現物給付の範囲と課税のあり方」
�５ 小塚報告「法人税の現状と課題」

３．企業メンバーからの意見………１５２

Ⅲ．各論 …………………………………………………………………………………………１５５
１．国際課税………１５５
�１ BEPS問題
�２ GAAR
�３ 日本の対応
�４ BEPS対応への企業負担

２．法人税・所得税………１６０
�１ 簡素・中立性・公平性の確保
�２ フリンジベネフィットの問題点
�３ 所得控除の問題点

Ⅳ．これからの税制 ……………………………………………………………………………１６４
１．納税者の意識改革………１６４
２．税制改革の必要性………１６５

Ⅴ．まとめ ………………………………………………………………………………………１６６

資料 ………………………………………………………………………………………………１７０

◆討論会 ９月２７日�木・午後

税制改革を巡る現状と課題――――――――――――――――――――１７１

司 会 関西学院大学経済学部教授 林 宜嗣
参加者（五十音順）

甲南大学経済学部准教授 足立 泰美
関西学院大学法学部教授 一高 龍司
総務省大臣官房審議官 稲岡 伸哉
財務省大臣官房審議官 小野平八郎

はじめに …………………………………………………………………………………………１７２

Ⅰ．最近の税制の動向について ………………………………………………………………１７３

― viii ―



１．経済社会の現状………１７３
２．税制を取り巻く状況………１７４
３．消費税………１７６
４．所得税………１７７
５．納税環境整備………１７９
６．法人税………１８０

Ⅱ．税制改正への意見 …………………………………………………………………………１８１
（足立）
〔所得税〕〔消費税〕〔法人税〕

（一高）
〔収益の認識時点〕〔国際課税〕〔タックス・プラニングに対する義務的開示制度〕

（小野）
〔給与所得控除の見直し〕〔軽減税率〕〔法人成り〕
〔設備投資減税と税率の引き下げ〕〔法人税の課税ベース〕〔国際課税〕

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と課題 ………………………………………………………１８９
１．総論：地方財政・地方税制の現状と課題………１８９
２．各論：個別地方税制の現状と課題………１９０
�１ 地方法人課税………１９０
�２ 車体課税………１９１
�３ 森林環境税（仮称）………１９２
�４ 地方消費税………１９３
�５ ふるさと納税………１９３
�６ 地方税の電子化………１９４

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と課題への意見 ……………………………………………１９４
（足立）
〔法人関係２税と固定資産税〕〔公共インフラの老朽化と車体課税〕

（一高）
〔地方消費税の清算基準〕

（稲岡）
〔法人事業税の付加価値割の拡大〕〔固定資産税の負担調整措置〕
〔自動車取得税の廃止と財源〕〔消費税の清算基準〕

― ix ―



おわりに …………………………………………………………………………………………１９８

＜資料編＞
◎税制・財政関係資料（財務省主税局） 目次
資料①～○１１６

◎地方税制関係資料（総務省自治税務局） 目次
資料❶～55

◎国際課税関係資料（財務省主税局参事官室） 目次
資料１～５５

― x―



東東
京京
大大
会会



会長挨拶
第７０回租税研究大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会会長

佃 和夫
（三菱重工業株式会社相談役）

本日は第７０回租税研究大会開催にあたりまし
て，多数の方にご参加いただき，心から御礼を
申し上げます。特に財務省星野主税局長，総務
省内藤自治税務局長には，公務が大変ご多忙の
ところ本年もパネリストとしてご出席いただき
まして，ありがとうございます。また，ご出席
の皆さま方には，常日頃租研の事業活動にご支
援ご協力を賜っておりまして，この場をお借り
しまして改めて御礼申し上げたいと思います。
さて，わが国の経済状況は，皆さまよくご承

知のとおり，雇用・所得・支出等の面で改善が
見られますが，今後とも持続的な成長を実現す
るためには，思い切った成長戦略の実施ととも
に，財政の健全化を進め，社会保障制度等を持
続可能な状態にするということが欠かせません。
わが国の長期債務残高は平成３０年度末には
１，１００兆円を超えると見込まれており，GDPの
ほぼ２倍という歴史的・国際的に最悪の水準が
続いています。
そのような中，本年６月に公表されました「経

済財政運営と改革の基本方針２０１８」，いわゆる
骨太方針において，２０２０年度の基礎的財政収支
黒字化目標の達成が難しくなり，２０２５年度の黒
字化を目指すと先延ばしになりましたことは，
誠に遺憾でございます。長期債務残高の増加に
歯止めがかからなければ国際的な信任を得られ
ず，わが国財政は持続不可能な不測の事態に陥
る懸念がございます。今後の人口減少社会では
高い経済成長を実現させるということ自体，非

常に難しくなってきますので，経済成長だけに
頼ることなく，思い切った財政健全化策を早急
に展開しなければなりません。
次に，税制についてですが，政府は，経済社

会の構造が大きく変化する中，税体系全般にわ
たるオーバーホールを進めています。所得税制
につきましては，所得再配分はどうあるべきか，
その中で税収調達機能や所得再分配機能を有す
る基幹税である所得税はどのような役割を果た
すべきかについて，十分に検討されるべきと考
えています。
法人税改革は，日本企業の国際競争力を高め

ること，日本の立地競争力を強化することを目
指すものであり，そのためには少なくとも国際
的に調和の取れた税制とすることが重要でござ
います。
次に，国際税制の分野でございます。BEPS

最終報告書に沿って，国際的二重課税と課税逃

― 1―



れの問題に対して，国際的に協調した取り組み
が進められています。今後の税制改正において
は，国際的合意に基づき，企業の経済活動や競
争力を阻害することのないように，予測可能で
法的に安定した制度とすることが重要でござい
ます。
消費税については，来年１０月に確実に税率を

引き上げることはもちろん，超高齢社会の財政
を支える基幹税として今後さらに消費税率を引
き上げていく必要があると考えています。
私ども租研は民間研究団体として，中立の立

場から税・財政の問題を調査・研究し，毎年，
中長期的な課題を含め，あるべき税制改革につ
いて提言を行っています。私どもは，これまで
と同様に，成長戦略と財政の健全化，社会保障
制度改革を一体的に推進するためには，「経済
活力の強化」と「安定財源の確保」を基本とし
て，経済社会の実態の変化に即した税制改革へ
の取り組みが重要であると考えています。

本日の東京大会におきましては，まず午前の
部において京都大学の岡村先生から「結合企業
税制の意義と課題」と題してご報告いただきま
した。このあと開催いたします討論会「税制改
革を巡る現状と課題」，明日午後の討論会「国
際課税を巡る現状と課題」と，今大会では２つ
の討論会を予定しています。また，明日午前に
は慶應義塾大学の佐藤先生からの研究報告を頂
くことになっています。ご参加いただく皆さま
は，税制・財政に精通された方々ばかりでござ
います。皆さんとともに大きな期待を込めて拝
聴したいと存じます。
最後になりましたが，ご出席の皆さま方の今

後のますますのご発展をお祈り申し上げますと
ともに，当協会の活動につきまして，今後とも
ご支援ご協力を頂きますよう切にお願い申し上
げまして，私の租税研究大会開催に当たっての
挨拶とさせていただきます。ありがとうござい
ました。
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１ はじめに

本日の報告は，「結合企業税制の意義と課題」
というタイトルにございますように，結合企業
（または結合企業）と呼ばれる事象をめぐる課
税について，考えてみたいと思います。結合し
た企業の経常的な取引に関する税制と，企業の
結合や分離に関する税制が，議論の対象となり
ます。また，本年は，米国で連結申告制度に関
する最初の行政規則１が制定されてから，ほぼ
１００年になります。本日の報告も，この１００年を
記念して，連結税制を中心に，結合企業税制に
ついて考えてみようと思います。

２ 「合算」と「分離」

２―１．結合企業税制の萌芽
結合企業税制の萌芽は，法人所得課税を行っ

てきた各国に認めることができます。たとえば，
本日取り上げる米国のものや，本日は触れられ
ませんがドイツのもの（機関法理と呼ばれてい
ます２。）があります。これらの国では，最初の
時点では，法律（制定法）を作ることなく，前
述の米国規則のように，行政庁や裁判所の判断
によって，親子会社などの関連企業を一体と見

９月１９日�・午前報告

岡村 忠生
京都大学大学院法学研究科教授

結合企業税制の意義と課題

１ １９１７年戦時歳入法における超過利潤税について制定された財務省規則４１第７７，７８条。なお，この規則が制定され
た年月日については，裁判例においても確認されておらず，１９１７年１１月３０日から１９１８年３月６日までの間とされて
います（Union Pacific Railroad Co．，１７BTA７９３，７９５（１９２９））。沿革については，岡村忠生「関連法人グループと
内国歳入法典４８２条�１」税法学４０４号１７頁，２０―２６頁（１９８４年）。また，この規則制定前の年度について，親会社が子
会社の損失を控除することを認めた判決として，Capewell HorseNail Co．v．Walsh，１F．２d８１５（D．Conn．１９２４），af-
f’d，４F．２d９９１（２d Cir．１９２５）がある。

２ 機関法理については，増井良啓『結合企業企業課税の理論』（東大出版会，２００２年）参照。なお，売上税と地方営
業税については，法律により機関法理と同様の取扱いが規定されていました。
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るような扱いが行われたこと，個別の法人（以
下「個社」といいます。）がそれぞれに有する
法人格を離れて，結合企業の実態について，既
存の法を当てはめようとしたところに，ひとつ
の特徴が認められます。ただし，米国について
は，さすがに制定法主義であり，１９１８年に法律
が制定されました３。連結の要件は，①全額出
資関係にある親子会社，または，個人もしくは
パートナーシップによる完全支配を受ける姉妹
法人でのいずれかであり，かつ，同一のまたは
密接に関連した事業を営むもの，および，②非
正常な価格で取引を行い，不当な利益の分配を
もたらした法人，または，いかなる方法によっ
ても，純所得または投下資本の不相当な部分を
他の法人に移転すべく，当該他の法人と経済的
関係を結んだ法人，と規定されていました。

２―２．法人所得税の対象と事業実態
このような経緯，特に連結の要件として事業

関連性が要求されていたことは，法人税（法人
所得税）の人税（人に対する税，法人税の場合
は法人という権利義務の帰属点に対する課税）
という見方に対して，疑問を生じさせるように
思われます。すなわち，法人税というものは，
果たして，ある法人，すなわち，日本であれば
「法人法定主義」（国家が法律によって認めた
人の集まり（団体や組織）および財産だけが法
人格を得る，具体的には，契約当事者，権利義
務の帰属主体となることができるという法制度
上の原則）に基づく法人格を，課税単位（課税
ベースである所得の計算をするためのまとまり，

収益・費用の帰属点）として捉えてきたのかど
うか，いや，むしろ，所得を作りだし，獲得す
る実態としての活動，事業活動を計算の単位と
して，所得を算出し，税負担を課すのが適切な
のではないか，という考え方が見えるからです。
このことがやや極端に現れているのは，地方

税の領域です。すなわち，日本の法人住民税で
は，事業所等の従業者の数で分割して各都道府
県または市町村の税額を算出しますし（地方税
法５７条２項），法人事業税においても，ほとん
どの事業では従業者数が分割基準の重要な要素
とされ，ガス，電気の供給，倉庫業，鉄道事業
については，設備の価額などが用いられていま
す（地方税法７２条の４８第３項）。これらは，法
人税の課税対象が，法人という法律によって作
られた（擬制された）人格に帰属する権利義務
に基づいて計算される所得というより，人と物
が創造する価値，そのための事業活動の実態に
あるのではないかと思わせます。このことは，
米国の各州が課している法人所得税である
Corporate Franchise Tax などの名称の租税が，
いわゆるユニタリー課税方式を導入しているこ
とにも現れています４。ユニタリー課税方式で
は，州ごとに差異はありますが，一般には，各
州における売上高，支払給与，資産有高により，
税源を各州に分配する方式（定式分配，formu-
lary apportionment）が用いられています５。こ
れだけであれば，日本の法人住民税や事業税と
あまり変わらないのですが，ユニタリー課税方
式の特徴的なところは，法人格を越え，かつ，
国境をも越えて，多国籍企業グループの行う事

３ １９１８年歳入法２４０条。この法律により，連結申告は超過利潤税だけでなく，法人所得税についても求められるよう
になりました。

４ かつての全世界所得に対するユニタリー課税方式について，岡村忠生「ユニタリ―・タックスの理論とその問題点」
法学論叢１１８巻３号４８頁（１９８５年），１１９巻６号５７頁（１９８６年）参照。

５ 前世紀には，これら３要素を同じ重みで用いる配賦方法をほとんどの州が用いており，州の課税当局の団体であ
るMultistate Tax Commission もこの方法を推奨していましたが，各州は，様々な思惑から各要素に独自の重み付
けを行うようになり，中では売上要素に２倍の重みを付けるものが多かったため，２０１４年に，MultistateTaxCom-
mission は，売上要素に２倍の重みを付けるものを推奨しつつ，各州独自の重み付けを行うことを認めました。Mul-
tistateTaxCompactArt．IV９．
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業（これを「ユニタリー・ビジネス」といいま
す。）に基づく全世界所得に対して，この定式
分配を適用しようとするところにあります。た
だし，国境を越えた適用については，１９８０年代
に，これを用いない州が大多数となりました。
しかし，法人格にとらわれずに「ユニタリー・
ビジネス」からの所得を分配することには，変
わりはありません。事業という実態，所得源泉
こそが，法人所得税の対象と考えられているわ
けです。このことは，国際課税において，BEPS
プロジェクトが所得創成地を基準としてBEPS
（Base Erosion and Profit Shifting，税源浸食と
利益移転）を捉えようとしていることにも現れ
ています。

２―３．実在説と擬制説
このように，法人所得税を，事業実態を対象

として，それが創り出す価値をベースとする租
税であると考えると，これは，従来のいわゆる
「法人実在説」に親和的な法人観ということに
なるかと思います。そして，このように「法人
実在説」を理解するのであれば，それは，「法
人擬制説」，すなわち，法人（法人格）という
ものは，法の創造物であり，法的に擬制された
ものに過ぎないという見方とも，対立や矛盾す
るものではないと思われます。つまり，法人は，
その法的形式から見れば擬制されたものに過ぎ
ない，この意味では「擬制説」が正しいが，実
態としての所得創成活動は実在している，だか
ら，この点では「実在説」が妥当する，という
ことになると考えられます。
大切なことは，法人税がどちらに照準を合わ

せるか，ということになります。もし一国内で
完全に閉じた世界があれば，事業実態が創り出
す所得は，すべて形式（擬制）としての法人に
法的に（言い換えれば私法上の権利義務とし
て）帰属しますから，どちらでもあまり違わな
いと思いますが（ただし，利益と損失との通算
の問題はあります。），国際課税や地方税など，
課税権の領域が問題となるときには，差が生じ

ます。困難なのは，たとえば移転価格税制や今
日の外国子会社合算課税制度に見られるように，
各管轄権領域における所得創成の実態を捉える
こと，さらに，所得の具体的な金額を算出する
ことです。この点，ユニタリー課税方式や日本
の地方税では，従業者数などの一定の数値を用
いた定式分配により，事業実態の追求が簡素化
されているのだと考えられます。これらに対し
て，国税である法人税では，法人格が重視され，
後述する連結納税の場合を除いて，法人格を所
得計算の単位（課税単位）とする課税が行われ
ます。
後の３―６で述べますが，経営と所有の分離

を前提に，投資家としての株主の眼から見たと
きの株主にとっての利益（所得）が，法人税の
対象であるという見方も可能です。そして，こ
の見方を詰めてゆくと，法人税は投資リターン
に対する個人所得税の前取りであるという考え
方になります。これは，シャウプ勧告が示した
典型的な法人擬制説の考え方です。この考え方
では，法人の事業実態などには無関係に，株式
に帰属する利益（所得の「創造」という言葉を
使うのであれば，株式について創造された所
得）こそが，法人税の対象となるのでしょう。

２―４．結合企業の問題と対応の必要性
法形式として擬制された法人（法人格）が，

事業実態と齟齬（不一致）を生じる場合を分析
しましょう。単純な例として，複数の法人がひ
とつの事業を行うことがありますし，ひとつの
法人が複数の事業を行うこともあります。ある
事業を行うのに，法人（法人格）をどのように
用いるか，法人という形式（擬制された権利義
務の帰属主体）をどのように配置し，組織する
かは，私的自治に属する私人の判断であり，原
則として自由な選択が可能です。もちろん，法
人を用いない（個人や組合として事業を行う）
ことも選択できます。本日は，非法人事業体（組
合）課税の問題にまで立ち入る余裕はありませ
んが，本日お話しする問題は，究極的には事業
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を法人で行うか非法人で行うかの問題（一般に，
法人税がもたらす個人所得税との二重課税の問
題と言われるもの）に行き着くことになります。
ですので，根本的な解決は，法人税を廃止し，
法人という形式的な存在を，税制がないものと
して，いわば透過して，扱うことしかありませ
ん。本日は，そこまでのお話をする余裕がござ
いませんが，結合企業の問題は，究極的には法
人税と個人所得税との統合（インテグレーショ
ン）に至る問題であることは，申し上げておき
たいと思います。
話を戻して，納税者には，法人の組織をどの

ように形成するかについての選択の自由がある
ことから，２つの問題が生じます。第１に，法
人の大きさが関係する課税要件，たとえば中小
法人に対する軽減税率などは，有効ではないこ
とになります。法人は分割したり合併したりで
きるので，いくらでも大きさを変えられるから
です。米国の強制的連結は，１９１７年戦時歳入法
（WarRevenueAct of１９１７）に規定された累進
的な課税の回避を防止するためのものでした。
第２に，損失のある法人や課税を受けない法

人（公共法人など）に，所得を移転しよう（振
替えや付替えをしよう）とする誘因が生じます。
もちろん，現在の法人税では，１つの法人が複
数の事業を営む場合，損益の通算を無制限に認
める（所得税のように雑所得だから損失は他の
所得から控除できない，といった考え方はしな
い）ことになっていますから（これは，考えて
みれば論理必然のことではなく，そのような政
策判断をしているわけですが），もともと１つ
の法人でやっていた事業を，何かの経済的理由
があって２つの法人に分割した，といった場合
であっても，事業実態が変わらないのであれば，
通算できて当然ではないかと考えられます。し
かし，これに対して，外部から取得した損失の
ある法人や，軽課税国にある子会社，公益法人
に，取引価格を操作するなどして所得を移転す
ること，取引の実態や当事者の目的からいえば，
損失や非課税という租税上の利益（租税利益）

を移転することという方が正確ですが，このよ
うな行為は，法人の組織を利用して税負担を軽
減していることになります。
このような２つの問題（大きさを変えること，

および，租税利益を移転すること）に対処する
ために，２つの税制が存在してきました。①先
ほど述べた連結税制のようなグループを一体と
みなす税制と，②移転価格税制などメンバーを
独立当事者とみなす税制です。この報告では，
これらを結合企業税制と呼び，上記２つの問題
に対応することが，結合企業税制の意義である
と考えます。①は法人グループを一体とみなす
ものであり，②はグループのメンバーを独立当
事者とみなすものですから，ちょうど反対方向
を向いていることになります。①の考え方では，
グループを一体とみなすことにより，たとえば
法人を分割して軽減税率の適用を受けるといっ
た租税利益を認めないことになりますが，同時
に，グルーブ内の取引は内部取引となって損益
認識が行われないこと（課税繰延べ）に加えて，
メンバー間で法人格を越えて損益が通算される
こと（損益通算）になります。これらが正しい
かどうか，正しいとして，どんなときにどこま
でが正しいのかが，重要な検討課題になります。
②の考え方からは，当然，このような課税繰延
べや損益の通算は，独立当事者ではあり得ない
ので，結合企業に対しても認められないはずで
す。同時に，最後までスジを通して独立当事者
に置き換えるのであれば，たとえグループのメ
ンバーであっても，中小法人税制は適用すべき
ではないかとも考えられます。
現在の日本の法人税では，①としては連結税

制およびグループ法人税制があります。②とし
ては，外国法人との取引では移転価格税制があ
り，国内では無償取引課税や寄附金課税が行わ
れます。これら税制の作用についてはいろいろ
な評価があると思いますが，非正常価格による
取引について見ると，たとえば赤字の完全子会
社に対して黒字の親会社が過大な対価を支払っ
て所得を移転しようとする場合，いったん寄附
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金規定や移転価格税制により，適正時価による
取引があったものとされた後，移転利益（時価
との差額）について，移転側（黒字の親会社）
で損金不算入，被移転側（赤字の完全子会社）
で益金不算入の取扱いが行われます。これによ
って，利益移転ができないことになるわけです。
もっとも，さらに連結納税が選択されている場
合であれば，何かの制限に掛からない限り，そ
もそも親会社の黒字と完全子会社の赤字は同一
事業年度に生じたものであれば完全に通算され
るので，このような所得移転の取引を行う誘因
はほとんどなくなります。言い方を変えれば，
連結納税では，非正常な対価による取引を認め
たのと同じ結果になる（ことがある）といえま
すし，損失という租税利益の移転，やりとりを
認めているということもできます。英国のグ
ルーブ・リリーフという制度では，このような
移転とその認められる範囲が正面から規定され
ています。日本では，連結納税を選択するかど
うかで，租税利益の移転に関して大きな差異が
生じることになります。これは，２つの結合企
業税制が，いわば「合算」と「分離」という反
対方向を向いていることから来ているといえま
す。

２―５．出資と分配の擬制
ところで，移転利益が認められた場合，日本

では，寄附金課税が行われ，利益を移転した側
では，移転利益をいわゆる「その他流出」とし
て損金算入を制限し，利益積立金額を減少させ
る処理が行われます。すなわち，損益取引と位
置づけ，資本等取引には影響させないやり方で
す。これに対して，先に紹介したドイツやアメ
リカでは，親会社から子会社への利益移転では
出資，逆であれば配当，また，姉妹法人間であ
れば，移転をした子法人から親法人への配当プ
ラス親法人から被移転子法人への出資という三
角取引が擬制されます。このとき，出資と配当
を受けることはいずれも非課税であり，したが
って，日本のグループ法人税制における寄附金

を受けた場合の処理と同じになります。また，
出資と配当を行うことは非控除ですから，これ
も日本と同じです。そして，配当をしたと擬制
される場合に利益積立金額に相当する課税上の
留保利益を減少させることも同じです。
しかし，ひとつ，大きな違いがあります。そ

れは，出資が擬制され，そのために，子会社株
式取得価額が増額されることです。このことは，
日本では生じません。子会社株式取得価額は，
たとえば子会社が倒産に瀕したような場合や子
会社株式を譲渡する場合に，損失や原価として
控除されるのが原則です。つまり，米国などで
は，利益移転をした側に出資が擬制されれば，
控除のチャンスが残されることになります。

２―６．出資の非課税とベイシスのクローニン
グ

この問題の背後には，私が見るところ，結合
企業税制のもっとも根本的な問題，というより，
法人課税の本質的な脆弱性が存在します。それ
は，法人に出資を行った場合，出資を受け入れ
た側については，課税を受けず，かつ，受け入
れた資産に原則として時価取得価額（適格組織
再編成の場合は引き継いだ取得価額）を付すの
でこの取得価額は最終的には費用化されること
になり，他方で，出資を行った側についても，
出資資産の時価（適格組織再編成の場合は帳簿
価額）を出資により取得した株式に取得価額と
して付し，これも，最終的には費用化されるこ
と，つまり，ひとつの資産からふたつの控除が
生じることです。たとえば，親法人が子法人に
１億円（簿価かつ時価）の機械設備を現物出資
したとすると，親法人は株式取得価額（アウト
サイド・ベイシス）として１億円を得ます。こ
の取得価額は，子会社の倒産や売却により，費
用化されます（ただし，完全子法人を清算した
場合には，株式取得価額それ自体は費用化でき
ません。法法６１条の２第１７号）。また，子法人
も，この機械設備１億円（インサイド・ベイシ
ス）を償却しますから，この金額は遅かれ早か
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れ費用化されることになります。出資時に取得
価額が２倍になっているわけですが，このこと
を，米国の論者はベイシス（取得価額）の複製
（クローニング）と呼んでいます６。出資によ
り，取得価額が複製され，放っておけば，どち
らもが控除されてしまうわけです。このような
二重控除は，法人に対して所得課税を行うこと
からもたらされるものであり，個人所得税と法
人税との二重課税の問題と同程度に，根本的な
問題であると考えられます。
この二重控除の問題は，合併・分割や株式交

換・株式移転などの企業結合を行うための取引
においても現れます。なぜなら，これらの取引
は，資産と株式との交換（合併・分割）または
株式と株式との交換（株式交換・株式移転）を
必ず含んでおり，それらは，対価として相手法
人の株式を取得しているので，現物出資にほか
ならないからです。いうまでもなく，この問題
は，取引対価の正常性や租税利益の移転とは無
関係に生じます。たとえば，親会社が含み損の
ある資産を適格現物出資により完全子会社に移
転した，または，適格合併や適格分割による資
産移転の一部としてそのようなことが生じたと
しましょう。あるいは，適格株式交換または適
格株式移転において，含み損のある子会社株式
が交換または移転されたとしましょう。いずれ
においても，含み損は，移転資産と取得株式の
両方に現れます。そのため，移転先法人が含み
損資産を売却して損失を実現し，出資法人が株
式を売却して損失を実現することで，二重に損
失を享受することができます。そして，この種
の現象は，含み損のない資産または株式であっ

ても（言い換えれば，適格ではない現物出資や
組織再編成であっても）生じます。すなわち，
資産が時価で移転したとしても，その後，資産
に値下がり損失が生じると，株式も値下がりす
るはずですから，やはり，損失が二重に生じる
ことになります。

２―７．結合企業と租税属性
結合企業の組織は，合併や分割，株式交換，

株式移転によって形成されます。日本の組織再
編税制は，基本的には，グループ内での組織再
編成では企業実態に変化がなく，支配が継続し
ていることから，組織再編のための資産負債や
株式の移転については課税を繰り延べるという
考え方に立脚しています７。しかし，グループ
外にある法人を取得したり，グループ内の法人
をグループ外に手放したりする取引についても，
一定の要件の下で適格成とすることを認めてい
ます。合併について見ると，グループ外からの
取得では，原則として，被合併法人の資産負債
は時価で評価され，合併法人は含み損益がない
状態で資産負債を受け入れますが，加えて，資
本関係が全くない法人を合併する場合であって
も，共同事業要件を充足すれば適格となり，取
得価額を引き継いで資産が移転し，その含み損
益が持ち込まれます（ただし，含み損を損金と
するには一定の制限があります。法法６２条の
７，６０条の３）。さらに，適格合併においてみ
なし共同事業要件（法５７条３項，法令１１２条３
項）を充足すれば，未処理欠損金額を引き継ぐ
ことができます（こちらも，一定の制限はあり
ます。法法５７条の２）。このようにして，取得

６ Jasper L．Cummings，The Silent Policies of Conservation and Cloning of Tax Basis and Their Corporate Applica-
tions，４８Tax L．Rev．１１３（１９９２）参照。この論文が批判しているGlen Arlen Kohl，The Identification Theory of Ba-
sis，４０TaxL．Rev．６２３（１９８５）も参照。

７ 税制調査会法人課税小委員会「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」第１・�３（税制
調査会第２回総会（平成１２年１０月３日開催）提出資料）
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価額と欠損金額という典型的な租税属性（tax
attributes）を，グループ外から取得すること
が一定の範囲で認められているわけです。さら
に，法主体としては継続している合併法人につ
いても，被合併法人とほぼ同様に租税属性の利
用制限が行われています（法法５７条４項，６２条
の７）。なお，合併の適格と非適格にかかわら
ず，合併後に生じる損益については，それまで
の被合併法人の事業と合併法人の事業との間で
の通算が制限なしに認められています。これは，
ひとつの法人（格）の内部での出来事なので，
当然のことと考えられているのでしょう。
合併は私法上，法人格がひとつになるケース

でしたが，連結納税の開始や加入でも，連結開
始後に生じた損益については，連結法人間で損
益が通算されます。連結前の租税属性（欠損金
額と含み損益）については，連結開始前にグルー
プ内にあった子法人（連結親法人同等法人（法
法８１条の９第３項１号柱書括弧書）を除く。）
であるか外部から買収してきた子法人であるか
にかかわらず，欠損金額は切り捨てられ，資産
負債は少額なもの等を除いて時価評価を受けま
す（法法６１条の１１，６１条の１２）。ただし，連結
親法人については，その租税属性が連結開始後
もそのまま維持されます（法法８１条の９第２
項，６１条の１１）。また，特定連結子法人と呼ば
れる一定の子法人については時価評価課税から
除外され（法法６１条の１１第１項各号，６１条の１２
第１項各号），さらに，適格株式移転などで連
結子法人となったような連結親法人と同等の法
人については，いわゆる日本版 SRLY（Single
Return Limitation Year）ルールが適用され，
当該連結子法人の獲得した所得の限りで，当該
連結子法人の欠損金額を使うことができます
（法法８１条の９第１項１号）。
以上のように見ると，合併の場合と連結の場

合とで，租税属性の扱いが異なることに気づい
て頂けると思います。もちろん，合併で完全に
ひとつの法人になることと，法人格は別にした
まま連結納税をすることとは，大きく異なるの

ですが，法人が完全に結合し一体化する合併で
は共同事業要件やみなし共同事業要件の下で租
税属性の移転を認めているのに対して，それよ
りも結合状態の弱い連結（連結完全支配関係）
では，親法人同等法人を除いて租税属性が原則
として切り捨てられることについては，見直し
の余地があるように思います。
なお，連結税制に関する論点としてさらに，

事務負担が大きいといわれている連結個別帰属
額の算定が，果たして必要なのかどうか（不要
な制度は考えられないのか），必要だとしても，
どこまでの精確さが必要かには，見直しの余地
があると思われます。また，個別項目として，
受取配当，過大支払利子税制，寄附金損金算入
限度額，交際費の損金不算入，収用等の場合の
課税の特例，中小軽減税率，外国税額控除限度
額，所得税額控除，特定同族会社の留保金課税，
試験研究費，投資減税などで，グループとメン
バーとをどのように考えるかの問題が残ります。
特に，これらに関して修更正事由が生じたとき，
当該個社だけでなく，全ての連結法人に影響が
及ぶ場合があり，納税者と課税庁（連結法人そ
れぞれについて所轄税務署があります。）に大
きな負担が生じることになります。これに対し
て，合併では，完全に一体化したものとして扱
われるので，連結税制よりも簡素になります。
なお，米国の連結税制では，連結親法人の管轄
税務署がその連結申告に係る一切を扱うなど，
概して日本より連結グループを一体視をする傾
向が強いと思います。

３ 連結税制における損失控除

３―１．結合企業と法人格
一体視の方向で考えると，極論にはなります

が，少なくとも完全支配関係があるような結合
企業については，合併の有無を問わず，同じよ
うに扱えばいいのではないか，ひとつの課税単
位（所得計算と納税義務賦課の単位）として扱
えばいいのではないかと思われます。そうすれ
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ば，移転価格操作のような行為を行うインセン
ティブは失われるし，少なくとも資本関係から
は，親会社による完全支配を通じた一体的な経
営が行われているので，課税単位としてもひと
つとすることが，実態に合致するのではないか
とも考えられるわけです。資本関係だけでは一
体視をするに不十分であるのなら，米国の当初
の連結税制のように，事業関連要件を入れるこ
とも考えられるでしょう。
ところが，一体視の考え方を法主体が複数存

在するグループに適用しようとすると，原理的
にどうしても解決できない問題が残ります。そ
れは，子法人株式の扱い方です。合併と連結が
決定的に異なるのは，事業活動という企業の実
態ではなく，子法人達が法人格を維持している
こと（それだけであれば，租税法上，立法によ
りこれらの法人格を課税上は無視することも考
えられますが），したがって，子法人株式（持
分）という資産が存在することです。先に述べ
た複製された取得価額，クローニングされたベ
イシスが，資産として残っているのです。シュ
マーレンバッハによれば，資産とは将来の費用
であり，子法人株式も，原則として，将来いつ
かは費用化されることになります。たとえば，
子法人を売却したとき，取得価額は原価として
控除されます。子法人が倒産しても同じです。
複製された取得価額は，二重課税や二重控除

をもたらします。たとえば，１００の出資をして
完全子法人を設立したが，その子法人が３０の損
失を出して純資産が７０になったとすると，親法
人の持つ株式の時価も３０減少するはずなので，
子法人と親法人で二重に損失が計上されること
になります。利益であっても同じで，二重課税
になります。このような二重課税や二重控除を

どこまで防止すべきかは，株主と法人の二重課
税の問題と同様，法人に対して課税をすること
に由来する本質的な問題ですが，少なくとも連
結税制においては，排除をしなければならない
と考えられます。なぜなら，連結子法人の損失
が連結親法人の算定する所得（連結所得）と通
算されるからです。つまり，連結親法人は，子
法人の損失を控除し，かつ，子法人株式譲渡損
を控除できるので，ひとつの経済的損失から，
ひとつの法主体（所得計算の単位）について，
二重控除が生じるわけです。
そこで，現行法は，一定の場合に，子法人株

式の取得価額を引き下げる調整を行い，二重控
除を防止することとしています（法令１１９条の
３第５項）。子会社に所得が生じた場合は，引
き上げることで，二重課税を防止しています。
このような子法人株式取得価額の調整を投資簿
価修正と呼びます。なお，子法人株式は資産と
して借方に計上されていますが，この金額を増
減したときの相手方（貸方）として，利益積立
金額が増減されます（法令９条１項６号，２項
～４項，９条の２第１項４号，２項，３項）。と
いうより，正確には，子法人に，課税所得では
なく，利益積立金額が生じたまたはそれが減じ
たとき，親法人の子法人株式取得価額が調整さ
れ，かつ，親法人の利益積立金額も同額増減さ
れます。この利益積立金額の調整額は，さらに
上の段階にある親法人（親法人の親法人）があ
れば，その子法人株式取得価額と利益積立金額
に伝達されることになります。この結果，事業
上の損失，それが原因で株式に生じる値下がり
損失との二重控除（多重控除）は，防止される
ことになります８。

８ もっとも，二重課税や二重控除の防止であれば，利益積立金額ではなく，課税所得を用いるべきであると考えら
れるかもしれません。実際，米国では，そのように扱われています。酒井貴子『法人課税における租税属性の研究』
（成文堂，２０１０年）１５５―１６１頁。
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３―２．投資調整と損失二重控除
しかし，このような投資簿価修正には，それ

はそれで，これを用いた税負担軽減がまた考え
られます。この点について，米国の制度と歴史
を見ておくことが必要です。米国では，日本の
投資簿価修正に相当する投資調整ルール（in-
vestment adjustment rules）を用いた税負担の
軽減や排除のスキームが問題とされてきました。
投資調整ルールは，連結子法人の損益を，毎期，
連結子法人株式取得価額に反映させる制度です。
毎期調整を行う点は，日本より厳格です。この
制度を用いて，以下の例で述べるように，ふた
つの原則を破ることができます。
第１は，現物配当時の配当資産含み損益課税

（General Utilities Repeal）の実質的な回避で
す。米国では，１９８６年の税制改革まで，法人の
現物配当においては，配当法人に対する配当資
産含み損益課税は行わないこととされていまし
た。これをGeneral Utilities 原則といいます９。

相手方の株主は，受領した配当資産の時価に対
する課税を原則として受けるはずですが，法人
であれば配当控除（日本の配当益金不算入に相
当）により課税はなく，かつ，配当によって受
領した資産の取得価額は時価となります。つま
り，当時の米国では，現物分配に関する限りで，
法人段階と株主段階での二重課税は貫徹されて
おらず，法人が所有している間に生じた資産の
価値変動は，その資産が現物分配されれば，保
有していた法人に対しては全く課税を受けない
こととなっていたのです。法人課税においては，
株主段階と法人段階の二重課税が生じますが，
それにどのように対応するか，どこまで二重課
税を残すかは，論理必然的なものではなく，立
法政策の問題と考えられます。米国の１９８６年税
制改革は，それまでのGeneral Utilities 原則を
改め，現物配当法人に対して，配当資産の含み
損益への課税を行うこととしました１０。

図１

９ 連邦最高裁判例であるGeneral Utilities Co．v．Helvering は，２９６ U．S．２００（１９３５）に基づく原則ですが，この原則
自体は，この裁判において実質的な争点とはなっていませんでした。

１０ I．R．C．§３１１�b�１．See Staff of Joint Comm．on Tax’n，９９th Cong．，２d Sess．，General Explanation of the Tax Re-
formAct of１９８６at３３６―３３７（Comm．Print １９８７）．
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ところが，図１を見て頂きたいのですが１１，
投資調整を用いて，次のようにGeneralUtilities
原則の廃止（配当法人に対する含み損益課税）
を破る，言い換えれば，法人段階課税を回避す
ることができます。この例では，�１まず，連結
親法人Ｐは，グループ外のＸから子法人Ｓの全
株式を２００で取得し，連結申告を開始します。
Ｓの資産は取得価額０，時価２００の土地のみで
す。�２次に，Ｐは，Ｓが土地をＹに対して２００
で譲渡するようにさせます。�３そして，Ｐは，
Ｓ株式を外部のＺに対して２００で譲渡します。
Ｓは，２００の利益を認識し，投資調整により，

Ｐの有するＳ株取得価額は４００となります。そ
のため，Ｐは，Ｓ株譲渡から２００の損失を認識
することになります。この結果，Ｐグループ（お
よび個社としてのＰとＳ）は，全く課税を受け
ずに土地を譲渡して現金とすることができたこ
とになります。General Utilities 原則の下では，
前述のように，Ｓが土地をＰに現物分配した場
合，Ｓに課税はなく，Ｐにも課税はなかったの
ですが，この取引はそれと同様の効果をもたら
すので，同原則を廃止した改正の趣旨からは，
防止しなければならないことになります。

図２

１１ この例は，T．D．８２９４，５５ F．R．９４２６，９４２７ Ex．２に基づくものです。また，各図の例については，Mark J．Silver-
man，The Consolidated Unified Loss Rules，at ３―９（June ２０１４），available at https : //www．steptoe．com/im-
ages/content／２／９／v１／２９４５／４７６２．pdf を引用しています。
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図２をご覧下さい。�１まず，Ｐはグループ外
のＸからＳの全株式を２００で取得し，連結申告
を開始します。Ｓには２つの資産（不要資産と
必要資産）があり，それぞれの時価は１００，取
得価額は５０です。�２次に，Ｓは，必要資産をＰ
に現物分配します。�３その後，ＰはＳ株をＹに
対して１００で譲渡します。Ｓの現物配当では，
Ｓに５０の利益が生じますが，連結内部取引なの
で課税は繰り延べられます。この分配により，

Ｐの有するＳ株取得価額は，１００減少して１００と
なります。�３最後に，ＰがＳ株を譲渡すると，
繰り延べられた５０の利益が認識されます。この
利益認識により，Ｓ株取得価額は５０増加して１５０
となります。Ｓ株の譲渡から，Ｐは５０の損失を
認識し，先の利益と通算します。この結果，Ｐ
グループ（および個社としてのＰとＳ）は，課
税を受けずに必要資産を取得し，その取得価額
を時価としたことになります。

図３

図３は，価値が減じる特許権の例をあげてい
ます１２。�１まず，Ｐは，グループ外のＸからＳ
の全株式を２００で取得し，連結申告を開始しま
す。Ｓの資産は取得価額０，時価２００の特許権
のみです。�２その後の５年間，特許権から毎年
２０の所得が生じ，特許権は毎年２０ずつ価値を減
じます（減価償却は不可）。�３５年後，Ｐは，
Ｓ株を時価である２００で譲渡します。投資調整
により，ＰはＳ株取得価額を毎年２０，５年間で

１００増加させていましたから，ＰのＳ株譲渡に
より，それまでの所得１００は相殺されることに
なります。
以上３つの取引は，son of mirror 取引の例で

す。１９８６年改正の際，本来は改正されるべきで
あったのにそのまま残っていた連結法人間での
所有株式の持分合算のルールを利用し，mirror
子会社と呼ばれる買収対象法人とほぼ同規模の
子法人を設立して租税回避を行うスキーム

１２ ５５ F．R．９４２６，９４２７ Ex．３に基づく例です。
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（mirror transactions）が横行しました１３。翌
年の法改正により，ミラー取引は税負担軽減効
果を失いましたが，このミラー取引と同じよう
な取引ということで，son of mirror といわれて
いるのです。英語で，たとえば“Youare your fa-
ther’s son．”というと，「お父さんそっくりだ。」
という意味になりますが，“son of”は，そのよ
うに「同じような」という語感を与える枕詞と
して，使われているのです。

投資調整によって破られる第２の原則は，損
失控除は，経済的損失を１回だけ控除するもの
であるという原則です。次に見るように，投資
調整は，損失の二重控除の可能性を生じさせま
す。ただし，投資調整を基因とする二重控除
と，３―１で見た法人課税がもたらす取得価額
の複製に基づく二重控除との境界は，実に微妙
です。

図４

１３ ミラー取引とは，次のような取引です。まず，米国では，日本で認められている吸収分割に対する課税繰延べ（適
格吸収分割）が認められていないことが前提です。ある法人の資産の全部が他の法人に移転するときには，原則と
して（つまり，日本の適格要件のようなものなしに）課税繰延べが認められますが，一部であれば認められません。
そして，このルールを潜脱するものとして，１９８６年税制改革後に開発され，ごく短期間利用されたのが，ミラー取
引です。買収対象法人（Ｔ）の有する資産が，買収法人（Ａ）の必要とするものと不要なものからなるとします。Ａは，
必要資産の時価に相当する金額の出資により完全子法人Ｐを，不要資産の時価に相当する金額の出資により完全子
法人Ｑを設立します。これらをミラー子会社といいます。Ａとミラー子会社は，連結申告を行います。ＰとＱとは，
出資を受けた資金でＴの全株式（少なくとも合わせて８０％以上）を取得し，直ちにＴを解散して，Ｐは必要資産，
Ｑは不要資産の現物分配を受けます。この現物分配では，当時の規則では連結申告を行う法人の持分を合算するこ
ととなっていたため，General Utilities 原則の廃止後も残されていた法人完全清算の場合の清算分配資産に認めら
れる課税繰延べ（I．R．C．§§３３２，３３７）を利用することができました。その後，ＡはＰを解散して必要資産を手に
入れ（これは，純粋な清算分配なので課税繰延べ），Ｑ株式を処分します（ここでは，Ｑ株取得価額が不要資産の
時価ですもで，譲渡損益は生じません。）。この結果，Ｔの有していた必要資産は，課税を受けることなく，Ａに移
転されます。しかし，このスキームにおいて，Ｔの資産が分割されてＰとＱに現物分配されるのに課税繰延べが認
められる点が，General Utilities 原則廃止の考え方に反するとされ，１９８７年に，連邦議会は I．R．C．§３３７�c を制定
してこの道を塞ぎました。酒井前掲注８，１７１―１７４頁参照。
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図４をご覧下さい１４。�１連結親法人Ｐは１００の
出資により完全子法人Ｓを設立し，連結申告を
行います。�２その後，ＳにＰグループが使い切
れない繰越可能な純損失（net operation loss）
６０が生じました。�３そして，ＰはＳ株を４０で譲
渡します。このとき，ＰにおけるＳ株取得価額
は，１００のままなので，６０の損失が控除できま
す。なぜなら，Ｓの損失が控除されていないた
めに，Ｓ株の取得価額の調整が行われていない
からです（先にも触れましたが，米国の投資調
整では，日本のように留保利益（利益積立金額，
米国の earnings & profits）を用いるのではな
く，所得金額を用いています。）。さらに，Ｓが

連結を離脱するとき，６０の純損失（個別帰属額）
を割り当てられます。そうすると，ＰのＳ株譲
渡損失と，Ｓが連結離脱後にその純損失を控除
することで，控除が二重になります。ただし，３８２
条（法人の所有者が大きく変化したときには，
繰越欠損金額をないものとする規定）による制
限などがあります。注意していただきたいのは，
このような二重控除が，Ｓが出資金で資産を取
得し，その価値が４０下がった場合にも生じるこ
とです。そうすると，この例での二重控除は，
連結に固有なものではないといえるかもしれま
せん。

図５

図５をご覧下さい１５。�１第１年度，Ｐは１００の
現金を出資してＳを設立し，Ｓの普通株全部を
取得します。�２第２年度，Ｐは取得価額５０，時
価２０の含み損のある資産をＳに現物出資し，Ｓ

の優先株を取得します。取得価額は５０になりま
す。�３第３年度，Ｐは優先株を２０で譲渡し，�４
第４年度，ＳはＰから受け入れた資産を２０で譲
渡します。ＰはＳ優先株の譲渡により３０の損失

１４ ５５ F．R．９４２６，９４２７ Ex．４．
１５ American Bar Association Section of Taxation，Comments on Consolidated Group Basis Redetermination
and Loss Suspension（Feb．２０，２００３）Example１．
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を認識します。しかし，ＰはＳの全ての普通株
を持ち続けるので，米国のルールでは，Ｓは連
結グループに留まります。Ｓがその資産を譲渡
すると３０の損失が認識され，その中からグルー
プが控除できた金額だけＰのＳ株取得価額が引
き下げられます。この金額は，最終的にはＳ普
通株の譲渡益になるので，その時点で二重控除

はなくなるのですが，Ｐは，Ｓ株をいつまでも
譲渡しなくてもいいし，損益非認識の取引で譲
渡することもできます。また，Ｓの資産に係る
損失（inside loss）よりも先に，Ｓ株の譲渡損
失（outside loss）が生じていることも，損失の
前転として問題となりえます。

図６

図６は，株式譲渡と資産譲渡との順番を図５
の例から入れ替えたものです１６。すなわち，�１
と�２は同じですが，�３第３年度にＳが含み損資
産を譲渡してから，�４第４年度にＰがＳ優先株
を譲渡する順番となります。Ｓが資産を譲渡す
ると，損失３０が認識され，この損失は，ＰのＳ
普通株の取得価額を引き下げます。優先株の取
得価額は引き下げられません。普通株だけの取
得価額を引き下げる理由は，普通株の方が損失
を反映するからとされています。この結果，Ｐ
がＳ優先株を譲渡すると，３０の損失が認識され

ることになります。もちろん，Ｐが後日，Ｓ普
通株を譲渡すれば３０の追加的利益が認識される
のですが，この譲渡は，図５の例と同様，いつ
までも遅らせたり，非認識取引により行うこと
ができます。そうすると，やはり二重控除が生
じます。

３―３．防止策とRite Aid 判決
このような二重控除（上記第２の原則の回

避）の問題は，論理的にはGeneral Utilities 原
則およびその廃止とは無関係であるはずです

１６ American Bar Association Section of Taxation，supra note １５，Examples ２，３，４．
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が，８６年改正による同原則の廃止後，その廃止
とは特に区別されず，否認されることになりま
した。ごく大まかな経緯を述べますと１７，歳入
庁は，８６年改正による３３７条�dに基づいて８７年
１月にNotice ８７―１４を発遣し１８，son of mirror
取引を否認するため，投資調整による子法人株
式取得価額の増額が資産含み益に基因するもの
か否かを追跡（トレーシング）して増額調整の
排除を判定する方法を提示しました。その後
１９９０年３月に，連結申告に関する規則制定権限
を認めた内国歳入法典１５０２条の下で，暫定規則
Reg．§１．１５０２―２０Tが制定されましたが１９，こ
の規則では，先に示されていたトレーシングは
事務負担が大きいとして排除され２０，原則とし
て一切の連結子法人株式譲渡損失を否認するこ
とが規定されていました。これが，有名な LDR
（LossLimitationRule）と呼ばれるもので，No-
tice８７―１４が制限しようとした範囲を越え，son

of mirror だけでなく損失二重控除にも効果が
ある規定でした。さらに，連結子法人が連結を
離脱する際には，資産取得価額を減額する措置
も導入されました。
しかし，この規則は否認の範囲が広すぎると

の厳しい批判を受け２１，同年１１月，一定の緩和
をする規則案が出されています２２。この規則案
では，損失のうち，①連結子法人の特別な資産
譲渡からの所得または利得，②投資調整による
取得価額加算額，および，③二重控除される損
失の額を超える金額については，損失控除を認
めることとしていました２３。そして，この規則
案に基づいて，翌９１年９月には，最終規則Reg．
§１．１５０２―２０が制定されました２４。しかし，こ
の最終規則も，経済的損失をも否認してしまう
場合があるとの批判を受け続け２５，歳入庁もそ
のことを連邦官報において認めています２６。
このような中で下されたのが，有名なRite

１７ 詳しくは，酒井前掲注８，１７７―２２７頁参照。また，Federal Income Taxation of Corporations Filing Consolidated
Returns，（Matthew Bender & Company，Inc．Through May ２０１８；Release No．７２）§７２．０１（LEXIS Advance
に採録）§１９：１３．Purpose and applicability，１ Consol．Tax Returns§１９：１３（４th ed．）Update）を参照しま
し た。Lawrence M．Axelrod，Consolidated Tax Returns（October ２０１８ Update）§３：９（Westlaw Next に
採録）も参照。

１８ １９８７―１C．B．４４５．
１９ T．D．８２９４，５５F．R．９４２６．
２０ ５５F．R．９４２８―２９．
２１ 弁護士会による意見書として，New York State Bar Association，Tax Section，Letter to Kenneth W．Gideon，
Assistant Secretary（Tax Policy）（４／１７／９０），reprinted in ９０ TNT ８３―１６；New York State Bar Associa-
tion，Tax Section，Outline of Presentation by Tax Section of New York State Bar Association Re : Treas-
ury Regulation１．１５０２―２０T（６／７／９０），reprinted in ９０ TNT １２６―４３；American Bar Association，Section of
Taxation，Committee on Affiliated and Related Corporations，Comments Re : Temp．and Prop．Regs．IRC Sec-
tions１．１５０２―２０T and １．３３７�d ―１T（１０／２／９０），reprinted in ９０ TNT ２１３―３２などがあります。また，Tax
Executives Institute，TD ８２９４ and CO―７８―８７：Temporary and Proposed Regulations Relating to the Disposi-
tion and Deconsolidation of Subsidiary Stock（６／１／９０），reprinted in ９０ TNT １３５―２７も参照。

２２ ５５F．R．４９０２９以下に，この規則案（New Prop．Reg．§１．１５０２―２０）と，３３７条に関する最終規則および暫定規則
（T．D．８３１９）が掲載されています。

２３ CO―９３―９０（１９９０―２C．B．６９８）により Prop．Reg．§１．１５０２―２０に新設された�c において規定されました。
２４ T．D．８３６４，５６F．R．４７３７９．同時に，子法人の完全清算に関する内国歳入法典３３７条の下で，最終規則Reg．§１．３３７
�d ―２が制定されるとともに，Reg．§１．３３７�d ―１が改正されました。

２５ 酒井前掲注８，１８０頁注２２０，１８１頁注２２１に引用された文献，
２６ 最終規則の序文（Preamble）５６F．R．４７３７９，４７３８０―８２（Sept．１３，１９９１）．

― 17 ―



Aid 事件控訴審判決です２７。この事件の事実は，
Rite Aid というドラッグストア・チェーンを営
む法人を連結親法人とする連結グループ
が，１９８４年に Penn Encore というブックスト
ア・チェーンを営む法人を外部から取得して連
結に加入させましたが，その後，Encore の事
業が不振で資産に大きな含み損失が生じたた
め，１９９４年に，これをリストラしようと，Encore
株式を外部に譲渡し，多額の譲渡損失を計上し
たところ，この損失が LDRにより否認された
というものです。納税者は，LDRを規定した
規則が，連結申告に関する規則制定を授権した
制定法（内国歳入法典１５０２条）の下で無効であ
る，なぜなら，LDRは連結申告に固有ではな
い損失控除をも否認するように作用するからだ
と主張しました。たしかに，連結をしていなけ
れば（LDRの適用がなければ），Rite Aid に株
式譲渡損失が認められ，かつ，その後，Encore
が含み損失資産を譲渡したときには，Encore
にも資産譲渡損失の控除が認められていたはず
です。ここでは，明らかに，資産含み損失の発
生というひとつの経済的損失から，ふたつの控
除がもたらされる現象が生じているのですが，
それは，連結とは関係がありません。広く法人
課税に基づく現象です。２０００年に下された第一
審判決は，課税庁を勝訴させましたが，翌２００１
年の控訴審判決は，このように連結申告の領域
を超えて損資質控除を否認すること（LDRに
おける③の適用）は，内国歳入法典１５０２条が財

務省に与えた規則制定権限には含まれていない
として，規則を無効とし，納税者を勝訴させま
した。ただし，この判決が，どの範囲で規則を
無効としての課税庁については，明確ではあり
ません２８。
この判決を受け，歳入庁は，Notice２００２―１１２９

により，Rite Aid の上告を断念し，LDRを廃
止することを表明しました。しかし，連邦議会
は，２００４年の立法で，規則制定権限の授権規定
である内国歳入法典１５０２条に，財務長官は，法
人が連結申告を行う場合には，単体申告の場合
とは異なるルールを規定してもよい，と明示す
るセンテンスを追加する改正を行いました３０。
この立法について，両院協議会報告書は，連結
申告に関する規則制定権限が連結申告のみに関
するものである必要はないことを示し，この限
りで，Rite Aid 控訴審判決を覆したと述べてい
ます３１。
財務省は，Notice ２００２―１１に従い，２００２年３

月に暫定規則§§１．３３７�d ―２T，１．１５０２―２０T
�i ，１．１５０２―３２T�b�４�vを制定しました３２。これ
らは，son of mirror 取引のみを対象とするも
ので，その後，毎年改正を受け，２００５年３月に
最終規則となりました３３。最終規則の中では，
Reg．§１．３３７�d ―２が主要な規定となります。
他方で，歳入庁は，２００２年３月に，Notice２００２

―１８を発遣し３４，損失二重控除に対応する意思を
示しました。財務省は，同年１０月，規則案 Prop．
Reg．§１．１５０２―３５を公表しました３５。この規則

２７ RiteAidCorp．v．UnitedStates，２５５F．３d１３５７（Fed．Cir．２００１），rev’g４６Fed．Cl．５００（２０００），
２８ この判決に関する批判的論文として，Don Leatherman，Why Rite Aid Is Wrong，５２Am．U．L．Rev．８１１（２００３）。
また，最近の議論として，Jasper L．Cummings，Invalidating Consolidated Return Regulations，１５４Tax Notes８４９
（２０１７）；LawrenceM．Axelrod，WhyRiteAidwasRight，１５５TaxNotes３１７（２０１７）．

２９ ２００２―１CB５２６．
３０ Section８４４�a of Pub．L．No．１０８―３５７，１１８Stat．１４１８．
３１ H．R．Conf．Rep．No．１０８―７５５，at１７０１．
３２ T．D．８９８４，６７F．R．１１０３４．
３３ T．D．９１８７，７０F．R．１０３１９．
３４ ２０２―１C．B．６４４．
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案は，この後説明いたします統一損失制限ルー
ル（Unified Loss Rules）の骨格（３つのルー
ル）を示すものとなりました。翌２００３年３月，
規則案は，アメリカ法曹協会などの意見書３６を
多少反映して暫定規則となり３７，２００６年３月に
は，最終規則Reg．§１．１５０２―３５が制定されま
した３８。この規則の制定理由には，GeneralUtili-
ties 原則廃止と損失二重控除の両者に対処する
目的であることが明示されています。

３―４．Unified Loss Rules（Reg．§１．１５０２―
３６（２００８））

財務省は，２００８年に現行の統一損失制限ルー
ル（Unified Loss Rules）を制定しました３９。こ
の統一ルールは，General Utilities 原則廃止の
潜脱と二重控除の防止の両者に対処するもので
あり，規則は明文で，その目的が，non―economic
loss による連結所得減少の防止と，ひとつの経
済的損失から複数の控除を得ることの防止にあ
ることを規定しています４０。
統一ルールの構成ですが，次の３つのルール

を以下の順番で，「損失株式」（loss shares４１，
含み損失の生じた株式）の「移転」（transfer４２）
に対して適用します４３。この「移転」は，ULR
の発動要件であり，課税繰延べとなる（損失が
認識されない）譲渡は，原則としてこれに含ま
れません。また，適用は，移転の直前に取得価
額を引き下げる形で行われるので，形式として

は，損失が生じてその控除を否認するのではな
いことになります。
３つのルールの最初は，取得価額再決定ルー

ルです４４。これは，連結子法人株式間の不均衡
な投資調整を再調整するものです。たとえば，
普通株間の取得価額（米国は総平均法ではなく
個別法を用います。つまり，米国租税法では，
株式など有価証券には，取得時点ごとに異なる
取得価額が付されます。）や優先株と普通株と
の取得価額を，メンバー間にわたって調整する
ものです。調整は，既往の投資調整による株式
取得価額の増減額を再分配するもので，一方を
削って他方を埋めるように調整をします。です
から，調整後の株式取得価額総額については，
増減は生じません。このため，メンバーの有す
る全ての連結子法人株式が，同じ取得価額を取
る場合，および，全てが外部に移転する場合，
このルールの適用はありません。
このルールは，たとえば図５の例に適用する

ことができます。ULRの下で，優先株は含み
損のある株式，すなわち，損失株式となるので，
譲渡直前に，取得価額の調整が行われます。こ
の例では，Ｓによる資産譲渡からの損失３０が，
普通株の取得価額を同額引き下げていたのです
が，優先株の移転を契機として，その直前にお
いて，マイナス３０の投資調整を再配分し，優先
株の取得価額を２０まで引き下げるようにして，
普通株は引き下げないこととします。こうすれ

３５ ６７F．R．６５０６０．
３６ American Bar Association Section of Taxation，supra note１５；New York State Bar Association Tax Section，Re-
port onTemporaryRegulation§１．３３７�d ―２TandProposedRegulation§１．１５０２―３５（Feb．２８，２００３）．

３７ T．D．９０４８，６８F．R．１２２８７．
３８ T．D．９２５４，７１F．R．１３００８．
３９ T．D．９４２４，７３F．R．５３９５２．
４０ Reg．§１．１５０２―３６�a�２．
４１ Reg．§１．１５０２―３６�f �７．
４２ Reg．§１．１５０２―３６�f �１０．
４３ Reg．§１．１５０２―３６�a�３�i ．
４４ Reg．§１．１５０２―３６�b．

― 19 ―



ば，優先株の譲渡から損失は出ないことになり
ます。
２番目は，取得価額減額ルールです４５。この

ルールは，①プラスの投資調整の金額，または，
②不一致の額（disconformity amount）のいず
れか小さい金額，連結子法人株式取得価額を減
額する調整を行うものです。不一致の額とは，
おおまかには，連結子法人株式取得価額が，当
該連結子法人の純内部帰属額（net inside attrib-
ute amount）のうち当該保有株式に帰せられる
金額を，超える金額になります。純内部帰属額
とは，連結子法人の欠損金額，繰り延べられた
控除の金額，資産取得価額の合計額から負債を
控除した金額です。したがって，不一致の額と
は，おおまかには，アウトサイド・ベイシス（株
式取得価額）が，インサイド・ベイシス（純資
産所得価額）＋欠損金額を，超える金額となり
ます。このルールは，このような金額を，Non
―economicLoss と見ているわけです。
このルールは，たとえば図１の例に適用する

ことができます。この例では，Ｓによる土地の
譲渡があり，その譲渡益２００に基づくプラスの
投資調整２００により，Ｘの有するＳ株の取得価

額が２００引き上げられて４００になりました。プラ
スの投資調整の金額は２００です。不一致の額に
ついては，Ｓの純内部帰属額は，Ｓのインサイ
ド・ベイシスが２００で他に要素はありませんか
ら，２００になります。Ｐは全株式を保有してい
るので帰せられる部分は１００％，２００になります。
そうすると，不一致額は，Ｓ株取得価額４００か
らこの２００を控除した２００です。これは，プラス
の投資調整に等しくなりました。この結果，Ｐ
の有するＳ株取得価額は，４００から２００減じられ
て，２００となります。この措置をＳ株譲渡直前
に行います。したがって，Ｓ株譲渡から損益は
生じないことになり，二重控除は防止されます。
３番目は，租税属性減額ルールです４６。この

ルールは，株式の移転による二重控除防止のた
めに，連結子法人の租税属性（繰越可能な欠損
金額，資産取得価額など）を減額する，つまり，
連結子法人のインサイド・ベイシスなどを減額
するものです。減額する金額（attribute reduc-
tion amount）は，連結子法人株式の含み損失
と，連結子法人の純内部帰属額が株式時価を超
える金額のうち，いずれか小さい金額です。

図７

４５ Reg．§１．１５０２―３６�c ．
４６ Reg．§１．１５０２―３６�d．

― 20 ―



このルールの適用例を，図７に示しています４７。
Ｐは，Ｓの全株式を保有しているとします。そ
して，Ｓ株が無価値となり，損失控除が認めら
れる状態となったとします。Ｓは，全ての資産
を債権者に引き渡しました。Ｓ株の無価値化は，
ULRの発動要件である「移転」に該当します。
ここで，１番目の取得価額再決定ルールと２番
目の取得価額減額ルールを適用した後，Ｓ株取
得価額が７５になったとします。Ｓに帰属する連
結欠損金は１００です。この段階で，租税属性減
額ルールが適用され，Ｓの租税属性を減額しま
す。その金額は，７５ドルの株式含み損か，１００
の純内部帰属額が株式時価０を超える金額のう
ち，いずれか小さい金額になります。前者が小
さいので，Ｓの租税属性である欠損金額は，７５
減額されて２５となります。ここまでが，この３
番目の租税属性減額ルールによる第１段階の効
果です。しかし，このルールには，さらに，株
式が無価値となった場合の特則，第２段階の適
用があります。Ｓは連結法人であり続けるので，
このルールにより，ＰがＳ株に係る損失７５の控
除を受けたことから，Ｓの２５の欠損金額はない
ものとされます。結局，ＰはＳ株無価値化によ
る控除７５を受け，連結欠損金額は１００減額され
ることになります。

３―５．日本への示唆
以上，やや技術的で複雑な規定を見ましたが，

この検討からは，損失二重控除が様々な局面で
姿を変えて現れ，連結税制における根深い問題
として存在していることが理解できたと思いま
す。①法人課税の原則により，取得価額が複製
され（ベイシスのクローニング），かつ，②連
結税制の原則により，損益が通算される，この
結果，損失が二重に控除されうる，これが，連
結税制の構造的問題ともいえるものです。その

規制として，米国では，前述のような LDR，
ULRといったルールが必要になったことを見
ました。
日本の連結税制においては，二重控除の問題

は，加入・開始時の時価評価および欠損金切り
捨てにより，原則として租税属性を持ち込ませ
ないようにしていることから，生じないのでし
ょうか。そうではないと考えられます。入り口
で遮断したからといって，二重控除がなくなる
わけではありません。連結後に生じる損失につ
いては，その可能性が残ります。また，入り口
の時価評価課税も，対象は全部の資産ではなく，
「時価評価資産」です（法法６１条の１１第１項，６１
条の１２第１項）。さらに，移転価格税制におけ
るHTVI（Hard To Value Intangibles，評価困
難な無形資産）の議論を見れば分かるように，
完全な時価評価は不可能ではないかと思います。
そうすると，時価評価が行われない範囲では，
連結以前に存在している含み損益が持ち込まれ
ます。入り口での欠損金の切り捨ても，連結親
法人は対象外ですし，親法人同等法人について
も一定の範囲で持込みができます（法法８１条の
９）。そして，日本の連結税制では，二重控除
が生じる連結離脱や取止め時に，連結別帰属額
の計算により欠損金額の持ち出しが可能であり，
時価評価課税はありません。さらに，投資簿価
修正は連結子法人株式譲渡時だけであり，連結
子法人株式譲渡損を否認するような規定があり
ません。このように見ると，日本でも，米国の
ような出口規制が必要であると考えられます。
そのための規定は，あれだけ複雑な米国のルー
ルであっても不十分さ（トレーシングが認めら
れていないことなど）が繰り返し指摘されてき
たことから見て，さらに精緻できめ細かなもの
にすべきであると思います。あのような複雑さ
に立ち向かう覚悟が，真の連結税制の立案や運

４７ Reg．§１．１５０２―３６�d�７�ⅲEx．�i ．
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用には求められるのです。逆に，簡素化を目指
すのであれば，連結税制自体の廃止を視野に入
れるべきことになります。

３―６．「合算」から「通算」へ
損失二重控除とその規制を考える前提として，

連結税制ではなぜ損益の通算（損失の移転）が
認められるのかが問われます。これは，連結税
制の要否を決める究極的な問題でもあります。
なお，損益通算と並んで，グループ法人税制が
連結法人以外にも認めたグループ法人間取引の
課税繰延べがありますが，こちらは課税のタイ
ミングの問題であり，損益通算とは税負担軽減
効果が大きく異なるので，両者を区別し，損益
通算にフォーカスしたいと思います。
損益通算を認める一般的な説明として，まず

考えられるのは，課税単位（所得計算の単位）
が連結親法人を中心とする連結グループになる
から，ということでしょう。損益通算は，課税
単位を変え，グループメンバーの所得を合算す
ることの帰結に過ぎず，損益通算そのものを目
的として制度を作ったのではない，ということ
です。では，なぜ課税単位がグループになるの
でしょうか。第１の理由として，連結親法人に
よる一体的経営が及んでいるので，そのような
所得計算単位を取ることが事業の経済的実態に
合致する，ということがあげられます４８。ただ
し，この説明では，なぜ，連結が選択による制

度なのか，納税義務者が課税単位を決めていい
のかは，説明が困難です。おそらく，強制的な
制度としても，１００％支配関係は納税者が容易
に外せるので，最初から選択にしておいたとい
うのが実情かもしれません。
しかし，連結完全支配関係（あるいは，米国

のように８０％の株式保有関係）があるから，当
然に課税単位が変わる（ひとつになる）という
説明は，常に正しいとは言えません。Rite Aid
のような異業種間の連結では，事業活動の一体
性などはありえません（実際，既に見たように４９，
米国の当初の連結税制では，同一のまたは密接
に関連した事業を営むものが要件とされていま
した。）。経営の一体化については異業種でもあ
りえるのかもしれませんが，そう言うのであれ
ば，経営の一体化とは持分による支配と同じ意
味になります。経営と所有が，同じような意味
になってしまいます。それだけでなく，近年の
ビジネスモデルですが，生まれたての法人を買
収して，それをグループの中で育て上げ，価値
を附加して売却するといった事業活動では，買
収して売却される法人（連結子法人になりま
す。）は，ひとつの商品，棚卸資産のようなも
のです。事業を共同して行う主体ではなく，そ
の客体なのです。このように見ると，経営の一
体化だけによって損益通算を説明し切ることは
無理であると思われます。
課税単位論が変わることについての第２の理

４８ 政府税制調査会法人課税小委員会「連結納税制度の基本的考え方」（平成１３年１０月９日）は，「連結納税制度の意
義は，企業の事業部門が１００％子会社として分社化された企業グループやいわゆる純粋持株会社に所有される企業
グループのように，一体性をもって経営され実質的に一つの法人とみることができる実態を持つ企業グループにつ
いては，個々の法人を納税単位として課税するよりも，グループ全体を一つの納税単位として課税するほうが，そ
の実態に即した適正な課税が実現されることにある。」（１頁）と述べていました。また，米国で制定法として最初
に連結申告を導入した１９１８年法（完全支配関係と事業関連性を要求。前掲注３に係る本文を参照）の立法理由につ
いて述べた上院財政委員会報告書は，「真にひとつである事業単位（business unit）を，ひとつの事業単位として
課税するという原則は，正当かつ公平であり，納税者と政府の両者にとって便宜である。」と述べていました。S
Rep No．６１７，６５th Cong，３rd Sess ９，on the１９１８Act．

４９ 前掲注３に係る本文参照。
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由は，グループとして合算された所得であれば，
その算定を正確かつ簡素に行えることです。た
とえば，個人所得税において，家族経営の事業
（特に農業）を考えると，そこでは，おそらく
家族全員が労務を提供し，それによって価値が
創造されているのですが，いわゆる事業主判定５０

によって，ひとりの経営主体に所得が帰属する
ものとされます。そして，仮に家族に対して給
与などが支払われても，ないものとされます（所
法５６条）。その理由にはおそらく，家族一人ひ
とりの貢献に応じた適正な対価（独立当事者間
価格）を算定することができないことが含まれ
ていると思います。家族を独立当事者間に置き
換えるのは，もともと無理なのではないでしょ
うか。同様の事情は，関連法人グループにも存
在します５１。関連企業では，株式所有の関係（親
子会社や姉妹会社などの関係）から，各メンバー
には自己利益を最大化しようとするインセンテ
ィブはありませんから（ただし，完全支配関係
があり少数株主が存在しない場合ですが），需
給バランスによって価格（時価）が決まるとい
ったメカニズムが働きません。さらに問題にな
るのは，規模の利益など独立当事者には還元で
きない利益が生じることです。このから，関連
法人を独立当事者とみる考え方は，もともと無
理があり（事業実態を適正に反映していないフ
ィクションであり），そのような利益は，従来
からグループ内のどこかに帰属してきたし，グ

ループ経営において，独立当事者としての計算
をすれば欠損となるような法人については，そ
れを埋めるような利益移転が行われてきたので
はないか，と考えられます。このように見ると，
グループ内の各メンバー法人に独立当事者であ
ればどうだったか，という方法で所得を帰属さ
せることには無理があり，むしろ，そのような
困難を避けたより簡素なやり方，すなわち，課
税単位を変更し，グループを一体とみるやり方
が正しいのではないかということになります。
その中で，損益の通算が結果として生じること
になります。ただし，この考え方に対しては，
独立当事者間価格の算定に関する上記のような
事情が生じるのは，株式を通じた支配関係だけ
か，という論点が残ります。
もっとも，この第２の理由（計算の簡素化）

は，日本での現状については，成り立ちません。
日本の連結税制では（米国もある程度そうです
が），連結子法人（個社）ベースの計算と，連
結所得金額の計算とが，いわば交互に，往復し
て行われるような構造を取っています５２。個社
（単体）での所得計算が単体申告の場合と同様
に厳密に求められているからです。なお，記憶
されている先生もいらっしゃると思いますが，
平成２２年改正によるグループ法人税制の導入ま
では，連結内部においても，受け取った寄附金
は益金に算入されていました５３。つまり，非正
常取引には二重課税が行われていたわけです。

５０ 所基通１２―２～１２―５。
５１ 米国の連結申告の導入当初は，非正常な対価による取引を行った場合も，強制的連結申告の対象とされていまし
た。前掲注３に係る本文を参照。

５２ 連結所得計算は，具体的には，次のような段階を踏みます。①まず個連結法人における所得計算（個別所得計算）
を単体申告の規定が可能な限り借用しつつ行い（法法８１条の３），②個別所得計算の集計（連結所得計算）を個別
所得計算と並行して進めながら（法法８１条の２），③受取配当や寄附金等の諸項目について，グループ全体として
の観点からの調整（連結調整と呼ぶ）が行われます。連結調整は連結所得計算として行われ，かつ，直ちに各連結
申告法人への帰属額（個別帰属額という）が算定されて個社所得計算にも反映されます。さらに，④連結所得計算
に基づく連結税額についての個別帰属額が算定され，各連結申告法人に配分されます。

５３ 平成２２年法律第６号による改正まで，法法２５条の２が存在しなかったためです。
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これは，いってみれば，単体申告を独立当事者
として行わせ，その上で，連結の調整をしよう
という発想です５４。このような中では，もしひ
とつの個社に修正事由が生じると，まず，個社

計算の集計による連結所得を変動させ，それが
さらに，全ての個社の計算に影響するというこ
とが生じます。「（参考）」として掲げた制度導
入当時の税制調査会資料の図をご覧下さい５５。

５４ このことは，政府税制調査会第１４回法人課税小委員会（平成１３年６月２６日）参考資料において，「連結グループ
内の各単体法人間の取引は時価で行うとともに，連結所得金額，連結税額を算出するための調整計算の過程におい
て，調整金額等を各単体法人に対し合理的な基準で配分するものとする必要があるのではないか。」（１頁）と述べ
られていたことに窺われます。

５５ 政府税制調査会第１４回法人課税小委員会前掲注５４，３頁。
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このような連結計算は，課税単位をひとつに
して簡素化する効果を持たず，むしろ複雑化し
ているのではないでしょうか。これでは，課税
単位論が有するはずの簡素化の方向性が出せま
せん５６。そこで，もし，この簡素化の方向で議
論を進めるとすると，現在のような連結所得計
算はバラして，単体申告化した方がよいのでは
ないかとも考えられます。その上で，損益通算
を取り出して与えるという方向性です５７。
そうすると，課税単位論とは全く別の角度か

ら，損益通算を理由付けることが必要になりま
す。そのようなものとして，株主の眼から見た
投資利益という論理があります。このことは，

法人擬制説として先の２―３でも少し触れまし
たが，法人に投資をしている株主の立場から見
たとき，グループ法人のひとつに利益が出てい
ても，他のメンバー法人に損失が生じているの
なら，投資利益としては，両者が相殺されるこ
とになります。ですので，法人税を株主の利益
に対する個人所得税の前取りと位置づけると，
法人段階での損益は通算しておくべきことにな
ります。ただし，論理必然的にこのような損益
通算が不可欠なものなのかどうかには，議論の
余地はあると思います。損失が法人段階に留ま
っており，株主は有限責任によって損失負担の
可能性がないのであれば，法人段階の損益通算

５６ 連結税制についての事務負担の観点を重視した研究として，山林茂生，鈴木久志，幡野正仁「連結納税制度の見
直しについて」税大論叢８９号１頁（２０１７年）参照。

５７ 組織再編税制との関係からの指摘として，中里実「組織再編税制と連結納税制度」税研１９８号２０頁（２０１８年）参
照。
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は必要ないとも考えられるからです。さらに，
株主の眼から見た投資利益という論理からいえ
ば，なぜ法人による完全支配関係を求めるのか，
グループ法人税制のような個人を含む一の者に
よる完全支配でよいのではないかも問題となり
ますし，さらに，たとえば米国の８０％のように，
完全支配未満の支配でもいいようにも思われま
す。もっとも，株主の段階で，あるひとつの法
人（ひとつの銘柄の株式）に対する投資を単位
に投資利益を考えるのであれば，法人段階での
完全支配関係を求めることには，理由があるこ
とになります。また，少数株主の存在を前提と
する税制は，かなり複雑になり，簡素化という
の趣旨には反することになります５８。
以上のように考えてくると，現在の連結税制

をいったん考え直し，課税単位論からの発想は
やめて，損益通算（損失の移転）という租税上
の利益を切り出し，これを一定の範囲に与えて
適切にコントロールするという考え方が優れて
いるように思います。
その際，先ほど述べたいわば細かい議論（受

取配当，過大支払利子税制，寄附金損金算入限
度額など「２―７ 結合企業と租税属性」に記
したもの）があるとともに，損失二重控除にど

のように対応するかが重要になると思います。
現在の加入・開始時の時価評価や欠損金の切り
捨ては，二重控除の防止に効果があるとはいわ
れています５９。しかし，米国の例で見たように，
二重控除のうちのひとつは必ず子会社株式譲渡
損失として生じる，したがって，連結離脱時に
この問題が生じることから考えると，損失の移
転に応じて投資簿価修正を厳格に行い（事務負
担は生じますが），連結離脱となる子会社株式
譲渡損失の損金算入を制限することや，離脱時
における時価評価課税（資産含み損の遮断）や
連結欠損金額個別帰属額の切り捨てを考えるべ
きではないかと思われます６０。私は，このよう
な連結の出口規制を，開始・加入時における時
価評価や欠損金切り捨てという入口規制よりも，
重視すべきであると考えます。

４ 結合企業税制の課題

最後に，本日の報告をまとめ，結合企業税制
の課題を今後の方向性を述べたいと思います。
結合企業税制が必要な理由は，法人が分割や合
併を通じてほぼ自由にその形式的な大きさ（資
本や所得の金額）を変えられること，および，

５８ もっとも，少数株主が存在しないとしても，債権者との関係では，要検討事項が残ります。それは，欠損が生じ，
損益通算による節税利益を与えた連結法人に対しては，正当な補償，いわば対価を支払うべきであると考えられる
ことです。いま，法人税率を２０％として，連結親法人 Pに１００の利益があり，唯一の連結子法人 Sに１００の損失が
あって連結法人税額がゼロとなった場合を想定すると，Sは，Pが節税した２０について，いくらかの分け前を得る
べきであると考えられます。そして，Sに少数株主がいないとしても，たとえばＳが倒産またはその危機に瀕した
場合には，Sの債権者が，Pに対して，節税利益のいくらかを支払うよう求めるでしょう。このような支払いをし，
またはしないことは，グループ法人税制の導入以前の連結税制においては，連結法人税の個別帰属額に基づく負担
額に一致しない限りで寄附金課税の対象とされていました（平成２２年政令第５１号による改正前法令１５５条の１５第２
項）。現在は，完全支配関係のある法人間の寄附金は課税関係を生じないとされ，利益積立金額だけが移動します。
しかし，このような支払いは，Pの株主と Sの債権者との間で権利利益（interest）を移動させるので，課税上，
無視できるのかは疑問になります。Sに少数株主が存在する場合の問題は，その延長線上にあり，窮極的には，連
結法人間での利益移転を，利益積立金額の移動と扱ってよいか（資本金等の額を動かさなくてよいか）の問題にな
ると予想されます。なお，酒井前掲注８，１１２－１３１頁参照。

５９ 酒井前掲注８，１１６―１１９頁。
６０ 酒井貴子「欠損金の移転」金子宏監修，中里実他編『現代租税法講座第３巻 企業・市場』（日本評論社，２０１７
年）２１５頁，２３２―２３３頁。
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（少数株主の問題を除いて）グループ法人が自
己利益を最大化するインセンティブを持たず，
また，グループを構成しているからこそ生じる
利益が存在することにありました。内部に法人
格を持ち続ける結合企業への税制対応の方向性
として，「合算」，すなわち，完全な一体視（ひ
とつの課税単位）が考えられますが，現実には，
メンバー法人の正確の所得計算に基づく制度，
いわば個社への「分離」を不可欠な要素として，
現行の連結税制は作られています。内部取引で
の厳密な独立企業間価格算定は，今日，法人格
がない PE（恒久的施設）についても求められ
ていますが，そもそも，なぜ，「分離」，独立当
事者への擬制が必要かというと，そこには税源
分配（地方税，国際課税）の問題があるからで
す。税源分配は，論理的には連結納税の問題で
はありません。そうすると，連結納税で個別帰
属額を算出し続けることの要否が問われるよう
に思います。
連結税制では，損失二重控除（子法人株式譲

渡損）の問題が重要です。これには，ベイシス
のクローニングに基づく要素（連結に無関係）
と連結での投資簿価修正に基づく要素が絡み合
っていますが，連結離脱時の損失否認が検討さ
れるべきであると考えられます。また，今後の
連結税制の方向性として，課税単位論には（あ
まり）こだわらず，連結開始・加入時の時価評
価や欠損金切り捨ての目的，有効性，事務負担

に，もっと配慮すべきではないかと思われます。
特に時価評価については，何のためにやってい
るのか，手間をかけるだけの効果があるのか，
また，含み損益の持込み遮断が目的であるとし
ても，加入時の課税までが必要か（内部取引の
ような課税繰延べも可能ではないか）とも思わ
れます６１。欠損金切り捨てについては，SRLY
ルールの適用範囲の問題や，そもそも，なぜ連
結親法であれば，無制限に租税属性を持ち込め
るのかについて，議論が必要だと思われます。
いずれにしても，連結税制については，加入や
開始時の租税属性の持込みが問題視されてきま
したが，損失二重計上の防止のためには，結合
企業からの離脱時について検討すべきであり，
その際には，昨年度に創設されたスピンオフ税
制との比較も必要であると考えられます。つま
り，「分離」の方向で考えることになります。
最後に，日本の連結税制が現在のように個社

単位の所得計算と連結所得計算とを行き来する
という意味での複雑さと事務負担を抱えざるを
得ないとすると，その解消のために，これを非
連結化し，連結完全支配関係のある法人グルー
プについても個社単位で申告納税することとし，
メンバー間での損益通算を一定の範囲で認める
ような制度も考えられそうに思われます。これ
も，「分離」の方向になります。
大変拙い報告となりましたが，ご静聴下さい

まして，誠にありがとうございました。

６１ 山林他前掲注５６，１３５―１４２頁参照。
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討論会 ９月１９日�・午後

慶應義塾大学経済学部教授 土居 丈朗
総務省自税務局長 内藤 尚志
財務省主税局長 星野 次彦

新日鐵住金（株）代表取締役副社長（租研副会長） 宮本 勝弘

岩﨑 政明

●参加者（五十音順）

税制改革を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁～９３頁」に掲載されています。

司会 明治大学法科大学院教授
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はじめに

（岩﨑） ご紹介いただきました，岩﨑政明で
ございます。明治大学の法科大学院で租税法を
担当しています。昨年度までは横浜国立大学に
所属していたのですが，今年の４月から明治大
学，現職に移籍いたしました。変わらぬご支援
のほど，よろしくお願いいたします。今回の討
論会で司会進行を担当させていただきます。ま
ず，本日のテーマに入る前に，簡単に私の方か
ら，本日のテーマに関連するお話をさせていた
だきます。
世界の経済環境は，米国トランプ大統領が中

国に対して高額の制裁関税を発動したのに対し
て，中国も応酬するなど，不安定さを増してい
ます。また，EUにおきましても，イギリスの
離脱交渉が依然としてまとまらないために，不
透明さを増しています。
これに対して，国内の経済環境は，直近５年

間は企業の業績改善や雇用や所得環境に改善が
見られ，また本日発表になりました公示地価に
も見られますように，地価は全国的に下げ止ま
り，若干の上昇傾向が見られるなど，安定的な
成長が見込まれるようになっています。このよ
うに，経済の安定が見られる間に，税制健全化
に向けた基礎固めがなされるべきであると考え
られます。
日本の財政を支える税制につきましては，平

成３０年度の税制改正におきまして，所得再分配
機能を回復するために，かなり大胆な所得税改
革が行われました。法人税につきましても税率
の引き下げと課税ベースの拡大が続けられてい
ます。また，収益の認識基準の改正という会計
制度に関する改革も進められてまいりました。
また，企業の足腰を強め国際競争にも打ち勝つ
ようにするため，組織再編税制の整備が図られ
るとともに，中小企業の存続を図るために，事
業承継税制の拡充も図られました。さらに，地
方創生を促進するため，地方に税収を増やすた

めの新しい制度が，国税・地方税を通じて導入
されました。
本日は，このような税財政の構造変換期にお

ける現在の取り組み状況につきまして，星野財
務省主税局長，及び内藤総務省自治税務局長を
お迎えして説明いただき，これに対して税財政
の専門的立場からは土居教授に，そして企業活
動の現実的観点からは宮本租研副会長にそれぞ
れご意見を開陳していただきながら討論させて
いただこうと思います。
進行に当たりましては，前半と後半２つに分

けまして，前半におきましては国の税財政の状
況につきまして星野主税局長からご説明いただ
いた上で，これに基づいて土居教授と宮本副会
長からご意見を頂き，それに対する主税局長か
らのご回答を頂くという順序で進めさせていた
だきます。後半におきましては，内藤自治税務
局長に地方の税財政の状況につきましてご説明
いただき，これに対しまして，今お話ししまし
たような順番で土居教授，宮本副会長からご意
見を頂くという形で討論を進めさせていただき
たいと思います。
それでは，早速国の税財政に関する中長期的

な課題と現下の問題解決の方策につきまして，
星野主税局長からご説明をお願いいたします。
よろしくお願いします。
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Ⅰ．税・財政の現状と課題

（星野） ご紹介いただきました主税局長の星
野でございます。岩﨑先生，ありがとうござい
ます。まず，租研の関係の皆さま方におかれま
しては，税制，また税務行政全般にわたりまし
て，色々とご協力ご指導いただいておりまして，
改めて厚く御礼を申し上げます。ありがとうご
ざいます。
今日は，まず私の方から国の税制・財政に関

しまして取り巻く状況，かなり多岐にわたりま
すが，それを概観させていただきたいと思いま
す。

１．経済社会の現状

〔主な経済指標の推移〕
先ほど岩﨑先生の方から，今の国内の経済状

況についてはかなり安定的な成長を遂げている
というお話がございましたが，冒頭，経済社会
の現状ということで，資料⑮ぐらいまで今の経
済状況，政策課題について資料を付けさせてい
ただいています。一言で申し上げますと，安倍
政権の下で名目GDPが過去最高水準になって
いることをはじめといたしまして，経済環境は
基本的に非常に良好であることが示されている
ということかと思っています。

〔経済財政運営と改善の基本方針２０１８（抄）〕
資料⑬でございますが，これが６月のいわゆ

る骨太の方針の中の一節ですが，今後の課題と
いうことで書いています。「需給ギャップが縮
小しプラス基調に転じている一方で，潜在成長
率は，労働力人口の高まり等により改善してい
るものの，労働生産性の伸びが傾向的に低下し
てきたことから足元で１％程度にとどまってい
るとみられ，その引き上げが持続的な経済成長
の実現に向けた最重要課題となっている」とい
うことでございます。この潜在成長率をいかに
引き上げていくかということが，マクロ経済政

策にとって極めて重要な課題という認識を持っ
ています。このためには，人手不足に対処しな
がらこの制約を克服して，質・量の両面での人
材の確保とともにイノベーション力の強化など，
生産性の向上により経済のサプライサイドを強
化し，潜在成長率を高めていくことが急務であ
ると考えております。
具体的には，国といたしましては，１つは一

人一人の人材の質の高める人づくり革命，それ
からもう１つは成長戦略の核となる生産性革命，
これを二本柱として最優先で取り組むとともに，
働き方改革を推進していくということが政策面
での最重要課題でございます。
こういう中で税制といたしましては，今日の

資料ですと資料⑰以下の３０年度改正を参考まで
に付けさせていただいております。一言で申し
上げると，働き方改革を後押しする観点から，
所得税の控除制度を中心に見直しを行っている
とともに，法人税の話ですと賃上げや生産性向
上のための法人税改革に沿った見直しを行って
おりまして，こういった人づくり革命，生産性
革命，働き方改革の後押しになるような税制改
正を行っているところです。

２．税制を取り巻く状況

〔一般会計における歳出・歳入の状況〕
構造問題の１つといたしまして，財政の構造

が非常に悪いということが重要な課題としてあ
ると認識しています。資料⑰以下，財政状況の

― 30 ―



資料を付けさせていただいています。もう何度
もご覧になっておられるように，現状財政の状
況が非常に悪いということであります。

〔利払費と金利の推移〕
特に資料⑲を見ていただきますと，日銀の金

融政策により金利が低く抑えられているものの，
財政構造として金利の上昇に極めて脆弱な状況
になっております。公債残高が増えてきている
中で金利が低いまま推移していることから，利
払費は低く抑えられておりますが，これが多少
金利が上がっていきますと，今後も公債残高が
増えていく中でかなり財政の圧迫要因としてき
つくなっていくことが予想されるということで
す。こういったことも勘案しながら，財政運営・
税制を考えていく必要があると思っています。

〔一般会計税収の推移〕
そういうことを考えていく上で，１つはやは

り経済を成長させていくということは極めて重
要だろうと思います。今後，いろいろな制度改
革を行っていくにしても，やはり経済といかに
親和性を持った政策をやっていくかということ
が重要だと考えています。安倍政権ができてか
らかなり経済が順調に行っているということも
ありまして，税収は資料⑳のグラフを見ていた
だくとわかるように，順調に伸びてきています。
こういった状況を続けていくことが必要だとい
うことです。
ただ，今後の財政の試算，中長期試算を見て

いただきますと，それだけではギャップが埋ま
らないということです。

〔中長期の経済財政に関する試算（中長期試
算）の概要〕
資料㉑の上の方の線が成長実現ケースという

ことで，かなり経済がうまくいく，名目が３．３％
ぐらいの成長で推移するというケースでいきま
すと，２０２５年まで徐々に財政収支が改善してい
って，いわゆる基礎的財政収支につきましては

２０２５年のところでもっておよそ２．４兆円のマイ
ナスになるということです。他方，今の潜在成
長率並みで推移していくという下の方の線の
ベースラインケースで見てみますと，名目
１．７％・実質１．２％ぐらいですが，これで推移し
ていきますと，基本的にはプライマリーバラン
スの赤字がなかなか埋まっていきません。２０２５
年のところで見てみますと，８．１兆円のマイナ
スが見込まれるということでございます。
これには留意が必要でございまして，１つ

は，２０２５年の目標ということで，先ほど佃会長
のご挨拶の中にもありましたが，これまで２０２０
年の目標を５年間先送りしたということです。
今後，団塊の世代が７５歳に入り始めるまでに何
とか財政の立て直しをするということもあっ
て，２０２５年度にプライマリーバランス黒字化の
目標を再設定したということでありますが，先
ほど見ていただきましたように，金利の上昇に
対して非常に脆弱な構造になっているというこ
ともあります。例えば自民党の中の議論を見て
いただきますと，資料㉔を見ていただきたいと
思います。

〔財政再建に関する特命委員会報告（抄）〕
これは，今日ご参加いただいています土居先

生もアドバイザーで参加されておりまして，自
民党の中の財政再建に関する特命委員会におい
て議論が何度も繰り返し議論されて報告書がま
とまっているのですが，その中の一節を引用し
ています。これによりますと，２０３０年代前半，
先ほど２０２７，２０２８年ぐらいまでの中長期試算よ
りももうちょっと先まで延ばして試算をしてみ
ますと，PBの収支改善がわずかな黒字にとど
まる場合には，今後成長率，金利を前提に置い
たとしても，債務残高対GDP比が上昇に転じ
るということで，財政の悪化が見込まれるとい
うことです。中長期的に債務段高対GDP比を
低下させるためには，PBを継続的に改善する
ことが重要であります。それから，今後金利上
昇に備えて，PB黒字化にとどまらず，利払費
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を含む財政収支の着実な改善を目指す必要があ
るという，そういった記述が盛り込まれていま
す。将来に向けての試算及び金利の状況みたい
なことを織り込んで考えていくと，PBをまず
達成するということはもちろん一里塚として重
要ですが，今後の財政の状況を考えると，それ
だけでもなかなか大変で，もう少し財政収支に
も目を向けないといけないというような提言が
なされています。

〔経済財政運営と改革の基本方針２０１８（平成３０
年６月１５日閣議決定）（抄）〕
そういう中で，今後税制改革についてどうい

うふうに考えていくのかということにつきまし
て，この骨太の方針の中で，税制改革について
まとめて記述している箇所がこの資料㉓です。
下線部を見ていただきますと，「持続的な経

済成長を維持・促進するとともに，経済成長を
阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点か
ら，税体系全般にわたる見直しを進める。」と
書かれております。今後経済活動への中立性で
すとかその活力を失わないような税体系という
ことを考えた場合に，やはり消費税が極めて重
要だと考えられますので，そういった観点から
今後検討していく必要があるということが，ま
ず総論的には大事かと思っています。
それから，その下は税制改革の話として４点

触れられています。１つ目として個人所得課税
や資産課税については，再分配機能の向上や働
き方の多様化への対応，格差固定化防止等の観
点から，引き続き丁寧に検討を進めるというこ
とが書かれています。それから２つ目として法
人税の話につきましては，成長志向の法人税改
革の活用等により，賃上げや生産性向上への取
り組みを促すとともに，祖特については政策効
果を見極めながら必要な見直しを行うというこ
とが指摘されています。
３つ目として国際課税の面ですと，「BEPS

プロジェクト」の勧告の着実な実施を通じて，
国際課税制度の再構築を進めていきます。これ

に併せて，税務当局間の情報交換を一層推進す
るということが書かれています。
４つ目として ICTのさらなる活用というこ

とで，納税環境整備です。納税環境の利便性を
高めるとともに，社会全体のコスト削減及び企
業の生産性向上を図る観点から，税務手続の電
子化を一層推進します。それから，適正・公平
な課税を実現し，税に対する信頼を確保するた
め，制度及び執行体制の両面からの取り組みを
強化するということで，グローバル化，ICT
化に対応していくという記述がなされています。
こういった大きな柱を念頭に置きながら，こ

れからの税制改正を考えていく必要があるとい
うことだと考えています。
少し各税目について見ていただくということ

で，資料㉕以下で消費税，あと各税について資
料を付けさせていただいています。

３．消費税

〔消費税率の引き上げ（税制抜本改革）〕
まず，消費税です。この後資料㉘以下で骨太

の方針の消費税のところについての記述を抜粋
しています。ご案内のとおり来年の１０月に消費
税率が８％から１０％への引き上げ及び軽減税率
制度の実施が予定されているわけですが，この
閣議決定された骨太の方針では，資料㉙の「�２
対応の方向性」のところですが，ここに「今後
の財政健全化の道筋を展望すれば，全世代型社
会保障の構築に向け，少子化対策や社会保障に
対する安定財源を確保するとともに，現役世代
の不安等に対応し，個人消費の拡大を通じて経
済活性化につなげるためには，来年１０月１日に
予定されている消費税率の８％から１０％への引
上げを実現する必要がある。」ということで，
骨太の方針では引上げをする必要があるという
ことを明記しています。今般の総裁選でも安倍
総理は消費税率の引き上げについてかなり明確
におっしゃっておられますし，来年の１０月を目
指して，これから円滑な引上げの環境を整えて
いくということが，少なくとも当面の税に関す
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る政策としては最重要課題だという認識を持っ
ています。
消費税の関係では４点ほど指摘しておきたい

と思います。これは，次の資料㉚，㉛にわたっ
て書いてあります。１つが消費税率引上げ分の
使い道の見直しということであります。これ
は，２％引き上げによる５兆円強の税収のうち，
従来は５分の１が社会保障の充実，５分の４が
財政再建に充てるということだったわけですが，
教育負担の軽減や子育て層の支援，そして介護
人材の確保などと財政再建とにそれぞれ税収の
半分ずつを充当するということを決めまして，
これからそういった施策に具体的に配分してい
くということが決まったわけであります。そう
することによって，これから現役世代の不安に
対応して，個人消費の拡大を通じて経済活性化
を図っていくということを着実に行っていくと
いうのが第１点であります。

〔軽減税率制度〕
第２点目が，軽減税率制度の実施ということ

であります。軽減税率制度につきましては，資
料43以下に制度の概要をまとめています。軽減
税率制度の円滑な実施に向けて，今後例えば業
種別の説明会を丹念に行っていきます。これま
でも説明会を相当繰り返し行ってきていますが，
さらにきめ細かく行っていくということです。
また，そういった説明会を通じてそれぞれの業
態の状況をきちんと把握した上で事業者に向け
た資料を作成したり，あとコールセンターの拡
充などを進めていくというようなことを併せて
行っていきたいと考えています。

〔軽減税率対策補助金（中小企業・小規模事業
者等消費税軽減税率対策補助金）〕
それから，資料49ですが，中小企業に関して

は，レジですとか POSシステムといった受発
注システムなどの対応のために，中小企業庁が
軽減税率対策補助金というものを設けています。
これの期限を，本年１月末から来年の９月末ま

で既に期限延長しているところでして，こうい
った補助金を活用していただくことによって，
中小企業が準備，対応をきちんとして行ってい
ただくということにも万全を期したいと考えて
います。

〔外食等の範囲〕
それから，軽減税率の範囲の話として今後議

論がありそうな話としては，資料46の外食等の
範囲です。店内で食べるかテイクアウトにする
かというようなことで，これもそれぞれの業態
ごとにどうするのかというような問い合わせも
ありますので，そういったものについてきめ細
やかな対応ということが必要になってくるかな
と思っております。
それから，新聞の関係で言いますと，雑誌で

すとかそれから特殊な業態の新聞，そういった
ものについて軽減税率の対象にならないかとい
ったような議論もありますので，そういった議
論に対しても丁寧に議論・検討を進めていきた
いと考えています。よくよく実態を聞きながら，
どこまでの対応が可能なのか，どういった議論
があるのかということを，丁寧にやっていきた
いと考えています。

〔形態別国内家計最終消費支出〕
それから，消費税の関連で今後重要な話とし

ては，駆け込み反動減の平準化策を考えていく
必要があるということであります。資料33を見
ていただくと，これは前回の５％から８％への
引き上げの前後における耐久消費財などの消費
がどの程度ぶれたかということをグラフにした
ものです。前回２０１４年４月でしたが，このとき
の消費税の引き上げの際には，物価上昇率が大
きかったです。特に耐久消費財で個人消費税が
税率引き上げ直前と直後に比べて大きく変動し
たということであります。これが結果として景
気の回復力を弱めるということになったという
ことがうかがえます。
加えて企業においては，その前後で設備稼働
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率が非常に大きく変動したということで，資源
の利用に非効率性が生じたというような指摘が
なされております。

〔消費税（付加価値税）率の引き上げ前後の物
価・経済の動き（日・独・英の比較）〕
資料35に日本とドイツ，イギリスの比較で物

価，あと消費，GDPの推移を載せています。
日本では，伝統的に一律一斉に価格を引き上げ
る税制だというような認識が消費税にありまし
たが，ここで見ていただくように，ドイツ・イ
ギリスなどは価格設定は事業者が自由にある程
度判断しています。従って，駆け込み反動減も
発生していないということが認められるわけで
あります。今後，どういう方法でこういった駆
け込み反動減が起こらないようにしていくかと
いうことを検討していくということです。例え
ば税率引き上げの前の駆け込み需要を抑制する
ためにどうしていくかというと，増税直前の
セールの抑制みたいなことについて呼び掛けを
行っていきます。また，税率の引き上げ後，耐
久消費財を中心として購入者に対するメリット
が何がしか付与できないかといったような検討
があります。それから，税率引き上げ後に商品・
サービス価格の引き下げること自体については
構わないというような理解をちゃんと広げてい
きます。公共料金などの設定についてどうする
かといったようなことも考える余地があるのか
もしれません。
こういった駆け込み反動減の影響緩和策，加

えて耐久消費財への対策，そういったものにつ
いて，税制・予算による対策を考えるとともに，
恐らくガイドラインみたいなものになるかと思
いますが，そういったものを作ってよく理解を
広めていく必要があるのではないかと考えてい
ます。消費税については，今，申し上げたよう
な対策をきめ細かく行っていくことが重要であ
ると認識しているところでございます。

４．所得税

〔経済社会における構造の変化①〕
次に，所得税，それから所得税に関連する話

で，納税環境の整備といったような話を少しし
たいと思います。
まず，所得税につきましては，３０年度の改正

において控除の見直しなどを行っていまして，
所得税改革を進めているところですが，所得税
の改革の背景としては，この資料52以下に示し
ています，経済社会の構造変化，例えば少子高
齢化が進んでいく中にあって，非正規化みたい
なものが増えているということです。それから，
若年層世代の所得の推移を見ると，低所得化が
進んでいるというような話です。また，働き方
に関しても多様化が相当進んでいるといったよ
うな，これまでの所得税制が前提としているよ
うな環境が大きく変わってきているというよう
なことがまずあります。そういう中で制度をど
うしていくかということです。

〔日本の所得税の構造（イメージ）〕
もう１つは，所得税制自体の構造をどう考え

るかという問題があります。所得税制は，ご案
内のとおり，日本の場合はいわゆる二元的所得
税に近い形の税制を取っています。資料55を見
ていただきますと，勤労性の所得の場合は総合
課税になっているわけですが，その中で例えば
働き方の違いにより，例えば，給与所得者，年
金の受給者に対してはいわゆる所得計算上の控
除として給与所得控除や公的年金等控除が認め
られています。最終的には損益通算を行って，
それに累進税がかかるという構造になっていま
す。
片や，金融関係の所得に関しては，基本的に

分離課税になっています。国と地方合わせて一
律２０％の比例税率がかかっていまして，どんな
金融商品に投資を行っても，いつ売っても買っ
ても２０％という比例税率がかかるという，ある
意味市場にゆがみを与えないような制度になっ
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ています。しかも，損益通算が株と債券の間で
かなり広く認められるというような制度になっ
ています。そういう意味では，例えば株に対す
る個人投資家のアクセスというのは非常にしや
すい制度になっているということが，日本の所
得税制の特徴と言えるかと思います。

〔国民負担率（対国民所得比）の内訳の国際比
較〕
そういう中にあって，所得税の構造の特徴と

しては，資料57，58，59辺りですが，外国に比
べて所得税の負担水準が相対的に低い。それか
ら，税率のブラケットで非常に低い税率適用の
人が多い。あとは，控除がかなり大きいという
ことが見て取れるわけであります。特に，各種
控除の中で給与所得控除がかなり大きな額を占
めているといったようなことが特徴として上げ
られるわけであります。
こういうことを受けて，３０年度の所得税の改

正で給与所得控除等から基礎控除へシフトする
ということ，また，基礎控除について，いわゆ
る逓減消失型の控除を採用したというようなこ
とを行ったわけですが，所得税のこれからの対
応として，３つ重要な点があると考えています。
１つが，所得再分配機能を回復させていくとい
う話です。それから２つ目が，働き方の変化に
対してなるべく中立に多様な働き方に対応した
仕組みにしていくというのがあります。それか
ら３つ目が，老後に向けた自助努力といったも
のをサポートしていくような横断的な制度を作
っていくということです。これらが３つの大き
な対応の柱だということを，これまで例えば政
府税調の場などでも提言してきました。また，
与党の税調でも議論をされてきたということで
あります。
このうち最初の２つ，働き方と分配論に対す

るある意味組み合わせで対応したというの
が，３０年度の所得税の改正と言えるかと思いま
す。そういう中で，３つ目に挙げた今後の老後
に向けた資産形成，老後の備えに対する自助努

力への支援ということが，残された課題として
あるということです。その話が資料62以下に少
し載せているところでございます。

〔老後の備え等に対する自助努力（資産形成）
への主な支援措置の現状（イメージ）〕
資料64を見ていただきますとややわかりにく

い図で恐縮なのですが，働き方に応じて，貯蓄
投資手段ですとか私的年金，あと公的年金も含
めて，それぞれどこまでの制度が利用可能なの
かとか，どれだけの金額が利用できるのかとい
うようなことに関して，かなり区々ばらばらに
なっているということであります。これをなる
べくこれから働き方がどんどん自由化して様々
な形で職場を変わっていくようなことが見込ま
れる中で，職場が変わるごとにこういった年金
や金融の制度の適用が変わっていくというのは，
なかなかうまくないのではないかということで
す。
例えばアメリカには，いわゆる IRAという

個人退職勘定制度がありますが，そういった制
度を参考にして，ポータブルな個人年金勘定の
ようなものを制度的に考えていくということで
す。そこに適用される横断的な税制を考えてい
くというようなことを，もう少し議論を深めて
いく必要があるのではないかと考えています。

〔個人型確定拠出年金の加入可能範囲及び拠出
限度額の見直し〕
日本では，いわゆる iDeCo の制度が拡充さ

れました。資料65に付けてありますが，平成２９
年１月から新たに加入可能になった方が増えて
いまして，iDeCo の制度がかなり拡充していま
す。これは，税制で言うと拠出時非課税で，給
付の時点で課税になるという形の税制になりま
す。

〔NISA制度（非課税上場株式等管理契約に係
る非課税措置）の概要〕
それから，いわゆるNISAで積立NISAが
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２９年度の改正で設けられたわけですが，この積
立NISAは拠出時が課税になった上で実際の給
付時点では非課税が続くという制度になってい
ますので，アメリカの IRA制度ですとそれぞ
れ IRAと Roth IRAという制度がありますの
で，そういったものに対応していくような制度
が日本でもこういう形で徐々に整備されてきて
います。こういうものを今後どうしていくかと
いうことを横断的に検討していく必要があるの
ではないかと考えております。
それから，例えば退職所得の制度を考えた場

合に，年金と退職一時金に係る税制について，
なるべくバランスの取れた制度にしていく必要
があるというようなことも考えていく必要があ
ります。そういったもろもろの年金や金融を巡
る制度について，かなり目線を高く，また広げ
た形で議論していく必要があるのではないかと
いうことであります。
そういった検討を行うことによって，日本の

金融課税の在り方もその中に位置付けていくこ
とが可能になろうかと考えています。

〔平成３０年度税制改正大綱（抄）〕
資料72に，昨年の末に与党の税制改正大綱で

記述されています金融所得課税の在り方の話を
少し載せています。「家計の安定的な資産形成
を支援するとともに，税負担の垂直的な公平性
等を確保する観点から，関連する各種制度のあ
り方を含め，諸外国の制度や市場への影響も踏
まえつつ，総合的に検討する」ということにな
っています。今，申し上げた問題意識の中で，
さまざまな制度について横断的に見ながら，金
融所得に対する課税のあり方についても考えて
いく必要があるという問題意識です。所得税に
ついては，そういった課題についてこれからも
議論を続けていきたいということであります。

５．納税環境整備

それからもう１つ，今後の所得税を考える上
で大きな論点としては，資料73以下に載せてい

ます納税環境整備の話があります。これは，電
子化が今後進んでいくという中にあって，いわ
ゆるシェアリングエコノミーみたいなものが進
んでいく，消費者同士の取引が進むことによっ
て，そこをどのようにアプローチしていったら
いいのかという新しい局面に直面しているとい
うことが言えようかと思います。

〔政府税制調査会による海外調査報告（平成２９
年６月１９日）〕
これは，昨年来政府税調などでも議論を行っ

ていまして，外国の例をいろいろと参考に勉強
しているのですが，資料74に政府税調の海外調
査報告を載せています。簡単に申し上げますと，
諸外国は日本よりもそういった電子化等々に伴
う対応，１つは納税者利便の向上，もう１つは
その課税の公平や制度の信頼性向上を考えると
いう２つの局面があるのですが，どちらもかな
り進んだ検討になっています。年末調整のある
国ですと年末調整手続の簡素化，あと申告が必
要な国ですと当局がいろいろなデジタル情報を
集めて記入済みの申告書を作成して例えばスマ
ホで申告可能になるというような対応をしてい
ます。
３０年度改正で大法人については，電子申告の
義務化を行ったところでありますが，個人所得
課税の方については，今後どうしていくかとい
うことについて，まだまだ議論が必要だと考え
ています。

〔制度の信頼性向上に向けた取り組み（情報提
供の仕組み）の各国比較〕
特に資料76を見ていただきますと，先進諸国

では情報提供の仕組みをいろいろと工夫してい
ます。例えば法定調書みたいなものについて拡
充するとか，不特定の納税者からの情報提供要
請みたいなものをどうするかといったようなこ
とについてもいろいろ議論されて，手続的な対
応を図ってきている国が結構あります。こうい
ったものについてどのように考えるかといった
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課題があると考えています。

〔政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏ま
えた税制の在り方に関する中間報告②」（平
成２９年１１月）の概要〕
所得税制を考えていく上で今申し上げたよう

な電子化，納税環境整備みたいなものは，まさ
に車の両輪として考えていく必要があると考え
ています。資料77を見ていただきますと，今後
いわゆる所得税制を中心とした制度の見直しの
話と税務手続の電子化の進展がまさに相まって，
さまざまな情報を活用した制度設計が可能とな
る一方で，制度の適切な運営とか執行を可能に
していくという意味では，制度だけでも駄目で
すし，税務手続の電子化にいかに対応していく
かというその両方を見ながら対応を図っていく
ことがこれから重要になっていくということだ
と思います。

〔仮想通貨の税制上の取扱いについて〕
こういった分野でいろいろと議論を進めてい

く必要があるのだと思いますが，特に最近のト
ピックスである話としては，仮想通貨の税制上
の取扱いというのがあります。資料79と資料80
に載せております。仮想通貨は「億り人」で有
名になりましたが，為替差益と同様，今の税制
上は雑所得として総合課税の対象となっており
まして，実際に雑所得として申告納税してもら
うためには，その実態を把握する必要がありま
す。コンピュータ上で取引の真正性も含めて，
ある意味ブラックボックスの中で取引が行われ
るということになりますので，そういうものに
対してどのように適切にアプローチしていくか
ということは，今後の検討課題になっていまし
て，こういったものも含めて電子化が進むこと
による消費者と消費者の直接取引みたいなもの
に対するアプローチの仕方ということを検討し
ていく必要があります。これが，所得税の今後
の１つの課題として重要な論点になっていくと
いう問題意識を持っています。

６．法人税

〔成長志向の法人税改革：法人実効税率「２０％
台」の実現（与党税制改正大綱（平成２７年１２
月１６日））（抄）〕
それから，法人税の関係です。これが資料81

以下です。法人税の関係ですと，トランプ税制
とか国際課税みたいなものもいろいろと関連し
てくるわけです。法人税は，ご案内のとおり，
法人税改革を進めてまいりました。
資料84以下，これまでどういうことを行って

きたかというのをまとめていますが，狙い自体
は資料86に書かれています。課税ベースを拡大
しつつ税率を引き下げるということで，法人課
税をより広く負担を分かち合う構造へと改革し，
稼ぐ力のある企業等の税負担を軽減することに
よって，企業に対して収益力拡大に向けた前向
きな投資，継続的・積極的な賃上げが可能な体
制への転換を促すということで，まさに法人税
改革を行い，その結果として法人実効税率２０％
台を実現しているということであります。

〔法人実効税率の引き下げ〕
留意点として，３点ほどあるかと思います。

１つは法人減税，個人増税みたいな批判をされ
ることがあります。法人課税に関しては，ここ
に書かれているように税収中立で行っていると
いうことです。

〔法人実効税率の国際比較〕
それから，ようやく３０％を下回る水準という

ことになってきたわけですが，資料88を見てい
ただきますと，アメリカ，あとフランスもそう
ですが，どちらも税率の引き下げを行うことに
よって，日本はドイツよりも若干低い水準には
なっていますが，税率の水準については今後ま
だまだ議論があり得るだろうなとは考えていま
す。そのときに，課税ベースの拡大とどのよう
に絡ませながら税率の議論をしていくかという
ことが今後の課題かなということであります。
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〔企業収益等の動向について〕
それから，よく言われるのは企業収益ですが，

これは過去最高ということで，企業のご努力と
いうことが非常にあるわけです。最近設備投資
も非常に好調になってまいりましたので，いわ
ゆる内部留保は非常に増えているという議論が
一方でありますが，それ自体は企業の体力がつ
いてきているという証拠でもありますし，一概
に目くじらを立てて議論するのもどうかと個人
的には思っています。他方，現預金が増加して
いるということも確かでありますので，やはり
賃上げ，あと設備投資について，なるべく積極
的に企業体質を強化していくという意味も含め
て，企業には努力していただきたいというのが
政府の方の思っていることであります。

〔平成３０年度末までに適用期限が到来する法人
税関係特別措置〕
それから，３０年度末までに期限が到来する租

特が，今年は非常に多くあります。資料92です。
この中には，中小企業の租特もありますし，い
わゆる研究開発税制などもあります。３０年度の
改正でもメリハリを利かせた見直しを行ってい
まして，そういう意味では，法人税改革の趣旨
に沿ったなるべく効果が上がるような改正をう
まく織り交ぜてやっていければと考えていると
いうことです。

〔税制改革法案について〕
それから，トランプ税制について，資料94以

下で載せています。これもいろいろ議論がある
ところですが，個人所得課税は２０２５年までの時
限的措置で，法人税については恒久措置を取っ
たということです。ここに書かれている話とし
ては，１つは今後の影響として，共和党の政府
は財政赤字がかなり好転ししかも成長を高める
という評価をしているのに対して，議会の予算
局は金利が上昇し成長率が抑制されるというこ
とで財政の改善は限られたものになると考えて
おり，今後の見通しについては二極化していま

す。これは，経済の専門家の見方も２つに分か
れているということです。
それから，かなりいろいろな措置が入ってい

まして，法人税の税率引き下げだけではなくて，
例えば課税ベースの拡大などの措置もいろいろ
入っていますので，全体としてどういう影響が
出るかということについては，やはり慎重に見
ていく必要があるだろうと考えています。ただ，
それより何より，現時点でのアメリカがやろう
としている関税の影響でかなりさまざまな影響
がこれから出てまいりますので，トランプ税制
に限らず，関税も含めてどういった経済への影
響が出ていくのか，あと不透明感によって企業
活動がかなり制約的なものになるのではないか
といったようなことも含めて，今後の動向につ
いてはかなり慎重に見ていく必要があるのでは
ないかと考えています。

７．国際課税

〔「BEPSプロジェクト」について〕
最後，国際課税です。これはBEPSプロジ

ェクトの最終報告書を受けまして，順次国内法
制化を進めているところです。今年につきまし
ては，いわゆる移転価格税制，それから過大支
払利子税制について，具体的な制度設計をどう
するかということが議論になっていくのではな
いかと考えています。国際課税を巡っては，国
際的なデジタル企業に対する税負担をどう求め
ていくかということを中心に，BEPSプロジェ
クトの中でも経済の電子化に対する議論がこれ
までもずっと行われてきましたし，今後も議論
が進められて，２０２０年に向けて電子化に伴う課
税上の課題をどうしていくかについて報告書が
まとめられていくという動きになっています。
国際経済の下において，法人に所得課税を課し
ていくというのは大変になっていくことが予想
されます。現在，ヨーロッパでいわゆるExcise
Tax，物品税のようなものを課していこうとい
う動きもあり，それを巡る議論も今後かなり行
われていくのだと思います。そういった所得課
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税に代わる物品税や仕向地主義の法人税といっ
た消費課税のようなものに，国際課税，法人課
税の課税標準がシフトしていくというような意
見もあります。今後どういう税制を築いていく
のが国際的な課税としていいのかというような
ことについて，さらに議論が続いていくと考え
ています。
以上，かなり駆け足ですが，私からは以上で

す。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 星野局長，ありがとうございました。
それでは，ただ今から国の税財政に関する討論
の方に入りたいと思います。まず，土居教授か
らご意見をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．税・財政の現状と課題への意
見

（土居） 慶應義塾の土居でございます。今日
は，このような形で租研大会で意見を述べさせ
ていただく機会を頂きまして，誠にありがとう
ございます。今，星野局長から，国の税制を巡
る状況について極めて端的に，かつ非常に肝と
なる課題についても言及されたと思います。

〔総論〕
私といたしましては，まず冒頭，今後の税制

を考えるに当たっては，来年１０月に予定されて
いる消費税率を確実に１０％に引き上げるという
こと，これなくしてその次の新たな税制論議が
できないことになっている状況が現状ではない
かと思うわけであります。そういう意味でも，
他の税のことを考える意味でも，まずはこの消
費税率を１０％に上げて，早くこのしがらみから
脱却して，次なるわが国のあるべき税制の姿に
議論を及ぼしていくべきではないかと思ってい
ます。
その観点からいたしましても，今日の星野局

長の論点整理は皆さまにとっても非常に有益だ
ったのではないかと思います。星野局長は決し
て消費税１０％のことだけをおっしゃったわけで
は全然ありませんでした。まさに所得税，それ
から国際課税，これからわが国がどう対応して
いくべきかということを，消費税を１０％に上げ
た次の時代に何を考えなければならないかとい
うことについて，大変重要な題材をわれわれに
ご提供いただけたのではないかと思います。

〔公的年金等控除と給与所得控除の併用〕
その観点から，まず１点目は，所得税に関連

するところについて，私のコメントと，一部質
問させていただきたいと思います。
星野局長も言及されましたが，平成２９年度税

制改正大綱，それから平成３０年度税制改正大綱
では，わが国の所得税制についてこれまで踏み
込めなかった控除の見直しに着手されました。
これは，私は大変重要な改革だったと思ってい
ます。特に星野局長の挙げられた今後の税制の
在り方として，所得再分配機能の回復という観
点から言うと，この２年度における所得税改革
というのは，非常に合致した方向性で，かつ，
それをよりよく実現する第一歩であったと思っ
ています。
ただ，これでもう完成形にたどり着けて，も

うしばし所得税はこの姿でよい，ここで立ち止
まってよいところまで来たかというと，もう一
歩，もう二歩踏み込む余地がまだ残っているの

― 39 ―



ではないかと思っています。平成２９年度税制改
正大綱では配偶者控除の見直し，それから平成
３０年度税制改正大綱では，先ほどの星野局長の
資料の後ろの方にもありますが，基礎控除と給
与所得控除，公的年金等控除の見直しが行われ
たということであります。特に公的年金等控除
は，給与所得控除と併用できるという点が実は
長年問題として指摘されてきて，一部の高所得
者ということではありますが，公的年金等控除
に上限を付けるという形でこの併用が一部でき
ないようにするということはできたということ
であります。控除対象には，適格の企業年金も
含まれますので，相当多額の控除適用対象とな
る年金を受け取っている方でない限り，今申し
上げたような給与所得控除と公的年金等控除の
併用というのが止められるということが実現で
きていない。もう少し多くの高齢者の方に公的
年金等控除と給与所得控除の併用を止める手立
てというものが今後求められるのではないかと
思います。
特に世代間の格差を是正するという観点から

いたしますと，年金を受け取っていなくて給与
しか受け取っていないという現役世代は，給与
所得控除しか適用できません。だけども，同額
の所得を給与と年金と両方で受け取っておられ
る方はダブルで控除が使えるという意味で，不
公平な状況になっていると思います。今後，さ
らなる踏み込みが必要な部分ではないかと思い
ます。
それと関連いたしまして，遺族年金について

であります。遺族年金は実は非課税ということ
に今の仕組みではなっています。例えば夫婦で
それぞれの年金受給権で年金を受け取っておら
れるのだけれども，他意なくですが，夫が先に
亡くなった場合に，夫の方がより多く年金を受
け取っていた場合には，多くの場合は夫の年金
受給権を一部引き継げて妻が遺族年金という形
で受け取れます。若年の方の遺族年金や障害年
金という話とは私は区別して議論するべきだと
思いますが，高齢の方が受け取られる遺族年金

というのは，人間には寿命があるのはもう宿命
ですから，夫婦のうち同時に亡くなるという偶
然でもない限りはどちらかが先に亡くなられる
とどちらかの年金受給権を引き継いで，その引
き継いだ分が遺族年金になって，かつそれが今
までは夫婦それぞれ自分で受け取っていたとき
には全て課税対象だったのが，夫が亡くなった
後，妻が引き継いだ部分の遺族年金だけは全く
課税対象にならないというような仕組みになっ
ていて，当然そこで所得税の払う金額も変わっ
てきます。
さらには，厄介な問題は社会保障にもこの仕

組みが悪影響を及ぼしています。医療や介護の
社会保険料は高齢者も支払いますが，遺族年金
が非課税ですと，医療や介護保険料の計算でも
遺族年金は所得としてはカウントされないとい
うことになってしまっています。もちろん星野
局長に「その点は問題ですよ」と言ったところ
で，ご担当ではありませんから，私が申し上げ
たいのは，遺族年金が所得税法上非課税である
という問題提起であります。それが，あいにく
今の仕組みでは社会保障の方にも不公平をもた
らしていて，かつ，これは同じ高齢者の世代内
の不公平ももたらしています。自分の年金受給
権であれば税金がかかり，それが所得としてカ
ウントされて保険料もそれなりに高い保険料を
払わなければならないけれども，遺族年金とい
う形でもらうとそれはノーカウントになってし
ますという不公平をもたらしているという意味
で，遺族年金の課税所得化というものが今後視
野に入ってくるかどうか。この点について少し
ご見解を賜れればと思います。
シルバー民主主義で高齢者に不人気だからな

かなか課税化できないということばかり言って
いると，私はむしろ世代内，高齢者の中でも不
公平が生じているというところで，これは局長
に申し上げるというよりかは政治家に申し上げ
た方がいいのかもしれませんが，問題を提起す
る余地が残っているのではないかと思います。
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〔軽減税率制度〕
最後に，少し時間がなくなりましたので，消

費税の軽減税率への対応について申し上げたい
と思います。先ほど星野局長からもご説明があ
りましたように，来年１０月の消費税率の引き上
げに伴って複数税率が導入されるということで，
それに関連してさまざまなご対応を税務当局と
してされているということであると思います。
それは大変重要なことだと思っています。ただ，
さまざまな巷間から聞こえてくる声は，まだ全
然対応の準備を始めていないという事業者がた
くさんいらっしゃるということであります。で
きればそういう方々にも早く腰を上げていただ
くような取り組みが必要になってくるのかなと
思います。
私なりに現状をつらつらと考えてみますと，

免税事業者がまず今は請求書を保存するだけで
価格として消費税分を転嫁するということも認
められている状況ですから，極端に言えば複数
税率できめ細かく経理をするという発想がそも
そも免税事業者にはない状況がまず１つあると
いうことです。もう１つは，簡易課税制度を適
用されている事業者がまさに単一税率であるが
故に非常に簡素に簡易課税制度で経理ができる
ということだったわけですが，今後複数税率に
なるということですので，今，簡易課税を適用
されている事業者がどう対応するのかというと
ころにもう少し手を差し伸べるというようなこ
とを進めていただくということで，そういう準
備不足というような話もだんだん解消されてい
くのかなと思っています。
私からは以上でございます。ありがとうござ

いました。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 土居先生。重要な問題提起，ありが
とうございました。続きまして，ビジネスの観
点から，宮本租研副会長にご意見を頂きたいと
思います。
―――――――――――――――――――――

（宮本） 租研の宮本でございます。今，星野
局長から，税・財政の現状と課題を丁寧に，ま
たコンパクトにご説明いただきました。また，
その先の方向性についても，ご示唆を頂きまし
た。どうもありがとうございました。
私の方からは，納税者の一員である企業に身

を置く者として，また納税者の一個人として，
コメントを述べさせていただきたいと思います。

〔経済情勢，財政健全化〕
まず，経済財政に関する状況認識です。局長

からもありましたとおり，日本経済は非常に穏
やかな，また景気拡張期間としては歴代２位の
期間を超える長期にわたる景気回復過程にある
と思っています。足元，米国の通商問題拡大に
よる懸念はありますが，基本的に，非常に望ま
しい状況にあると認識しています。
一方，２０１８年度の実質成長率は１．１％という

ことで，諸外国と比べてかなり低い成長率にと
どまっていまして，国際的な視点からは相対的
な地盤沈下が続いているのが現実かと思ってい
ます。また，少子高齢化にとどまらない絶対的
な人口減少が確実な未来として見えているとい
うことも含めまして，さまざまな構造問題を抱
えながら，それに対する有効打を打ち出せずに，
将来に対する期待を抱きにくい状況であるのも
否定できないと思っています。景気回復の実感
が伴わないと言われることがありますが，社会
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保障に関する経済活動が増えることによって
GDPが拡大しても，豊かさを実現するという
ことにはなかなかならないのではないかと思っ
ています。社会保障も重要ですが，成熟した経
済から再度，新しい価値を生み出す経済に生ま
れ変わる必要があるのではないかということで
あります。そのためにも，企業の創造性の発揮
を促すような税制を含む制度インフラの改革が
必要であると考えています。
財政健全化に関してですが，これは既に繰り

返し指摘されているとおりでありまして，公債
残高は先ほどありましたとおり９００兆円に上る
ということで，足元は自国通貨建という強みは
あるものの，このままでは，日本国民が国債を
金融資産として保有するだけでは支え切れない
財政赤字の規模となってきているということで
ありまして，経済の持続性にとって極めて大き
なリスクと考えています。
その観点から，先ほど，土居先生からもあり

ましたが，プライマリーバランス黒字化のスケ
ジュールが２０２０年から２０２５年に先延ばしされた
ということは，非常に遺憾であると言わざるを
得ません。その一因は，教育無償化等の人づく
りのための歳出なのですが，いわば親の借金に
苦しめられている現役世代が「子どものため」
と言って新たに借金をしたということであり，
もう少し慎重な議論が必要だったのではないか
と考えています。
さらに，日本で育っても国外に流出する可能

性を考えれば，人づくりというだけではなくて，
育った人が日本で就労し留まるように，日本と
いう国の魅力を高めるための長期的な政策運営
が重要と思っています。
また，税金等の歳入を使って，歳出として国

民に還元していくパブリックセクターの担う役
割については，われわれ自身の世代を超えた受
益と負担に関する議論により，現実的な落とし
どころとして「中福祉・中負担」を選択したと
される中で，その意味を共有することが必要で
あると考えています。その観点からも，来年１０

月の消費税率１０％への引き上げが不可欠である
とともに，それに至る経緯は今後財政について
冷静な議論ができるかどうかの試金石であると
考えています。

〔税制改正の方向性〕
それから，税制改正の方向性でありますが，

ここ数年の税制改正は，所得税，法人税，相続
税，消費税等，非常に広範囲にわたって，いわ
ば税制の現代化に向けた精力的な取り組みであ
ったと評価しています。一方で，税と社会保障
の一体改革というには，「一体性」という観点
からの検証が不十分だったのではないかと懸念
しているところであります。場当たり的に行う
個別的な微調整の改正では，制度として非効率
なものになるのではないかと考えています。例
えば消費税の逆進性対策や所得税の控除見直し
といった制度は，社会保障給付と一体で整備す
る必要があるのではないかということでありま
す。そうでなければ，制度が複雑化するだけで
はなく，全体として過度の配慮となってバラン
スを欠くことになりかねないと考えています。
今後，税制改革の方向性を検討するに当たっ

ては，改めて租税原則である「公平・中立・簡
素」の視点から再点検する必要があると考えて
います。何が公平なのか，何にとって中立なの
か，簡素化によって犠牲となるものは何かとい
った，税の仕組みというよりも，その前提とな
る国のあるべき姿に立ち返って考える必要性を
感じています。その中でも，昨今うたわれる生
産性向上の重要性に鑑みると，「簡素」の視点
がより重要かと思います。その観点から，最近
の税制改正で，マイナンバー，或いは電子申告
はじめ，官民双方の効率化を目指した対応が進
んでいることは歓迎したいと思います。今後も
デジタル化の流れはますます進行するものと思
いますので，印紙税のような時代遅れの税制の
見直しも含めて，改革の名にふさわしい新しい
時代の税制に向けた取り組みに期待したいと思
います。
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〔個別の論点〕
次に，個別の税目についてです。法人税につ

いては，企業活動のグローバル化が避けられな
い中で，物理的な海外移転が進展することによ
って，日本の景気回復による法人税収の所得弾
力性が低下していると言えると思います。一度
移転した製造拠点が日本国内に回帰するのは非
常にハードルが高いため，早期の対応が必須な
状況にあると考えています。海外移転が法人税
制のみによって生じるわけではありませんが，
国民所得に対する法人所得課税の比率に見られ
るように，相対的に日本の法人税負担が大きい
状況は，企業を引き留め，かつ，国外企業を呼
び込むには，望ましいものではありません。法
人の実質的な税負担の軽減について改めて検討
いただきたいと考えています。
その観点から，個別の論点について質問させ

ていただきたいと思います。
まず，先ほどもありましたが，米国の税制改

正の評価であります。これは，トランプ政権と
いう特殊な状況下で成立したものでありますが，
ベースは共和党としてきちんと総合的に検討さ
れてきた政策であるということを考えますと，
検討に値する非常に重要な論点と考えています。
特に印象的だったのは，予算調整手続きとして，
時限立法でさえ１０年間のスパンで税制を検討す
る制度であります。日本においても，単年度で
はなくて長期間で検討するという視点が必要で
あると思いますが，この点についてどうお考え
でしょうか。
それから２点目は，実質的な税負担の軽減の

可能性であります。成長志向の法人税改革は，
税収中立の下，課税ベースを拡大しながら実効
税率を引き下げるというものでありました。米
国を含むOECD諸国で税率引き下げが進む中，
日本における税率と課税ベースのバランスにつ
いてどのようにお考えでしょうか。
それから３点目ですが，研究開発税制の在り

方であります。研究開発促進税制の重要性は言
うまでもありませんが，特に補助金と異なって，

企業活動の自由度を許容する税制による措置は，
政策手段として非常に適していると考えていま
す。３１年度税制改正でも取り上げられると思い
ますが，その見直しの方向性についてお伺いで
きればと思います。
それから，消費税ですが，まずは１０％への引

き上げ，これは，言うまでもないのですが，財
政的にはそれではまだ不十分というのが共通認
識と考えています。その先，その次の議論の進
め方についてお考えがあれば，お伺いしたいと
思います。また，逆進性対策として軽減税率の
導入が方針化されていて，広報活動を含めて十
分対応いただいていますが，租研としてはその
意義，また実務負荷について懸念を抱えていま
す。改めて，その財源確保の問題も含めて，検
討の姿勢についてお伺いできればと思います。
次に，国際課税であります。OECD等にお

ける関係者のご努力ご貢献には深く感謝したい
と思います。一方，日本の税制改正も非常なス
ピードで進展していまして，その方向性に異論
はないものの，個別具体的な制度設計において
は，企業に過度の実務負荷を求めることになら
ないようにご配慮いただければと思います。ア
グレッシブな租税回避を日本の企業は行ってい
ませんので，実務負荷を懸念するような制度設
計は本末転倒となるということであります。足
元では，外国子会社合算税制に関する米国の対
応，それから過大支払利子税制，移転価格税制
における所得相応性基準の見直しについて懸念
しており，その対応の方向性についてお伺いし
たいと思います。また，包摂的枠組みについて
ご尽力いただいていますが，各国の足並みが揃
わない状況も散見されますので，その改善とと
もに，もしその状況が常態化するのであれば，
日本企業だけが不利な取り扱いとならないよう
に配慮をお願いできればと思っています。
最後に，電子経済を巡る議論に非常に注目し

ておりますが，これは税制だけではなく，新し
いビジネスモデルの検討として，広く日本企業
が注力すべき課題でもあると考えています。以
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上，よろしくお願いします。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 多方面にわたるご提案，ありがとう
ございました。それでは，星野主税局長にお考
えをお聞かせいただければと思います。
―――――――――――――――――――――

（星野） ありがとうございます。土居先生か
ら，ご専門の立場から，極めて見識に富むご指
摘を頂きました。また，励ましのお言葉という
のですか，ありがとうございます。また，宮本
様からも実務に即して多方面にわたるご指摘を
頂きまして，ありがとうございます。お時間の
関係もありますので，満足いく答えかどうかわ
かりませんが，ご指摘の点について答えさせて
いただきたいと思います。

〔公的年金等控除と給与所得控除の併用〕
まず，土居先生から頂いた公的年金等控除と

給与所得控除の併用の問題ですが，この問題が
以前からずっと指摘があるという認識は十分持
っています。ただ，今，政府のかなり喫緊の課
題としては，高齢者の就労促進をかなりやって
いかないといけないだろうという問題意識があ
りまして，そこの制度的な問題があるというこ
とはわかりつつも，やはり高齢者の就労をとに
かく今はかなり頑張って促進しないといけない
という政策課題との関係をどう考えるかという
ところが最大の論点かと思っています。今回の
改正において，ようやく公的年金等控除に手を
付けたところですので，その影響も見ながら，
高齢者の就労意欲への影響にも配慮しながら検
討していく必要があると考えています。

〔遺族年金に対する非課税措置〕
遺族年金に対する非課税措置です。これは土

居先生のご指摘は誠にもっともだと思います。
遺族年金が受給者の他の所得の有無や資産の保
有状況と関係なく支給される給付であることで

すとか，非課税措置の存在によって遺族年金の
受給世帯の収入の方が老齢年金の受給世帯の収
入より多い場合でも，低所得者対策を遺族年金
の受給世帯のみが受けられるというようないわ
ゆる逆転現象が生じるケースがあることなどを
踏まえますと，世代内・世代間の所得再分配機
能の強化ですとか，給付と負担の公平といった
観点から，よく検討していく必要があると考え
ています。

〔軽減税率制度〕
軽減税率制度についてのご質問です。免税事

業者とか簡易課税制度適用者の関係も含めて，
準備をちゃんとやっていってもらわないといけ
ないというのは確かであります。ここへ来て軽
減税率の導入，あと消費税の引き上げも含めて，
これはさすがにやっていくのかなというふうに
機運が高まっていけば，事業者の受け止めもか
なり違っていくのではないかと思っています。
その辺は理解を広めるように，説明会等もきち
んとやっていきたいと思っています。制度的な
話としては，申告や納税に要する事業者の負担
にも配慮して軽減税率制度の設計は現行制度と
の接続を考慮した制度設計になっていますので，
その辺の理解を広めていきたいと思います。
いずれにしても，いわゆるインボイス方式の

導入までの４年間は経過措置として区分記載請
求書等保存方式を導入することにしていますし，
税額計算の特例なども入れていますので，そう
いう意味では中小事業者でなかなか区分経理が
困難な事業者についても，対応が可能だという
ことを言っていきたいと思います。あと，ご指
摘の簡易課税制度につきましては，簡易課税制
度の事後的な選択を可能とする特例も設けてい
るところです。それから，簡易課税制度につき
ましては，３０年度改正で農林水産品を生産する
農林水産業について，みなし仕入れ率を今７０％
になっていますが，これを８０％に引き上げて，
仕入れ税額が過少に算出されるような影響をな
るべく軽減するような措置も取っていますので，
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その辺の事業者に対する配慮みたいなことも考
えながら，そういうことも説明して対応の促進
を図っていきたいと考えているところでありま
す。

〔税率の引き下げと課税ベースのバランス〕
宮本様からはいろいろ総論にわたる関係も含

めまして，ご指摘いただきました。総論につき
ましては，本当にご指摘は十分受け止めて今後
の改正に生かしてまいりたいと思っていますが，
個別具体のご質問に関しては，１つはアメリカ
の１０年後に財政を悪化させないようにするとい
うような制度が入っていて，そういう中期的な
ことも考えながらという話であります。
釈迦に説法ですが，この１０年間の話というの

は，ややアメリカの議会対策上の審議ルールと
いう特殊なルールに基づいて設けられていると
ころもあるのですが，ご指摘のとおり，もちろ
ん税制改正に際して中長期の視点を持って検討
することは重要であると考えています。ただ，
日本の財政状況は極めて厳しいところがありま
すので，仮に減税を行う場合には代替となる財
源を確保するという最低限でも税収中立という
ことで，今のところは税制の設計を行っていま
す。それが基本的な考え方ではないかと思って
いるところです。

〔税率の引き下げと課税ベースのバランス〕
法人税の関係では，今日も説明の中で申し上

げましたが，法人税改革自体稼ぐ力のある企業
の税負担を軽減して，企業の投資や賃上げが可
能な体制への転換を促すということにしていま
すし，政策税制についてもそういった考え方と
ある程度整合的なメリハリ付けを行ってきてい
るというところでございます。そういった方向
で支援を集中・重点化させていくということか
と思っています。そういう中で税率の引き下げ
と課税ベースのバランスについて，今後も考え
ていきたいと考えています。
いずれにしても，これまで行ってきた改正の

効果が企業行動の結果につながっていくかどう
かということも十分見させていただく必要があ
ると考えています。

〔研究開発促進税制〕
３１年度の税制改正におけます研究開発税制で
す。これはご指摘もございましたが，わが国の
経済成長を後押しするためには，まさにその基
盤として民間企業の研究開発投資を促進してい
くことが極めて重要だと考えていまして，それ
を促進するための研究開発促進税制は極めて重
要だと考えています。直近では２９年度の税制改
正で研究開発税制につきまして投資の増加を強
く促すための見直しですとか，あとオープンイ
ノベーション型の研究開発について対象費用の
追加，それから契約変更の柔軟化，手続きの簡
素化といったような要件緩和を行っていまし
て，３１年度の税制改正につきましても関係省庁
からいろいろと要望が出されてきているところ
ですが，これもこれまでの改正の効果も含めて，
政策効果などについて幅広い観点から議論を検
討してまいりたいと考えています。

〔消費税率１０％への引き上げ以後の議論〕
消費税率１０％への引き上げ以後の議論です。

これは中長期的な社会保障の在り方，財政の在
り方について勉強を進めていかなくてはいけな
いとは考えていますが，当面，今，具体的にや
るべきこととしては，とにかく来年１０月に予定
されている１０％への引き上げに向けて環境整備
にしっかりと取り組んでまいりたいということ
です。それが最重要課題だと考えています。
軽減税率制度については，先ほど土居先生に

お答えしたことと重複いたします。制度的な対
応が図られているところであります。軽減税率
の財源論の話につきましては，法律上３０年度末
までに歳入及び歳出における法制上の措置等を
講ずることによって，安定的な恒久財源を確保
するということになっていまして，この規定に
沿って検討してまいりたいと考えています。
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〔国際課税〕
国際課税についてご指摘がございました。国

際課税につきましては，明日，またこの研究大
会でもいろいろと議論が行われると思っていま
すが，経済界におかれて，今後の国際課税の議
論についていろいろとご懸念がおありになると
いうことは十分承知しています。今年議論にな
る過大支払利子税制とか移転価格税制，それか
らアメリカの税率引き下げに伴う例えば外国子
会社合算税制等々に対する対応につきましては，
そういった企業がお持ちになっておられるいろ
いろな懸念・実態，そういうことを十分お聞き
した上で，租税回避への対応と日本企業の健全
な海外展開への支援という両方のバランスをよ
く取りながら，丁寧に検討を進めてまいりたい
と考えています。
以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。大変明快
なご回答を頂きまして，感謝いたしております。
まだ議論は尽きないと思うのですが，時間に限
りがございますので，いったんここで国の税・
財政に関する討論は切り上げさせていただきた
いと思います。
続きまして，内藤自治税務局長から，地方の

税財政の現状と課題についてご説明いただきた
いと思います。よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（内藤） ご紹介賜りました総務省の自治税務
局の内藤でございます。皆さま方には，日ごろ
より地方税制につきまして多大なご理解ご協力
を賜っていますことを，厚く御礼を申し上げた
いと存じます。お手元に「地方財政・地方税制
の現状と課題」と書いている資料がございまし
て，これに基づいてご説明させていただきます。

地方税制はなかなかわかりにくいというお話を
頂いています。ご承知のことかと存じますが，
基本的な部分について若干触れた上で地方税制
に入りたいと思います。

１．総論：地方財政・地方税制の現状と
課題

〔地方財政の果たす役割〕
国と地方の役割分担という話です。左側にあ

りますように，各分野それぞれ国と地方の役割
分担は異なりますが，トータルで申しますと，
真ん中にありますように，最終支出ベースで地
方が５８％の支出をしているということですから，
国民の方々，住民の方々に対するサービスの過
半は地方団体が提供しているということです。
特に教育ですとか年金を除きます社会保障とか
は地方団体が非常に多くを担っているというの
が，国と地方の役割分担であります。

〔国・地方を通じた歳出の構造（イメージ図）〕
これをどういう形でやっているかということ

でございます。まず，国が専らやっておられま
す年金や防衛等となりますと，一番右側にあり
ますように，地方団体が担うところはないわけ
です。それ以外のものにつきましては，大きく
３つに分かれると思います。１つは，国がある
一定の水準を確保するために負担をして地方も
負担して，両方が負担し合って歳出を賄うとい
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う仕組みです。例えば教育ですと教員の人件費
が国の３分の１，地方が３分の２持つというよ
うな仕組みになっていますし，社会保障の生活
保護ですと国が４分の３持つようなことになっ
ていまして，分野ごとに負担率は違いますが，
共同で負担しているというものがあります。
それ以外に，左から２番目ですが，国が法令

等で実施を義務付けて基準を設定しているもの
があります。国は負担せずに地方が全額を負担
しているというものがありますが，これも地方
団体が必ずやらなければいけないものというこ
とになるわけでございます。
一番左側は，地方が行うか否かというのが自

由に任せられていますが，住民サービスとして，
例えば文化・スポーツその他の事業を行うとい
うようなものです。これらを地方税で全体を賄
うというのが理想的な姿ということになるわけ
ですが，ご案内のとおり，税源には偏在があり
ます。東京は税源がある程度集中していますし，
地方の町村に行きますとなかなか税を納めてい
ただく主体が少ないというのが現状です。一方
で，やはり国民的な一定水準の行政ということ
は地方団体に提供していただく必要があります
ので，そういう税収が足りないところは，地方
交付税で補填するという仕組みになっています。
従って，横に地方交付税ということで線を引い
ていますが，それはそういう仕組みになってい
るということです。
この地方交付税の仕組みといいますのは，極

めて簡単に申しますと，それぞれの地方団体の
標準的な収入を計算いたします。一方で，標準
的な歳出を計算いたします。これを比べて，標
準的な歳出引く標準的な歳入がプラス，要する
に税収，標準的な収入が足りない場合に，その
差額を補填する仕組みです。従って，これによ
って補填されることで，標準的な歳出をどの団
体であっても提供できるという仕組みになって
いるわけです。
一方で，標準的な支出を標準的な収入が上回

るところは，いわゆる交付税の不交付団体と呼

ばれているところでありまして，ここは当然自
分たちの税で賄えるわけですから，交付税は行
かないわけですし，その標準的な支出を超えた
部分のところは，標準的な支出を超える行政
サービスも提供できるような収入があるという
ことになってまいります。

〔地方財政の財源不足と借入金残高の状況〕
今申し上げました地方税プラス地方交付税で

その歳出全体を賄えればいいわけですが，実は
地方財政も歳入不足でして，左側にありますよ
うに，毎年数兆円から十数兆円の財源不足が生
じている状況です。これを，地方交付税の増額
とか地方債の増発，とりわけ地方団体は赤字地
方債を発行してはいけないという禁止規定があ
りますが，どうしても全体として足りないもの
ですから，赤字地方債であります臨時財政対策
債を発行して穴埋めしているというのが現状で
ございます。
こういう財源不足が毎年生じるものですから，

借入金残高は，右側にありますように，大体２００
兆円ぐらいで高止まりをしている状況です。国
際的に見まして，地方団体がこれだけ多額の借
金を抱えている国はありません。従いまして，
地方財政の健全化，特に先ほども申し上げまし
たように，地方団体は住民に密着した行政サー
ビスを提供していますので，この健全化を図ら
なければ，かつて夕張市が財政破綻したように，
かなり行政サービスを削減して再建に取り組ん
でいるというような実態もあります。そういう
ことが起こらないようにするということが必要
です。

〔地方公務員数の状況〕
では，その地方団体は，努力しているのかと

いうことで指摘されることもあります。資料❺
にありますが，例えば１つ例で申しますと，地
方公共団体の職員数は，右にありますように，
かつて平成６年のときには３２８万人の方がいら
っしゃいましたが，今は２７４万人ということ
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で，５４万人１６％の減ということで，地方公務員
の数というのは非常に減っています。１つの例
ですが，こういうことが言えます。

〔地方財政計画の歳出の推移〕
それから，歳出ですが，これは地方団体トー

タルの歳出で捉えています地方財政計画の歳出
というベースです。この歳出のピークは平成１３
年度でして，８９．３兆円ありました。これをずっ
と抑えてきて，今，足元平成３０年度８６．９兆円で
す。多分国の予算の姿と比較していただきます
と，地方財政の歳出がいかに抑えられているか
ということはおわかりいただけるかと思います。
どういうやりくりをしているかと申しますと，

社会保障は国と同様にどんどん伸びます。これ
は不可避でございます。下から２番目にありま
すように，やはり，かつてに比べて倍増してい
るわけです。一方で，１つは投資的経費を非常
に抑えています。従いまして，かつては箱もの
をばんばん建てているみたいなご批判も頂いた
わけでございますが，今は相当投資的経費を抑
えて，そういう指摘を受けるような歳出にはな
っていないのではないかと思います。
もう１つは，一番下にありますように，先ほ

どと連動いたしますが，給与関係経費を抑えて
いるということでございます。かつてに比べれ
ば４兆円ぐらい減っているということになるわ
けでして，これをトータルして歳出全体を抑え
ているというのが今の地方財政の状況です。

〔国税・地方税の税収内訳（平成３０年度予算・
地方財政計画額）〕
そういう中で，資料❼が国税・地方税の税収

内訳で，２番目以降が地方税の税収の内訳でご
ざいます。これはご参考にしていただければと
思います。

〔地方税収（地方財政計画ベース）の推移〕
これが地方税収の推移でございます。平成１９

年度のときに三位一体改革ということで国庫補

助金の削減，それから地方交付税の削減と国か
ら地方への税源移譲ということが行われまして，
所得税から住民税への税源移譲３兆円が行われ
ました。これによって，３９．５兆円まで税収が増
えまして，２０年度もほぼ横ばいでしたが，その
後，リーマンショックが起こり，がぐっと地方
税収が落ち込みました。その後，経済が回復基
調にある中で，今現在，一番右ですが，平成３０
年度の地方財政計画ベースでは，一番上のかっ
この中，４１．５兆円の地方税収が確保されていま
す。４０兆円台に乗ったのは平成２７年度が初めて
でしたが，その後もかなりの高水準で地方税収
は推移しているということであります。
点線で書いてあるのは何かと申しますと，後

ほど少し触れますが，偏在是正を行いますため
に，法人事業税の一部を地方法人特別税という
形で国税化し，それを譲与税として配っている
ということから，純粋な地方税ということでは
ないのかもしれませんが，実質的な地方税とい
う意味で点線を入れさせていただいて４１．５兆円
という水準だということを申し上げているとこ
ろでございます。
こういうふうに税収が増えてまいりますと，

当然，税源が多いところには税収がたくさん入
りますし，税源が少ないところにはなかなか税
収が増えないということになりまして，豊かさ
というのでしょうか，財政力格差というものが
拡大いたします。これが今，一番の問題でござ
います。

〔人口１人当たりの税収額の指数（平成２８年度
決算額）〕
地方税全体としては，最大・最少で２．４倍の

格差ということになるわけですが，一番大きい
のは地方法人２税でして，最大・最少が６．１倍
もあります。これは人口１人当たりで見た場合
です。一番税収格差が少ないのが地方消費税で
１．６倍ということになってまいります。
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〔地方税の充実と偏在是正に関連するこれまで
の措置等〕
地方税の税収が増えてまいりますと，税源が

豊かなところ，特に先ほど申し上げましたよう
に，標準的な収入が標準的な支出を上回ってい
るいわゆる不交付団体の超過部分というのが，
どんどんどんどん増えてまいります。不交付団
体はいろいろなサービスを提供しやすくなりま
す。
一方で，資料10の下にありますが，交付団体

は仮に税収が増えたといたしましても，標準的
な収入が増えましたら，その分地方交付税が減
る仕組みです。先ほど申しました差額を補填す
るわけですから，差額が減れば交付税が減ると
いう仕組みですので，実は税収が増えてもあま
り増えないという仕組みで，一番税収が増える
ときの課題となりやすい点は，交付団体と不交
付団体の財政力格差が開くというところにあり
ます。私どもの地方税体系の在り方として，当
然地方税の充実確保ということを申し上げるわ
けですが，それと併せて，偏在性が小さく税収
が安定的な地方税体系というのをもう１つの大
きな目標としてまいりました。そういう意味で，
偏在是正というのは，資料10にありますように，
さまざまな局面で取り組んできたということが
見ていただけるかと思います。これが総論でご
ざいます。

２．各論：個別地方税制の現状と課題

�１ 地方法人課税
〔地方法人２税（法人事業税・法人住民税）の
税収の推移〕
続きまして，各課題に移りたいと思います。

まず最初は，今申し上げてまいりました地方税
の偏在是正でございます。
先ほど見てきましたように，偏在が一番大き

い税金は地方法人課税です。従って，偏在是正
の議論をするときには，地方法人課税が焦点に
なるということが非常に多いわけです。資料13
は今までの税収の推移ですが，ここで平成２０年

度のところに地方法人特別税・譲与税の創設と
いうのがあるわけであります。繰り返して恐縮
でございますが，先ほどリーマンショック前に
３９兆円台の税収があったというときに，やはり
財政力格差が大きな問題となりました。従って，
ここで法人事業税の一部を地方法人特別税とい
う形で切り出して，いったん国に収納して譲与
税として配分するという仕組みを導入したわけ
でございます。

〔消費税率の引き上げと地方法人課税の偏在是
正〕総務省資料
資料14は，実効税率の引き下げと外形の拡大

の話でございますので，ご参考にしていただけ
ればと思います。
資料15ですが，一番左側は平成１９年度以前の

姿でございます。左から２番目が，今申し上げ
ましたように，地方法人特別税を導入して，そ
してこれを譲与税として人口及び従業者数によ
りその全額を都道府県に譲与いたしました。こ
の結果として，法人事業税収のウエートが高い
ところの税収は減り，ウエートの低いところの
税収は増えるという結果を導き出したわけでご
ざいます。
ただ，これは税制の抜本改革までの暫定措置

という位置付けの制度です。その後，２６年度の
改正で消費税率が引き上がるということになり
まして，消費税８％段階になりますと地方消費
税率も上がってまいります。従って，１つは地
方法人特別税が税制の抜本改革までの暫定措置
なので，これは縮小しなければいけない。それ
とともに，地方消費税の税収が増えると，先ほ
ど見ていただきました交付団体と不交付団体で
は，不交付団体はそのまま地方消費税の税収が
増えるとそのまま使えるお金は増えますが，交
付団体は交付税が減るということによって調整
されてそれほど使えるお金が増えない。それに
よる格差の拡大という２つが併存するような状
況になりましたので，今度は法人事業税をお約
束どおり縮小することとして，法人住民税の法
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人税割を一部地方法人税という国税にしていま
す。これは交付税原資になりますので，先ほど
申し上げました交付団体だけに配られる財源と
なります。従って，そういう意味では，不交付
団体と交付団体の財政力格差は縮小されるとい
うことになりますので，こういう措置を入れま
した。
その次，平成２８年度改正で消費税１０％段階の

措置ということが決定されたわけでありますが，
この局面でも同じ２つの課題がありました。こ
の１０％でいったん税制の抜本改革というのがで
きるということですので，地方法人特別税は法
人事業税に戻します。その代わりに，法人住民
税の法人税割を切り出す部分を拡大して，地方
法人税というものを拡大いたしまして，これを
地方交付税原資にすることといたしました。こ
れによって，地方消費税の税率の引き上げによ
る財政力格差の拡大を防ぐとともに，この措置
によって法人事業税を切り出した地方法人特別
税で行っていた偏在是正効果も確保するとい
う，２つの効果をここで行うこととしたわけで
す。
この地方法人税は，今，法人税とともに税務

署の方に納めていただいているかと思います。
これが今まで取り組んだ偏在是正の最近のもの
ですが，実はこの偏在是正というのはこれにと
どまらない状況にあるということがこれからの
話でございます。

〔現状と問題の背景等①〕
先ほど見ていただきましたように，地方税収

は今好調でありまして，財政力格差が開いて地
方法人特別税・譲与税の制度を入れなければい
けなかった平成１９年度・２０年度の地方税収の状
況を上回る状況になっています。従って，１９年
度・２０年度の状況を上回る財政力格差の状況に
なっているということは，やはり緊急の課題と
してこの財政力格差の是正に取り組まなければ
いけないということでございます。
では，実際の東京都の税収がどうなったかと

いうことで見てみますと，これはまだ平成２９年
度までしか出ていませんが，平成１９年度水準ま
で回復しています。先ほど見ていただきました
偏在是正を行ってもなお平成１９年度レベルの都
税収レベルまで回復しているということであり
ますので，やはり財政力格差はそのレベルまで
なっているということかと思います。

〔現状と問題の背景等②〕
大変難しい言葉で書いていますので恐縮でご

ざいますが，交付団体は，先ほど見ていただき
ました地方財政が財源不足のためにその穴埋め
で赤字地方債を発行しているということを申し
上げました。これは，財源不足は交付団体に生
じていますので，実は赤字地方債は交付団体に
発行してもらっています。毎年毎年その財源不
足が解消されないため，発行し続けていまして，
今その残高が中段のグラフですが，５４兆円まで
膨らんでいるということであります。従って，
いわゆる交付団体からは，臨時財政対策債や赤
字地方債を１日も早くやめてもらいたい，或い
は減らしてもらいたいという切実なお話があり
ます。
一方で，これを都道府県ベースで申しますと，

不交付団体は東京都だけなのものですから，ど
うしても東京都と書かざるを得ないのですが，
東京都の財源超過額は単年度で見るわけですが，
標準的な収入が標準的な支出を上回る分が平成
２８年度・平成２９年度で１兆１，０００億円もありま
す。一方で，赤字地方債を発行している団体が
多くある中でこれだけ財源超過が生じていると
いうのは，別に東京都のせいではないのですが，
地方税財政の在り方としては適切とは言えない
のではないかということです。
それからもう１つは，右下にありますように，

東京都はそれだけ単年度でプラスが生じていま
すと，当然全部使うということにはならないの
で，企業で言えば内部留保のような基金を積み
立てています。これを毎年３，０００億円なり４，０００
億円積み立てているということです。ある意味
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これだけ財政余力があるということになります。
この基金の水準についても，何かのときに備え
るための基金としての額をかなり超える水準ま
で来ているのではないかというようなことでご
ざいます。

〔都市・地方の持続可能な発展のための地方税
体系の構築〕
これらを背景といたしまして，昨年，与党の

税調でご議論いただきまして，消費税率１０％段
階において地方法人特別税・譲与税が廃止され
法人事業税に復元されること等も踏まえて検討
し，平成３１年度税制改正において結論を得ると
いうふうに位置付けされました。まさに，今年
の与党の税調でご議論いただき結論を得る課題
ということになっています。

〔経済財政運営と改革の基本方針２０１８（抜粋）〕
政府ベースでも骨太の方針等々に位置付けを

し，それに備えてきています。今，検討会を作
って，どういう方策を取るかというようなこと
を有識者の方々に議論していただいているとこ
ろでございます。これが目の前の地方税制の一
番大きな課題であります偏在是正の話でござい
ます。

�２ 車体課税
〔車体課税（地方税）の現状〕
２番目，車体課税ということでございます。

これは，私どもというよりも，自動車業界の方
からご議論がされやすいテーマであります。全
体像といたしましては，車のユーザーの方々に，
取得，保有，利用，走行の各段階でご負担いた
だいています。例えば取得ですと自動車取得税
がかかってまいりますし，保有ですと小型普通
乗用車では自動車税ですし，軽では軽自動車税
がかかってきます。それから利用ですと，これ
は国税ですが，自動車重量税が車検のたびにか
かっておりまして，その一部が自動車重量譲与
税として市町村に譲与されて地方財源になって

います。走行段階では揮発油税或いは軽油引取
税等がありまして，これも一部は地方財源にな
っています。青く塗られた部分が地方財源と考
えていただければと思います。いわゆる車の
ユーザーの方々に納めていただいている税金の
多くは地方財源になっています。
ここから先は，さまざま議論されるであろう

という項目を課題として挙げさせていただきま
す。

〔平成３１年度税制改正における検討項目〕
１つは，先ほど星野局長からもお話がありま

したが，消費税率１０％への引き上げの前後にお
きます駆け込み需要及び反動減対策をどう講じ
るかという話でございます。資料22の一番下に
骨太の方針の記述がありますが，税率引き上げ
後の自動車や住宅などの購入支援について需要
変動を平準化するため，税制・予算による十分
な対策を具体的に検討するということになって
います。自動車取得税というのは１０％段階にな
りますと廃止されるとともに，新たに自動車税
の中の環境性能割という税が導入されることと
なっています。この環境性能割についてどうす
るかというご議論がされるかもしれませんし，
或いは税では対応できずに予算でという話にな
るのかもしれませんが，いずれにしてもこの対
策について議論されるだろうということであり
ます。
２点目は，真ん中に平成２９年度の与党の税制

改正大綱を載せています。平成３１年度税制改正
までに安定的な財源を確保し，地方財政に影響
を与えないよう配慮しつつ，自動車の保有にか
かる税負担の軽減に関し総合的な検討を行い，
必要な措置を講ずるというふうに記載されてい
まして，平成３１年度税制改正においてこの保有
課税をどのように取り扱うかということが議論
されるだろうと考えています。さらには，特例
措置でありますエコカー減税，グリーン化税制
が期限切れを迎えますので，併せてこの議論も
されるだろうということです。
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〔自動車ユーザーの税負担の水準〕
これからの議論でございますので，あまり予

見を持って言うということにはなりませんが，
資料23の左側は日本自動車工業会の資料で，保
有段階の税負担が国際的には高いというご主張
の資料でございます。
一方で右側をご覧いただきますと，燃料にか

かる税負担は実は日本は安いということで，自
動車ユーザーの税負担というのは車体課税の税
負担もありますし，燃料課税の負担もあります。
これらトータルでどう考えるかということでご
ざいます。

〔自動車に関する行政サービスと車体課税の状
況〕
かつて，道路財源という議論もありましたが，

今は全部一般財源化されています。実は左にあ
りますように，地方団体が自動車ユーザーの
方々からご負担いただいている税が約２．２兆円
ありますが，道路関係等に使っている歳出とい
うのは５．４兆円プラス αありまして，かなり道
路関係の歳出は多いという状況にあります。特
に最近よく言われていますように，高度成長期
に造った橋やトンネルとかさまざまな社会資本
が老朽化していまして，これらを長寿命化した
り改築したりということが急務になっています。
これは，どうしても人の命に関わりますので，
やらざるを得ません。そういう中で，保有課税
を低くすることによって地方財源を減らすとい
うことがこれらの事業にとってどういう影響を
及ぼすのかということも念頭に置きながら，議
論しなければいけないと考えているところであ
ります。

�３ 森林環境税（仮称）
〔森林経営管理法の概要〕
資料27以降は森林環境税であります。昨年度

の税制改正で決定を見たわけでありまして，来
年の通常国会に法案を提出することとなってい
ますが，資料29をまずご覧いただければと思い

ます。
ご案内のとおり，森林が荒廃しているという

ことが言われていて，特に災害が多発している
中で崖崩れがあったり森林が崩壊したりという
ことが，非常にテレビでリアルに映し出されま
して身近に感じるわけですが，どうしても不在
地主が多くなったり，或いは木材価格が安いが
ために産業としてペイしない森林というのが非
常に増えているというのが現状かと思います。
そういう中で，放置できないということで林野
庁が森林経営管理法を今年の通常国会に提出し
て，そのような放置されている森林については
市町村が主体となって管理するような仕組みと
いうのを新たに導入しました。こういうことも
含めて，森林整備をきちんと進めていかなけれ
ばいけません。そのためには，その財源を確保
していかなければいけないというのがこの森林
環境税の議論のベースです。そういうことから，
昨年議論されて制度が決定されました。

〔森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮
称）の制度設計イメージ（案）〕
そのイメージは資料30です。市町村に個人住

民税の均等割りに上乗せをして，国税として森
林環境税を年１，０００円徴収していただきます。
これを都道府県を経由して国の交付税及び譲与
税特別会計に納入していただき，全額を森林環
境譲与税として，私有林人工林面積や林業就業
者数，人口により按分して譲与し，これを都道
府県・市町村は森林整備及びその促進に関する
費用に充てていただくという仕組みです。
左下にありますように，納税義務者約６，２００

万人いらっしゃいますので，収入としては大体
６００億円強，平年度ベースで歳入として出てま
いります。ただ，これは均等割ですので，どう
いう収入の方も年１，０００円です。年１，０００円がど
のぐらいの負担かというのはいろいろなご議論
があるかと思いますが，逆進性があることは間
違いありません。従いまして，国民負担に十分
配慮しなければいけないということで，資料31
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でございます。

〔森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮
称）の創設フレーム（案）〕
実は今，個人住民税の均等割に，東日本大震

災が起こったときに各地方団体で防災施策を早
急に進めていただかなければいけないため，そ
の財源として１，０００円上乗せして，実質５，０００円
納めていただいています。この期限が平成３５年
度までということになっていまして，ここで防
災の１，０００円というのは終わるわけです。
これを引き継ぐ形で，平成３６年度から１，０００

円を引き続き納めていただいて，これを森林整
備に充てていこうというのが森林環境税でござ
います。ただ，平成３６年度というのは先の話で
すが，一方で森林整備というのはもう目前の課
題ですから，若干工夫いたしまして，森林環境
譲与税は平成３１年度から譲与するということに
いたしました。その財源は，平成３５年度までは
国の特別会計による借入金を元に譲与するとい
うことといたしまして，この借入金を平成３６年
度から出てまいります森林環境税の収入により
返していくという仕組みにしたわけでございま
す。

〔各年度の譲与額と市町村及び都道府県に対す
る譲与割合及び譲与基準（案）〕
その仕組みが，次の資料32で，これはご参考

に見ていただければと思います。実は地方税と
して新しい税を作ったのは久方ぶりでございま
す。地方消費税というのが平成９年度から入っ
たわけですが，その前に消費譲与税というのが
ありましたので，消費譲与税を地方消費税に変
えるという意味では，新税ではありますが，純
粋な新税と言っていいかどうかというところは
ありました。その前に，地方税として新税を入
れているのは特別土地保有税です。それ以来と
いうことですので，大きな制度改正ではありま
す。６００億円という税収ではありますが，そう
いう位置付けの税であります。

逆に言いますと，こういう国民の方々にご理
解を頂いて新しい税を作ったときに，この税が
有効に活用されることが非常に大事だと思って
います。そういう意味で，３１年度以降の森林環
境譲与税が有効に活用されますように，都道府
県・市町村に今現在お願いしているところです。
これが森林環境税でございます。

�４ 地方消費税
〔地方消費税の概要〕
次の地方消費税でございます。地方消費税は

１０％段階で１．７％から２．２％に引き上げられます
が，ご案内のように，今，地方消費税は国税に
消費税と合わせて徴収していただいています。
資料35を後ほどご覧いただきたいと思いますが，
実は税務署に納めるということで，実際の消費
が発生した場所と，納めていただく場所が違っ
てまいります。従って，地方消費税としてこの
清算制度というのを設けていまして，最終消費
地に税収が行くように，都道府県間で清算する
という仕組みを入れています。これによって，
地方消費税というのが成り立っているというこ
とです。

〔地方消費税の清算制度について〕
国の税務署に納められて，その税務署があり

ます都道府県に払い込まれる段階では，実は非
常に偏在があります。１０．２倍あるのですが，こ
れを各都道府県の消費に相当する額で清算する
ということをいたしますと，右にありますよう
に１．６倍になります。人が消費するのは大体フ
ラットに近いわけですのでこういう形になりま
すが，これによって制度が成り立っているとい
うことでございます。

〔地方消費税の清算基準の抜本的な見直し〕
昨年度，この清算基準の抜本的見直しという

のを行いました。小売年間販売額やサービス業
対個人事業収入額（経済センサス）を使って清
算しているのですが，その中の統計を見てみま
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すと，必ずしも最終消費地に数値が計上されて
いない項目があるということが明らかとなりま
したので，これらを清算基準に使うのはいかが
なものかということです。
一方で，先ほど申し上げましたように，消費

というのは人によってそれほど大きな差はない
という意味で言うと，その代替指標としては人
口でできるだろうということで，上から下の形
に変えたわけです。東京都がこれによってマイ
ナス１，０００億円程度になったということで，東
京から税が奪われたという言い方もされたこと
もありますが，一方で今まで東京都がもらい過
ぎだったのだとおっしゃる方もいらっしゃいま
す。これはいろいろ意見が立場によって違うの
ですが，私どもはいわゆる最終消費というもの
を表す指標について，何が一番適切なのかとい
う観点でこういう改正をしたということであり
まして，制度の適正化という観点だと思ってい
るところでございます。

�５ ふるさと納税
〔ふるさと納税の概要について〕
次に，時間が迫ってまいりましたので，簡潔

に申し上げます。ふるさと納税につきましては，
話題にはなっていますが，あまりご説明するこ
とでもないわけであります。ただ，元々のふる
さと納税の発想といいますのは，やはり，特に
ふるさとから都会に出てきた方がふるさとに対
する思いとか，或いはふるさとでなくてもこの
地方団体を応援しようとする思いを形にする制
度であり，その財源を活用して地方の地域の活
性化を図るというための制度と位置付けていま
すので，私どもとしてはこれからも健全な発展
を目指していきたいという位置付けのものです。

〔依然として地場産品以外の返礼品を送付して
いる例〕
一方で，もうご案内でございますが，返礼品

を出し始めて，これが過熱し，返礼割合を高く
して何のために寄付していただいているのかわ

からないような話になっているというのも事実
であります。お見せするのもはばかられるとは
思いますが，資料44を見ていただくと，これは
ほんの氷山の一角であります。左上にあります
ように電化製品を並べてみたり，左下にありま
すように食料品を並べてみたり，しかも全く地
場と関係のないものを並べて，とにかく寄付さ
え集めればいいという，制度の趣旨を完全に没
却したようなところまで行ってしまいました。
これは，税制として放置できないということで，
今回見直しを検討するということを表明したわ
けです。
ただ一方で，皆さまもご案内かと思いますが，

災害が起こるとふるさと納税によってその被災
団体への援助が非常に集まるようになっていま
して，これはある意味，寄付文化の定着という
観点では，１つの効果の表れではないかと捉え
ているところでございます。

〔ふるさと納税に係る制度見直しの検討～平成
３０年９月１１日（火）閣議後記者会見における
総務大臣発言（抜粋）〕
これは大臣の発言でございますので，お時間

があればご覧ください。

�６ 地方税の電子化
〔eLTAX（エルタックス）について〕
続きまして，最後に資料49以降は地方税の電

子化です。私どもは，資料51にありますように
eLTAXという仕組みを持っています。１，７００
あまりの地方団体それぞれが賦課徴収している
というのが基本なわけですが，それですと納税
者の方々にも多大な事務負担をかけますし，一
方で地方団体の効率化にも問題があるというこ
とで，この eLTAXという仕組みを全地方団体
が加入する仕組みとして作り上げました。

〔平成３０年度税制改正（地方税共通納税システ
ム（共同収納）の導入）〕
いわゆる税の申告，特に法人の方々の税の申
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告については，これをかなり活用していただい
ているというのが現状かと思いますが，資料52
にありますように，納税ということに関しまし
ては，左にありますように，電子納税システム
に対応している地方団体は１，７００余りの団体の
うち２２団体しかありません。残りは全部銀行を
通じて個々に納めてもらわなければいけないの
が実情でした。これはあまりにもということで，
個別のそれぞれの地方団体に電子納税をやって
くださいと言っていましたが，いっこうにらち
があきません。従いまして，先ほどの eLTAX
という仕組みを使って一気に新しい仕組みを作
る方がいいだろうということで，右側にあるよ
うに，企業の方々がA市やB町，C村，D市，
E市などへそれぞれ税を納めていただいている
ものを，eLTAXに１カ所に納めていただけれ
ば自動的に振り分けられる仕組みというものを
作っているところです。この仕組みを来年１０月
から実際に稼働させる予定でございまして，こ
れによって抜本的に簡素になると思っていると
ころです。
この eLTAXを活用した共同収納というのは

１つの例でして，eLTAXというのは相当いろ
いろなことに使えるのではないかと私どもは想
定しているところです。これから地方税の電子
化を通じた納税者の方々の事務負担の軽減とい
うことに私どもは積極的に取り組んでいきたい
と思っているところでございます。
少し長くなりましてぎりぎりになってしまい

ました。申し訳ありませんでしたが，以上でご
説明を終わらせていただきます。ありがとうご
ざいました。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） 大変丁寧にご説明いただきまして，
ありがとうございました。これから討論に入り
たいと思いますが，既に予定されていた終了時
間を経過しています。そこで，大変申し訳ない
のですが，簡潔にご意見を頂ければと思います。
まず，土居教授からよろしくお願いします。

―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題への意見

（土居） 内藤局長には，地方税体系から細か
くご説明いただいて，私も大変理解が深まりま
して，誠にありがとうございました。会場の皆
さまも理解が深まったかなと，私自身もそう思
っています。時間が短いので，ふるさと納税に
ついて１点コメントと，それから税源の偏在是
正について１点質問という形でさせていただき
たいと思います。

〔ふるさと納税〕
ふるさと納税の話は，本当に出来立てほやほ

やといいましょうか，９月１１日に総務大臣が記
者会見でご発言されて方針を表明されたばかり
というところで，私も前もってはコメントを用
意していなかったのですが，せっかくですので
一言申し上げたいと思います。
ふるさと納税制度の抜本的な見直しとして，

寄付金に対する自治体の返礼品の額の割合が３
割超の場合や，返礼品が地場産品でない自治体
への寄付は，税優遇の対象から外す形で，返礼
品に対して一定の規制といいましょうか，共通
のふるさと納税制度を守っていくためのルール
を作る方針を示されたことは大変重要なことだ
と，私は思っています。それともう１つ，この
３割以下にするということにまつわる副次的な
よい効果があるのではないかと私は思っていま
す。と申しますのは，その３割という比率です。
これはもう少し議論する余地があるのかもしれ
ませんが，少なくとも３割以下であるというこ
とを客観的に自治体が証明してみせないといけ
ないということに当然なりますから，その返礼
品の経理ないしはその決定について，データな
り情報を住民・国民に提供して素材を出すこと
ができるだろうということです。何かとふるさ
と納税は，実は地方議会は置いてきぼりにされ
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ていた面がありまして，それで入ってくる寄付
をどう使うかとなると，予算などで確かに議会
で議決したりすることでありますが，先ほどご
紹介のあったような返礼品は，主立っては首長
さんないしは首長部局がお決めになる。議会が
ちゃんとチェック・アンド・バランスで，ふる
さと納税制度をわが市・わが県でこういうふう
に使っていることでよいのかどうなのかをきち
んと考えていただく。この３割以下にするとい
うことを契機にデータや情報が公になることに
より，ふるさと納税がらみで議会にも機能を発
揮してもらえるようになっていくのではないか
と，私は期待しています。

〔税源偏在の是正〕
それから，税源偏在の是正に関しての質問を

１点させていただきたいと思います。確かに私
自身も地方税体系として偏在性の小さい税体系
になるべきだということについては，局長がお
述べになられた方向性に全く同感であります。
ただ，この偏在是正が，先ほど内藤局長からも
ご説明がありましたように，議論の契機が実は
消費税の増税であった，消費税率を引き上げる
ことをきっかけに偏在是正の議論が今起こって
いる。ここには，私は懸念を強く持っています。
と申しますのは，消費税率がまだ１０％に上がっ
ていないのに，鬼が笑うかもしれませんが，消
費税率はわが国は恐らく１０％よりも高い税率に
いずれは上げていかなければならない。その時
期がいずれ近い将来訪れるということになりま
すと，その都度その都度偏在是正はどうするの
だと言って議論しないといけないことになりは
しないかということです。これは杞憂かもしれ
ませんが，私の懸念ということであります。
せめて今回しっかり議論するということであ

れば，今回偏在是正措置を決めて消費税増税に
対してこういう形で偏在是正に取り組むと，実
際是正している税目は地方法人２税であります
が，地方法人税ではこういう形で偏在是正する
のだというふうに決めたら，これでいったん打

ち止めという形にする。消費増税に連動した偏
在是正措置に対しては，ここでルールを決めて
それにしばらくは従うのだという打ち止め感が
必要ではないか。消費増税するためにまたぞろ
偏在是正措置の議論をしなければいけなくなる
という展開は，今後の日本の地方税体系を考え
る上ではあまり建設的ではないのではないかと
思います。
と申しますのは，内藤局長の資料をお借りし

ますが，内藤局長の資料❾にありますように，
偏在性の少ない税制を目指していくということ
であれば，地方消費税は非常にそれにかなった
税でありまして，地方消費税の拡充ないしは別
の言い方をすると，地方税収における地方消費
税の税収の構成比が高まれば，おのずと遍在性
は小さくなるはずです。そういう期待が地方消
費税にはある中で，地方消費税をこれから増税
しようとするたびに，偏在是正措置をまた追加
で考えなければいけないということになります
と，いつまでたっても地方消費税を上げては偏
在是正，地方消費税を上げては偏在是正という
形で，なかなかどういう姿があるべき地方税制
の目指すべきところなのかが見えにくくなって
しまうのではないかと私は懸念しています。
そういう意味では，今回しっかり議論してい

ただいて，地方消費税を上げることと対応した
偏在是正措置は，打ち止めというところまで行
ければいいとは思うのです。ないしは，打ち止
めということでないとすると，ルール化といい
ましょうか，どういうふうになった場合にはど
ういうふうに是正措置を講じるのかというもの
は，議論の中で見えてくると今年の１つの大き
な成果になるのかなと思っていますが，いかが
でしょうか。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） ありがとうございました。続きまし
て，宮本租研副会長からご意見を頂きたいと思
います。
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―――――――――――――――――――――
（宮本） ありがとうございました。生活に密
着している地方自治体の活動にもかかわらず，
税金との関係がなかなかわかりづらいのですが，
本日は，非常にわかりやすくご説明いただきま
した。本当にありがとうございました。

〔地方税改革の方向性〕
地方の在り方の方向性として，「地方分権」

ということが言われて久しいのですが，租研と
しては，その実現のために，行政サービスにお
ける受益と負担の連動を高める必要があると主
張してきております。地方税改革にあたっては，
地方行政サービスの費用を受益者が広く負担す
る応益原則を明確にする必要があると思ってい
ます。結果的に，福祉サービスをはじめとした
個人向けの支出が増えている地方財政支出を賄
うための地方税は，法人負担から個人負担へ重
点を移していくことになると考えます。また，
地方税は多くの税目にわたっているわけですが，
応益原則を納税者が実感するために重要な「制
度のわかりやすさ」の観点，また徴税コストと
いった行政効率の観点から，税目の統合・廃止
を含めた簡素化も欠かすことができない視点だ
ろうと思っています。

〔地方法人２税の見直し〕
その中で，租研としては，地方法人２税とい

われる法人住民税のうちの法人税割と法人事業
税のうちの所得割は，応益性というよりも応能
性に着目した負担であり，また，景気による変
動性が高いことから，地方税にそぐわないとい
うことも考慮し，国税化すべきと提案していま
す。このような見直しの方向について，どのよ
うにお考えなのか，お聞きしたいと思います。

〔償却資産に対する固定資産税〕
それから，固定資産税について，繰り返し経

済界から要望していますが，償却資産に対する
固定資産税は，国際的に見ても異例でありまし

て，競争力の観点から国内に製造拠点を持つ企
業，或いはさらに海外から事業を呼び込むとい
うことを考えましても，大きな障害と考えてい
ます。中小企業は一定の措置がなされています
が，大企業を含めたサプライチェーン全体への
対応が必要と思っています。地方財政上の問題
は確かにあるので，なかなか改正の俎上には上
らないわけですが，可能性についてお伺いでき
ればと思っています。

〔森林環境税〕
それから，ご説明いただきました森林環境税

については，受益と負担の関係を十分に考慮し
て，長期間にわたる森林管理制度の下で創設さ
れたものということで，地方税のあるべき姿の
１つとして高く評価しています。ただ，使い道
が不明確にならないように，納税者に対するア
カウンタビリティが重要ですが，この点につい
てのお考えを伺えればと思います。

〔行政手続きの効率化〕
最後に，行政事務の効率化です。eLTAXの

お話がありましたが，これによる共同収納等へ
の取り組みを歓迎しております。連結納税制度
の適用も含めて，日本における企業活動の生産
性向上の観点から，またその地方自治体の行政
コストの観点からも，さらなる効率化を期待し
たいと思っています。
以上であります。

―――――――――――――――――――――
（岩﨑） どうもありがとうございました。そ
れでは，内藤局長からご回答の方をよろしくお
願いします。
―――――――――――――――――――――

（内藤） 土居先生，そして宮本様から大変貴
重なご意見ご提言を賜りまして，ありがとうご
ざいました。
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〔税源の偏在是正〕
まず，税源の偏在是正でございます。ご指摘

のとおり，地方消費税率の引き上げというのが
きっかけになっているということではあります
が，今回取り組もうとしておりますのは，近年
地方税収が全体として増加している中で，交付
団体において赤字地方債の臨時財政対策債の残
高が累増する一方で，不交付団体においては財
源超過額が増加するなど，地域間の財政力格差
が拡大しているので，税源の偏在性が小さい地
方税体系の構築が喫緊の課題となっているとい
う，こういうことに対応しようというものでご
ざいます。
従いまして，先ほど申し上げましたように，

やはり地方税体系を考えるときに，地方税の充
実確保と偏在性が小さく税収が安定的な地方税
体系の構築は，車の両輪として常に考えていか
なければいけない課題だと思っています。その
上で，ご指摘がありましたが，地方消費税が充

実するたびに機械的に偏在是正措置を行うとい
うのがいいのかどうかということに関しては，
私どももそういう機械的に行うというよりも，
常日頃から地方税制のあるべき姿ということを
思い描きながら，それをどう実現していくかと
いうプロセスを取るというのが一番望ましいの
ではないかと思っているところでございます。

〔地方税の応益性，安定性，普遍性〕
続きまして，宮本様からのご提言でございま

す。ご指摘のとおり，受益と負担というのは重
要な視点だと思っています。従いまして，個人
の方々，或いは法人の方々も地方団体からさま
ざまな行政サービスを受けていただいています
ので，適切に税をご負担いただくということが
適当と考えています。地方税について，法人負
担から個人負担へ重点を移していくことが適当
かどうかにつきましては，地方税体系のみなら
ず，税体系全体に関わる話ということになって
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まいりますので，十分慎重に議論していく必要
があるのではないかと思っています。
また，地方税は受益と負担という応益性も大

変重要でございますが，さらには十分性とか安
定性とか普遍性なども重要な視点でございます。
これらを踏まえながらあるべき地方税体系とい
うのを考えていかなければいけないと思ってい
るところでございます。
個別税目，地方法人２税の国税化についての

ご意見でございます。地方税につきましては，
地方団体が行政サービスを提供するに当たって
必要となる費用について，いかに納税者の方々
にご理解を頂く形でご負担いただくかという視
点が重要だと思っています。法人の方々にもそ
ういう意味で行政サービスを受けておられると
いうことで，一定の税率でご負担いただいてい
るところでございます。個人にも法人にも適切
にご負担いただく形の地方税体系が望ましいと
考えているところでございます。

〔償却資産の固定資産税〕
それから，償却資産の固定資産税でございま

すが，シャウプ勧告におきまして，警察，消防
その他の保護の対価と位置付けられた上で，償
却資産についても減価償却を認められるあらゆ
る事業資産を包括すべきとされ，それ以来，市
町村財政を支える非常に重要な税となっている
ところでございます。個人だけでなく法人にも
住民税と固定資産税をご負担いただいているわ
けでございますが，私どもといたしましては，
事業活動に対して市町村が行政サービスを提供
するための重要な税と考えていまして，これに
代わる納税者の方々の理解を得られる税が今現
在あるかと言えば，これはなかなか見いだせな
いというのが現状であろうかと思います。

〔森林吸収源対策〕
続きまして，森林環境税等でございます。こ

の制度は，納税義務者の方々の立場から見ます
と，納税先の団体とその税収を財源として事業

を実施する団体が一致いたしません。従いまし
て，譲与を受けた地方団体は自らの団体の住民
に対する説明責任だけではなくて，他の地方団
体の住民に対しても一定の説明責任を果たして
いただくことが必要だと考えています。
従いまして，譲与を受けられた地方団体は，

インターネットの利用等の方法によりまして，
この譲与税が確実に森林整備及びその促進に関
する費用に充てられていることを公表し，ご負
担いただく国民の方々の目に見える形にしてい
ただきたいと思っていますし，そういう制度設
計をしたいと考えています。

〔行政事務の効率化〕
最後に，行政事務の効率化でございます。先

ほど申し上げましたように，eLTAXの活用は，
共同収納にとどまらず，地方税の手続きの標準
化等を通じまして，納税者の負担軽減に資する
ことができる可能性のある仕組みと考えていま
す。従いまして，そういう観点からも積極的に
取り組まなければいけませんし，地方団体にと
りましても税務システムの共同化・クラウド化
を進める上で，業務の標準化というのが必要で
あります。そういう意味で eLTAXのさらなる
活用は，この標準化を画期的に進めるものにも
なりますし，行政事務の効率化に資するものと
いうことでございます。
従いまして，今後とも地方団体の理解は得な

ければいけませんが，eLTAXの利用拡大によ
るさまざまな負担軽減を積極的に進めていきた
いと思っているところでございます。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（岩﨑） ありがとうございました。回答を大
変急がせてしまって申し訳ございませんでした。
本日は，星野局長，内藤局長から，現在，国・
地方で進められている税財政改革の状況につい
てご説明いただきました。これに対して，土居
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先生と宮本様からは大変有益なご提言を頂きま
した。とても活発な討論会になったと思います。
本日の議論に共通しているのは，近い将来起

こるであろう日本の財政危機をどうやって回避
したらいいか，それに対して国と地方でどのよ
うな知恵を出していけばよろしいかというよう
なことに関するさまざまな取り組みの状況がご
紹介されたと思っています。これからもこの問
題については引き続き知恵を出し合っていく必

要があると思いますので，本日お集まりの方々
におかれましても，租研を通じていろいろなご
意見を出していただければありがたいと考えて
います。
それでは，本日，大変長い間でありましたが，

お付き合いいただきましてありがとうございま
した。これで本年度の討論会をお開きとさせて
いただきます。どうもありがとうございました。
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はじめに

本日は，「今後の所得税改革に向けた個別論
点の検討」というテーマの下でお話しします。
今後の所得税改革に向けて何らかの話題をご提
供できれば幸いです。特に，勤労性所得への課
税を主な話題として取り上げます。
今日のお話は，現行所得税法の基本的な部分

を変えるというような大きな話ではありません。
とりわけ，現行法が包括的所得概念を採用して
いるということを前提としてお話をしたいと思
います。包括的所得概念に対しては，厳しい批
判があることも承知しておりますが，そのよう
に考えるのが，学説上，現在の通説であります
し，さらに，資料（１ページ）に挙げたように，
最近の裁判例も，既に，現行所得税法が包括的
所得概念を採用していることを前提に議論をし
ております。そこで，今日のお話は，この点を
前提として組み立てました。
包括的所得概念の下で非常に重要なのは，消

費のための支出は所得の計算上控除されないと
いう点です。今日のお話でも，この点がかなり
関わってまいります。即ち，包括的所得概念と
いうのは，ご案内のとおり，「人が収入等の形

で新たに得た経済的利得全てを所得と考える」
という考え方ですが，それを分析すると，「所
得額を期中消費額と期中純資産増減額の代数和
として捉える」という考え方に行き着きます。
これはどういうことかというと，入ってきたあ
らゆるものは，その期中に消費してしまうか，
消費せずに残るかのどちらかであろうと考えら
れますから，入って来たもの全ては，期中の消
費か純資産の増減かで表されるということにな
ります。
そこで，映画を見るために３，０００円払ったと

いう簡単な例で考えると，財布から３，０００円減
る，すなわち，純資産は３，０００円減ります。そ

９月２０日�・午前報告

佐藤 英明
慶應義塾大学法務研究科教授

今後の所得税改革に向けた
個別論点の検討
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の代わり映画を見た分だけ消費が増えます。消
費をどう評価するかにも問題はありますが，市
場価格の３，０００円で評価すれば，３，０００円が期中
消費額に加算されて，所得額の変化は差し引き
０です。従って，消費のための支出は控除して
はならないとなるわけです。違う言い方をする
と，純資産の減少が所得に影響を与えないのは
消費に該当する場合である，と言ってもよかろ
うと思います。現実にはしばしば，「経費では
ないから控除できない」という表現が使われま
す。実定法上はそれで正しいわけですが，理論
的に言えばそれらの多くは，「消費に当たるか
ら控除されない」と表現すべき場合が多いよう
に思われます。

Ⅰ．各種所得～勤労性所得に焦点
を当てて

さて，今のような前提を置いた上で，各種所
得のうちでも，勤労性所得，特に，給与所得の
課税方法，公的年金・企業年金などの年金課税
に関する論点，そして退職所得について少し考
えてみたいと思います。

１．給与所得の課税方法

給与所得税制に関しては，もちろん，給与所
得の範囲というような議論は重要ですが，それ
らは主として執行と解釈の問題になることが多
いため，今日の立法的な観点の議論としては，
課税方法を取り上げたいと思います。
課税方法から見たときの給与所得税制のメイ

ンストリームは，給与支払時に綿密な源泉徴収
を行ない，１年の最後に年末調整を行なうため，
翌年３月の確定申告は不要になる，という流れ
です。この制度の中心にあるのは年末調整です
が，さらに考えてみると，この流れ全体を支え
ているのは給与所得控除という制度です。なぜ
なら，会社などの使用者──源泉徴収をし，年
末調整が義務付けられている使用者──にとっ
て，本来わかるのは支払給与額です。それはイ

コール給与所得者の収入金額ということになり
ますが，もしもここで給与所得に関して必要経
費の実額控除を考えるならば，年末調整は成り
立ちません。個々の給与所得者の必要経費の額
が使用者にはわからないからです。したがって，
現行制度は，給与所得において，収入金額から
控除できるのが原則として法定の給与所得控除
額のみであることに基礎を置いて成り立ってい
ると言えます。収入金額（グロス）から所得額
（ネット）が決定できる仕組みになっていると
いうことです。
そこで，この仕組み全体を支えている給与所

得控除について，どのような議論がこれまでな
されてきたかについては，資料（１ページ）に，
有名な平成１２年の税制調査会の答申の該当箇所
を抜き書いております。それによると，給与所
得控除の性格については「勤務費用の概算控除」，
と，「他の所得との負担調整のための特別控除」
と整理をしてきたとあります。このうち「『他
の所得との負担調整』とは，いわゆるサラリー
マンが身一つで，使用者の指揮命令に服して役
務提供を行なうことから，失業などの不安定性
の他，有形，無形の負担，拘束を余儀なくされ，
その役務の提供に係る成果のいかんに拘わらず，
その対価があらかじめ定められた給与の支給に
とどまるといったサラリーマンに特有の事情の
事情に対して斟酌を加えるものだ」，と整理さ
れています。そして結論部分では，いくつかの
理由を挙げて，「給与所得者に対して，『他の所
得との負担調整』といった一定の配慮を加える
必要性があるとしても，その必要性は薄れてき
ている」との指摘があり，結論は，「給与所得
控除については，今後，勤務費用としての概算
控除としての性格をより重視する方向で，その
あり方について検討を行っていく必要がある」，
これが平成１２年の結論であり，おおむね，現在
に至るまで，こういう方向性で考えられてきて
おります。
この勤務費用の概算控除の性格をより重視す

る方向とは，端的に言えば，控除水準の切り下
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げを示唆しているものと考えます。このように
給与所得控除の水準が高いから，それを下げよ
うという議論はよくあるわけですが，ここで注
意が必要なのは，給与所得控除の水準の大幅な
切り下げは，選択的実額経費控除制度の導入を
必要とするということです。なぜなら，「高い」
と言われている現行の給与所得控除の水準は，
理論的には，勤務費用（概算控除すると言われ
ている経費）の最も高い層に合わせた設定にな
っていると考えざるを得ないからです。もしも
そうでないならば，最も多額の経費を要してい
る給与所得者においては，経費が控除できてい
ない部分があることになり，それはつまり，所
得でないところに給与所得課税が行なわれてい
るということになりますから，それは制度の合
理性を著しく損なわせるものとなります。従っ
て，あらゆる給与所得者が完全に経費を概算経
費控除されているという前提をとる限りは，最
も高水準の経費に水準を合わせた勤務費用の控
除になっていると考えるのが論理的です。
ところが，給与所得控除の水準を大幅に切り

下げていけば，多くの給与所得者にとってはい
まだ十分な概算経費の控除であっても，例外的
に経費水準の高い給与所得者にとっては経費の
控除不足が生じますから，その部分の選択的な
実額経費控除を認めなければ，所得でないとこ
ろに給与所得課税を行なう結果が生じます。
そういう選択的実額控除制度の必要性を念頭

に置きつつ，先ほど触れた給与所得控除の２つ
の性格ということを考えるのであれば，給与所
得控除から基礎控除に１０万円を付け替えた平成
３０年改正は容易に理解することができます。即
ち，減ったのは斟酌の必要が薄れていると指摘
されていた特有事情への斟酌の部分であり，こ
れを減らすことによって，全ての納税者に適用
される基礎控除を増やしたのだと考えればよい
わけです。
ところで，今日問題にしたいのは，もう１つ

のポイントなのですが，給与所得控除を補うも
のとして，昭和６２年以降，特定支出控除の制度

が整備されてきました。これは平成２４年３月に
大改正を受けて現行制度になっております。給
与所得控除の引き下げ──現実には，ようやく
１０万円引き下げられたわけですが──を近い将
来に見据えるならば，給与所得控除を補うもの
としての特定支出控除との関係をどう考えるべ
きかということが，当然，次の問題になるわけ
であります。
特定支出控除は６２年の９月の改正で導入され

たものであり，当時の姿の形というのは，「給
与所得控除額を上回る特定支出の全額を，給与
所得控除に代えて実額で控除する」内容であっ
たと理解することができます。他方で，この特
定支出控除はほとんど使われない制度でした。
昭和６３年から平成２０年までの２１年間に適用例が
１３７件と報告されております。毎年の給与所得
者は４０００万人以上いて，その２０年分が母集団で
すから，ほぼ使われていなかったと言ってよか
ろうと思います。
平成２４年３月の改正によって，給与所得控除

の半額を上回る特定支出を給与所得控除に追加
して控除する内容に変更されました。元々，導
入時も税調の答申では給与所得控除の半額を超
える部分を控除するとされていたものが，税収
の関係で立法時に変わったものでした。この点，
現行法は給与所得控除の半額を上回る特定支出
を給与所得控除に追加して控除できるという内
容であり，違う言い方をすれば，特定支出の全
額と給与所得控除の半額の合計額を控除すると
いうように言ってもよいと思います。
この特定支出控除のあり方を背景に，給与所

得控除をどのように理解するかということが次
の課題になります。即ち，２４年３月改正後の特
定支出控除と給与所得控除を，どのように読み
解くべきかという問題です。１つのありうる考
え方は，給与所得控除に２つの性格（概算経費
控除と特有事情斟酌）があり，概算経費控除部
分と特有事情斟酌部分が半分ずつであるとする
ものです。そして特定支出は勤務費用に該当す
るものであり，特定支出のうち給与所得控除の
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半額に相当する部分は既に控除済みであるから，
そこからはみ出した部分，これが特定支出控除
として控除可能になるのだ，とする理解があり
得ます。この考え方は，特有事情斟酌部分を段々
と小さくしていく給与所得控除の水準の切り下
げを想定するならば，特定支出控除は選択的な
実額経費控除に近づいていくという性格付けに
なるものと思われます。但し，そのように読み
解けるためには，特定支出控除に含まれる項目
が経費として控除し得る支出，すなわち，勤務
費用であることが必要になります。これは当た
り前の話です。
ところで，特定支出の内容（資料２ページ）

は１号から６号まであって，１号が通勤費，２
号が転任にともなう転居の支出，３号，４号が
研修費と資格取得費，５号が単身赴任の場合の，
いわゆる単身赴任帰宅旅費，そして６号イロの
支出，これが現在の特定支出の内容です。実際
には，このほかに証明方法などについても規定
されていますが，今日は，ざっくりお話ししま
す。
さて，これらの支出は全て控除すべき勤務費

用であるかと考えると，その中には消費のため
の支出が相当部分混ざっているということに，
すぐ気が付きます。例えば１号の通勤費です。
確かに会社に行くためには通勤費が要りますし，
会社で働かないと給与所得はもらえません。し
たがって，通勤費は給与所得をもらうための必
要経費のように見えなくもありません。しかし
ながら，逆から，つまり，「なぜ通勤費が必要
になるのか」という方向から考えると，違った
結論にたどりつきます。即ち，なぜ通勤費をか
けて出社するかといえば，それはその人が通勤
費のかかるところに住んでいるからです。そし
て，どこに住むかを誰が決めたのかといえば─
─もちろん，例外的に，会社が指定している場
合があると思いますが，それを除けば──通常，
人がどこに住むかは自分で決めています。子ど
もの教育だとか，住環境とか，親の介護だとか，
いろいろな理由があって住むところを決めてい

るわけです。そして，自分がどこに住むかを決
めることによって，会社に出てくるのに支出が
必要になるわけですから，その支出は消費です。
したがって，消費である通勤費はもちろん，経
費として控除すべきものではありません。
単身赴任帰宅旅費も，消費です。勤務地が変

わるときになぜ単身赴任をするのかを誰が決め
ているのか。帰宅についても，月何回，何のた
めに帰ってくるのか，これらはすべてその人が
決めて支出をしているわけですから，まさに消
費にあたります。それが特定支出に含まれてい
る。
誤解のないように付け加えれば，私は，今の

ところ，通勤費や単身赴任帰宅旅費が特定支出
に含まれていることを批判しているのではあり
ません。特定支出というのはどのような性質の
ものが含まれているか，を指摘しているだけで
す。
研修費にも特有の論点があります。もちろん，

ヒューマンキャピタルのような難しい議論もあ
りますが，もっと単純に考えましょう。例えば，
外国人の客が増えたので，お店の販売員の方が
一定の外国語の資格を取ったら，使用者側が給
料を上げてやるというシステムを作った。そこ
で，販売員が月謝を自分で支出して語学学校に
通って，特定の資格を取った。その結果，給料
がアップしましたという例を考えましょう。安
い給料で働いているときに研修費を支出します。
そして，その研修が成果に結びついて給料が上
がるわけですが，その時点では，もう研修費は
支出していません（次の給料アップにつながる
資格取得のための研修費を支出している場合は
別論です）。つまり，そういう研修費の多くは
研修中の給与所得の収入と対応しないというこ
とがおわかりになると思います。
そうすると，特定支出の考え方，あるいは給

与所得控除は，どうも先ほどの，概算経費控除
部分と特有事情斟酌部分に半分ずつうまくきれ
いに分けられるという考え方では説明できない
わけです。即ち，今にいたるまで，給与所得控
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除のうち概算経費部分と特有事情斟酌部分の割
合は不明であると考えるのが適切であると思わ
れます。そして，特定支出にも給与所得控除と
同様に両方の，即ち概算経費部分と特有事情斟
酌部分の両方の支出が含まれていて，それを合
計額で控除しているのだというように考えるの
が，今の制度の読み解きとしては正しいと思い
ます。
ここでの議論からは，給与所得控除を切り下

げて，特定支出控除の制度を拡充していけば，
それは結局，選択的経費実額控除制度の形にな
っていくのだという見通しは，やや楽観に過ぎ
るということを指摘せざるを得ません。そこで
制度改正には，２つの選択肢がありえます。１
つは，特定支出の内容を経費に純化させるとと
もに，給与所得控除を引き下げ，選択的な経費
の実額控除制度を目指す方向です。これは平成
１２年の答申が指摘していた，特有の事情への斟
酌を縮減廃止の方向に持っていくというやり方
であります。
もう１つは，給与所得控除の中に概算経費控

除と特有事情斟酌の両方の内容があると考えた
上で給与所得控除を引き下げ，かつ，特定支出
の内容を拡充していくという方向です。これは
違う言い方をすると，斟酌すべき特有の事情の
内容を立法側が選択しつつ，斟酌を続けるとい
う態度になります。
私自身は，給与所得控除は平成１２年答申と同

様に勤務費用の控除としての性格を強めつつ，
水準を引き下げてよいと思います。その上で，
特定支出控除によって追加の勤務費用と，特に
配慮すべき給与所得者の事情を考慮するという
後者の方向性，即ち，給与所得控除を勤務費用
に純化させつつ，特定支出の方で特有の事情へ
の斟酌を行ない続けるというやり方が適切なの
であろうと考えております。本年３月の平成３０
年改正は，先ほどの単身赴任帰宅旅費の要件を
緩める改正でありましたが，私のように単身赴
任帰宅旅費は消費であると考える立場からも，
この改正は，今申し上げた文脈で理解可能です。

給与所得控除の水準を切り下げれば選択的実
額控除に相当する特定支出の控除が必要となる
ことは，すでに述べましたので，特有事情斟酌
部分について言えば，私の意見は，給与所得者
が多様化している，ないしは，多様化していく，
という認識に立っています。かつてのサラリー
マンというのは，一律のサラリーマンであると
いうことでした。サラリーマンといえば「こう
いう人」というのが目に浮かびます。残業と転
勤は当たり前で，年功序列型の賃金の下に最終
的には終身雇用が期待できるというような，そ
ういう「サラリーマン」です。この「サラリー
マン」が，イコール給与所得者であった時代は
長かったわけであり，その場合は，一律の「サ
ラリーマン」たる給与所得者には「一律の控除」
を与えるということが適切であったわけです。
こういう一律のサラリーマンと申し上げたタイ
プのものは，経営学では「ワーク・ワーク社員」
と呼ばれているようで，要するに人生に仕事し
かないのです。それに対して「ワーク・ライフ
社員」と呼ばれる，仕事とそれ以外のものを両
立させていく，そういう社員がこれから増えて
いきます。それに対応するのがダイバーシティ
経営だという議論が，経営学の方ではなされて
いるようであります。
この流れに近年の働き方改革を加えれば，給

与所得者の多様化に税制がどう対応すべきかと
いう問題にたどりつきます。ただ，これらの動
きの結果，「ワーク・ワーク社員」はいなくな
るのかと言えば，私にはとてもそうは思えませ
ん。やはり一定の割合で，これまでと同じよう
に働き続けるサラリーマンの方々，女性を含め
ればサラリーパーソンの方々がいらっしゃるだ
ろうと思います。したがって，給与所得者に一
律に配慮すべき事情はなくなるけれども（ある
いはその程度は減るけれども），配慮が必要な
給与所得者がいなくなるわけではないというこ
とです。そこで，これまでそういうサラリーパー
ソンの特有の事情──残業，転勤は当たり前と
いう有形，無形の拘束──に税制が配慮してき
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たことが正しいならば──前述した平成３０年改
正のような方向を見ていると，私は正しいのだ
ろうと思いますが──彼ら彼女らに対して，給
与所得税制は限定的な考慮を続けるべきです。
結論として，給与所得控除によって，全給与

所得者に対して特有事情斟酌を一律に行なうの
ではなく，必要に応じて税制がピックアップし
た個別の事情への配慮を特定支出に残していく
という形の改正が適切であると考えております。
ここまでは給与所得の話です。あとは「なお

書き」なのですが，最近言われている雇用的請
負の事業所得者などに同様の事情，たとえば，
「行け」と言われたら遠くまで行かなければな
らないとか，単身赴任をしているとかという，
そういう事情がもしあって，斟酌すべき事情は
給与所得者に限られないのであれば，特定支出
という形ではなく，政策的な所得控除への対応
ということが必要になるでしょう。
後にお話ししますように，私は所得控除とい

うのは，全て立法政策だと考えておりますので，
通勤費，単身赴任，帰宅旅費のようなもの，あ
るいは，これから恐らく問題になるベビーシッ
ター費用のようなものについて，給与所得者に
限らず，全納税者に配慮するという途もないわ
けではありません。そこは実態次第ということ
になります。また，研修費などもホワイトカラー
の生産性を向上するというような目的に資する
のであれば，あらゆる納税者に対して所得控除
を行なう立法政策もありうるとは思います。た
だ，今日のお話の文脈では，一応，給与所得者
を念頭に置きましたので，この議論はここまで
にしたいと思います。
なお，これも「なお書き」ですが，給与所得

者について，今お話しした方向性で議論すると，
これは明らかに多数の還付申告をともなう制度
に形が変わっていきます。それは執行上の負担
として大丈夫なのかというご懸念を持たれる方
は多いと思います。
私自身は e―TAX等の活用によって，こうい

う制度の執行可能性は納税者，課税庁の両面で

大きいと考えております。『国税庁レポート
２０１８』によりますと，平成２９年の所得税の申告
者が２，１９８万人，つまり約２，２００万人で，その半
数以上が還付申告です。平成２７年の数字を見ま
すと６３．６％が還付申告です。私の計算では，平
成２０年から２６年分の平均で，税額を申告した納
税申告のうち，給与所得者は３６％しかいません
が，還付申告は給与所得者が５２．５％を占めます。
残りは，雑所得が３７．８％で，恐らくこの雑所得
者の多くは年金所得者ですから，両者合計で９
割を超えるという状態になっています。明らか
に納税者は，特に給与所得者は，一定の場合に
還付申告を行なうという行動パターンを身に付
けつつあり，したがって，彼らに還付申告を基
礎とした税制に対応してもらうことは十分可能
であると思います。同時に e―TAX側の整備も
進んでいるところであり，従って，トータルで
還付申告の増加を伴う改革というのは，執行面
でも可能であると私は考えております。

２．年金課税

�１ 総論
次に年金課税の議論に移りたいと思います。

最初に公的年金課税の問題構造ということを申
し上げておきます。貯蓄を原則としたときに，
優遇のパターンが２つあることを表にまとめて
おきました（スライド１３ページ）。通常の貯蓄
であれば，拠出時，すなわち貯金をするときは，
税引き後所得から貯金をしますから，元本には
課税されています。運用時は利息等に課税をす
るのが，もちろん原則であり，給付（引き出し）
時には，課税済みの部分（元本）のみが非課税
になります。これに対して別の課税の仕方が２
つあります。１つはマル優型とも言うべきもの
で，拠出時は税引き後所得から貯蓄をするが，
運用時と引き出し時を非課税にするものです。
Tax，Exempt，Exempt で TEE型と呼びます。
もう１つは，かつてあった適格退職年金のよう
に，拠出時は非課税とし，運用時も非課税とす
るが，引き出し時（給付時）に課税するEET
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型と呼ばれる形があります。TEE型は常に優
遇になりますが，EET型は運用時に特別法人
税をかけて課税繰延益を排除すれば，優遇でな
い制度としても構成することができる点で，選
択肢としては幅が広いと言えます。
さて，では公的年金の課税上の問題とは何か

と申しますと，平成１４年６月に税制調査会がこ
ういう指摘をされています（資料２ページ）。「公
的年金等については，拠出段階で社会保険料控
除により全額控除されているにもかかわらず，
給付段階に公的年金等控除等が設けられ，拠
出・給付両段階で実質的に非課税に近い」。現
行制度は拠出時がE，運用時がEですが，給
付時も多額の公的年金等控除によって実質的な
EEE型になり，全体として課税対象から大き
く漏れているということが指摘されているわけ
であります。
これに対して，これまで税制調査会はどのよ

うな指摘をされてこられたかというと，「給付
段階での優遇措置の適正化に取り組むべきであ
る」とされつつ，「将来，公的年金に対する保
険料控除に一定の限度額を設けるとともに，私
的年金については拠出時控除・給付時課税の枠
組みを徹底する」（資料２ページ）としておら
れて，拠出時と給付時の両面に言及しておられ
たことが看て取れます。
なお，ここで公的年金等を，企業年金，個人

の年金──資料では私的年金と呼ばれていたも
の──との関係をみておく必要があります。な
お，私的年金というと，広義には個人年金保険
契約に基づくものなども含まれますので，公的
枠組みの下にある個人型の確定拠出年金を念頭
に置いて，個人の年金と呼びます。
ところで，企業年金や個人の年金も，原則的

には公的年金等として，給付時には同じ課税方
法となります。このうち，確定企業年金は，事
業主拠出部分は従業員非課税，つまり拠出時非
課税ですが，従業員拠出部分がある場合は，拠
出時課税・給付時非課税という，ちょっと特別
な扱いになります。確定拠出年金は企業型，そ

れから iDeCo と愛称のついた個人型に共通し
て，拠出時は小規模企業共済等掛金控除によっ
て拠出者の所得から全額控除され，給付時は公
的年金等として課税されます。いわゆる公的年
金と微妙に違うところはありますが，おおむね，
企業年金，個人の年金も公的年金と同じ税制の
対象となっていると考えてよいと思われます。

�２ 給付時課税（公的年金等控除）
そこで駆け足ですが，年金課税を，給付時と

拠出時に分けて検討してみましょう。給付時に
実質的に非課税とされている指摘されているの
は，高い水準の公的年金等控除があるからです
が，「高い」というのが，どのくらいの水準な
のか。一口で高いといっても，何が高いか，何
が低いかを判断するのは難しい問題ですので，
ここでは勤労性の所得という観点から給与所得
控除と比べてみたいと思います。
グラフ（スライド１５ページ）は収入金額を横

軸に，年金ないし給与の収入が０から１，４００万
円まで取っています。縦軸が公的年金等控除額
ないしは給与所得控除額です。公的年金等控除
額は平成３０年改正までの内容を先取りしていま
すので，公的年金等控除額は上限が１９５万５，０００
円，給与所得控除額が上限が１９５万円というこ
とになります。このオレンジ色が給与所得控除
の額，そしてほとんどかぶってしまって見えま
せんが，灰色が公的年金等控除の原則的な額で
す。これに対して６５歳以上の納税者の場合の公
的年金等控除の例外が青い水色の線で書かれて
おります。実は，公的年金等控除には幾つかパ
ターンがありまして，この灰色で示しているの
が原則であり６０万円から始まります。水色が６５
歳以上の特例で１１０万円から始まります。さら
に，３０年改正で公的年金等以外の収入が高額の
場合は，公的年金等控除額が１０万円ないし，２０
万円切り下げられることになりまして，パター
ンが増えているのですが，そのうち６５歳以上で
公的年金等以外の合計所得が２，０００万円を超え
るというのが黄色のラインで，グラフ（スライ
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ド１６ページ）に描いているものです。全体とし
て２０万円分下に下がったというだけで，ライン
の姿は黄色も水色も，実は変わりません。
そこで，図を単純にするために２つだけに絞

ります（スライド１７ページ）。公的年金等控除
の方は，今後，公的年金等の受給が多くの人に
ついて６５歳以上で始まると予想されること，高
額所得者の人数はそれほど多くないと思われる
こと，および，金額が切り下げられてもライン
の構造は一般の場合とは変わらないこと，を考
えあわせて，６５歳以上の場合に関する原則（金
額の切り下げがないもの）のみを表示します。
これと給与所得控除を重ねてみれば，十分だと
考えられるということです。このグラフを見て
改めてわかることは，三百数十万円ぐらいのと
ころから以降，収入が増えていくと，２つの控
除は，ほぼ同じ水準であるということです。そ
して，その重なる部分よりも収入が低いところ
では，給与所得控除よりも公的年金等控除が高
い水準であること，この２点を容易に看て取る
ことができます。
次のグラフ（スライド１８ページ）は，今と同

じことですが，収入金額と控除後の所得額を比
較すると，３００万円を少し超えたあたりから両
者が一体になるということがわかります。
そこで，公的年金等控除の問題点は２つある

ことがわかります。一つは「構造」であり，も
う一つが「水準」です。公的年金等控除につい
て，この基礎となった昭和６１年の税調の答申（資
料２ページ）を見ると，この改正前に公的年金
等は所得税法２９条のみなし給与所得とされ給与
所得控除が適用されていたことは給与所得控除
の性格から考えると合理的ではない（資料３
ページ）。しかしながら公的年金は経済的稼得
力が減退する局面にあることであるから，他の
所得との間で，何らかの負担調整が必要である。
結論として，「基本的には」「現行制度の控除水
準を維持しつつ，課税制度の整備合理化を図
る」としていました。
このことを念頭に置いて，もう一度，問題点

をみてみます。「構造」は，先ほど来お目にか
けているとおり，収入金額に応じて公的年金等
控除も給与所得控除も，控除額が増えるわけで
すが，その理由はいかなるものでしょうか。給
与所得控除が収入額に応じて増えるのは，経費
は収入金額が増えるについて一定程度増えると
いう推定に基づくものであろうと考えることが
できます。これに対して，拠出部分が非課税と
されている公的年金等は，それを稼ぐための，
すなわち年金を受けるための経費を観念するこ
とができません。従って，収入金額に応じて公
的年金等控除の額を逓増させる理由はないと考
えます。
しかしながら，「水準」という観点を考えれ

ば，この逓増の「構造」を正当化できるかもし
れません。即ち，他の事情が同じならば，年金
生活者と給与所得者は，同じぐらいの所得税を
負担すべきであるという考え方が成り立つなら
ば，両者の控除は，ほぼ同額であるべきであり，
給与所得控除が増額するならば，それと同様に
公的年金等控除も逓増すべきであるというロジ
ックが成り立つからです。
そこで問題になるのが，昭和６１年答申が指摘

していた，「現行程度の控除水準を維持しつつ」
というポイントです。しかし，ここで「水準」
と呼ばれていたものは低所得者層向けの控除の
水準を指していて，収入が増えた場合の給与所
得と，常に同じであるという意味までは含んで
いないと解することが可能です。一つは理論的
な観点で，私自身は，年金というのは一種の不
労所得である点を考慮に入れるべきだと思いま
す。即ち，給与所得者は，勤務時間をそれ以外
のことに振り向けることができませんが，年金
による収入を得ている人々には自由な時間があ
る点では不労所得です。この違いを考えれば，
給与所得控除と公的年金等控除が，収入金額が
ある程度以上の水準である場合に，同一の控除
額の水準であるべきだとは考えられません。
もう一つは，審議経過です。昭和６１年答申の

審議資料では，年金に関しては課税最低限のこ
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としか出てきません。すなわち，逓増部分の議
論が必ずしも正面からなされていないとことを
看て取ることができます。これは，この答申の
いう「現行の水準」とは，逓増部分を含んでい
ないと考える根拠となりえます。
このような検討から，一定水準の公的年金等

を非課税としつつ，収入金額に応じて消失する
控除の可能性が考えられます。なぜなら，重要
視されるべきであるのは，平成１５年答申が指摘
していた「年金課税の見直しについては，年金
収入のみで生活を立てる低所得者層の取り扱い
について，十分配慮」（資料２ページ）という
点だと考えられるからです。違う言い方をする
と，経済的な稼得力の減退が公的年金等控除の
根拠である以上，収入金額が一定水準を超えれ
ば，その控除は必要ないと考えられるからです。
そこでこちらのグラフ（スライド２０ページ）

をご覧ください。今度の水色は，私のアイデア
というか１つの例ですが，年金収入が一定の水
準に達するまでは，相対的に高額の控除とし，
年金収入が一定の水準を超えると消えていくと
いう控除の形を考えてみます。取りあえず現行
制度を前提にすると，６５歳以上の納税者は公的
年金等の収入が３３０万円以下だと公的年金等控
除が１１０万円ですから，この制度になぞらえる
ならば，収入金額が３３０万円までが１１０万円の控
除，そこから収入金額が増えると控除を消失さ
せて，この例では６６０万円で０になるという控
除で考えてみました。６６０万円としたのは，１
つは３３０万円の倍で０になるとグラフが書きや
すいということと，もう１つの理由としては，
一定の条件を置くと給与収入６５５万円まで限界
最高税率５％であると財務省の推計があります
から，おおむね，そのような水準ということで，
仮に６６０万円と置いてみました。
このような公的年金等控除に変えれば，今度

は控除後の所得を見ていただくと，オレンジ色
が給与所得，灰色が年金所得でありまして，３３０
万円以下の部分では，オレンジ色が灰色よりも
上に行っていますから，他の条件が一定なら給

与所得の方が負担が重いということです。それ
に対して，収入金額が３３０万円を超えると年金
所得者の方が負担の重い所得税になるというこ
とが，すぐに看て取れます。これは理屈の問題
です。数字はそれぞれ仮置きですから，実際の
立法にあたっては，控除の水準を変えるなどの
対処をすることはもちろん十分可能ですが，「構
造」としては，こういう構造の公的年金等控除
が考えられると考えております。
しかしながら，こういう公的年金の見直しに

は，きわめて大きな問題があります。それは，
退職所得課税との関係です。退職所得課税は，
この後申し上げますが，退職所得を極めて優遇
する制度であり，とりわけわが国の退職所得控
除は，おおむね平均的な退職金は非課税とする
というポリシーででき上がってきたと私は考え
ております。これは昭和１３年に初めて退職所得
という所得区分を作ったとき以来の考え方です。
現行制度について数値例をあげてみますと，

現在，３８年間の勤続で退職所得控除額が２，０６０
万円になります。２０１７年６月２日に公表された
日本経団連と東京経営者協会の調査によります
と，これらの加盟企業における標準者退職金は，
管理，事務，技術労働者，総合職の６０歳で大卒
が２，３７４万２，０００円となっています。経団連や東
京経営者協会に加盟していらっしゃる企業は大
きくて日本を代表する立派な企業であり，当然，
退職金も日本の通常の企業の水準よりは多額で
しょうから，２，０６０万円の控除と標準的な退職
金の２，３００万円を比べれば，おおむね，日本の
退職所得控除というのが平均的な退職金をカ
バーしていること，つまりそれらを非課税にし
ているということが看て取れると思います。高
卒の場合も同様で，控除額２，２７０万円に対して，
標準者の退職金が２，０４７万円ですから，退職所
得控除が適用されることにより，全額が非課税
になります。
さて，公的年金の課税と退職所得の課税とは，

本来は別に議論すれば良いのですが，厄介なの
は，企業年金，個人の年金は給付時に一時金に
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よる受給が選択可能となっており，一時金によ
って受給すると退職所得として課税されるとい
う点です。そこで，年金課税として給付時課税
を徹底すると何が起こるかもう明らかです。そ
のような制度の下では，企業年金や個人の年金
は退職所得として一時受給されることになりま
す。わざわざ年金でもらって高い税金を払うぐ
らいなら，税金がただになる退職金を受け取っ
た方が良いという行動が見られることは，これ
は火を見るより明らかです。企業年金と退職一
時金は，おそらく，制度を作る立場で見れば相
互に転換可能ですから，受給者（元従業員）が
税金をとられる企業年金制度はばかばかしいか
らやめよう，ということにもなりかねないわけ
です。
では，どうすればいいかということなのです

が，最初のポツをご覧ください（スライド２２ペー
ジ）。退職金制度と企業年金制度の互換性を前
提とすると，平均的な退職金を非課税とする退
職所得課税のこれまでのポリシーと年金課税強
化は両立不可能です。退職金はもらったときに
課税しないというポリシーと年金には給付時に
がっちり課税するぞというポリシーは，両立で
きません。
２つ目として，では，一時金の受給廃止とい

うことがあり得るかですが，恐らくこれは実際
的ニーズから不可能です。会社を辞めるときに
住宅ローンの残額を返すとか，ちょうど子ども
が結婚年齢だとか，いろいろな理由でお金が要
ることはあり得るわけであり，制度として廃止
という選択肢はないだろうということです。
３番目に，年金の給付時課税強化と水準を揃

えて，退職所得課税を強化したらどうか。これ
は，極めて魅力的なアイデアですが，長年の納
税者の期待，つまり，これまで３０年，３５年働い
てきて，退職が視野に入ったころに，あなたの
退職金は非課税ではなくて国ががっぽり持って
いきますよという制度を作ることは，社会的に
難しいと思います。多くの人の人生設計を裏切
る結果となるからです。

こう考えてくると，公的年金と企業や個人の
年金の課税を切り分けるという考え方が，最後
に出てくると思います。しかし，議論のありう
るところですが，私は，公的年金等が今後必ず
しも十分な水準ではあり得ないということを前
提に，企業年金や個人の年金がそれを補うこと
が期待されているものと，制度の姿を理解して
おります。このように考える場合には，この両
者を区別して，公的年金等は適正化，即ち課税
強化で，企業年金や個人の年金は退職所得課税
と均衡の取れるレベル軽課でとするのは適切で
はないという答えになります。なぜならば，合
計で同じ額の年金を受給しているときに，公的
年金の比重が大きい人と企業年金等の比重の大
きい人で負担する税額が異なるというのは，公
平な税制とは言えないと考えるからです。

�３ 給付時課税（退職所得課税との関係）
そこで，このデッドロックをどうすればいい

かという問題が出て来ます。ここで鍵になるの
は退職所得課税をどのように合理化するかです。
一挙に課税強化をするのが難しいとすれば，優
遇は続けつつ，その内容を変更する必要が生じ
ます。これについては，税制上の措置としては，
私の設計案を公にしたことが既にあります（資
料３ページ参照）。それは税制上の措置として
考えたものでしたが，今日はもう少し現実に近
い制度として，現在では iDeCo が既に動いて
いますから，これに接続させる制度として考え
てみたいと思います。
そのような想定の下では，現在の iDeCo に

変更を加えることが前提となりますが，現在の
iDeCo の拠出制限に加えて退職所得は一定額ま
で iDeCo に拠出可能とすることが考えられま
す。一定額というのは，一応，現行の退職所得
控除の水準と考えます。iDeCo に拠出すると，
拠出部分は受け取った年分の所得からは控除さ
れて非課税，すなわち，その時点では課税され
ません。これは，今の iDeCo の制度と同じで
す。従って，退職金をもらったら，それを貯金
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するというイメージで，iDeCo に拠出すれば，
そこで課税はありません。他方，iDeCo に拠出
しなかった部分はどうなるか。「iDeCo に拠出
しなかった部分」というのは退職所得の拠出上
限額を超えるから拠出できない部分と，退職金
を受け取った時に手元にお金が欲しいから拠出
しなかった部分と，両方ありうるわけですが，
そういう「iDeCo に拠出しなかった」退職所得
（退職金）については，のちほど触れる合理的
な平準化措置の対象とした上で通常課税を行な
うこととなります。ここに特別な優遇を行なう
必要はないということです。その理由は，iDeCo
を使う場面ですでに優遇しており，これらの納
税者はその優遇を選択しなかった人たちだから
です。
そして iDeCo からの引き出し（受給）につ

いて，公的年金等として年金課税強化の対象と
します。これにより，退職所得への優遇措置と
して，もらったときに控除して全額を非課税に
するというところから，もらったときには課税
をせず，後の年分に課税をするという課税繰延
に優遇内容を変更することができ，取りあえず
は，先ほど指摘したデッドロックが解けると考
えております。ただ，最後に，課税繰延の「優
遇」と申し上げたということは，iDeCo につい
て特別法人税は課税しないという前提になって
いることにはご留意いただきたいと思います。
年金の給付時課税の強化は，必然的に，何ら

かの退職所得課税の改正とリンクしています。
そして，これは，急ぐべき問題です。と言うの
も，団塊の世代の皆さんが年金を受給しておら
れる間にやらないと，その実効性というか，や
っている意味が大きく損なわれます。本当は，
団塊の世代が退職するまでに対応しておくべき
問題だったものが，先延ばしされている，と私
は理解しております。

�４ 拠出時非課税
年金課税のもう一つの厄介な問題は，拠出時

非課税の点をどう考えるかです。先ほど指摘し

たように，税制調査会では，主として社会保険
料控除だと思いますが，拠出時非課税を制限す
る可能性が示されていました。そもそも，社会
保険料控除というのは，なぜ控除するのか，こ
の理由はなかなか上手く説明できません。まず
金子先生の教科書では（資料３ページ），「これ
らの保険は，法令によって加入が義務付けられ
ているか，あるいは，大多数の人にとって加入
するのが普通であるから」と書かれています。
残念ながら，このご説明から社会保険料控除の
説得的な根拠は導けません。
また，そもそも社会保険料控除導入時に大蔵

省で議論があったとされていて，どちらかとい
えば，この控除には後ろ向きのような議論をさ
れた上で，「現実の問題として社会保険料の支
出が一種の負担であることには疑いがない」「勤
労者の所得税負担の実情に顧みて控除する」（資
料３ページ）と紹介されています。後者の資料
ではっきり指摘されているところですが，金子
先生がふんわりおっしゃっていることも同じだ
と思います。この控除のポイントは，やはり負
担なのです。昭和６１年答申でも「本人拠出につ
いては，その全額が控除されている。この点に
ついては」「掛金の支払段階での課税の取り扱
いを変更することは，現役世代の負担を高め
る」（資料３ページ）とされ，どうも，結局理
屈ではなく，負担の程度を考えると控除せざる
を得ないと，そういう論調であると思われます。
ところが社会保険料控除は，非常に大きな問

題を抱えております。ここでは「三重の逆進性」
という形でまとめてみました（スライド２４ペー
ジ）。第１に，所得控除ですから，基礎控除や
配偶者控除について指摘されているのと同じ問
題があり，同額の控除であれば現役時代に限界
最高税率の高い高所得者に有利である。第２に，
厚生年金等は強制的な加入・拠出ですが，高額
所得者の方が支払保険料が高額であり，それに
ついて全額所得控除されることの大きな経済的
利益を受けることができます。第３に，受給時
の報酬比例の部分を考えてみると，現役時代に
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義務以外のもの──今の iDeCo の任意拠出な
ど──を含めて，高額の保険料を払った者が高
額の保険金を受領するが，受給額は実際の負担
額ではなくて，額面の拠出額で決定されるとい
う点です。
最後の点は，少し分かりにくいのですが，仮

に１０万円の拠出で１０万円の保険金がもらえると
いう場合に，１０万円しか拠出しなかった人は
５％の限界最高税率で５，０００円しか保険料控除
から経済的利益を受けていないとすると，９万
５，０００円の拠出をして，１０万円の保険金を受け
取っていることになります。他方，１００万円の
拠出をして，４０％の最高税率だから，控除から
４０万円の経済的利益を受けている者が１００万円
の報酬比例の公的年金を受け取るとします。こ
の二人を比べると，前者は９万５，０００円の拠出
で１０万円受け取っています。後者は６０万円の拠
出で１００万円受け取りますから，やはり垂直的
な観点でみると，ここには逆進性が現われるこ
とになります。
そこで，社会保険料控除は，負担に鑑みて控

除すると言われていますが，きわめて逆進性の
高い控除であることがわかります。これはすで
に指摘されているところであり，理論的には，
澁谷雅弘さんが，既に１９９７年に結論を出してお
られます。「理論的に言えば，拠出については
追加的負担が段階税率によって変動することを
避けるため，所得控除を認めないことが適当で
ある」（資料４ページ）。非常にラディカルな結
論ですが，理屈でいえば，公的年金等控除の年
金保険料の拠出時に，それを控除する理由はな
いのです。
これを踏まえて，拠出時非課税をどう再評価

すべきか。これは，歴史的に見て最初に制度を
つくったときにどうだとか，改正時にどう議論
されたかというのではなく，現在，制度の姿を
見てどう考えるか，そういう再評価という意味
です。この立場に立って現在の拠出時非課税制
度を再評価すれば，これは公的年金等，企業年
金等を含めて，EET型の年金制度を構築する

ためのパーツであったと位置づければよいと思
います。つまり，公的年金等の定着と普及のた
めには，EET型の課税が政策的に求められた
のだ，ということです。EET型の課税でなけ
れば年金制度が構築できなかった，そのパーツ
であると考えれば良いではないかということで
す。（制度利用者に優遇を与えるか与えないか
は，最初に指摘したとおり特別法人税の有無で
決まりますから，この議論は課税上の優遇か否
かの点とは結び付きません）。
そして，そういう政策的な制度であれば，税

制上の不合理，先ほど申し上げた三重の逆進性
というようなものをなくす，ないしは減少させ
るための制限は当然に許されます。例えば控除
額に上限を設けることは適切な立法政策であろ
うと考えることができます。
但し，技術的な論点としては，拠出時に控除

を制限した部分に対応する受給は給付時非課税
とする対応が必要になります。これは，現行の
確定給付企業年金の加入者負担部分が，すでに
そうなっていますので，技術的に不可能な問題
では，もちろんないと思われます。

３．退職所得課税

年金は拠出，給付両方で，今，検討しました
ので，最後に残ったのが退職所得課税というこ
とになります。大きな論点は年金課税との関係
でありましたが，それはすでにお話ししました。
退職所得固有の問題としては，優遇のあり方

が議論の俎上にのぼります。優遇は３点ありま
して，一つは退職所得控除，これは高齢の受給
時の担税力低下に対応する制度であると理解さ
れております。それから，控除後の２分の１の
みが課税されることです。これは長期間の就労
によって初めて得られる所得であることに着目
した平準化措置であるとされております。最後
が，分離課税，これは長期の就労によって得ら
れる所得への税負担が，受給時の事情によって
左右されないように安定させる措置であると理
解することができます。たとえば，３８年も働い
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て２，４００万円の退職所得を受け取ったとします。
ところが，たまたま，その年の所得が多かった，
または，少なかったとすると，その事情によっ
て，ほかの所得に上乗せして考えたときの退職
所得に対する課税の額が大きく変わってきます。
しかし，それは必ずしも適切ではない。３８年も
かかって手にできるものなのだから，単年度の
事情からは遮断しようというのが分離課税の趣
旨だろうと思われます。
現行制度の問題点ですが，退職所得控除が高

齢の受給時の担税力低下に対応する措置である
と考えるのであれば，現行制度の勤続期間に応
じて控除が増額するという仕組みは不合理です。
特に，若年，中年における転職が増えてきてい
る現在においては不合理さが増しています。そ
こで，私自身は退職所得の基礎となる勤続期間
等の年齢に応じた仕組みとすべきであると考え
ます。資料（４ページ）では，表１として，勤
務期間の年齢に応じて１年あたりの控除額を決
定し，それを４１歳から６５歳までに，順々に逓増
させていくという例を出しています。このよう
にすると，ずっと一つの企業に勤めていた，い
わゆる終身雇用であった場合についての控除の
水準は，そんなに変わりません。他方，転職し
た場合は，②のように，２３歳から５５歳まで勤務
したときは，表１の方が控除額が少なく，５５歳
から６５歳まで勤続すると，表１の方が多いとい
う，高齢時の受け取りに対する配慮ということ
が，より適切に可能になります。
それから２分の１課税に関しては，平準化措

置であるといいつつ，現行制度は勤続期間にか
かわらず無条件で適用されます。平準化措置で
ある以上，例えば，長期譲渡所得を参照して考
えれば，最低でも５年間の勤続を適用要件とす
べきであります。そして単純に２分の１とする
平準化措置というのも，あまりに大ざっぱなも
のでありますから，一定の退職所得の平準化措
置をもう少し合理的につくることも考えられる
べきだ（資料５ページ）と，私自身は考えてお
ります。しかしこれも，他で既に発表したこと

がありますので，これ以上，ここには立ち入ら
ないようにしたいと思います。
以上，まず現役世代の給与所得にどう課税し

ていくか，給与所得者が多様化していくときの
税制の対応の仕方について検討しました。それ
からリタイヤしたときの公的年金等について，
受給という面を考えたときに，公的年金等控除
をどのように適正化するか，そして，その適正
化は，実は退職所得課税の適正化にリンクして
いるのだということをお話しいたしました。そ
して，現役世代というか，本来は，理論的には
次の所得控除のところでお話しすべきことです
が，公的年金等控除自体について大きな逆進性
があり，それを制限する可能性を指摘しました。
最後に退職所得について，より合理化をする必
要性があるということをお話ししたわけです。

Ⅱ．所得控除

１．所得控除の性格づけ

通説は所得控除に，担税力に応じた課税の実
現という根拠を与えていますが，私はそういう
考え方からはやや距離を置いて，立法政策とし
ての所得控除，即ち，合理的な立法政策に基づ
いて，所得の一定部分を課税対象から除く手順
と位置づけております。通説については金子先
生の教科書からの抜き書きを，また，私の立場
については，私の教科書からの抜き書きを資料
としておりますので（資料５ページ），ご興味
があればご覧ください。所得控除については，
租税研究８２０号（資料６ページ）で相当詳しく
お話しましたので，今日は簡単に結論だけを申
し上げて，次の話題に移ろうと思います。

２．基礎的人的控除

既に基礎控除と配偶者控除については，一定
の改正がなされましたが，扶養控除をどうする
かという問題が残っています。そして，基礎控
除と配偶者控除についても，人的控除として存
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続されたことについて，やはり議論の余地が残
っていることは，ご案内のとおりです。それで
は，こういう控除は税額控除にすべきなのか，
とりわけ，扶養控除についてどう考えるべきな
のかということが問題となります。私は，扶養
控除について，恐らく一番大きな論点は，垂直
方向ではなく，水平方向で見たときの家族の大
きさと税負担の変化の問題であると考えます。
言い方を変えれば，「同じ収入で何人養ってい
るか」ということに，税制はどのように配慮す
べきなのかを，もう少し考えてみるべきだと思
います。
グラフ（スライド３１ページ）では，水平方向

が控除前の課税所得です。左から１９５万円，３３０
万円，５００万円，６９５万円，９００万円の，控除前
の課税所得です。縦に控除対象人数をとり，下
から控除対象０人，控除対象３人，控除対象５
人という図であります。図では，扶養控除がな
いときの所得額を１００として指数化しました。
そうすると１９５万円で控除がないときの所得額
が，この一番下の丸で表されており，３３０万円
で控除がないときの控除対象者がいないときの
控除額の大きさが相対的に丸で表されています。
従って，０のところを左右に見ていただくと，
円は全部同じ大きさになります。それぞれの円
を，横ではなく縦方向で見ていただくための図
だからです。縦方向には，控除人数が増えると，
その縦の一番下の１００に比べて，どれぐらいの
所得税負担になるかを指数化してとっています。
これを縦方向（控除前の所得額が同じ場合の比
較）で見ていただきたいのです。結果として，１９５
万円や３３０万円のところでは，同じ収入で控除
人数が多いとそうでない場合よりも税負担が相
対的に大きく減っているが，高所得者層では，
相対的にそれほど税負担が減らないということ
が看て取れます。
これに対して，次のグラフ（スライド３２ペー

ジ）は，扶養控除を税額控除にしたらどうなる
かを，控除対象者１人当たりの税額控除を１万
９，０００円でセットしたものです。３８万円の５％

で税額控除を取っていますから，１９５万円のと
ころは所得控除の場合と同じ形になります。所
得控除の場合と比べると，税額控除だと，３３０
万円とか５００万円のあたりを見るとわかるよう
に，中所得者層で変化（減少）が少ないのです。
つまり，扶養控除を所得控除から税額控除に変
えると，「３３０万円で何人ご飯を食べているか」
ということに対する水平方向での相対的な税制
上の考慮は小さくなっているということがわか
ります。これら２つのグラフ（スライド３１ペー
ジとスライド３２ページ）を見比べていただくと，
所得控除方式は，低所得者から中所得者層で違
いが大きく，税額控除方式は違いが低所得者層
に，ほぼ限定されることが分かります。
そこで，とりわけ変化に違いの出る中所得者

層においての税負担の変化をどう考えるかです
が，私は，同じ所得で多くの家族を養っている
中所得者層に対する所得税の配慮は，大きくて
よいと考えます。即ち，家族を養う家計支出が
家族の経済的能力に与えるダメージは，中所得
者層において十分配慮に値するものであると考
えるべきだということです。この観点からは，
少なくとも扶養控除は現行の所得控除方式が望
ましいと考えられます。そして基礎控除と配偶
者控除がすでに消失控除化されて，高所得者層
への逆進性が一定程度排除されたということを
も考え合わせれば，制度の簡素さを優先し，基
礎的人的控除のうちに税額控除と所得控除が混
じるような形を取るべきではないと思いますの
で，人的控除は所得控除の形を維持するのが適
切であると考えているところです。なお，在宅
配偶者が就業した場合に，手厚く配慮をする勤
労配偶者控除の提案も，私自身は行なっていま
すが，これも租税研究８２０号で，かなり詳しく
触れておりますので，今日のところは割愛いた
します。

３．雑損控除

最後に，あまり議論の爼上にのぼらないので
すが，雑損控除について，簡単に検討してみま
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す。このごろ災害が多く，その災害に対応して
雑損控除が課税の現場で適用されているだろう
と思いを致すわけですが，雑損控除の要件はこ
こにあるとおりです（スライド３３ページ）。納
税者の所有する資産に損害が生じたこと，ただ
し，生活に通常必要ではない資産は対象になり
ません。損害が生じる原因は，災害，又は盗難，
若しくは横領に限定されていて，この災害とは
（資料６ページ），その範囲が案外広く，火薬
類の爆発，その他の人為による異常な災害も含
まれていますが，ただ限定的に列挙されている
ことは疑いがなく，例えば自動車事故が，これ
に入っていないということは，すぐに看て取れ
ます。また，損害額がその年の総所得金額など
の１０％を超えたら，超えた部分が控除されると
いうのが，制度の姿です。
この控除の存在理由は，金子先生の教科書に

よれば（資料５ページ）を「第３は雑損控除で
一定の金額を超える雑損失は納税者の担税力を
弱める」という考え方に基づくとされており，
これが通説的な説明です。
ここで，雑損控除のどこに問題性を感じるか

というと，対象資産と損害の発生原因が狭く限
定されていることです。特に対象資産に生活に
通常必要ではない資産が含まれていないことお
よび，損害の発生原因が限定列挙されていると
いう点です。
翻って考えてみると，生活に通常必要ではな

い資産に被った損害が，担税力をなぜ弱めない
のかという理由については，合理的な説明はみ
られないように思います。生活に通常必要では
ない資産は所得税法施行令１７８条１項に列挙さ
れていますが，例えば別荘がその典型です。時
価２，０００万円の自宅を消失したという納税者A
と時価１億円の別荘を消失させてしまったとい
う納税者Bがいたときに，一体，２，０００万円の
損失を被ったAの担税力は減るが，１億円の
損失を被ったBの担税力は減らないと考える
理由はどこにあるのでしょう。「包括的所得概
念」について最初に取り上げましたが，純資産

が減っている場合，所得額は，当然，減るはず
であるのに，それが認められていないというこ
とになります。
もう１つ，損害の発生原因に関しましては，

列挙されていない原因の損害が担税力を弱めな
いとされる理由は何なのか。例えば，自家用車
に損失が生じた，つぶれてしまって使えなくな
った場合に，その理由が地震であれば担税力は
弱められる。ところが，他人の故意，過失によ
って失われた交通事故であるという場合には担
税力を弱めないとされる合理的な理由はあるの
か。あるいは，２，０００万円の現金を持っていた
ところ盗難に遭った。これは雑損控除の対象に
なります。２，０００万円について詐欺の被害を被
った。これは雑損控除の対象になりません。な
ぜでしょうか。
こう考えると，どうも現行の雑損控除という

のは何かおかしなところがあると考えざるを得
ないと思います。これをたどっていくと，実は
沿革に由来して，大きなボタンの掛け違いがあ
ったのだと，私は理解しています。
現在の雑損控除は昭和２５年のシャウプ税制に

始まることは，多くの方がご存じだと思います。
シャウプ勧告の５節E「雑損に対する控除」の
項目からの抜粋（資料６ページ）では，「現行
法において税務当局に災害その他の理由で納税
資力を喪失した個人の所得税を減免する権限を
与えている」とあります。「災害その他の理由
で納税資力を喪失」という文言は，昭和２２年第
２次改正後の所得税法５２条１項にあり，シャウ
プ勧告が指しているのは，同項の文言のはずで
す。同項の規定は，「納税義務者が災害その他
の事由により，著しく資力を喪失して，納税困
難と認められるときは，政府は命令の定めると
ころにより，所得税を軽減し，又は免除するこ
とができる」（資料６ページ）というもので，
これがシャウプ勧告が批判の対象にした規定で
す。
勧告は続けて，こう述べます。「一般にこの

ようなあいまいな規定は好ましくない。なぜな
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ら，一方では差別待遇の起こる余地を与え，他
方ではどういう結果になるかについての保証が
ない」。少し飛ばして，「合衆国において，普通
与えられている救済の形式は，火災，盗難のよ
うなものによって被ったある種の個人損失の控
除を許している。しかし，この結果は多数の小
さな種目の控除が行われて税務行政に著しく手
間をかけるが，それに応じて公平が増加すると
いうことにはなっていない。従って，損失を受
けた納税者で彼の純所得の１０％を超過する損失
を被ったものに限り，その限りにおいて損失の
控除を許すことを勧告する。こうすれば納税者
は，特別な控除を税務署から受けるため陳情す
ることをしないでも，彼のはっきりした申請を
なして，減免を与えられることになろう。同時
に税務行政にあたっている者は，少額の控除申
請にわずらわされないであろう」と勧告されて，
雑損控除ができたということであり，雑損控除
がシャウプ勧告に由来する制度であることは事
実として間違いないと思います。
しかし，このシャウプ勧告の考えていたもの

と現行制度が同じかという点には，私は大きな
疑問を持っています。その理由を以下で述べま
す。
先ほど，当時の５２条１項をお示ししましたが

（資料６ページ），今度は，昭和１８年改正後の
旧所得税法７５条を（資料６～７ページ）見ます
と，こういう条文です。「納税義務者災害，失
業，その他の事由により，著しく資力を喪失し
納税困難と認むるときは，政府は命令の定むる
ところにより所得税を軽減，又は免除すること
を得」。これは失業が加わっているだけで，先
に見た，昭和２２年第二次改正後の所得税法５２条
と同じ条文であることが，すぐわかります。つ
まりシャウプ勧告が批判した当時の所得税法５２
条は，少なくとも昭和１８年時点の所得税法７５条
に由来していることは明らかです（この条文は，
それ以前の所得税法に遡れますが，ここでは省
略します）。
他方，この昭和１８年所得税法７５条のころの所

得税は原則として，前年課税主義です。今の個
人住民税と同じで，前の年の所得を課税標準と
して，今年の所得税を計算するというやり方で
した。詳しいことは省きますが，この昭和１８年
所得税法７５条は，源泉徴収によって現年課税さ
れる所得を対象から除いていますから，これは
明らかに，前年に所得があったが，今年になっ
て大きな状況の変化があった，例えば，火災に
遭った，盗難に遭った，失業した。だから今，
納税することができないという場面で適用され
る税負担の減免規定です。そういう納税義務成
立後の，かなり一般的な減免規定として作られ
ているから，当然にこれは対象を狭く規定した
ものであったはずなのです。家が焼けた，店が
焼けたというときは，それは減免するのもやむ
を得ない。しかし，だまされて詐欺に引っかか
ったというのは，あなたの勝手な事情ですから，
決めた通りに税金を払ってください。そういう
内容です。これであれば，私にも納得できます。
そこで，元々減免規定だった日本法を，シャ

ウプ勧告に控除に変えろと言われて変えたわけ
ですが，実は昭和２２年第２次改正後の所得税法
は，既に現年課税になっていたので，５２条１項
自体が中途半端な規定になっていたはずです。
そして勧告の念頭にあったのは何だったかとい
うと，当然，「合衆国では」と書いているわけ
ですから，１９５０年のアメリカの casualty loss の
規定であったことは文理上，明らかだと思いま
す。
こう読み解くと，シャウプ勧告が，なぜこの

ような内容の勧告となったのかがわかります。
ここで，少額のこざこざの控除がいっぱい出て
くると大変だから，１０％の足切りをしなさいと
いうことを勧告されて，現行法もそうなってい
ます。しかし，日本法の「減免」という発想で
あれば，少額のこざこざの損失があったときに
減免をするという発想はそもそもないはずで，
ここで両者は齟齬を来しているわけです。
アメリカの場合，災害１件当たりの控除の足

切り額が１００ドルと決められるのが１９６４年，日
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本と同様に，その年の所得額の１０％以上のみを
控除すると決めたのが１９８２年ですから，１９５０年
にシャウプ先生たちの頭の中にあったのは，小
さないろいろな控除が出てきて，それに全部
IRS が対応しているというものでありました。
即ち，自動車事故は対象外（アメリカの場合，
自動車事故による損失は典型的な casualty loss
です。）というような制度ではなかったと思わ
れます。したがって，雑損控除は，シャウプ勧
告に由来するものではあるが，アメリカ法を母
法としない現行法であります。通常は，雑損控
除は，シャウプ勧告に由来するアメリカ法を母
法とする制度だと言われますが，現実には決し
てそうではありません。生活に必要のない資産
が雑損控除の対象から除かれたのは昭和３７年改
正ですが，これも，日本の制度が減免から出発
したという文脈なら，自然に理解できます。そ

の結果，シャウプ勧告の考えていたものとは似
ても似つかないものになっているわけです。
そして，最初の方で指摘したことを考えてみ

ると，資産の減少，別荘が焼けた，交通事故で
車が廃車になった，詐欺で２，０００万円取られて
しまったという，そのような資産の減少につい
て，所得額の計算に反映させないのは，理論的
には，それを消費と考えることになります。コ
ップが割れるというのは，多分，消費です。長
い間使っていれば，必ずどこかで不注意で割れ
たりします。しかし，別荘の火災というのは消
費でしょうか。あるいは，まだ十分乗れた車が，
全く他人の故意，過失で事故に遭って廃車にな
った（そして，相手方に資力がなくて賠償金は
受け取れなかった）場合に，それは，車の持ち
主から見たときの消費でしょうか。身代金を払
う場合，詐欺に遭った場合に，それは消費なの
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かと考えれば，どうも現行法は控除対象を狭く
限定し過ぎていると言わざるを得ません。むし
ろ，事業用以外の資産に生じた損失を広く控除
するという制度の方が理屈に合います。即ち，
所得計算の原則の一部を成す雑損控除という発
想であり，消費に該当しない資産損失は，きち
んと所得計算に反映させるべきだという考え方
です。このような考え方も，十分成り立ち得る
ものだと思います。現行法はご承知のとおり，
他の所得控除に先立って雑損控除を行なうとし
ていますが，雑損控除が所得計算の原則の一部
なのだと考えれば，そういう現行法も正当化さ
れると思います。
雑損控除はあまり議論になっていません。し

かし，大きな災害が生じるたびに，どの範囲の
資産をいくらで控除するかが，しばしば執行の
段階で問題となり，一定の線引きがなされてい
ると聞くにつけても，それは必ずしも公平なこ
とではないと思われることから，もっとクリア
な制度にする可能性を最後に指摘しました。

おわりに

当初は，本日のお話の３本目の柱として，課
税所得の通則の整備の必要性を挙げるつもりで
したが，時間の関係で，簡単に触れるにとどめ
たいと思います。
現時点で課税所得の通則について整備の必要

性が大きいのは，信託と組合です。信託は平成
１８年に，大正１１年以来８５年ぶりの信託法の大改
正（新信託法の制定）により，さまざまな柔軟
な，あるいは複雑な信託を設定することができ
るようになりました。それに平成１９年改正が対
応して，租税法上も，実に大きな改正がなされ
たということは，皆様ご承知のとおりです。し
かし，私自身は，平成１９年改正後にも，租税法
上，かなり多くの問題点が残されていると評価
しております。
問題点は，大きく２つあります。１つは信託

の複雑性に，税制が十分には対応できていない

ということです。特に受益権複層型の信託であ
るとか，収益留保型の信託であるとかというよ
うな，これまで考えられていなかったものにつ
いて，対応が不十分であると言わざるを得ませ
ん。この点は，課税がはっきりしないからそれ
を使った信託が出てこないのか，それを使った
信託はあまり出てこないから課税をしっかりし
なくてもいいのか，そこはよくわかりませんが，
課税をクリアにすることで信託法の改正が目指
していた多くの社会的ニーズに対応する信託の
活用ということが促進させると考えるのであれ
ば，クリアな信託課税のルールを作るべきだと
考えます。
２つ目の問題点は，租税回避への懸念に行き

過ぎが見られることです。平成１９年改正は信託
を用いた租税回避を非常に懸念しています。信
託が特に英米で多くの租税回避の具になった過
去があるということはもちろん承知しておりま
すが，それにしても，あまりに先回りして，信
託を使った租税回避を抑えているために，信託
の方でこれは動けなくなっているだろうと思わ
れる箇所が多々あります。例えば，新信託法で
は，一定の要件を定めて後継ぎ遺贈型の信託を
解禁したのに，今の相続税制では課税を考える
ときわめて使いにくいというような例が多くあ
ります。また，信託を使わずにやったらこうい
う課税になるのだから，信託を使っても同じ課
税となるべきだ，という発想で制度がつくられ
ているため，信託を使うインセンティブが著し
く削がれています。むしろ，新信託法の下で，
新しいことができるようになったのだから，信
託を利用した場合は，利用しない場合と課税の
あり方が変わってもいいという発想が必要だと，
私は考えております。
それから，大きく２つ目の組合課税ですが，

これもご承知のとおり，通達で組合課税のルー
ルが示されており，課税や取引の実務もそれに
従っているわけですが，これほど重要なことが
通達のみで決められているということについて
は，大きな違和感を覚えます。法律によって，
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課税ルールを規定することが，ぜひとも必要で
あります。
そして法律を作るのであれば，現行法の解釈

の枠に縛られた通達とは異なり，現行法の解釈
を超えた内容のルールを規定することが可能で
す。この点に関して言えば，現在の判例上，匿
名組合における匿名組合員の所得分類の決定方
法と，民法上の組合における組合員の所得分類
の決定方法が違っている点を整合的に解決する
ことができます。さらに，変則的な組合，例え
ば，出資と利益分配の割合が不均衡な組合とか，
家族による組合で労務出資を伴う場合などに関

する適切な課税方法の設定は，解釈では対応で
きませんから，これこそ租税回避を懸念する規
定をきっちり置くことになると思います。もち
ろん，組合課税についても，例えばどんぶり勘
定で行なわれてきた家族経営の農業を，会計と
責任が明確な家族組合で行なうというような前
向きな事例は，当然，あるはずで，それを阻害
しないルールとする必要はありますが，組合課
税についての課税ルールを法律で定めることも，
喫緊の課題であると考えます。
ご清聴ありがとうございました。
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はじめに

（渡辺） それでは，パネルディスカッション
「国際課税を巡る現状と課題」を始めさせてい
ただきます。パネリストは，ただ今ご紹介いた
だきました４人の方々でございます。それぞれ
組織に属しておられるわけでございますが，本
日は，その組織の意見というよりは，パネリス
ト個人としての資格でご参加いただいています
し，意見も個人としての意見を言っていただく
ようにお願いしていますので，ご発言は個人と
しての発言ということで皆さまも受け止めてい
ただければと存じます。従いまして，ここでは
パネリストの方のお名前を肩書なしの○○さん
という形で呼ばせていただきますので，その点
もご了解いただきたいと思います。
本日のこのパネルディスカッションは２部構

成になっています。第１部は，「BEPSプロジ
ェクトとこれまでの進展」でございます。この
研究大会のパネルディスカッションでBEPS
を取り上げますのは，今回で４回連続というこ
とになっています。中には「もう飽きたよ」と
いう方もいらっしゃるかもしれません。ただ，
BEPSそのものはまだ猛スピードで進んでいま
すので，今までにどこまで進んだのか，またこ
れからどういうふうに進みそうか，どうなって
ほしいと皆さまがお思いになっておられるかな
どを議論してまいりたいと存じます。
第２部は「国際的な議論の動向と日本におけ

る課題」でございまして，いわばBEPS以外の
ものがどんなことになっているのかというよう
なことでございます。今後対応が求められると
思われる課題，例えば情報交換でございますと
かデジタルエコノミーへの対応とか無形資産の
移転価格をどう決めるか，それから過大支払税
制をどうするか，租税回避スキーム，或いはタ
ックス・プランニングについての義務的な情報
開示，これについてどう考えるか等々について，
意見交換をしていただきたいと思っています。

第１部，第２部のそれぞれにつきまして，最
初に細田さんからご説明を頂きまして，その後
青山さん，神山さん，西澤さんの順番でご意見
ご質問を頂戴し，さらに細田さんからお三方の
ご意見ご質問にお答えいただくということで進
めさせていただきたいと存じます。
それでは早速ですが，第１部の「BEPSプロ

ジェクトとこれまでの進展」に入らせていただ
きます。最初に細田さん，よろしくお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．BEPSプロジェクトとこれま
での進展

（細田） 細田でございます。本日はどうぞよ
ろしくお願いいたします。それでは，お手元の
国際課税関係資料に沿いまして，私からBEPS
プロジェクトの現状につきましてまずお話しさ
せていただきたいと思います。２ページからお
開きいただければと思います。

〔「BEPSプロジェクト」について〕国際課税
関係資料（２―３ページ）
BEPS プロジェクト，Base Erosion and Profit

Shifting ということで，税源浸食と利益移転に
対してどのようにグローバルに対応していくの
かという取組みがずっと進んでいるところでご
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ざいます。既に４回こちらでも取り上げたとい
うことですので，ご承知の方もたくさんいらっ
しゃるかとは思いますが，改めてその背景や足
元の現状から，お話しさせていただければと思
っています。
BEPSプロジェクトは，多国籍企業が世界的

に活動する中でいかに公平な競争条件を確保し
ていくのか，そういう中で課税逃れにしっかり
対応していく，また，それを支えるために各国
政府又はグローバル企業といったものの活動の
透明性を高める，こういうことを多国間の枠組
みの中で協調してやっていこうという取組みで
す。これは，元々その背景としましては，経済
や企業の活動がグローバル化していく中で，国
際課税の制度というのは必ずしも追い付いてい
ない部分があるのではないか。そういう中で，
各国の制度の違いがある中で，経済実態とルー
ルがずれてしまっていて，どこからも課税され
ていないようないわゆる二重非課税と呼んでい
ますが，これまで国際課税というのは二重課税
をいかに調整するかということがメインだった
のですが，二重非課税という課題がここで浮か
び上がっているのではないか，それにいかに対
応するかということが問題意識でした。
それを後押しするような形ですが，リーマン

ショックから１０年ということですが，財政状況
が悪化する中で，特に欧州で大企業に対するデ
モのようなものがあったりして，そういう多国

籍企業の課税逃れに対する批判が高まっていっ
たということも，背景として１つ挙げられると
思っています。
そういう中で，２０１２年からOECD租税委員

会，主に国際課税の制度について議論している
場ですが，そこでこのプロジェクトが始まりま
した。その時の議長が，現在，財務省の財務官
である浅川財務官です。そういう意味では，日
本もこのBEPSプロジェクトに当初から非常
に関わってきたところです。
そういう中で，OECD租税委員会を中心と

して議論が始まり，それに対してG２０の先進
国・途上国の大臣たちがそのイニシアチブに賛
同し，そういう中で議論が進んでいって，２０１５
年には最終報告書が報告され，それを踏まえて
各国がこの１５の行動に沿った具体的なBEPS・
課税逃れに対する対応措置というのを今取りつ
つあるという状況になっています。特徴的なの
は，１つ目に，G２０という先進国・途上国を含
めた大きな政治的なコミットメントがあったと
いうことです。また，２つ目に，今まではOECD
を中心とした先進国が国際課税の枠組みの議論
を主に行ってきたわけですが，それに加えてG
２０の国々，さらにG２０だけではない他の途上国
の国々も加わった形で国際課税の議論をする枠
組みができたということです。３つ目に，この
国際課税制度というのを包括的に見直そうとい
う動きになったことです。これらが，このBEPS
プロジェクトの大きな特徴です。
そういう中で，後ほどお示ししますが，現在

１１７カ国がこのイニシアチブに参加しておりま
す。１１７カ国で運営していくというイメージは
なかなか湧かないかもしれません。実際，年に
２回，この１１７カ国が集まるBEPS包摂的枠組
み（Inclusive framework）という会議体があ
りまして，そこでこのBEPSプロジェクトの
各国の進捗状況を確認し合ったり，残された課
題について議論したりしています。前回は本年
６月に会合がありまして，私も実際ペルーまで
行ってその会議に出席してまいりました。先進
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国・途上国，全部が来ているわけではないので
すが，大多数の国が参加して一堂にテーブルを
囲んで，自分たちの制度なり，各国の今後の検
討の方向性なりを議論していくという意味では
非常に建設的な議論が行われていて，そういう
意味では私にとっても非常に印象深いものでし
た。
現在のBEPSプロジェクトの状況について

お話しします。１つ目に，この１５の行動の実施
状況についてモニタリングを行い，また，今後
どのように進めていくかということを議論して
おります。
また，２つ目に，残された課題，継続検討課

題があります。例えば，足元では，恒久的施設
（PE : Permanent Establishment）の所得の帰
属に関する追加ガイダンス，また，利益分割法
をどういう場合に適用すべきかに関する取引単
位営業利益分割法の適用に関する修正ガイダン
スなどが課題として残っていましたので，そう
いうものを議論し承認するということです。
それから３つ目ですが，こういう新たな租税

回避の制度を導入するに当たって，途上国はな
かなか自国の状況に追い付かないところもあり
ます。そういうことで，IMFや世界銀行など
の国際機関と連携して途上国がBEPSプロジ
ェクトの制度を導入していくための支援をする
ということも併せてここで議論しているという
ことです。
そういう中で，日本はこの議論が開始した当

初から積極的に参加していまして，G７の議長
国であった２０１６年も取組みを支持しています。
また，来年G２０の議長国になりますが，そうい
う中でもこのBEPSプロジェクトというのを
引き続き支持していくことになるだろうと思っ
ています。
BEPSプロジェクトの内容としましては，３

つに大きく分けられます。１つ目が，A．価値
が創造されたところで税金を支払うという形で
制度を見直していくべきであろうという取組み
が１つです。それから，それを支えるためにB．

政府もしくは企業の活動に関する透明性の向上
を高める取組みが２つ目です。Cが，そういう
新しい制度を入れていく中で，予見可能性のよ
うなものというのは企業にとっても心配事では
なかろうかという，予見可能性を向上させるた
めの取組みというのを併せてやっていこうとい
うことです。

〔BEPS実施フェーズ（Inclusive framework on
BEPS）参加国・地域（２０１６．７～）〕国際課
税関係資料（４ページ）
今，BEPS実施フェーズに参加している１１７

カ国が一覧になっています。当初は，この一番
左端にあります３６＋１０カ国，４６カ国からこの包
摂的枠組みというのが始まったのですが，その
後２年ほどたちまして今は１１７カ国まで参加国
が増えてきたという状況です。

〔BEPSプロジェクトの包括的（holistic）ア
プローチ‐Cash box の例〕国際課税関係資
料（５ページ）
そのBEPSプロジェクトがどういう形でど

ういう意味で包括的になっているかというのを
図で示したものです。真ん中に関連企業X社
というのが丸の中にありますが，ここがある意
味軽課税国の企業であって，ここを通じて何ら
か課税逃れのようなことをしている企業がある
ということです。
そういうものに対して，いろいろな方策を通

じてそれを封じ込めていこうということです。
例えば，一番左端にありますのは，外国子会社
合算税制で海外の子会社の所得を合算して課税
できるようにする。次に，その右側にあります
ように，利子の損金算入を使って利益移転をし
ているケースに対しては，その利子の支払の損
金算入を一定程度制限することで，BEPSに対
応していく。また，C社のところにありますよ
うに，無形資産を使った取引を通じて利益を移
転するケースに対しては，移転価格税制の枠組
みの中で何らかの対応をしていけないか。さら
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には，Y社のところにありますように，租税条
約の恩典の濫用によって税逃れをするケースに
対しても対応できないのか。こういういろいろ
な手法を全体的に見直していこうということで
す。
それを支援するように，右側にありますよう

に，透明性の向上，情報交換の強化といったも
のや，その下の青にありますような予見可能性
を向上させる方策と組み合わせていく。このよ
うなものがBEPSプロジェクトのコンセプト
となっているところです。
この左側の包括的にいろいろな制度を組み合

わせるというのは，実は日本でも昔からやって
きたことではありまして，日本の制度に照らし
合わせてみますと，外国子会社配当益金不算入
制度ということで日本企業の海外展開を支援し
つつ，ただ，日本に帰属するような所得はしっ
かり課税していくということで，外国子会社合
算税制，移転価格税制，過大支払利子税制など
を整備してきました。そういう意味では，日本
も同じような枠組みがある中で，このBEPS
プロジェクトの最終報告書に沿って日本の制度
をアップグレードしていく検討をこれまで続け
てきたというところです。

〔「BEPSプロジェクト」最終報告書の概要〕
国際課税関係資料（６ページ）
具体的なBEPSプロジェクトの１５の行動の

最終報告書の内容を，先ほどのA，B，Cの３
つのカテゴリーに分けて書いております。これ
を見ていただきますと，青枠で囲ってあるもの
は，これまでの税制改正ですとか，条約の中で
対応してきたものです。後ほど細かいところを
ご説明するものもありますが，例えば，電子経
済の課税上の対応ということでは消費税で対応
をし，ハイブリッド・ミスマッチ，国によって
金融商品の税務上の取扱い等が異なることを通
じて課税逃れをするようなこういうものに対し
ても，国内法の改正又は条約の改正で対応して
きたところです。

残された課題というところでは，この茶色の
枠で書かれたところ，利子控除制限，移転価格
税制の見直し，タックス・プランニングの義務
的開示，この３つが課題となっているところで
す。このBEPS行動計画の中では，幾つかの
ステータスが分かれていまして，いわゆるミニ
マムスタンダードと言われていますが，最低限，
BEPSプロジェクトに参加する国はやらなけれ
ばいけないというものと，ベストプラクティス
又はコモンアプローチと呼ばれていますが，導
入が望ましいのだけれども各国の事情もあるだ
ろうから，そういう各国の状況を踏まえて必要
な部分を導入していっていいというようなもの
の，２種類に分かれています。
この行動計画で申しますと，行動５の有害税

制への対抗，行動６の条約濫用の防止，行動１３
の多国籍企業情報の報告制度，いわゆる国別報
告書の報告制度，行動１４のより効果的な紛争解
決メカニズムの構築ということで，いわゆる相
互協議手続の整備というものがミニマムスタン
ダードになっていますが，日本においてはこの
ミニマムスタンダードについては既に対応して
いる状況です。

〔BEPSプロジェクトの概要と進捗状況〕国際
課税関係資料（７ページ）
この１５の行動の状況を少し細かく説明した資

料を入れていますので，ご参照いただければと
思います。
最近の動きとしては，行動７のところにあり

ますが，PEの所得の帰属に関する追加ガイダ
ンスが策定されたり，行動８～１０にありますよ
うに，HTVI アプローチ，いわゆる評価困難な
無形資産に関するアプローチの適用に関する補
足ガイダンス，また，グローバルバリューチェー
ンに対する取引単位利益分割法の適用に関する
修正ガイダンスといったものが公表されたりし
ています。
また，進行中のものとしては，金融取引に関

するガイダンスが，今，BEPSプロジェクトに
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おいて議論されています。
以上がBEPSプロジェクトの概観です。
８ページ以降では，これまでの我々が行って

きた改正につきまして，簡単にご説明させてい
ただきます。

〔国境を越えた役務の提供に対する消費税の課
税の見直し（２７改正）（課税方式）〕国際課税
関係資料（８・９ページ）
１つ目は，国境を越えた役務の提供に対する

消費税の課税の見直しです。これは，先ほど見
ていただきましたBEPSプロジェクトの行動
１の経済の電子化への対応ということになりま
す。旧来の制度ですと，国内事業者が日本の消
費者に対して直接そのサービスを提供した場合
には，消費税の課税はサービスの提供者の所在
地に着目するということで，消費税が課税でき
ないという状況にありましたが，この制度を
BEPSプロジェクトの最終報告書に沿って改正
いたしまして，サービスの提供を受ける者の所
在地に着目して課税するということで消費税を
課税できるようにしたというところが大きなポ
イントです。
それを実際に執行する際には，例えば，事業

者向け取引につきましては，リバースチャージ
方式と書いてありますが，サービスの受け手で
ある国内事業者を納税義務者とすることによっ
て，納税していただきます。また，消費者向け
取引については，国外事業者は国税庁に登録し
ていただきまして直接納税申告をしていただき
ます。こういう形で実際に執行できるような制
度にしたというようなことが消費税での対応で
した。

〔行動１３移転価格税制に係る文書化制度の整
備：平成２８年度税制改正〕国際課税関係資料
（１０ページ）
移転価格税制に係る文書化制度の整備という

ことで，特に，国別報告書の各国税務当局間で
の交換というのが一番大きな成果ではなかった

かと思います。移転価格税制について適正な課
税をするためには，多国籍企業グループがどの
ような活動をしているのかということを税務当
局がある程度知る必要がある，また，その取引
についてしっかりと文書化して残してもらう必
要があるということで，資料の下の箱にありま
すように，ローカルファイル，国別報告書，マ
スターファイルという形で，ローカルファイル
でそれぞれの子会社の取引の状況，国別報告書
でその多国籍企業グループの構成会社が居住地
国ごとにどのような活動をしているかという
データを集め，また，マスターファイルではグ
ループ全体の事業概要を作成し，真ん中にあり
ます国別報告書については各国税務当局間で交
換し，各国が多国籍企業の情報を共有できるよ
うにしようという取組みでした。
国別報告書の交換につきましては，実際に制

度が始まったところで，外国におきましては
２０１８年６月末から実際に交換が始まっていると
ころです。また，日本についても，９月末に初
回の交換を行う予定にしています。この制度を
開始するに当たっては，企業の方々にいろいろ
とご協力いただいているかと思いますので，改
めて，御礼を申し上げたいと思います。

〔（参考）行動１３多国籍企業の企業情報の文書
化～「国別報告書ガイドライン」（２０１５年２
月公表）の概要～〕国際課税関係資料（１１ペー
ジ）
国別報告書の交換につきまして，１１ページで

す。交換の際，やはり，情報提供に当たって高
いレベルの守秘が必要であろうということで，
租税条約で担保されたスキームにのっとって交
換がされるということです。それから，ご懸念
を踏まえ，基本的には，資料の「４．報告書の
提供方法の枠組み」の部分ですが，親会社が所
在地国の税務当局に情報を提供し，それが関係
国に提供されるという条約方式と言われる方式
が原則となっていて，その下にありますように，
現地に進出した子会社が直接現地の税務当局に
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情報を提供する，現地の子会社から国別報告書
を提出するやり方は，あくまでも例外的な，条
約方式が採れない場合のやり方になっています。
また，この守秘義務の関係では，欧州で国別

報告書を一般に公開すべきではないかという議
論が続いていると承知しています。我々としま
しては，元々高いレベルの守秘を確保した上で
交換するという前提でこのBEPSプロジェク
トでの合意が成り立っていますので，一般に国
別報告書を公開することには反対であると，機
会を見つけていろいろなところで主張していま
す。

〔外国子会社合算税制：平成２９年度税制改正〕
国際課税関係資料（１２ページ）
１２ページ以降で，平成２９年度税制改正で改正
を行いました外国子会社合算税制について，少
しお話しさせていただきたいと思います。
外国子会社合算税制ですが，一定の条件に該

当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得
とみなして合算する制度です。先ほど申し上げ
ましたように，日本の企業が海外に展開してい
く中で，その展開を支援しつつ適正に課税を行
うための１つのツールとして使われています。
この外国子会社合算税制につきましては，従

来の制度ですと，基本的には企業の外形と申し
ますか，エンティティアプローチと申しますが，
企業の税負担を見て，外国子会社合算税制を適
用するかしないかを判断していました。ただ，
そうしますと，資料の赤枠で書いてありますよ
うに，本来であれば課税されるべき部分や課税
されるべきではない部分が出てきてしまって，
なかなか経済の実態と合っていないのではない
かというのがBEPSプロジェクトでの問題意
識でした。そういう意味で，BEPSプロジェク
トでの議論を経て，基本的な考え方としては，
形式的な会社の外形ではなくて，個々の経済活
動に着目すべきではないか，本来，実体ある事
業から生じた所得は，基本的には課税する必要
はないであろうし，他方で，そういうものでは

ない受動的所得は基本的には課税すべきではな
いか，そういう整理の中で，受動的所得，能動
的所得を分けて課税していこうということにな
っております。
ただ一方で，そうしますと全ての外国子会社

について受動的所得と能動的所得を分類すると
いうのは，なかなか事務負担的にも大変だろう
ということで，一定の税負担をしている外国子
会社は租税回避リスクが低いだろうということ
で，事務負担を軽減する観点から，２０％以上の
税負担をしている外国子会社は基本的に受動的
所得と能動的所得の分類はしなくていいという
ことにしています。ただし，右端にありますよ
うに，一定のペーパー・カンパニーは，もう少
し厳しく課税しますという形で，制度を大きく
見直したところです。

〔見直しの主なポイント①（平成２９年度税制改
正）〕国際課税関係資料（１３ページ）
１３ページ以降で，具体的な改正の内容を書い
ています。１３ページの上にありますが，先ほど
申し上げましたように，制度の適用を入口で判
断するトリガー税率という税率だけで判断する
基準は廃止しつつ，従前の基準をある意味で引
き継いだわけですが，租税負担割合２０％という
制度適用免除基準を作りました。それに加えて，
内容として，実質支配基準を入れたり，実体の
ある事業を行っている者については，そういう
実体のある事業から生ずる所得が合算課税され
ることがないように手当をしたり，また，非関
連者基準という形で，第三者ときちんと取引し
ていることを要件にしていますが，第三者を介
在させつつ，実際は関連者と取引している場合
にもきちんと対応できるようにする制度を加え
た上で，受動的所得の定義を行って，配当や利
子，無形資産の使用料などについては，課税し
ていくという形に制度を変えたわけです。
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〔見直しの主なポイント②（平成２９年度税制改
正）〕国際課税関係資料（１４ページ）
それと併せて，一定のペーパー・カンパニー，

オフィスがない，事業の管理をやっていない，
実体がないような外国子会社，また，事実上の
キャッシュボックスとありますが，総資産のう
ちのほとんどが受動的所得であったりするよう
な外国子会社は，基本的には，租税負担割合が
３０％未満であれば，会社単位で全部合算すると
いうことで，よりリスクの高いところにはこの
ような要件を課した上で課税していくことにな
っています。

〔見直しの主なポイント③（平成２９年度税制改
正）〕国際課税関係資料（１５ページ）
１５ページも，今申し上げたようなところをも
う少し述べていますので，後ほどご参照いただ
ければと思います。このような形で，所得の実
態を見る制度にした上で，１６ページをご覧くだ
さい。

〔見直しの主なポイント④（平成２９年度税制改
正）〕国際課税関係資料（１６ページ）
では，受動的所得はどういうものかというこ

とで，配当，利子ですとか，有価証券の譲渡損
益，また，無形資産の使用料といったものを，
受動的所得として合算課税していきます。ただ
し，少額免除基準を拡充していまして，中小企
業の方々にも対応しているところです。

〔見直しの主なポイント⑤（平成２９年度税制改
正）〕国際課税関係資料（１７ページ）
ただ，やはり，このような大きな制度の改正

でありますので，いろいろと経済実態と齟齬が
出てくるところもあると思います。例えば，受
動的所得のところですが，金融機関，金融子会
社のような外国子会社であれば，ある意味，受
動的所得の稼得が本来業務だろうという考え方
から，金融子会社についてはそういうものを所
得の合算対象外とするような例外を設けたり，

また，事業上やむを得ず SPCを作っているよ
うな保険会社ですとか資源投資法人ですとかそ
ういう外国子会社への対応をしたり，あとは，
企業の事務負担の軽減にも対応しています。ま
た，企業の経済活動という意味では，例えば，
航空機リース会社の実体ですとか，製造業につ
いて，例えば，香港から中国に材料を委託して
そこで加工してもらって，また香港に送り返す
ようないわゆる来料加工の取引について，こう
いうものを所在地国基準と言いますが，外国子
会社合算税制の適用対象外となる要件が適用さ
れるような形で見直したところです。

〔製造業に係る所在地国基準の整備〕国際課税
関係資料（１８ページ）
１８ページに，来料加工の少し詳しい資料を入
れています。改正後の２つ目の○印のところで
すが，本店所在地国において製造における重要
な業務を通じて製造に主体的に関与している場
合は所在地国基準を満たすということを明記す
ることによって，来料加工にも対応できるよう
にしているところです。

〔ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の
株式譲渡益の免除特例〕国際課税関係資料（１９
ページ）
それから，外国子会社合算税制の関連では，

もう１つ，今年の平成３０年度税制改正で改正を
行っています。これは，いわゆるポストM&A
において，海外で買収した企業グループの中に
ペーパー・カンパニーがあって，そのペー
パー・カンパニーを整理したいという時に，そ
のペーパー・カンパニーが保有する株式を他の
統括会社に売却したりすると，株式譲渡益が合
算対象所得となってしまって，それがペー
パー・カンパニーの整理をやや阻害するような
ところがあるのではないかというようなご指摘
があったところです。
そのご指摘を踏まえまして，しっかりとした

再編計画があって，海外企業グループの買収後
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一定の期間内に株式の譲渡によってペーパー・
カンパニーを再編する取引をし，さらにその
ペーパー・カンパニーが株式の譲渡から原則と
して２年以内に確実に解散される見込みである
一定の場合において，ペーパー・カンパニーの
株式譲渡益を外国子会社合算税制の適用対象と
しないという特例を設けています。このような
形で日本企業が海外展開した際のポストM&A
の再編を後押しできればと思っています。
他にも，外国子会社合算税制にはいろいろと

改正事項が多くあります。そういう意味で，我々
としては改正内容についてできるだけ情報提供
をしていきたいと思っているところです。その
ような意味で，法律・通達等に加えまして，通
達改正の趣旨を説明した資料ですとか，Q&A
も，この７・８月に国税庁から公表されていま
す。そういうものを通じて，制度改正の周知も
行っていきたいと思っているところです。

〔【行動７】恒久的施設（PE）認定の人為的回
避の防止：平成３０年度税制改正〕国際課税関
係資料（２０ページ）
今年の平成３０年度税制改正におけるBEPS

プロジェクト関連の改正と言いますと，２０ペー
ジにありますが，PE認定を人為的に回避する
ようなことをいかに防止するかということで，
制度の見直しを行っているところです。元々，
PE，物理的な拠点，例えば支店や工場，こう
いうものがあってはじめて相手国に進出した企
業に対して相手国の法人税が課税できる形にな
っております。その PE認定を人為的に逃れよ
うとする動きがあることに対して，何か対応し
なければいけないのではないかというのが
BEPSプロジェクトの問題意識です。
具体例として幾つかあり，１つは資料の下の

ところの枠にあります支店 PEに該当する場合
で，例えば，クロスボーダーのインターネット
販売のようなものを想像していただきますと，
実際の取引自体は海外と行っていて，相手国に
ある拠点は倉庫だけという形態が考えられると

ころですが，今までの考え方では，倉庫は，保
管・展示・引渡しという特定活動のみを行う場
所として，PEに該当しないという状況でした。
ただ，ビジネスモデルがいろいろと変化してい
く中で，倉庫がやはりビジネス上，本質的，か
つ，重要な場合もあるということで，このよう
な保管・展示・引渡しを行う倉庫であっても，
準備的・補助的な性格なものではない場合，つ
まり，ビジネスにとって，本質的，かつ，重要
な場合は，PE認定できるようにすべきという
BEPSプロジェクトの考え方に沿って見直しを
行ったというのが１つです。
２つ目が代理人を使った PE認定の人為的回

避です。１つは，いわゆるコミッショナー契約
と言われますが，代理人を使って相手国に進出
して事業を行う場合に，企業の名において契約
を締結すれば代理人 PEに該当するのですが，
これを代わりに代理人の名において契約を締結
することで PE認定を人為的に回避するような
動きがありました。そこで，BEPSプロジェク
トでは，このような人為的回避に対応するため，
代理人が契約を締結したとしても，企業の物品
の所有権の移転や役務提供を行う契約を締結し
ていれば，その代理人を代理人 PEと認定する
こととされました。また，企業が契約を締結す
る際に，代理人がほとんど実質的な契約の締結
に至るまでの交渉をして，最後の契約の締結だ
け代理人ではなく企業自身が行うことで PE認
定を人為的に回避するような動きがありました。
そのような場合であっても，代理人を代理人
PEと認定することで，代理人を使った PE認
定の人為的回避に対応することとされました。
こうしたことを踏まえて，代理人 PEの規定の
見直しを行いました。
また，これらと併せて，建設 PEのところに

ありますが，建設工事期間が１２カ月超になると
建設 PEと認定されるわけですが，これを敢え
て契約を分割して建設工事期間が１２カ月超とな
らないようにした場合に，建設 PE認定の人為
的な回避が契約分割の主たる目的の一つであっ
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たと認められる場合には，その分割された契約
の建設工事期間を合算して１２カ月超となるか否
かを判断する改正も行っています。
このような改正内容は，全てBEPSプロジ

ェクトを踏まえて２０１７年に改訂されたOECD
モデル租税条約にも盛り込まれているところで
す。このような流れを踏まえて，今回，国内法
を改正いたしましたし，日本の租税条約につい
てもそういう流れが反映されるように新規締結
及び改正の交渉を行っていくということです。
いずれにしましても，この新たな PEの定義が
適用されるためには，国内法を改正した上で，
さらに各国との間の租税条約でも PEの規定が
ありますので，その両方が新しい規定になって
初めて適用されることになります。
このような形で，国際的スタンダードに合わ

せるような見直しを PEについて行っていると
いうことです。

〔行動１５BEPS防止措置実施条約の概要及び経
緯〕国際課税関係資料（２２ページ）
もう１つの動きとしましては，２２ページのと

ころですが，BEPS防止措置実施条約がありま
す。BEPSを防止するための措置にはいろいろ
とありますが，そのうち租税条約に関連する措
置が幾つかあります。今の PEに関連する措置
もその１つですが，その他に条約の特典の濫用
を防止するもの等，いろいろなものがあります。
これらを反映させるための租税条約の改正をし
ようとすると，世界に租税条約というのは３，０００
本以上あるものですから，それを１本１本改正
し，必要に応じて議会の手続きを踏むというよ
うな形になってしまうので，手続きとしては非
常に大変です。そこで，OECDが中心となっ
て１本の多数国間条約を作って，それに各国が
署名・批准することによって各国のそれぞれの
租税条約についてそれらの措置が反映された形
になるような枠組みを作ろうということで，こ
のBEPS防止措置実施条約というものが作ら
れました。

BEPS防止措置実施条約に署名している国は，
ここの資料では８１カ国・地域とありますが，９
月１８日にサウジアラビアが署名しましたので，
足元では８２カ国・地域が署名しています。日本
の状況としては，２０１７年６月７日に条約に署名
し，今年の５月に国会で承認を頂いて，今，批
准を速やかにすべく，準備しているということ
であります。日本に先立って既に９カ国が批准
書等を寄託しているという状況です。

〔BEPS防止措置実施条約と各行動の関係〕国
際課税関係資料（２３ページ）
ここでは，租税条約に関連するBEPSを防

止するための措置をまとめています。先ほどの
ハイブリッド・ミスマッチですとか，条約濫用
の防止，PEの認定，そして，相互協議を実効
的に行うための条項がこの条約の中に含まれて
いるということであります。

〔BEPS防止措置実施条約の署名国〕国際課税
関係資料（２４ページ）
今まで署名した８１カ国・地域，これにサウジ

アラビアが加わって８２カ国・地域が署名してい
るという形になります。G２０で署名していない
国はアメリカ，ブラジルという状況になってい
ます。

〔BEPS防止措置実施条約（MLI）の対象国・
地域等（批准時の見込み）〕国際課税関係資
料（２５ページ）
BEPS 防止措置実施条約では，条約による修

正の対象とする租税条約を各国が通知する必要
があります。資料を見ていただきますと，我が
国がBEPS防止措置実施条約の対象とする
国・地域は３８カ国・地域となっています。ただ
し，この資料自体は，今後行われる我が国の批
准時における見込みに基づいて作成しており，
実際の状況はこれと異なる可能性があります。
右側の方ではBEPS防止措置実施条約の対

象としていない国というカテゴリーがあります
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が，これは相手国がBEPS防止措置実施条約
に署名していない場合や，既に既存の租税条約
にBEPSを防止するための措置が入っている
ためにBEPS防止措置実施条約の対象にする
必要がない場合が該当します。
日本がBEPS防止措置実施条約の対象とす

る３８カ国・地域のうち，下線が引いてある４カ
国，イギリス，スウェーデン，ポーランド，ニ
ュージーランドは，既に批准書等が寄託されて
いますので，日本が批准をしましたら，しかる
べき後にこの条約の内容が適用されていくとい
う形になり，早ければ２０１９年から適用が始まっ
ていくということです。
いずれにしましても，今後の手続きの進展の

状況，もしくはどのような国を選択したのか，
こういった情報はOECDのホームページでも
掲載されていますが，我々財務省のホームペー
ジでも随時提供していきたいと考えているとこ
ろです。

〔BEPS防止措置実施条約（MLI）の適用に関
する我が国の選択（暫定版）〕国際課税関係
資料（２６ページ）
この条約というのはBEPSを防止するため

の措置がいろいろと含まれていますが，各国が
適用を選択する規定，選択しない規定というの
を選ぶことができます。ここに書かれている規
定というのが，日本が選択した規定ということ
になります。これが，具体的に個別の条約との
関係でどういう適用関係になっているのかとい
うことについても，実際に発効に向けた手続き
が進む中で，情報提供を行ってまいりたいと考
えているところです。

〔租税条約の概要〕国際課税関係資料（２７ペー
ジ）
その関連で，少し租税条約についてもお話し

させていただければと思います。２７ページ以降
でございます。元々この租税条約というのは，
例えば PEを通じた事業活動から生じる利得に

対してどのように課税されるのかを明らかにし，
もしくは投資所得の税率の上限を定めるという
意味で，企業が海外に進出したときの課税関係
の安定にも通じますし，また二重課税を除去す
る方法も定めることで，投資交流にとってはプ
ラスの影響があるのだろうと思っています。

〔我が国の租税条約ネットワーク〕国際課税関
係資料（２８ページ）
そういう意味で，我々租税条約ネットワーク

の拡充を進めてまいりました。２８ページの緑色
の部分が租税条約のあるところです。今のとこ
ろ，５８条約，６９カ国・地域との租税条約，そし
て台湾は租税条約という形ではありませんが，
租税条約としての枠組みを構築するための実質
的な国内法を整備しています。それらの国・地
域が，我々の租税条約のネットワークに入って
いるということです。それに加えて情報交換の
ための二国間協定ですとか，執行上お互い助け
合うための多数国間条約というのも併せて入っ
ていますので，そういう意味で黄色い部分，紫
色の部分，そのような国・地域も合わせますと，
全体で７１条約，１２６カ国・地域がネットワーク
の中に入っています。

〔（参考）対外直接投資と租税条約ネットワー
ク〕国際課税関係資料（２９ページ）
それで，日本の対外直接投資残高の約９９％が

カバーされているという状況になっています。

〔租税条約等交渉の現状〕国際課税関係資料（３０
ページ）
足元の動きが３０ページに書いてございます。

租税条約のうち，今年の通常国会で，リトアニ
ア，エストニア，ロシア，デンマーク，アイス
ランド，この５本の租税条約，それから先ほど
ご紹介しましたBEPS防止措置実施条約の承
認を頂きました。これらの条約について，今後，
順次発効させていくということになります。
それから，コロンビア，スペイン，クロアチ
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ア，エクアドル，これらの国々とは条約の内容
について実質合意をしていますので，今後国会
で承認を頂くべく手続きを進めていくという形
になっています。そういう形で，毎年，複数本
の租税条約の改正もしくは新規締結といったも
のを進めて，租税条約のネットワークの拡充に
ついても引き続き取り組んでいるところです。

〔OECD有害税制フォーラムにおける優遇税
制の審査について〕国際課税関係資料（３１ペー
ジ）
ここでは，BEPSプロジェクトというのは確

かに進んでいるのだけども，では実際にそのフ
ォローアップというのはどうなっているのだろ
うかというようなことで，少しお話しさせてい
ただければと思います。
先ほど，ミニマムスタンダードが４つあると

申し上げました。有害税制フォーラムでの取組
み，それから国別報告書，それから相互協議の
ようなもの，それから条約恩典の濫用防止，行
動５，１３，１４，６ですが，こういうものについ
ては，この包摂的枠組みの中でフォローアップ
の議論が行われており，各国が参加してそれぞ
れの国についてきちんと進展しているのかを評
価し，必要に応じてリポートなどを作っていま
す。例えばこの有害税制フォーラムでは，
OECDで有害税制という定義を作って，そこ
で各国でそういうスキームがないのかというの
を１６３件審査して実際に３件有害であるという
指定がされています。各国は指定されると自分
の制度の改正を目指しますし，もしくはそうい
うことをしない場合には他国は対抗措置を取る
ことも可能であるということになっています。
他にも，国別報告書の交換については，実際

に各国がどのように国別報告書の交換をやって
いるのかについてのレビューも，制度面のレビ
ューはもう始まっていますし，相互協議の状況
についても各国の審査報告書がOECDでの議
論を経て公表されているという状況ですので，
全てについてフォローアップが完全にできてい

るものではないのですが，ミニマムスタンダー
ドのような必要最低限のところからフォローア
ップして，途上国も含めてしっかりこの制度が
導入されていくよう，フォローアップをしてい
るというような状況になっています。
私からは前半，以上でございます。ありがと

うございました。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．BEPSプロジェクトとこれま
での進展に対する意見・質問

（渡辺） 細田さん，どうもありがとうござい
ました。BEPSについての最新の情報，大量の
情報を大変要領よくまとめていただきまして，
ありがとうございました。私も頭がだいぶ整理
されたような気がいたします。
それでは，ここでパネリストの方々から順次

ご意見ご質問を頂戴したいと思います。最初に
青山さん，どうぞよろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（青山） 細田さんの詳しいご説明で，私も頭
の整理ができたわけですが，今の第１部のご説
明を踏まえて，幾つかコメントと質問をさせて
いただきたいと思います。

〔国際社会の取組み〕
まず，BEPSは，先ほどのご説明にありまし

たように，いよいよ執行段階に入りまして，４
つのミニマムスタンダードの実施状況のモニタ
リングが既に本格化しているわけであります。
同時に，国別報告書のみならず，税の透明性と
情報交換に関するグローバル・フォーラムは，
第２部の方で詳しいご説明があると思いますが，
非居住者の金融口座情報の自動的情報交換につ
いても，本年から交換実施国が倍増して具体的
な効果が期待される段階に入りました。まず，
これらの一連のBEPS関連の取り組みに，G２０
とOECDの場で国際的なリーダーシップを十

― 117 ―



分に発揮されました細田さん以下の財務省の
方々のご尽力に敬意を表したいと思います。
BEPS及び情報の透明化のプロジェクトは相

互に補完し合って二重非課税の発生を防止する
とともに，税の確実性，これはタックスサータ
ンティと呼ばれていますが，これを当局と納税
者の双方に保証する観点からも重要な取り組み
と認識されています。ビジネスからは，ミニマ
ムスタンダード項目のみならず，移転価格や
PE帰属利得，さらに利子控除制限などの制度
の改正が包括的枠組みという拡大した構成国の
中において，合意内容に沿って適切に実施され
ているかどうかをしっかりとモニタリングすべ
きと指摘していますが，過度なコンプライアン
ス負担を求めない方向で設計されている新たな
情報申告の諸制度についても，執行の適切化が
求められると思います。これは，特にBEPS
の防止成果を最大限に生かそうとしてフライン
グ的に過大対応しがちな新興国を念頭に置きま
すと，特にその必要性は高いかと考えます。そ
のようなモニタリングの執行段階では，次の点
に配慮すべきではないかと考えます。
１点目は，タックス・サータンティ・プロジ

ェクトの検証で行われているように，このプロ
セスには税制当局だけではなくて執行当局が中
心になってやられると思いますが，その際には
当局のみならず，ビジネスの評価も前広に反映
させる必要があるのではないかというのが１点

目です。
２つ目は，一国主義の立法がこの実施段階で

目に付くようになってまいりました。また，途
上国では先ほども少し触れましたが，勧告内容
を実施する上での困難が懸念されています，合
意範囲を超えた執行が行われた場合には，これ
を的確に防止する必要があります。そこで，こ
ういった実施段階ないしは執行段階をきちんと
コントロールするためには，マルチでの協調し
た取り組みが必要になると思われます。
具体的な懸念材料を列挙すれば，会場の皆さ

ま方も既にご存知と思いますが，欧州では
Brexit の当事国である英国の迂回利益税やEU
におけるデジタル課税指令案，更には先ほど細
田さんがお触れになりましたが，国別報告書に
ついてウェブで公開する方式にすべきだという
指令案があります。また，アメリカのトランプ
税制改正の下では，いわゆるBEAT税制という
関連者に対するBEPS効果がある対外支払い
について，一定の限度を超えたものについて一
定のミニマムタックスを課す改正が成立しまし
た。加えて，低課税国の関連会社の無形資産の
生み出す超過利益についてミニマムタックスを
課税するGILTI という制度も導入されました。
そこで，米国の税制改正にも見られたこれら

の一国主義的，或いは地域主義の立法が顕在化
しつつある状況下では，今後OECDを中心に
マルチでの協調が困難に直面することはないの
かどうか，それら協調に及ぼすリスクを回避す
るために，OECDではどのような働き掛けを
しているのか，またその中でわが国はどのよう
なスタンスで臨むのかについてお伺いしたいと
思います。特に，先ほどお話がありましたが，
来年度，G２０の議長国となる日本にはこれらの
課題に対するとりまとめのリーダーシップの役
割を求められると思いますので，そんな中でど
のようなかじ取りを考えておられるのかもお教
えいただけたらと思います。
以上の総論に加えて，さらに以下の個別の論

点についても，包括的枠組みの参加国の中では
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スタンスが分かれると思いますので，これらに
ついてわが国はどのようなスタンスを取るのか
についても，追加的にお尋ねしたいと思います。
まず，米国のミニマムタックス構想やEUの

デジタル売上税への評価が１点目です。これら
の施策は，一見すると国境を超える所得配分に
関するいわゆる定式配分方式との距離が近いよ
うにも見え，果たして今まで国際協調をやって
いるOECDが看板として掲げてきた独立企業
原則と整合的であると考えられるのかどうかを
お尋ねしたいと思います。
２つ目は，これは途上国に見られることです

が，significant economic presence，重要な経
済的存在をネクサスとするという拡張的な PE
概念，すなわち digital presence よりもさらに
広い考え方をインドなどの新興国が主張してい
ます。これは，ある意味消費地であるマーケッ
ト機能を果たすだけでネクサスを認定しやすい
理論ともいえます。アウトソーシングを専ら引
き受けているロケーションにとっても，そのよ
うなプレゼンスを認定しやすい拡大的な主張に
ともいえるでしょう。このような議論は，２０２０
年のデジタル課税のOECDの報告書に向けた
報告の中でどのように消化されていくのかとい
う見通しについてもお尋ねしたいと思います。

〔我が国におけるこれまでの取組み〕
以上は国際的な動向についてですが，２つ目

は，我が国におけるこれまでの国内法等での取
り組みについてであります。我が国は，基本的
に各BEPS項目を踏まえて PEへの帰属主義の
導入，それから国別報告書への迅速な対応，そ
れから所得類型別アプローチを趣旨としながら
も，今までのコンプライアンス負担のメリット
を維持したCFC税制の改正，さらには条約濫
用に備える PE定義の改正など，全て国際合意
に沿いながら調整を図ってきたと評価されると
思います。ただ，ミニマムスタンダード以外の
ものについては，一定の枠内で各国の自主性が
保証されています。従って，各国の改正動向に

もバラエティが認められます。その結果，各国
の動向いかんによっては，バランス上わが国も
今後の見直しを余儀なくされる場合もあるかも
しれないと考えます。先ほど申し上げました米
国におけるBEAT税制などのミニマムタック
スのアプローチ，こういったものの我が国企業
への影響をどう評価しているのか，そしてそれ
らはわが国の今後の国際課税ルールの見直しを
する契機になるとお考えなのかどうか，こうい
ったことについてお伺いしたいと思います。

〔BEPS防止措置実施条約（MLI）〕
最後に，BEPS防止実施条約をご説明いただ

きました。わが国も既に国会承認を経て，あと
寄託をすれば先ほどのお話にありましたように，
実施にすぐ移るということであります。ただ，
この中でビジネスから関心を持たれていますの
は，紛争解決側面で仲裁をわが国は選択して各
国に呼び掛ける立場にあるということです。し
かし，なかなかその仲裁を選択している国が少
ない中で，マルチの条約のみならず２国間の条
約交渉の場においても仲裁導入を巡った話し合
いがなされていると思います。現在のところ，
条約相手国，交渉相手国の反応はどうかという
点が１点です。
加えて，多国間協定の中で条約濫用防止のメ

インの役割が期待されている主要目的テスト
（PPT）の適用については，経験の少ない相
手国も多いと思われます。これについて，条約
交渉過程や実施段階でどのような配慮がなされ
ているのかについてもお伺いしたいと思います。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。今の青山さんのご発言の中でネクサス
があるないというご説明がありましたが，ネク
サスというのは，非常に粗っぽく申し上げると
つながりというような意味でして，ネクサスが
あるということになると PEが認められるとい
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うことになりますので，ネクサスと PEとは全
く同じではありませんが，そういうような感じ
のものであるとご理解いただければと思います。
それでは次に神山さん，どうぞよろしくお願

い申し上げます。
―――――――――――――――――――――

（神山） 神山でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。細田さんにおかれましては，
貴重なご報告ありがとうございました。私から
は，大きく分けて２点，１つ目はBEPSのモ
ニタリングについて，そして２点目は平成２９年
度改正の中でも外国子会社合算税制について，
簡単なコメントと質問をさせていただければと
思います。

〔BEPS実施のモニタリング〕
まず１点目です。現在，BEPSは実施のモニ

タリングというフェーズに移っています。
BEPSプロジェクトの各国の実施状況について，
モニタリングをすることは実効性を高めるとい
う上では必要不可欠なプロセスだといえます。
BEPSプロジェクトの中でも，最低限みんなで
守りましょうというミニマムスタンダードの部
分と，ベストプラクティスの部分で大きく色が
分かれています。現在のモニタリングは，ミニ
マムスタンダードについて各国がしっかりやっ
ているかというのをレビューしているという状
況だと理解しています。
今後，モニタリングの対象を，現在のように

ミニマムスタンダードに限定しつつ，BEPSプ
ロジェクトの枠組みに参加する国をさらに増や
していく，参加国は現在１１７カ国とのことでし
たが，それをもっと増やしていくという方向で
進めていくのでしょうか。すなわち，質を向上
させるよりも，まずは量，参加する国を増やそ
うという方向で今後も進めていくのでしょうか。
それとも，現時点で参加を表明してくれた国に
ついては，モニタリングの対象をミニマムスタ
ンダードだけではなくて，その他のベストプラ

クティスと呼ばれる他の項目についても，モニ
タリングの対象にしていくことによって，
BEPSプロジェクト全体の実効性を高める方向
性も考えられます。これは，簡単に言えば，量
よりも質を重視していくという方向性だといえ
ます。質と量の両方を追求できればよいのです
が，現実的にはどちらかに比重を置くというこ
とになろうかと思われます。現時点でお話を伺
っている限りでは，やはりまずは質の向上より
はミニマムスタンダードと呼ばれる最低限の部
分について，参加していく国の数を増加させる
ことをまずは優先しているように感じられます。
それがOECDの大きな今の流れというように
感じられるわけですが，どこかでその質を高め
る――すなわち，モニタリングの対象を広くす
る，もしくはそのモニタリングをより厳しくす
るという意味で質の向上にも２種類あるかと思
うのですが――質を高めることを重視する局面
に移行する見込みなどはありますでしょうか。
もしございましたら，教えていただければと存
じます。これが１つ目の質問でございます。

〔外国子会社合算税制について〕
２点目は，平成２９年度改正の中でも外国子会

社合算税制について簡単にコメントさせていた
だいて，質問させていただければと思います。
一般的に課税当局も含めて行政庁が何か行為を
規制する，ないし何か行政的な規制を行おうと
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する場合の法的な手法，法的な形式としまして，
「ルール」と「スタンダード」と呼ばれる２つ
のどちらの手法が望ましいかという学術的な議
論がございます。この話は，以前の租研大会シ
ンポジウムでも簡単にお話をさせていただいた
ことがあるのですが，改めて聴衆の皆さまとま
ずは議論を共有させていただければと思います。
まず，ルールとスタンダードの違いですが，ルー
ルというのは言語表現が指し示す内容が個別事
案における法適用者にとって明確な場合という
ことです。これに対して，スタンダードという
のは，適用に当たって適用者による複数要素の
相互考量が要求される場合であると思います。
学術的に言うと少し硬くなってしまいますが，

車の速度規制を念頭に，簡単な例をあげてみま
しょう。ルールの場合，事前に６０km/h 制限と
明示して，６０km/h という数字を超えたら違法
になるという方式です。一方でスタンダードの
場合，「不相当な速度」または「危険な速度」
を出したら違法になりますと規定しておい
て，６０km/h というルールの場合とは異なり，
不相当な速度，危険な速度という文言を個別事
案ごとに判断することになります。これがスタ
ンダードです。
このルールとスタンダードという法制度設計

の観点から眺めますと，平成２９年度改正前のタ
ックス・ヘイブン対策税制は，やはりまずはト
リガー税率という大きなルール――車の速度制
限で言うと６０km/h 制限――があり，トリガー
税率を中心とした制度設計がございました。こ
れに対して，改正後の新しいタックス・ヘイブ
ン対策税制を眺めてみますと，まずは事務作業
を免除するためのルールとして，作業免除の基
準２０％という税率を根幹に据えつつも，経済活
動基準ですとか，新たに加わりましたペー
パー・カンパニーと判定される要件に実体があ
るかどうかという基準，いわゆる実体基準と呼
ばれるものですとか，本店所在地国において管
理支配等を自ら行っているかどうかという基準，
いわゆる管理支配基準と呼ばれる部分について，

ある種のスタンダードが導入されているとも解
されます。
これらのスタンダードの運用については，既

に国税庁の「平成２９年度及び平成３０年度の改正
の外国子会社合算税制に関するQ&A」があり，
これは平成３０年８月に改定されていますが，そ
れを見てみますとやはり個別に判断する旨の記
載がなされています。Q&Aも幾つか考慮要素
等はあげていますが，結局は個別に判断すると
いう旨が記載されており，ルールとスタンダー
ドで言うとスタンダードの色彩が強まっている
部分もあるように感じられます。
そこで質問でございます。日本のタックス・

ヘイブン対策税制について，現在ルールとスタ
ンダードをどのような観点から使い分けている
のでしょうか。また今後使い分けていくのでし
ょうか。もし何かそのご知見等あれば教えてい
ただければと思います。加えまして，スタンダー
ドというものは，課税当局にとって企業が取引
をした後に事後的に租税回避に対抗しやすい反
面，納税者にとっては事前に適用の有無が明確
にならないという点において，不確実性が増す
要因にもなり得ます。個別具体的に判断すると
いうことは，事前に帰結がわからないというこ
とを示唆します。これは，後半で議論になる移
転価格税制の所得相応性基準と呼ばれるものに
ついても当てはまることなのですが，不確実性
が増す可能性があるという点についてTax
Certainty を高めていくことが重要だとされる
国際的な方向性との関係をどのように整理した
らよろしいでしょうかというのが２点目の質問
でございます。

〔情報提供について〕
もう１点補足的に伺いたい点としましては，

既に国税庁からQ&Aという形で幾つか出され
ていますが，今後はQ&Aよりさらに公的な見
解の度合いが強い政省令ですとか通達などでも
詳細かつ公的な見解が示される見通し等ござい
ましたら，ご教示いただければと存じます。
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以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 神山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは西澤さん，どうぞよろしくお
願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（西澤） 西澤でございます。小生からは納税
者の目線からコメント申し上げたいと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
BEPSプロジェクトの趣旨やその勧告を受け

てのこれまでの我が国での取組について細田さ
んよりご説明頂き，OECDの中でどのような
議論が行われ，財務省がどのようなことに注意
を払われてきたのか，より理解を深めることが
できました。イコール・フッティングを目指し
て世界の税秩序が整うことは，アグレッシブな
タックスプランニングを普通は志向しない日本
企業にとって，大変歓迎すべきことであり，財
務省のご尽力に改めて感謝申し上げます。
一方で，実際の規定の内容を細かく見ており

ますと，元々の目的とは乖離した課税結果にな
ってしまわないか懸念されるものもございます。
特に，行動計画３に基づくCFC税制について，
そのような具体的なケースをお伝えしたいと思
います。

〔CFC税制〕
CFC税制は，平成２９年度，即ち昨年度の税

制改正で大幅に改正されましたが，これは，平
成２１年度税制改正時に海外子会社からの配当が
原則，益金不算入となったことへの追
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と理解しております。
すなわち，平成２１年改正以前のように海外か

らの配当が子会社からのものであっても全て課
税されていた頃は，「低税率国の子会社に利益
を溜め込み，配
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こ
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」が租税回避行為
だったので，旧タックス・ヘイブン対策税制は，
規制の対象となる子会社をフォーカスし，「配
当しないのはけしからんので配当したものとし
て扱う」という「配当擬制」で課税する枠組み
でした。
一方，平成２１年度の改正で配当が益金不算入

となると，子会社で稼得する利益は日本では原
則課税できませんので，子会社をどの国でつく
ろうが，どんなに配当せずに利益を溜め込もう
が，最早，日本の税収としては関係なくなりま
した。この場合の租税回避とは，「子会社に取
引を動かすこと（ま
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�
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�
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）」に他なりま
せんので，ひとことで言えば「日
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からの利益」について，いかなる子会
社であろうとも，かかる利益を稼いでいる場合
は，原則，「日本の親会社が稼いだものとして
課税をする」という枠組みに大きく課税概念を
変えざるを得なかったところ，平成２１年度の改
正ではこの点の対応が充分とは言い切れない状
況だったので，昨年度の改正において外国子会
社合算税制として手当したものと認識していま
す。従って，何を「受動的所得」とするのかが，
極めて重要なこととなるわけですが，お配りい
ただいた資料の１６頁の一覧にあるように，今の
規定ぶりはあたかも会計の勘定科目のような
「括り」で該否を決めるという割り切りが強過
ぎて，現実問題としてチグハグな課税が起き得
ます。
例えば，外国の子会社が相場のある商品「現

物」の売買取引を生業としている場合では，現
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物の相場による損益のブレを抑制するため，「デ
リバティブ」取引を合わせて行うことも多く，
双方の取引の損益を通算した極度管理をしてい
くことが通例です。
改正後のルールに照らすとデリバティブ損益

は受動的所得とされ，厳密なヘッジ要件までは
求められないものの，一定の要件を充足した「ヘ
ッジ」でなければ，合算対象となります。現物
取引と一体で管理しながら行うデリバティブ取
引は，「FX取引」のように，日本でも実施可
能でその取引だけの利益を追求して行うものと
は大きく異なり，たとえヘッジでなくスペキュ
レーションだったとしても，子会社自身の能動
的な活動の一環として行われるものなので，「デ
リバティブ取引はヘッジでなければ受動的所
得」など，会計勘定科目的な感覚で「能動」「受
動」を画一的に割り切るように判定されること
には強い違和感を覚えます。
また，現物取引とデリバティブ取引，双方の

損益を総合して利益追求している経済活動にも
拘わらず，現物は「能動」，デリバティブは「受
動」，と画一的に判断されてデ
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，およそ本来
の経済活動とはまったくかけ離れた，二重課税
どころではないオーバーインクルージョンにな
る可能性があります。かかるリスクは甚大で，
納税者に「現物」も含めて合算対象になるよう
に新たにペーパーカンパニーを構えるなどの回
避行動を促してしまうなど，本末転倒な結果に
なりかねません。
以上，デリバティブを例に申し上げましたが，

昨年度改正では，一番の重要概念である，「受
動的所得」の定義が十分に議論されることなく，
会計勘定科目的な感覚で経済実態の洞察なしに
画一的に「能動」「受動」を判定されかねない
規定となっており，およそ当初全く想定されて
いないようなオーバーインクルージョンが起き
得ますので，充分なご配慮とご手当のご検討賜
りたく，よろしくお願い申し上げます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 西澤さん，どうもありがとうござい
ました。実際に取引に携わっていらっしゃる方
としての，大変ユニークで面白い意見を頂きま
した。
それでは細田さんの方から，ただ今のお三方

からのご質問ご意見につきましてお答えをお願
いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いい
たします。
―――――――――――――――――――――

（細田） 多岐にわたるご意見，どうもありが
とうございます。できる限りお答えさせていた
だければと思います。幾つかご質問がありまし
たが，最初に青山さんから国際協調に向けた現
状と今後の展望についてご質問いただいたかと
思います。

〔国際協調に向けた今後の展望〕
国際的な租税回避，また脱税も含めてですが，

そういうものに対応するためには，国際協調と
いうのは非常に重要です。G２０は今，アルゼン
チンが議長国で，G７はカナダが議長国ですが，
こういったG２０や G７の国際的ないろいろな会
議の場でも，このBEPSをタイムリーに一貫
して広範に進めていくべきであるというのは，
何度も指摘されていまして，そこは国際的な合
意のあるところでございます。そういう中で，
先ほど申し上げましたように，OECDの Inclu-
siveFramework に１１７カ国が参加して，この取
組みを協調して実施していこうというモメンタ
ムはまだ続いているのだと思っています。また，
そういうモメンタムをさらに強化するために，
我々としてもしっかり途上国に対して支援をし
ていかなければいけないだろうということを考
えています。OECD，また世界銀行や IMF，
そのような国際機関を中心に途上国の支援を続
けています。それに対して日本も積極的に貢献
しているということでございます。
そのような中であっても，確かにご指摘のと
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おり，一国主義と申しますか，地域主義的な動
きというのが出てくるところです。そのような
動きに対して，我々としても必要があれば，例
えば先ほど申し上げましたEUの国別報告書を
公表するような動きに対しては，しっかり反対
するなどして，国際会議の中でマルチラテラリ
ズムが重要であるという点を主張してきたとこ
ろです。
そういう中で，例えば経済の電子化への対応

という議論については，EUの中でいろいろ議
論もありますが，グローバルな合意というのが
やはり最善だろうと思っています。そういう意
味で，いろいろな動きはありますが，グローバ
ルな取組みを尊重するという流れというのは維
持されていると思います。そういう流れも，G
２０の議長国という話もありましたが，そういう
機会も使いながらしっかり支援していく，進め
ていくということではないかと思っています。
また，青山さんから各国独自のいろいろな措

置のお話もございました。そういう合意やいろ
いろな国際的な協調の流れの中ではありますが，
いろいろな措置が出てきています。この独立企
業原則を含む国際課税原則というのも必ずしも
万能ではありませんので，やはりさらなる対応
が必要なのではないかとか，例えば電子化され
た新しいビジネスの課税が不十分なのではない
か，伝統的なビジネスと不公平があるのではな
いかというようなところから，やはりどうして
もそういう議論というのが出てきてしまうのだ
と思っています。
各国がばらばらな措置を取りますと，先ほど

も出ました税の安定性といったものが阻害され
たりですとか二重課税のリスクが高まったりな
ど，いろいろなマイナスの影響も出てくると思
っています。そういう意味で，OECDは例え
ば電子課税であればなるべくグローバルな解決
策となるように例えば仮に一時的な暫定措置の
導入をするにしても，最低限これを守ってほし
いというような指針を示して，それをEUなり
関係国に示すという努力をしたりして，できる

だけ国際協調に基づいた取組みが続くように，
いろいろなところで努力しているところです。
日本もそういった取組みをしっかり支援してい
く必要があると思っています。

〔ミニマムスタンダード以外の対応〕
それから，青山さんの関連では，BEPS合意

についてはミニマムスタンダード以外の対応が
どうなるのか，また定式配分の話についてもご
意見を頂いたところです。定式配分についてで
すが，これは昔から移転価格の代替という形で
議論されていたところがあります。ただ，概算
的な形式基準によってこの税収を決めるという
ことですので，どういう基準にするのか，基準
を決めてもそのウエートをどうするのか，いろ
いろな問題を各国間で合意しなければいけない
という意味で，なかなか難しい問題があると思
っています。
そういう中で，ミニマムスタンダード以外の

措置はどのように議論が進んでいくのかですが，
これもやはり各国の税制ですとか税務当局の体
制，それからBEPSリスク，いろいろ各国に
よって事情が違っていると思いますので，恐ら
く各国それぞれ適切な措置を取っていくことに
なると思います。日本においても，BEPSの問
題意識もしっかり受け止めなければいけません
し，他方で企業活動への影響，各国の動向をよ
く分析しながら，どういうことができるのかと
考えなければいけませんので，そういうことを
踏まえてさまざまな論点，また必要な措置とい
うのは丁寧に考えていかなければいけないだろ
うと思っているところです。

〔BEPS実施のモニタリング〕
それから，BEPSのモニタリングにつきまし

て，神山さんからご質問を頂きました。先ほど
お話ししましたように，BEPSの行動計画のう
ち４つがミニマムスタンダードとなっていまし
て，そのモニタリングというのは先ほど申し上
げました Inclusive Framework，包摂的枠組み
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の中で議論されています。これは途上国も含ま
れるので，進捗状況というのはまちまちではあ
るのですが，そのレビューのプロセスは２０２０年
にかけて行われていくということになると思い
ます。
我々として，まずはこのミニマムスタンダー

ドがしっかり行われていくことが重要だろうと
思っています。特にこのBEPSの対応という
のはできるだけ多くの国が参加して初めて真価
を発揮できるようなものですので，そういう意
味ではミニマムスタンダードをまずしっかりと
導入してもらい，その上で他の措置についても
どのようにモニタリングなり，フォローアップ
を進めていくかというのをしっかり議論してい
かなければいけないのだろうと思っています。
そういう意味で，質の向上というのにどのよう
に当面対応していくかということを考えてみる
と，先ほど申しましたように，途上国への支援
というのをOECD，IMF，世銀，そういった
国際機関を通じてやっています。そういうとこ
ろでしっかりと途上国がこういうBEPSのさ
まざまな措置が導入できるような取組みという
のを応援していく必要があるのだろう。それに
対して，日本もしっかり貢献していく必要があ
るのだろうと思っています。

〔BEPS防止措置実施条約〕
それから，BEPS防止措置実施条約（MLI）

に関して，青山さんから幾つかご質問を頂きま
した。仲裁の関係でございますが，今，仲裁規
定を選択する意思を表明している国は，我が国
を含めて２８カ国・地域という状況になっていま
す。この仲裁規定を選択する国がより増えてい
くように，我々としてもしっかり議論していき
たいと思いますし，そのように進むことを期待
しています。
また，MLI の中での主要目的テストについ

てもご質問がありました。この主要目的テスト
（PPT）については，OECD租税委員会の中
に，PPTを適用する際の予測可能性ですとか

法的安定性を高めるためのサブグループという
のが立ち上げられたところです。そこで，その
参加国はこの PPTを適用する際のベストプラ
クティスを共有し，予測可能性，法的安定性を
確保するための施策を検討していく予定となっ
ていますので，そういった議論を踏まえて条約
交渉にも反映されていくのではと思っています。

〔外国子会社合算税制〕
それから，外国子会社合算税制について，幾

つかご質問を頂きました。
神山さんから，スタンダードとルールの関係，

また，tax certainty との関係についてのご質問
がございました。
外国子会社合算税制ですが，平成２９年度税制

改正による改正前は，基本的には，外国子会社
の税負担という形式的な基準で把握していまし
たが，これを，合算される所得にオーバーイン
クルージョンとなるものやアンダーインクルー
ジョンとなるものが発生するということで，外
国子会社の経済活動の実態に合わせるべく，
BEPSプロジェクトの最終報告書の内容に沿っ
て改正したところです。その際に，租税負担割
合２０％以上の外国子会社は，事務負担の観点か
ら，合算課税を適用免除とする形にしました。
我々としては，平成２９年度税制改正後の外国

子会社合算税制は，BEPSプロジェクトの最終
報告書で明確化されたルールを採用しつつ，経
済実態を踏まえた制度としたことで，ルール的
な手法とスタンダード的な手法を組み合わせた
制度設計になっているのではないかと考えてい
ます。
そのような中で，神山さんがおっしゃる tax

certainty の確保は，我々も重要と考えていま
すので，平成２９年度税制改正の考え方について，
通達の趣旨を説明した文書やQ&Aの公表等を
通じていろいろと情報提供を行い，適用関係の
明確化を図っています。いずれにしましても，
いろいろな機会を通じて新制度の適用関係をで
きるだけ明確にしたいと考えているところです。
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〔受動的所得の対象〕
それからもう１つは，西澤さんから会計上の

勘定科目等に依拠した場合に，意図せぬオー
バーインクルージョンが生じてしまうのではな
いかというご指摘をいただきました。
受動的所得については，基本的には，実質的

な経済活動を通じて得られたものを受動的所得
の範囲から除外しており，会計上の勘定科目等
に基づく形式的な基準だけで経済実態を見るこ
となくその範囲を決めているわけではないとい
うことは，ご理解いただければと思います。
デリバティブ取引につきましても，ヘッジ目

的で行ったと認められるものは受動的所得の範
囲から除外されていますが，これは，デリバテ
ィブ取引は，基本的には，実質的な経済活動が
なくても稼得可能な所得と考えられる一方で，
ヘッジ目的のデリバティブ取引は実質的な経済
活動の一環と考えられるため，これを受動的所
得の範囲から除くというものです。ヘッジ目的
と認められるかどうかについては，一定の事項
を帳簿書類に記載すれば，受動的所得から除外
する，すなわち，能動的所得として取り扱われ
るようになっていますので，そのような取扱い
をご理解いただければと思っています。
私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 細田さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，以上で第１部「BEPSプロ
ジェクトとこれまでの進展」を終わらせていた
だきます。
引き続きまして，第２部の「国際的な議論の

動向と日本における課題」に入らせていただき
ます。最初に細田さんの方からご説明をお願い
いたします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．国際的な議論の動向と日本に
おける課題

（細田） ありがとうございます。それでは，
第２部ということで，３３ページ以降からお話さ
せていただきたいと思います。BEPSプロジェ
クトの流れにつきましては，今，大まかにお話
させていただきましたが，それ以外の国際的な
流れについて少しお話させていただきたいと思
います。

〔G２０財務大臣・中央銀行総裁会議共同声明
（仮訳抜粋）（２０１８年７月２１―２２日於：ブエノ
スアイレス）〕国際課税関係資料（３３ページ）
３３ページにありますのは，今G２０はアルゼン
チンが議長国ですが，ここで国際課税が１つの
議題として挙げられていまして，そこで議論さ
れた結果，大臣間で取りまとめられた共同声明
の和訳でございます。ここを見ていただきます
と，国際的に議論されている事項が大体網羅さ
れていますので，この内容について確認してい
きたいと思います。
１つ目が，１行目の終わりぐらいから２行目

にかけて，税源浸食と利益移転パッケージ，い
わゆるBEPSパッケージの世界的な重要性を
再確認するということで，BEPS対応の重要性
というのが大臣間で確認されています。
それから２つ目，２行目の最後からですが，

経済の電子化が国際課税制度にもたらす影響に
対処するため，合意，コンセンサスに基づいた
解決策を，２０１９年に進捗状況を報告の上，２０２０
年までに追求すべく，共に取り組むことに引き
続きコミットするとあります。これは後ほど申
し上げますが，経済の電子化への対応は欧州で
も今議論になっていますが，G２０の国々が合意
に基づいた解決策を２０２０年までに求めていこう
ということにコミットしているということです。
各国ばらばらにやるというよりは，やはり
OECDの議論の下でコンセンサスに基づいて
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解決策を目指していこうという流れになってい
るということです。
３つ目が，情報交換の関係です。５～７行目

に，「２０１８年中に税に関する金融口座情報の自
動的交換を開始する予定の法域は，必要なすべ
ての措置が期限内に講じられるよう確保すべき
である。」とあります。また，OECDの強化さ
れた基準，これは実際に情報交換をちゃんとや
っているかという基準をOECDがつくってい
るのですが，それを支持し，守っていないとこ
ろには防御的措置，いわゆる制裁のようなもの
も検討されるということを言っていまして，情
報交換，税の透明性の向上にも大臣間でコミッ
トしています。
４つ目に，税の安定性，それから税に対する

能力構築支援というのをしっかりと行っていく
必要があるであろうということです。先ほど青
山さんのお話からもありましたが，いわゆる
tax certainty です。新しいBEPS対抗措置を入
れていく中で企業側の懸念，また途上国の懸念
もあるでしょうから，そういうものへの対応と
して，予見性の向上とか効率的な紛争解決メカ
ニズムといった，どのような施策が必要なのか
ということです。これは，IMFと OECDがリ
ポートを毎年まとめていまして，G２０に報告し
ています。そういうものが今後の議論や我々が
制度を導入するための参考になってくると思い
ます。また，税の支援というのは途上国がこう
いうBEPS対抗措置を入れていくに当たって
必要な能力を得るために重要な要素になってい
くのだろうと思っています。
そういうところが，この国際的な議場で議論

となっているところです。そのうち，幾つかに
ついてこれからご紹介させていただきたいと思
います。

〔国際的課税逃れ対策（BEPS・税の情報交
換）について〕国際課税関係資料（３４ページ）
この国際的な課税逃れ対策の柱として，

BEPSプロジェクトに加えて，やはり税の透明

性，情報交換というのも重要な取組みになって
きます。BEPSプロジェクトは主に租税回避の
対応が中心になりますが，税の透明性，情報交
換という取組みというのは，むしろ脱税ですと
か資産隠しですとかそういうものが主な念頭に
あります。

〔税務当局間の情報交換〕国際課税関係資料（３５
ページ）
税務当局間の情報交換には３つ種類がありま

して，１（要請に基づく情報交換）と３（自動
的情報交換）が大きなものです。従来からやっ
ている情報交換というのは１の要請に基づく情
報交換ということで，相手国に情報交換の要請
をして，それに基づいて情報を提供してもらう
ことが基本的な流れでした。
最近の流れは３にありますように，アドホッ

クに必要なものだけということではなくて，一
定の情報，例えば金融口座情報のようなものを
大量に一括して定期的に情報を提供していくと
いうことをなるべく広いネットワークでできな
いかという流れになっていまして，実際にその
動きが進んでいます。

〔グローバル・フォーラムについて〕国際課税
関係資料（３６ページ）
この情報交換の議論は結構歴史がありまして，

元々はタックス・ヘイブンを特定しどのように
対抗していくかというところから始まった議論
が，むしろタックス・ヘイブンを取り込んで情
報交換のネットワークを広げることによって適
正にタックス・ヘイブンを含めて課税できるよ
うにしていく方がいいのではないかということ
で議論が進められました。今，OECDの下に
ある「税の透明性と情報交換に関するグローバ
ル・フォーラム」には１５３カ国が参加していま
すが，ここで実際に各国が情報交換をちゃんと
行っているのかについて，お互いに審査をして
リポートを報告・公表するという取組みを行っ
ています。
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具体的な審査項目としては，例えば情報の記
録・保存がちゃんとされているか，税務当局が
情報を取得する権限を持っているか，税務当局
間の情報交換がスムーズにタイムリーに行われ
ているか，こういった点について法制面・執行
面の両面からこのグローバル・フォーラムが各
国の状況を審査しています。

〔自動的情報交換を巡る国際的取組みの経緯〕
国際課税関係資料（３７ページ）
元々任意のアドホックな情報交換というのは

行われていたわけですが，アメリカでアメリカ
市民の外国口座を情報収集できるような法律が
できたことをきっかけにして，やはり多国間で
金融口座情報を自動的に交換する枠組みが必要
なのではないかということで，国際的に議論が
進展いたしました。これもG２０の取組みとして
進められて，OECDが中心となりまして，４
つ目の○印のところ，共通報告基準（Common
Reporting Standard）といいますが，一定の情
報の交換内容，フォーマットやタイミング，交
換方法など形式を定めまして，それを各国がタ
イムリーに行うということをコミットする作業
をずっと続けてまいりました。それで，足元で
は２０１７年組と２０１８年組と２つの組に分かれまし
て，自動的情報交換を開始するというところま
でたどり着いたところです。
こういう制度を導入するには，金融機関から

情報を集めるための国内的な制度も必要ですの
で，平成２７年度税制改正におきまして，非居住
者の口座情報の報告制度というものを国内で整
備いたしまして，昨年１年間情報を収集したも
のを今年の９月末までに初回の情報交換に提出
するというところまでたどり着いたというとこ
ろです。これも，金融機関をはじめさまざまな
方々のご協力があってかと思います。改めて感
謝申し上げたいと思います。

〔非居住者に係る金融口座情報の自動的交換の
ための報告制度（CRS）〕国際課税関係資料
（３８ページ）
その制度のイメージが３８ページです。国内の

制度をOECDのガイドラインに従って整備い
たしまして，国税庁が集めた非居住者に係る金
融口座情報を各国の税務当局に提供します。ま
た，諸外国の我が国居住者に係る金融口座情報
について，国税庁に情報を頂いて，それを国内
の調査等々に生かすという取組みをこれから始
めるということになります。

〔CRSに基づく自動的情報交換の実施時期に
関する国際的な状況〕国際課税関係資料（３９
ページ）
足元のコミットの状況ということで，３９ペー

ジを見ていただきますと，２０１７年組と２０１８年組
がありまして，合わせて１０２カ国がこの取組み
にコミットしているという状況です。日本は
２０１８年に初回交換を行うという組に入っていま
す。

〔税務行政執行共助条約の概要〕国際課税関係
資料（４０ページ）
こういう情報を交換するためには，条約など

を通じて守秘義務等を含めてきちんとした手続
きで情報を交換する必要があるということ
で，４０ページにあります税務行政執行共助条約，
これは情報交換に加えて例えば各国の執行当局
間で徴収をお互い助け合ったりする徴収共助と
いったものも含まれていますが，この条約を利
用して，情報交換を行っているわけです。

〔G２０の「国際的に合意された税の透明性基準
を満足に実施していない法域のリスト」につ
いて〕国際課税関係資料（４１ページ）
そういう情報交換の流れをきちんと各国が行

っているかどうか，もちろんOECDでモニタ
リングをしているわけですが，それを実効性た
らしめるために，４１ページにありますように，
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一定の基準を作り守っていない国についてはリ
ストアップしていこうという取組みも，併せて
行われています。これは，２０１６年，特にパナマ
文書の議論があった中でこういう取組みはしっ
かり強化していこうということであったわけで
すが，２０１６年に基準ができまして，今年７月の
G２０において，改訂された基準が示されたとこ
ろです。
これを見てみますと，何をもって情報交換を

ちゃんとやっているという基準になっているか
というと，下のところに基準１，２，３と書い
てあります。１つ目が，要請に基づく情報交換
をちゃんとやっているかどうかということです。
基準２は，今申し上げました税務当局間の金融
口座情報の自動的交換を，古い基準だとやると
約束していればよかったのですが，この７月か
らの新しい基準では実際に始めているというこ
とが要件となっています。３つ目は，先ほど申
し上げました税務行政執行共助条約について，
古い基準だと署名だったのですが，それをちゃ
んと発効していることが要件となっています。
こういう要件をきちんと満たしていない場合に
は，ある意味ブラックリスト的に国の名前を公
表しますということになっています。
今後の流れとしましては，新しい基準に抵触

する国の数が，本年１１月の終わりにありますG
２０アルゼンチンサミットに提出されることにな
ります。この取組みは，ブラックリスト国を発
表することが目的ではなくて，なるべくそうい
う国に情報交換を進めていただくということが
目的ですので，まず年末に国の数を公表し，そ
の基準に引っ掛かりそうな国に制度を改善する
時間を与え，その上で，来年日本がG２０の議長
国になりますが，そのG２０サミットにおいて，
それでもなお基準をクリアしていない国につい
ては国名が公表され，２０１９年中には全ての新基
準を用いた正式なブラックリストを策定するこ
とになっています。そういう国には，必要に応
じて防御的措置が検討されるということで，こ
ういう取組みと合わせて，情報交換の取組みを

実効性たらしめようとしています。

〔行動１電子経済の課税上の課題への対処〕国
際課税関係資料（４２ページ）
４２ページ以降，今度は電子課税の関連で少し
お話しさせていただきます。元々電子課税の話
は，BEPSプロジェクトの行動１で議論されて
いましたが，その行動１の報告書では，問題を
２つに分けると，直接税と間接税と２つあった
わけですが，直接税については既存のいろいろ
なBEPS対抗措置で当面対応できるのではな
いのかということでした。他方で，間接税につ
いては，国境を越えて提供されるサービスへの
課税への対応が必要だろうということで，日本
も対応を行ったということです。
このときに，直接税についていろいろなオプ

ションが議論されたわけですが，そこでは合意
に至らず，OECD租税委員会の下部組織であ
る電子経済タスクフォースで議論が継続される
ことになっていました。

〔（参考）検討されたオプション〕国際課税関
係資料（４３ページ）
４３ページはその際に検討されたオプションで
す。例えば PEをもう少し拡大したらいいので
はないかとか，源泉徴収のような制度を入れた
らいいのではないか，平衡税のようなものを入
れて国外事業者だけに課税したらいいのではな
いかとか，いろいろ提案があったのですが，や
はり実務上の問題，また国際約束との関係，い
ろいろ課題があって結論が出なかったところで
した。

〔電子経済の課税上の課題への対応〕国際課税
関係資料（４４ページ）
そのような議論が続いたわけですが，特に欧

州の中で IT企業の税負担率が低いのではない
か，一般の企業より税負担が軽いのではないか
という議論が非常に強くなって，フランスなど
は特に急先鋒だと思いますが，また欧州委員会
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などでもそういう議論があり，この電子経済の
議論というのをしっかりと議論していかなけれ
ばいけないのではないかという機運が高まって
きたところです。
そういう中で，OECDにおいてもそういう

ユニラテラルな措置よりは，まずはグローバル
な考え方をしっかり示すことが重要だろうとい
うことで，今年の３月に電子化に伴う課税上の
課題に関する中間報告書を公表いたしました。
基本的に PEなければ課税なしというような国
際課税原則の見直しを行っていこうという長期
的解決策の話，それから，欧州などで議論とな
っています暫定的措置について，もし導入する
のであればこういう問題があるのでこういうこ
とを考慮すべきではないかというようなことを
示した上で，それを受けて欧州委員会において
も自分たちの提案を公表しています。特に２つ
目のところにあります暫定的措置として，オン
ライン広告，プラットフォーム提供，データ販
売に係る収入に対して３％の税率でグロスの課
税を行うといった提案が，欧州の中で議論され
ており，今年の年末にかけて合意することを，
今のEUの議長国であるオーストリアは目指し
ているようです。
ただ，他方で議論の状況を見てみますと，賛

成する国，反対する国いろいろあるようですし，
欧州で税制のEU指令案を成立させるためには
全加盟国が一致して承認する必要がありますの
で，そういう意味で各国の議論がどこまで欧州
の中でまとまっていくのかというのは，まだ不
確かではないかと思っています。

〔OECD「電子化に伴う課税上の課題に関する
中間報告書」の概要〕国際課税関係資料（４５
ページ）
今後の中長期的な議論というのは，この

OECDの電子経済タスクフォースで議論され
ていますが，そのベースとなるのが４５ページに
あります中間報告書です。
この報告書の中では，電子経済の特徴をまと

めていまして，例えば物理的な拠点がないのに
活動が可能である，知的財産のような無形資産
に依存している割合が多いのではないか，あと
はデータとかもしくはユーザーが参加すること
による，いわゆるユーザー・パーティシペーシ
ョンと言われていますが，それと知的財産権と
のシナジーのようなものが大きな影響を及ぼし
ているのではないか，このような特徴を示して
います。ただ，そういうユーザー・パーティシ
ペーションという新たな概念が企業の価値創造
に貢献できているかどうかはよくわからないと
いうところで結論がでていません。そういう特
徴を踏まえて今後のネクサス原則や，ネクサス
を踏まえた収益の配分について今後議論してい
くということになっています。
また，先ほども申し上げましたように，暫定

的な措置をもし導入する場合には，こういうこ
とは守ってくださいというガイドライン的なも
のも併せて示しています。これは，インドでは
Equalization Levy ということで具体的な課税
があったりという動きもあるので，そういうの
を踏まえてということです。
この議論が今後どう進んでいくかですが，こ

のリポートでは各国の立場は３つ分かれている
と言っています。１つはイギリスなどに代表さ
れる，なるべく電子経済にある程度絞った形で
課税するような方向がいいのではないかという
国です。一方で，この電子経済に関する特徴と
いうのは，別に IT産業だけに限らずいろいろ
な産業にも影響し得るので，検討は幅広く行う
べきではないかという立場の国，また，そもそ
も既存の取組みで概ね対応できているので，特
段新しいことを考える必要がないのではないか
という国の３つに立場が分かれているところで
す。今の足元の状況としては，恐らくなるべく
狭く検討するか，広く検討するか，いずれにせ
よ何か対応しなければいけないだろうというこ
とで，今後どういう制度を考えていくのかとい
うのを，２０２０年に向けて議論していくというよ
うな状況だと思っています。我々も，来年２０１９
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年はG２０の議長国になりますので，この議論が
前に進むように積極的にこの議論に参画してい
きたいと思っています。

〔平成２９年度与党税制改正大綱補論：今後の国
際課税のあり方についての基本的考え方（骨
子）〕国際課税関係資料（４６・４７ページ）
最後に，４６ページ以降で今後のBEPSプロ

ジェクトへの国内での対応につきまして，我々
として問題意識を持っている事項をご紹介させ
ていただきたいと思います。
こちらの資料は，与党の税制改正大綱で，こ

れまでの国際課税のあり方を踏まえて，今後の
基本的な考え方をまとめたものです。経済が変
容している，途上国の経済規模が拡大している，
クロスボーダーの直接投資が増えている，日本
の海外投資が増えている，知的財産使用料の受
取りが増えている，そういう内外の変化を踏ま
えて，我々の国際課税の考え方を，４７ページの
上のところにまとめています。
BEPSプロジェクトの合意事項の着実な実施

を日本はリードしていって，グローバルに公平
な競争条件を確立していくことが重要であり，
その際には途上国の関与も考えていく必要があ
るということです。併せて，日本企業の健全な
海外展開を支援するという観点と，租税回避を
効果的に抑制するという観点をバランスを取っ
て考えていく必要があるということです。また，
知の国外流出のリスクにも留意する必要があり
ますし，先ほど申し上げました税の透明性の向
上も重要です。
そのような観点を踏まえて，これまでも改正

を行ってきましたし，今後も改正を行っていく
必要があると思っています。

〔「平成３０年度与党税制改正大綱（抄）」〕国際
課税関係資料（４８ページ）
そのような中で，具体的な課題として，４８ペー

ジの下の段のところにあるように，３つ課題が
挙げられています。１つ目に移転価格税制，特

に無形資産の関連，２つ目に過大支払利子税
制，３つ目に義務的開示制度が指摘されていま
す。
それぞれについて，簡単にご紹介させていた

だきたいと思います。

〔行動８無形資産取引に係る移転価格ルール〕
国際課税関係資料（４９ページ）
無形資産の譲渡は，やはり，無形資産はモバ

イルであり，かつ，比較可能な独立企業間取引
が存在しないことが多いということで，BEPS
リスクが高いのではないかという問題意識です。
そのような観点を踏まえて，今回，OECDの
移転価格ガイドラインが見直されました。具体
的には，１つ目に，無形資産の定義について明
らかにすべきという点，それから２つ目に，無
形資産の移転や使用に際して利益の価値創造に
沿った配分，具体的には，開発，改善，維持，
保護，使用，いわゆるDEMPEと言われるよ
うな重要な機能というのをきちんと考慮した上
で利益の配分をする必要があるということです。
また，無形資産の評価について，信頼できる比
較対象取引が特定困難な場合は，ディスカウン
ト・キャッシュ・フロー（DCF）法のような
予測キャッシュ・フローを用いた価格算定法が
有益な場面もあるということで，この点もガイ
ドラインに明記されたところです。
また，併せて，評価困難な無形資産について

は，納税者と税務当局との間で情報の非対称性
があるということで，取引時点で評価が困難な
一定の無形資産は，予測便益と実際の利益が一
定以上乖離した場合には，実現値に基づいて評
価するということも可能にしてはどうかという
ことで，こちらも移転価格ガイドラインに盛り
込まれたところです。

〔評価困難な無形資産に係る移転価格ルールの
策定〕国際課税関係資料（５０ページ）
５０ページに，評価困難な無形資産に係る移転
価格ルールの策定の中身について書いてありま
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す。
まさに比較可能な独立企業間取引が存在しな

くて，信頼できる予測がないような評価困難な
無形資産は，納税者と税務当局との間で情報の
非対称性が存在しており，問題であるので，何
らかの対応をしなければいけないということで，
予測と実際の利益が一定以上乖離した場合に，
その実現値に基づいて評価することを可能にし
てはどうかということです。
ただ，その対象としてはやはり独立企業間取

引が存在しない，また，予測が困難といった場
合に限るべきですし，予見可能性の観点から適
用免除基準のようなものも設ける必要があると
いうことで，事前に関連者が予測することが不
可能であったとか，バイやマルチの事前確認制
度の対象であった場合，乖離幅が一定程度であ
った場合というようなことを最終報告書で定め
ています。
翻って日本の制度を考えてみますと，今の状

況においては，いわゆるDCF法のような将来
キャッシュ・フローを用いたような手法は，そ
の位置付けが法令上明らかではないということ
で，納税者側にとっても，課税当局側にとって
も，使いづらい状況になっているということで
す。そういうものを整備していく必要があるの
ではないか。そういう中で，やはり予測キャッ
シュ・フローやDCF法のような手法ですと，
どうしてもぶれが大きくなりますので，情報の
非対称性の問題も考えると，評価困難な無形資
産に関するアプローチという考え方も併せて必
要になってくるのではないか。そういうことで，
今後，移転価格税制の見直しを考えるに当たっ
て，我々も問題意識を持っており，検討を進め
ていく必要があると思っています。諸外国でも
導入事例が徐々に出てきているところですので，
それを踏まえて考えていく必要があるというの
が，１つ目の課題です。

〔行動４利子控除制限ルール〕国際課税関係資
料（５１ページ）
２つ目の課題として，５１ページですが，利子

控除制限ルールです。これはBEPSプロジェ
クトの行動４では，利子は最も簡単に利益移転
できる手法の１つであるということで，多額の
利子の損金算入を生じさせ，通常の経済活動の
範囲を超えて過大に支払われた利子の損金算入
を制限すべきではないかということが提言され
ているところです。現行の日本の過大支払利子
税制でも同じ仕組みが採用されていますが，
BEPSプロジェクトの行動４の勧告では，固定
比率ルールに基づき，所得に占める純支払利子
の比率が一定割合を超える場合に，利子の損金
算入を制限すべきということがメインになって
いて，それに併せて，オプションで，グループ
比率ルールですとか，いろいろなルールを付け
加えることを考えてはどうかという提言をして
いるところです。
この利子控除制限ルールについて，足元の状

況を見てみますと，アメリカでは昨年末の税制
改革法で行動４の勧告に沿った改正が行われ，
また，欧州でもEU指令において行動４の勧告
に沿った制度の導入が定められているというよ
うな状況で，各国で対応が進められているとこ
ろです。

〔【行動４】利子控除制限：「BEPSプロジェ
クト」の結論〕国際課税関係資料（５２ページ）
そういう中で，具体的に日本として何を検討

していかなければならないかということですが，
論点は大きく３つあると思います。
１つ目は，対象利子の範囲です。日本では受

領者側で課税されない関連者純支払利子が対象
となっており，主に国外関連者に対する支払利
子が対象になるということかと思います。これ
に対して，BEPSプロジェクトの行動４の勧告
では全ての利子が対象になっているということ
です。
それから２つ目に，EBITDAの計算のとこ
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ろで，日本では非課税の受取配当が加算されて
いるわけですが，BEPSプロジェクトの行動４
の勧告ではそれは加算されるべきではないとな
っていることです。
それから３つ目に，純支払利子額とEBITDA

の割合が，日本では５０％ですが，BEPSプロジ
ェクトの行動４の勧告では１０～３０％になってい
るということです。また，BEPSプロジェクト
の行動４の勧告の中では，グループ比率ルール
として，グループで一定程度の比率であれば，
固定比率ルールによる割合を超えていても，利
子の損金算入を認めてもいいというオプション
を付けても良いことになっています。
このような論点を我々は今後考えていく必要

があると思っていますが，他方で，この行動４
の勧告をそのまま導入しますといろいろ経済的
にも影響が大きいと思います。どのような影響
があるかというのをしっかりと考えていかなけ
ればいけないだろうと思っています。特に，国
内銀行借入まで対象とすると影響が大きいとい
うような声も聞きますし，そういうご懸念もよ
く伺いながら，租税回避への効果的な対応と日
本企業の健全な海外展開支援とのバランスをし
っかり取っていくという観点から，見直しを検
討する必要があると思っているところです。

〔行動１２義務的開示制度〕国際課税関係資料（５３
ページ）
これも租税回避を抑制する，また，租税回避

スキームに速やかに対処するという観点から，
一定の租税回避スキームを税務当局に報告させ
る制度を作ってはどうかというのがBEPSプ
ロジェクトの勧告です。諸外国でいろいろな導
入事例がありますので，そのような事例を踏ま
えて制度のいろいろなオプションというのをこ
の報告書で示しているところです。

〔（参考）報告義務に係る項目ごとのオプショ
ン・勧告〕国際課税関係資料（５４・５５ページ）
５４ページ，５５ページに報告書の概要を付けて

います。一定の租税利益がある，また，販売活
動に着目して守秘義務や成功報酬が入っている
ようなスキームですとか，その取引自体が損出
しスキームだったり，リースバックスキームだ
ったりと，リスクに着目して対象となるスキー
ムを特定する。また，報告義務者についても，
プロモーター及び納税者，プロモーター又は納
税者，いろいろな考え方があると思いますが，
こうした考えをオプションとして示していると
ころです。いろいろな情報，執行制度がある中
で，そういう他の制度との関連も考えながら，
今後，検討していく必要があると思っています。
長くなりましたが，以上でございます。

―――――――――――――――――――――

Ⅳ．国際的な議論の動向と日本に
おける課題に関する質問・意見

（渡辺） 細田さん，どうもありがとうござい
ました。
それではパネリストのお三方から，順次ご質

問ご意見を頂戴したいと思います。最初に青山
さん，よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

〔情報交換に向けた新しい取組み〕
（青山） 詳細なご説明，ありがとうございま
した。まず，最初の情報交換に向けた新しい取
り組みに関してのところであります。この点で
の国際的な協調がどんどん進み，情報交換の新
しいシステムが普及しますと，これからは専ら，
特に金融口座情報の交換も含めて，執行状況の
評価とそれに伴う協調の徹底に焦点が移ってく
ると思われます。
そこでわが国に翻って考えてみますと，わが

国では国税庁が２０１７年から国際戦略トータルプ
ランを公表して，情報収集等に始まりそれをど
う活用していくのかといった執行段階を含めた
戦略プランを，納税者の予測可能性に資すると
いう観点で公表していると思います。このよう
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な取り組みは，OECDの税務長官会合（FTA）
のイニシャティブで各国で取り上げられている
と思いますが，各国の実行状況はいかがでしょ
うか。これが１点目です。
次に，それにも関連しますが，多国籍企業に

とって非常に関心のあります国別報告書の活用
ぶりについて，新たに，これはまだ選ばれた先
進国間だけですが，パイロットプロジェクトと
し て ICAP（International Compliance Assur-
ance Program）というものが始まっています。
このプログラムは，多国籍企業の国別報告書を
１国１国が勝手に判断するのではなくて，どう
いう課税リスクがあるのかということを関係国
が集まってリスク評価をし，ローリスク認定が
行われると税務上の保証が与えられます。それ
により，納税者にとってみると，ある国ではこ
う評価され，ある国ではこう評価されるという
不安定性もなくなります。ターゲットと目され
るのはローリスクの多国籍企業でありますが，
彼らにとって予測可能性が高まるいいシステム
ということで試行が行われているわけですが，
このパイロットプロジェクトにはわが国も参加
していると報道されています。この成果等につ
いて，現時点でどのような評価をされているか
ということをお伺いできればと思います。

〔電子経済課税問題〕
２点目の電子経済課税の問題につきましては，

第１部で私もヨーロッパの動向について触れま
した。しかし，２０２０年の最終報告書に向けて問
題になる点は，恐らく電子的なデータを供給す
る側と使用する側で，当該取引の生み出す経済
価値の測定や所得の帰属に関する物差しの統一
が難しいといったことに集約されるのではない
かと思います。わが国はちょうど米国とEUの
間に立って立場表明がなかなか難しい状況だと
思いますが，データの価値の評価に関してどの
ようにアプローチされるつもりなのか。そして，
その際に，日本の電子産業界やユーザーの意見
等はどのように集約されているのかということ

が伺えればと思います。

〔２９年度改正が予告した改正事項問題〕
最後に，２９年改正の際に予告されたこれから

の改正事項ですが，先ほど３点ご説明いただき
ました。この３点について，簡単にコメントと
質問をさせていただきます。１点目は，移転価
格関係でした。特に知の国外流出のリスクに備
えるためのこれからの課題として，ディスカウ
ント・キャッシュ・フロー法といったような新
しい評価方法，それから情報の非対称性への対
応のラストリゾートとしての所得相応性基準の
導入の課題についてであります。ディスカウン
ト・キャッシュ・フロー法については，先ほど
も少し触れられましたが，キャッシュ・フロー
の割引率などを中心にきちんとしたガイダンス
がないと，なかなか予測可能性が高まらないと
思われます。また，所得相応性基準につきまし
ては，例えばAPAや２０％というこれ以上離れ
ていなければいいというセーフハーバーはわか
りやすいわけですが，それ以外の納税者の適用
除外要件をどのように納税者の予測可能なよう
に詳細にするのか，そしてそれをガイダンスで
法定化するのかが，問われることになると思い
ます。これについて，どのような検討状況にあ
るのか。なかなかお答えにくいと思いますが，
もしお答えいただけるならお教えいただければ
と思います。

〔利子控除制限〕
次に，利子控除制限につきましては，これは

何といってもわが国の現行過大支払利子税制の
閾値が５０％であるのに対してBEPSのガイダ
ンスが１０～３０％ということで対応がやむを得な
い状況と思いますが，対象が内外無差別の純支
払い利子ということになってまいりますと，そ
もそも法人税制の中での利子の控除をどうする
のかという問題とも絡まってきかねません。も
ちろんここでは過大という枠組みを付けていま
すので，一般的な資本コストの控除論，すなわ
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ち，利子は損金算入しないのだとか，逆に資本
について見なし利子をやるのだという学界が今
まで議論してきたような方向に行くとは予想で
きませんが，無差別で利子控除制限をするとい
う考え方は，今後そのような議論につながる心
配はないのか。この点について確認できればと
思います。

〔義務的開示〕
最後に，義務的開示は，わが国は最も取り組

みが遅れている分野だろうと思いますし，税の
透明性向上から見て，早期の制度化が必要だと
考えます。ただし，この制度を充実していきま
すと，その情報に基づいて対応する処方箋の１
つとしてよく論じられています一般的な租税回
避の否認規定との関係も視野に入れた検討が必
要になるのではないのかと思います。これは，
恐らく将来的な課題だと思いますが，何かお考
えがあればお教えいただきたいと思います。
それから，プロモーターの定義や報告義務の

内容については，ビジネスの実態を反映した，
過重な責任を負わせないという対応も必要だと
思いますが，これらについては諸外国の例を参
照されると聞いています。この点については，
例えば先ほどの共通報告基準に基づく外国口座
の報告義務について，わざわざ外国口座の報告
義務対象にならないように外すための納税者に
よる人為的な取り決めも義務的開示にしようと
いうOECDでの新しい動きが最近紹介されて
います。これら国際協調の厳格化の動きはわが
国の国内法を検討する場合の参考材料にされる
のかどうか，こういったことももし可能であれ
ば承れればと思います。以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 青山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に神山さん，どうぞよろし
くお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（神山） 私からは，「平成３１年度以降の改正
の方向性」と「電子経済への課税」の２つに分
けて質問させていただきたいと思います。
まず，今後の日本の税制改正の方向性という

ことで，ここでは移転価格と過大利子支払税制
について，１点ずつお伺いしたいと思います。

〔移転価格税制〕
まず移転価格税制は，既に青山先生の方から

もご指摘がありましたが，所得相応性基準の導
入によって，先ほどルール，スタンダードとい
うお話をいたしましたが，やはりスタンダード
の側面が強くなってきますと，その不確実性が
高まるという恐れ，懸念があると考えられます。
こういった所得相応性基準は事後的に課税せざ
るを得ない状況であるということで，それによ
って不確実性が納税者にとって高まるというこ
とと，G２０などにおける国際的な流れとして
Tax Certainty の向上という話もありました。
そういった方向性，国際的にTax Certainty を
高めるということの関係をどのように整合的に
考えていったらよろしいでしょうかという点が
１点目でございます。

〔過大支払利子税制〕
もう１点は，過大支払利子税制との関係です。

比率をどうするかという問題が割とわかりやす
いわけですが，他の問題としまして，既にご指
摘もありましたが，利子の範囲をどう考えるか
という点と，もう１つはグループの扱いをどう
するかという点も今後問題になろうかと思われ
ます。既にご指摘がありましたように，日本の
過大利子支払税制は，関連者純支払利子等の額
が対象なのに対して，BEPS行動４では，関連
者に加えて第三者への支払利子も含まれていま
す。BEPS行動４では，グループ比率による救
済が一種オプションとして認められており，学
界などにおいてはこのグループ比率が実は抜け
穴になってしまうのではないかという懸念も表
明されている状況です。
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そこでお伺いしたいのですが，従来の日本の
過大利子支払税制の仕組み，５０％という高い比
率では，やはり国際的な納得が得られづらいと
いう状況，そういった状況にあるということで
まずよろしいのでしょうか。もしやはり日本も
これは改正しなければいけないという国際的な
圧力が強い場合，恐らく２つの道があるのでは
ないかと考えられます。１つは固定比率ルール
を中心に据えて，対象とされる利子の範囲を拡
大して比率を下げるという方法です。もう１つ
は，グループ比率ルールをうまく日本経済に影
響が出ず，かつ悪質な租税回避が行えないよう
にうまく活用するという方向があるのかもしれ
ません。この点，どちらが日本や国際社会にと
って望ましいのかが問題になってくると思われ
ます。例えば前者であってもあまり経済活動に
影響がないのであれば，こちらでいいのかもし
れませんし，その辺り，何か調査等進んでいれ
ば教えていただければ幸いに存じます。

〔電子経済と課税〕
２点目は，諸外国における電子経済と課税の

関係です。既に前半のところで青山先生からも
ご指摘がありましたが，アメリカはBEATで
すとかGILTI と呼ばれるように，無形資産に
限定せず，そして電子経済に限定せず，電子商
取引等に限定せず，無形資産やより広い税源浸
食に対する一種のミニマム税を導入しています。
一方，イギリスやオーストラリアはグーグル・
タックスと呼ばれますように，電子的な取引に
対する迂回利益税，DPTと呼ばれたりします
が，そういったものを既に導入しています。さ
らにご紹介がありましたように，２０１８年３月２１
日に欧州委員会では，中長期的な税制改革まで
の暫定的な措置としてデジタルサービスに対す
る課税の導入を提言しています。これらは，既
に前半でもご指摘のあったところですが，各国
が一種のミニマム税を導入しつつあることを示
唆しています。こういった主要国が独自にミニ
マム税を導入することでBEPSプロジェクト

及びBEPSプロジェクトと同時進行しているG
２０等の国際的な協調の枠組みのゲーム構造が変
化してしまい，今後は主要先進国が表面上は
BEPSプロジェクトやG２０の国際的な枠組みに
協力するものの，内心は独自のミニマム税で対
応していこうという戦略を取ることも考えられ
るわけです。この点，大変危惧をしております。

〔ミニマム税の検討〕
そこで２点質問がございます。１点目は，欧

州のデジタル税のように，日本でも一種のミニ
マム税の検討というのは今後必要になってくる
のでしょうかという質問です。２点目は，BEPS
行動計画４の利子控除制限，日本で言うと過大
利子支払税制の改正ということになりますが，
各国は各種のミニマム税を入れています。そう
いったミニマム税を入れることによって，従来，
これも青山先生からご指摘がありましたが，
「PEなければ課税なし」という原則と「独立
当事者間基準」に基づいて国際的な課税ルール
を構築するという世界よりも，どちらかという
と定式配分を呼ばれるような性格が強く出てい
るようにも解されます。
今後の国際課税はやはり「PEなければ課税

なし」プラス「独立当事者間基準」を表面上は
維持しつつも，それと整合的な形で何か落とし
どころを探す方向に行くのでしょうか，それと
も，各国ばらばらにミニマム税を導入するよう
な世界に行ってしまうのでしょうか。国際的な
議論の最前線にいらして感じる肌感覚など，も
しありましたら教えていただければ幸いに存じ
ます。以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 神山さん，どうもありがとうござい
ました。それでは次に西澤さん，よろしくお願
いいたします。
―――――――――――――――――――――

（西澤） 今後の課題について，私からは，二
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点（過大支払利子税制と二重課税防止措置）に
ついて申し上げます。

〔過大支払利子税制〕
過大支払利子税制は，平成２４年度税制改正に

より我が国に導入され，関連者宛の純支払利子
の損金算入が一定条件を超えると制限されるこ
とになっています。
OECDの報告書では，非関連者宛の支払利

子も対象とすることなどが挙げられており，こ
れに沿って改正が検討されると思いますが，そ
の際，「①ターゲットとする租税回避を明確化
することの重要性」と，「②他の関連税制を考
慮する必要性」について申し上げます。
（①ターゲットとする租税回避を明確化するこ
との重要性）
国際的な合意に従ってルールを変更すること

自体に違和感はございませんが，それを提唱し
た国の抱える固有の悩みなど，背景・事情を充
分に理解の上，それと我が国の背景・事情の違
いはよく考慮する必要があると考えます。即ち，
我が国の環境下で，どういった租税回避を牽制
すべきなのかを明確にした上で，それを防止す
ることに注力することが肝要と考えるものです。
例えば，今回の税制改正で非関連者向け支払

利子を対象とした場合，我が国においてはその
太宗は国
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明確にならないと，単なる「増税」になってし
まいます。
少なくとも利子の受領者が日本の課税に晒さ

れている場合は，BEPSは起き得ませんので，
海外への支払利子を対象とすれば済みます。ま
た，恣意的に操作した海外への所得移転を疑う
のなら，関連者向け支払利子をターゲットにす
れば足るので，我が国の場合は従来通りで良い
ように思われます。
（②他の関連税制を考慮する必要性）

次に，他国との制度比較を行うに際してです
が，本税制だけに焦点を当て比較を行い，現行
の過大支払利子税制に足りないものを補完せね
ばというアプローチになりがちですが，他の関
連する税制など，本邦の法人税全体のマクロな
視点で比較していく必要があると思われます。
我が国の現行制度は，既にOECDベースで

の税制を導入した英国などの欧州の国と比べる
と甘いように見えるかもしれませんが，借入し
て投資をするという事業活動のひとつの対価で
ある「配当」について，我が国は益金不算入枠
がより厳しい制度となっており，両方を勘案し
ますと，決して欧米諸国よりも甘い税制になっ
ているとは思えません。この点を踏まえずに支
払利子だけ厳格化しますと，各国企業を税制上
イコール・フッティングに置くという，BEPS
行動計画の意図から外れ，我が国企業の国際競
争力が損なわれることになりはしないかと懸念
しております。
過大支払利子税制の改正は，我が国の低金利

の資金を活用した事業活動の根幹を揺さぶるも
のになりかねませんので，慎重なご検討をお願
いします。

〔二重課税防止措置の重要性〕
BEPS 行動計画では，主に「二重非課税」の

防止と併せて「二重課税」の防止措置について
も力点が置かれているにも拘わらず，後者につ
いては，法制化の段階で必ずしも充分な手当て
が行われているとは言えない点も，大きな懸念
要素のひとつです。外国の税制改正の動きもよ
く考慮の上，我が国の税制を改正するに際し，
国際的な二重課税を回避する措置を早急に講じ
ていく必要があると感じます。
例えば，M&Aで米国の事業会社を買収し，

その買収先が第三国に子会社，我が国からは孫
会社を有しているケースがあると思いますが，
米国は既に独自の租税回避防止ルール（サブ
パート・エフに加えトランプ税制にてGILTI
や BEATが追加されたことは前出の通り）を
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有しており，必要に応じて買収された事業会社
が米国で合算課税を受けているところ，本邦側
でも第三国の孫会社に新たにCFC税制が適用
され合算対象になりますと，同一の所得に日本
と米国で二重に課税されることになります。税
率が３０％未満になる米国を例に申し上げました
が，多くの国々が税率３０％未満であり，起こる
ことは同じです。
M&Aでは，日本でできる取引を国外に移転

しているわけではなく，BEPSが起きていない
ことは自明ですので，我が国がM&A後に課
税権を本当に行使すべきものなのか疑問です。
また，仮に課税権を行使しようとする場合，二
重課税は少なくとも排除されるべきですが，本
邦税制と相手国の税制は必ずしも整合していな
いため（例えば，海外では複数の事業体を纏め
て納税しているため，個別の事業体レベルでの
情報が取れない場合等），外税控除制度が機能
するか否か明確ではありません。
「ま

�

と
�

も
�

な
�

国の，ま
�

と
�

も
�

な
�

課税を受けている，

ま
�

と
�

も
�

な
�

会社の投資先」については，我が国の
CFC税制の適用からはずすなど，ホワイトリ
ストのような考え方を今後取り入れていかねば，
今後，様々なオーバーインクルージョンが発生
し，M&Aなどでの日本企業の国際競争力を削
ぐことになりかねません。OECDの BEPS 行
動計画３の報告書においてもホワイトリスト方
式が挙げられておりますので，適用範囲につい
てご再考頂ければ幸いです。
私からは，以上となります。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 西澤さん，どうもありがとうござい
ました。それでは，ただ今頂きましたお三方か
らのご意見ご質問に対して，細田さんの方から
ご回答をお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

（細田） ありがとうございます。
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〔金融口座情報の交換〕
税の透明性の関連，青山さんから交換された

金融口座情報がどのように使われていくのかと
いうお話がありました。OECDの税務長官会
議をFTAといいますが，そこでは実際に非居
住者の金融口座情報が交換されたところで，こ
れを今後どのように有効活用するかを検討する
ための作業部会が設立されたところです。ここ
では，交換されるデータの質をどうやって高め
ていくのか，またデータの分析手法などについ
て，各国の知見・経験を共有して効果的に国際
的な脱税・租税回避に対応する方法を検討して
いるところです。
また，２０１７年にこの金融口座情報の自動情報

交換を実施済みの国もありますので，そういう
ところからの情報収集を通じて，各国と協調し
て取組みの成果を最大限にしていくことを考え
ていくのだと思います。

〔ICAP〕
また，ICAP，複数の国の税務当局が多国籍

企業グループのリスク評価を協調して行う取組
みについてのご質問もありました。このプロセ
スでは，国別報告書を効果的に活用したリスク
分析ですとか，また，効果的にリソースも活用
できるということで，納税者・税務当局の双方
に便益をもたらすのではないかということが期
待されているところです。日本もこのパイロッ
トプログラムに参加している８カ国のうちの１
つです。何分初めての取組みであるということ
なので，各国におけるリスク評価の手続きの違
いなどもあるわけですが，各国で協議しながら
今後のプロセスの改善に向けた作業を行ってい
るところです。そういうプロセスを踏まえなが
ら，今後 ICAPが本格的に実施される場合に備
えて，我々としても日本としてのメリット・デ
メリットというのをしっかり考えていく必要が
あるのだろうと考えています。

〔電子経済〕
また，電子経済について青山さんからご質問

を頂きました。なかなかお答えするのは難しい
のですが，やはり電子経済の議論というのは，
今後２０２０年に向けてグローバルな長期解決策と
いうのが議論されていくだろうと考えています。
そこでの今後の議論の詳細はなかなか申し上げ
づらいのですが，我々としましても，１つはG
２０の議長国として積極的に国際的な議論に参加
していきます。また，その際には，経済界の意
見等もしっかり伺いつつ議論していくというこ
とではないかと考えているところです。

〔移転価格税制〕
それから，移転価格税制の関係で，幾つか，

青山さん，神山さんからご指摘及びご質問を頂
いたところです。
無形資産取引は，ある意味独自性が強いもの

ですから，比較対象取引というのはなかなか見
いだし難いということで，既存の移転価格算定
方法では価格算定が難しいケースがあるという
指摘があります。そういう中で，BEPSプロジ
ェクトでの議論を経て，無形資産取引に関して
DCF法が有用であるということで移転価格ガ
イドラインの記載が拡充されたということです。
これについて，現時点では，納税者にとって

も，税務当局にとっても，DCF法は不透明性・
不確実性が高い状況ですので，移転価格ガイド
ラインの規定を踏まえて，DCF法に関する法
令及び通達の規定を整備する必要があるのでは
ないかというのが，我々の問題意識です。また，
所得相応性基準をOECDではHTVI アプロー
チと言っていますが，これについても，移転価
格ガイドラインに盛り込まれていますが，諸外
国において順次適用可能とされています。また，
一部の国では移転価格ガイドラインを直接取り
込むような形で執行可能とされているような国
もあると承知しています。国家間の課税権の配
分調整という意味での国際的に重要なスタン
ダードである移転価格ガイドラインに含まれて
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いるということで，日本の移転価格税制につい
てもこのスタンダードに即した制度を考えてい
かなければいけないのだろう，これが基本なの
だとは思っています。
他方で，ご指摘いただきましたように，この

所得相応性基準に関する規定ぶりが必ずしも明
確ではなくて，不確実性の観点からご懸念があ
ることも承知しているところです。そのため，
日本の移転価格税制の見直しを検討する際には，
移転価格ガイドラインの基本的考え方を逸脱し
ないように留意しながらも，BEPSリスクへの
対応と納税者の予見可能性確保のバランスを踏
まえながら，どのような場合に本当に必要なの
かをしっかり考えながら，日本の制度を丁寧に
検討していきたいと思っているところです。

〔過大支払利子税制〕
それから，過大支払利子税制につきまして，

幾つかご意見を頂きました。
諸外国の状況を見てみますと，アメリカ，イ

ギリス，ドイツ，欧州諸国は行動４の勧告に沿
ったルールが導入されているということで，そ
ういう状況を踏まえると，日本においても，将
来，税源浸食が進む懸念があるということを，
我々としても懸念しているところです。そうい
う中で，しっかりと見直しの検討を進めていく
必要があろうということですが，他方で，この
行動４の勧告に沿った制度設計をそのまま採用
するということについては，国内金融機関のお
話もありましたが，ご懸念の声が大きいという
ことも承知していますので，そういったご意見
も踏まえながら，租税回避への効果的な対応，
それから日本企業の健全な海外展開の支援とい
ったもののバランスを取って，経済界，関係省
庁等とよく議論しながら，今後，丁寧に検討を
進めていきたいと思っているところです。
青山さんからは，ファイナンスコスト，法人

税のそもそも論的なところまで議論するのかと
いうようなご質問がございましたが，いわゆる
デットとエクイティの違いを前提とした法人税

の課税ベースの見直しのような議論のことでは
ないかと思います。こういうものについては，
我々としては，いずれにしてもBEPS対策の
観点からどのような対応が必要かというのをし
っかりと検討していくべきだと考えていまして，
そこから先の議論というのはある意味別の議論
かと考えています。
また，神山さんからグループ比率に関するご

質問もございました。確かに，事務負担の増加
につながるのではないかというご意見もあると
ころですので，そういったご意見も踏まえなが
ら，日本の制度としてどのような制度設計が適
切なのかというのをしっかりとこれから検討し
てまいりたいと考えています。

〔義務的開示〕
義務的開示も検討課題となっていますが，特

に，政府税制調査会では幾つか論点が示されて
いまして，この対象取引の基準設定に当たって
は，制度目的を効果的に達成しつつ過剰な事務
負担等をプロモーター及び納税者に与えないよ
う，何らかの客観的な基準を用いて開示対象と
なるスキームを特定することが必要であるとか，
また既存の情報開示等の役割分担等を最適化す
る，また，開示の対象範囲，罰則等について他
国の制度から大きく乖離しないようにするとい
ったご指摘を頂いているところです。このよう
なご指摘も踏まえながら，今後，総合的に検討
していく必要があると思っているところです。
他方で，一般的租税回避否認規定（GAAR）

との関係については，BEPSプロジェクトの最
終報告書では租税回避行為に対して租税当局が
ただちに対処できるので，そういう意味では抑
止効果が高いのだというような指摘もあるとこ
ろです。ただ，そういうものが実際に全体とし
てどういう意義があるのか，効果があるのかと
いうのは，義務的開示制度の具体的な制度の関
係も含めて，なかなか今申し上げることは難し
いところなので，これ以上コメントは差し控え
させていただきたいと思っています。
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〔外国子会社合算税制〕
最後に，外国子会社合算税制について，西澤

さんからホワイトリストの導入を検討してはど
うかというご指摘を頂いたところです。
確かに，経済界においては，アメリカの税制

改革において法人税率が大幅に引き下げられた
ということで，アメリカの子会社に係る外国子
会社合算税制の適用について，強いご懸念をお
持ちであることはよく認識しているところです。
ただ，いわゆる特定の国を免除するホワイトリ
ストのようなものは，確かに他国で導入事例が
あることも承知していますし，簡素な方法では
あると思うのですが，我々が平成２９年度税制改
正で行いました，いわゆる租税回避リスクを外
国子会社の所得や事業の内容によって把握する
という考え方とは，どうしても相反するものと
なってしまうということです。リスク自体は国
によって変わるわけではなく，基本的には外国
子会社の所得や事業の性質によって変わるもの
です。また，その国の中での軽課税地域リスク
のようなものも考えられるところです。さらに
は，外交問題のようなものを惹起する可能性も
ありますので，なかなか難しい問題があるのだ
ろうと思っています。
他方で，おっしゃるようなご懸念については

理解できるところでございます。我々としては，
平成２９年度税制改正の趣旨を踏まえながら，ビ
ジネスの実態も踏まえて，ご懸念の点について
どのような対応が可能か，経済界，関係省庁等
とよく議論していきたいと考えています。

〔ミニマム課税〕
最後に，ミニマム課税につきまして，神山さ

んからご質問を頂きました。このミニマム課税
の議論はなかなか難しいところですが，先ほど

も申し上げましたように，やはり独立企業間原
則などの既存の制度の中で十分対応できていな
いという思いがある中で，各国このような動き
が出てきているということでありますので，そ
の動きが今後も続く可能性は十分あるとは思い
ます。他方で，我々としては，このような措置
が各国でばらばらに行われることがないよう，
いかに国際的な協調した枠組みの中で議論して
いくのかということが重要だと思っています。
そういう意味では，来年のG２０の議長国として
の役割というのもあるかと思いますし，そうい
う国際的な議論の中で日本としてどういう対応
をしていくのかというのもしっかり考えていく
必要があると思っています。
私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（渡辺） 細田さん，どうもありがとうござい
ました。
この第２部で取り上げました問題につきまし

ては，まだまだ議論は尽きないところでござい
ますが，時間も超過していますので，この辺で
第２部を終了させていただきます。
パネリストの皆さまには，ご見識に基づきま

して大変貴重なご意見を頂きまして，誠にあり
がとうございました。今後ともこの激動の国際
課税の進展に注目してまいりたいと思います。
―――――――――――――――――――――

おわりに

（渡辺） それでは，これで国際課税に関する
パネルディスカッションを終了させていただき
ます。ご協力，どうもありがとうございました
（拍手）。
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副会長挨拶
第７０回租税研究大会大阪大会開催にあたり

公益社団法人日本租税研究協会副会長

森 詳介
（関西電力株式会社相談役）

森でございます。本日は，第７０回租税研究大
会の開催にあたりまして，多数の皆様にご参加
いただき，心から御礼申し上げます。財務省の
小野審議官，総務省の稲岡審議官におかれまし
ては，公務ご多忙の中，パネリストとしてご出
席いただき，誠にありがとうございます。また，
ご出席の皆様方には，日頃より，協会の活動に
ご支援・ご協力を賜っており，この場をお借り
して，あらためて厚く御礼申し上げます。
さて，わが国の経済状況は，雇用，所得，支

出等の面で改善が見られますが，今後とも持続
的な成長を実現するためには，思い切った成長
戦略の実施とともに，財政健全化を進め，社会
保障制度等を持続可能なものとすることが欠か
せません。しかしながら，わが国の長期債務残
高は，平成３０年度末には１，１００兆円を超えると
見込まれ，GDPのほぼ２倍という，歴史的，
国際的に最悪の水準が続いています。
そのような中，本年６月に公表された「経済

財政運営と改革の基本方針」，いわゆる骨太の
方針において，２０２０年度の基礎的財政収支黒字
化目標の達成は困難となり，２０２５年度の黒字化
を目指すと５年間先送りされたことは，誠に遺
憾であります。長期債務残高の増加に歯止めが
かからなければ，国際的な信認を得られず，わ
が国の財政は持続不可能な不測の事態に陥る懸
念があります。今後の人口減少社会では，高い
経済成長を実現させることは決して容易ではあ
りません。経済成長だけに頼ることなく，思い

切った財政健全化策を早急に展開する必要があ
ると考えています。
現在，政府は財政健全化に向けた取り組みを

含め，経済社会の構造が大きく変化することを
踏まえた税体系全般にわたるオーバーホールを
進めております。所得税制については，所得格
差が拡大しているといわれる現状において，「所
得再配分はどうあるべきか」「その中で税収調
達機能や所得再分配機能を有する基幹税である
所得税はどのような役割を果たすべきか」につ
いて，十分に検討されるべきと考えております。
法人税については，「日本企業の国際競争力を
高めること」と「日本の立地競争力の強化」を
目指すものであり，そのためには少なくとも，
国際的に調和のとれた税制とすることが重要で
す。国際課税の分野においては，二重課税と課
税逃れの問題に対し，国際的に協調した取り組
みが進められております。今後の税制改正にお
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いては，国際的合意に基づき，企業の経済活動
や競争力を阻害することのないように，予測可
能で法的に安定した制度とすることが重要です。
最後に，消費税については，来年１０月に確実

に税率を引き上げることはもちろん，超高齢化
社会の財政を支える基幹税として，今後さらに
引き上げていく必要があると考えております。
ただし，引き上げが消費を減退させる懸念もあ
ることから，必要性について国民に丁寧に説明
しながら進めるべきであると考えています。
以上，税制に関する意見を述べてまいりまし

たが，私ども日本租税研究協会は，民間の研究
団体として中立の立場から税・財政の問題を調
査・研究し，毎年，中長期的な課題を含め，あ
るべき税制改革について提言を行っております。
私どもは，これまでと同様に，成長戦略と財政
の健全化，社会保障制度改革を一体的に推進す
るため，「経済活力の強化」と「安定財源の確

保」を基本として，経済社会の実態の変化に即
した税制改革への取り組みが必要であると考え
ております。
本日の大阪大会においては，まず，午前の部

において，「所得税改革と各種税制の課題」を
テーマに討論会を行っていただきました。また，
この後は，「税制改革を巡る現状と課題」をテー
マに討論会を予定しております。ご参加いただ
く皆様は，税制，財政に精通された方々ばかり
です。大変有意義なお話を伺えるものと楽しみ
にしております。
最後になりましたが，ご出席の皆様方の今後

のますますのご発展をお祈り申し上げるととも
に，当協会の活動について，今後ともご支援，
ご協力をいただきますようお願い申し上げまし
て，私の挨拶とさせていただきます。ありがと
うございました。
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討論会 ９月２７日�・午前

関西学院大学経済学部教授 上村 敏之
大阪府立大学経済学研究科教授 酒井 貴子

阪上 知子
田中 正樹

司会 関西大学経済学部教授 林 宏昭

●参加者（五十音順）

所得税改革と各種税制の課題
～税制改正のあり方について検討していく～

パナソニック（株）
経理・財務部税務統括室グループ税務課主務
関西電力グループ／（株）ケイ・オプティコム
決算チームマネージャー
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はじめに

（林） 皆さま，おはようございます。関西大
学の林と申します。今日の午前の討論の司会を
させていただきます。どうぞよろしくお願いい
たします。
まず，この大会は，午前中はいつも研究報告

をしていただいているのですが，今年度は討論
会ということで組ませていただきました。元々
お配りしている資料に報告の一覧というのがあ
ろうかと思いますが，そこに税制基本問題研究
会という言葉が出ています。租研は東京にござ
いますので，唯一大阪で定期的に開催している
税制に関する研究会ということです。その前身
に地方税の研究会を大阪で開催していまし
て，２０１５年から税制基本問題研究会ということ
で継続しています。
私は財政学が専門なのですが，メンバーとし

ては財政の人と税法の研究者が，ほぼ半数ずつ
です。研究会での報告は，研究者メンバーが中
心で，外部の研究者や実務家にも報告していた
だいています。研究会はこの研究者だけではな
くて，今日もご登壇いただいていますが，租研
の会員企業の実務家の方にも参加していただい
ています。税に関しては，できるだけ実務家や
企業の方にもご意見を伺いたいですし，われわ
れもこういうときは企業はどう動くのでしょう
というようなことをむしろ教えていただいたり
しながら，この研究会を進めています。
租研は来年，設立７０周年を迎えます。それか

ら，政府税調の方でも割と大きな議論が行われ
てきたということもありまして，大きなくくり
といたしまして所得税改革と各種税制の課題に
ついて，基本的にはこのテーマに沿った形の報
告を順番にお願いしていきました。この一連の
シリーズがこの１枚のものになっているという
ことです。
最初に私が報告させていただきました。これ

までの税制改革論ということで，消費税が入っ

た１９８８年，１９８９年のいわゆるシャウプ勧告以来
の抜本改革という時代に，私自身もまだ当時大
学院生でしたが，１９８６年の租研案の作成に参加
させていただきました。ですので，私自身，も
うかれこれ３０年以上の租研との付き合いになっ
ています。ここでの報告では，そのときの税制
改革の議論の紹介をいたしました。
当時特徴的だったのは，税制改革によって負

担配分がこう変わるというようなシミュレーシ
ョンを行ったことです。これも私も参加しまし
たが，租研案に続いて，政策構想フォーラムの
シミュレーションでは“６００万円以下増税”が
一人歩きして，それが売上税が頓挫した１つの
理由だと後で言われてしまって，ちょっと意図
と反するところはありました。こういったこと
も含めて，一般的な消費税導入の賛否，またマ
ル優廃止に賛成，反対，そういう議論がいっぱ
いなされていました。そして，今日の税制改革
議論の中でも，もう少し大きな全体の負担配分
の在り方だとかという話をしてほしいですねと
いうようなことを，お話しさせていただきまし
た。
今日は研究者としてお二人，上村先生と酒井

先生，それから企業のメンバーとして阪上さん
と田中さんに来ていただいています。
本日の進め方といたしましては，最初に研究

会での報告の内容をそれぞれ研究者のお二人か
らしていただきます。上村先生からは財政学・
経済学の視点の報告を中心に，それから酒井先
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生の方からは税法学の研究者でありますので，
そちらの立場でのご報告を中心に紹介していた
だきます。それを受けた後で企業のお二人から
も感想等々ご意見等を頂いて，後ほど個別の
テーマに入ってまいりたいと思っています。ど
うぞよろしくお願いいたします。
そうしましたら，登壇者につきまして簡単に

自己紹介をしていただきます。

Ⅰ．自己紹介

（上村） 皆さん，おはようございます。関西
学院大学の上村でございます。私は大学生時代
に税理士を目指していまして，学生時代に会計
科目は受かったのですが，３科目については当
時の税法免除を頂きまして，５科目はそろって
います。その後，研究者になる道を選びました。
専門は税制，あと社会保障制度等をやっていま
す。よろしくお願いします。

―――――――――――――――――――――

（酒井） 大阪府立大学経済学研究科の酒井と
申します。大学の方では租税法学ということで，
法人税法や国際租税法を教えています。私も学
生のころ税理士を目指していたのですが，研究
の面白さということに興味を持ちまして，研究
者としてさせていただいています。研究対象と
しては若干変遷がありまして，移転価格税制や
らグループ法人課税，連結納税制度などを研究
してまいりました。今日はどうぞよろしくお願
いいたします。

―――――――――――――――――――――

（阪上） 皆さん，おはようございます。パナ
ソニック経理・財務部グループ税務課の阪上知
子と申します。私は，大学時代はそちらの大阪
府立大学の酒井先生からご指導いただきまして，
税務に興味を持ちまして，メーカーの税務職を

選択いたしました。入社してから１２年間ずっと
税務業務に携わっていまして，現在では主に法
人税，連結納税ですとか法人の地方税，消費税
を主に担当しています。日頃は事業部門からの
税の取り扱いの相談を受けたりですとか税務申
告の業務の効率化，税務調査の対応や税制改正
の要望意見を出させていただいたりという業務
をしています。
本日はいろいろ勉強不足の点もあるのですが，

一納税者の立場として素朴な意見ですとか疑問
を出させていただき議論が深まっていけばいい
なと思っていますので，どうぞよろしくお願い
いたします。

―――――――――――――――――――――

（田中） おはようございます。ケイ・オプテ
ィコムの田中正樹と申します。私は他の皆さま
と比較できるほど税法に関する素養がないとい
うところで，この場にふさわしくないような気
がしていて，本当に恐縮しています。前のボー
ドに関西電力グループと記載がございますが，
この６月まで関西電力の経理室の方で，主とし
て連結納税や新しい収益認識基準への対応など
の担当をしておりました。この７月からケイ・
オプティコムに出向いたしまして，決算ないし
税務の統括を担当しております。本日はどうぞ
よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――

（林） 以上４名のメンバーで進めさせていた
だきます。
ではまず順に研究会での報告の紹介をしてい

きます。上村先生からは経済学者の方からの報
告についての簡単なご紹介をしていただきます。
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Ⅱ．今までの税制基本問題研究会
での報告概要

（上村） それでは皆さん，お手元にこういう
１枚の紙があると思います。税制基本問題研究
会で報告が定期的にありまして，その中の報告
のうち，私は財政学に関する報告である鈴木報
告，足立報告，矢吹報告，八塩報告，あと上村
の報告について，内容を簡単に説明したいと思
います。全体を通して，どんな特徴を持つ報告
なのかということですが，鈴木報告と八塩報告
は法人税に関する報告です。足立報告と矢吹報
告と私の報告は所得税です。ただし，八塩報告
は法人税と所得税のまさに狭間の問題を扱うよ
うな研究になっています。鈴木報告を除く４つ
の報告は，データの分析を重視するようなもの
になっています。鈴木報告と足立報告，八塩報
告については，税制の中立の原則に関する報告
になっています。一方，公平の原則に関する報
告については，矢吹報告と私の報告になってい
ます。
それでは，ごく簡単に１つ１つ見ていきたい

と思います。

１．財政学に関する報告

�１ 鈴木報告「法人税の「国境調整」とは何か？」
鈴木先生の報告「法人税の国境税とは何か」

ですが，トランプ政権が検討したと言われてい
る国境調整付きの法人税DBCFTという税金
について，紹介されています。設備投資，資金
調達，企業立地，貿易構造に対して中立的な税
制だというような特徴を持っているという報告
です。

�２ 足立報告「税・社会保障制度と労働供給」
次に，足立先生の報告「税・社会保障制度と

労働供給」ですが，所得税の配偶者控除が有配
偶者女性の就業率に与える影響について，分析
されています。結果としては，配偶者控除は有

配偶者女性の労働供給を低下させている，高所
得層の有配偶者女性の就業を阻害しているとい
うことですが，低所得層の有配偶女性について
は逆の効果が出ているという研究内容になって
います。

�３ 矢吹報告「所得税改革の影響」
次に，矢吹先生の報告「所得税改革の影響」

です。若干テクニカルになりますが，分布関数
というものを用いて擬似的な世帯構成や所得の
データを作り，所得税改革についてシミュレー
ション分析を行う研究になっています。結果は
いろいろ出しているのですが，配偶者控除の上
限設定や配偶者特別控除の拡大は再分配効果を
高めるとか，あと年少扶養控除の改革は子ども
手当の創設を合せると再分配効果が非常に高い
ということを報告されています。

�４ 八塩報告「日本の中小企業所得課税」
次に，八塩先生の報告「日本の中小企業所得

課税」の内容です。法人税や配当株式譲渡益課
税の税率の低下によって，資本所得への優遇が
なされています。その一方で，所得税の最高税
率や社会保険の引き上げがあるということで，
労働課税が非常に強化されています。というこ
とがあると，中小企業オーナーが所得を資本に
付け替えていきます。これは一種の節税行動で
すが，インカムシフティングと言われています。
それについて分析をして，その傾向がデータ上
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見られるというようなことを示すような研究に
なっています。

�５ 上村報告「給与所得の税収から見た控除と
税率の分析」
最後は私の「給与所得の税収から見た控除と

税率の分析」という報告です。これも，実は先
ほどの矢吹報告と似ている研究になっていまし
て，国税庁のデータを使って，個々の納税者の
データを疑似的に作成し，その擬似的なデータ
上の分析によって所得控除や税率の持つ再分配
効果を計算する，もしくは控除があると税収の
ロスが生じますので，それを計算するというよ
うな研究になっています。
結果としては，社会保険料控除の税収ロスは

非常に大きいということです。あと，高所得者
層ほど所得控除による再分配の効果が大きいと
いうことです。これは，所得控除を考えるとき
の１つの論点です。それと，低い税率によって
所得税の税収がかなりもたらされています。当
然と言えば当然ですが，逆に言うと，高い税率
はほとんど税収に寄与していないということで
す。そういった結果を出しています。
こういう形で，財政学に関しては５つの報告

がなされました。研究会を通じて私が思うこと
なのですが，私は財政学者なので財政学の学会
はもちろん入っていて，財政学の研究はたくさ
ん聞いているのですが，税法の先生方と交流す
ることは非常に少ないということです。あと，
研究会には企業の方々も来られているし，地方
自治体の方も来られていますから，そういう現
場の方々というか，実務の方々との交流という
のは非常にこの研究会として私は貴重な機会を
頂いていると思っています。研究しているとな
かなかもらえない意見とかそういうことも言っ
ていただけるので，非常にありがたいなと思っ
ています。
租研の活動において，やはりこういう研究会

というのはすごく大切だと思っています。と言
うのは，どうしても税制改正要望を出す場合に

は，机上の空論にならないことが非常に大事な
ので，現場の声をどうやって吸い上げて税制改
正の要望にまとめて，つないでいくかというこ
とは，なかなかできることではないです。そう
いうような機能がこの研究会にもあるのではな
いかなと思っています。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。続いて，酒井
先生の方からもご紹介をお願いします。
―――――――――――――――――――――

２．租税法学に関する報告

（酒井） 私の方からは，配布の表にあります
報告のうち，租税法学に関するもの５つ，上か
ら行きますと一高報告，漆報告，渕報告，酒井
報告，小塚報告が租税法学に関するものになっ
ています。そのうち，上４つまでが外国の法制
度の考察をして，残り１つ，小塚報告は法人税
収等のデータ分析の結果としてそれぞれ日本の
法制度へ示唆を行おうとするものになっていま
す。各報告の内容を簡単に１つ１つ順番に紹介
していきたいと思います。

�１ 一高報告「IFRS第１５号と営業収益に関す
る益金算入時期」
まず，一高報告です。ここでは，主に法人の

収益認識基準に関する IFRS１５号について研究
報告がなされました。IFRS は，正式名称が国
際財務報告基準ということですが，この IFRS
１５号についてはその実施が２０１８年１月１日から
始まっていまして，３月にはわが国の会計基準
２９号で取り込まれまして，今年度の法人税法改
正にも影響いたしましたので，よくご存じかも
しれません。
一高報告の主な内容は，先ほど申しましたと

おり，IFRS１５号の紹介と分析です。そこでの
基本的な考え方は，収益認識時を契約上の義務
履行時とするものでした。その認識は５段階あ
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りまして，最初は顧客との契約の確定，契約上
の履行義務の確定，取引価格の確定などがあり
まして，トータルで５つの段階からあるとのこ
とでした。このような収益の認識方法は，権利
確定主義の分析に類似するとされます。そして，
今回の IFRS１５号の企業会計原則への取込みは，
会計の認識基準と権利確定主義との親和性を増
すものだと評価されています。ただ，結果とし
て，各国私法の違いによって会計基準の解釈適
用が異なってきます。それにより，財務諸表の
比較可能性に影響があり得るのではないかとい
う指摘がなされました。また，その報告では，
法人税法における規定の整備があれば会計基準
のうちに公正処理基準として尊重される部分と
そうではない部分が出てくるだろうということ
です。そのことによって企業は法的に不安定な
状況に置かれるのではないかという懸念を示さ
れていました。実際，今年の改正では，収益認
識基準に関連して法人税法２２条の２の創設があ
りましたし，法人税法２２条の４項も改正されて
います。６月には基本通達も出ていますので，
今後課題も出てくるところかと存じます。

�２ 漆報告「信託を使った国際的租税回避への
対応策」
次に，漆報告です。カナダの信託について，

紹介がなされました。カナダ法におきましては，
信託は一納税義務者と扱われます。そして，国
際課税の場面では，信託が居住者であるのか，

非居住者なのかということが問題になります。
どちらと判定されるかで課税される範囲が異な
ってくるからです。その居住判定に当たり，カ
ナダの判例や制定法は国際的な租税回避の対処
のために，カナダの課税権を拡大するように管
理支配基準を採用したり，又はみなし居住とい
う制度を定めたりしたということが詳しく報告
されました。わが国の信託税制を思えば，例外
的に法人税の回避を防ぐために，法人課税信託
といって信託が法人税の納税義務者になること
はありますが，原則としては受益者へ所得が帰
属するということで，受益者が納税義務者にな
っています。信託そのものが納税義務者になる
ことはないということなので，カナダ法と日本
法の比較は難しかったのかもしれませんが，カ
ナダ法における信託課税の考察は信託税制の１
つのバリエーションを示すものとして大変興味
深いものであったということを報告いたします。

�３ 渕報告「納税者を守るための様々な方策と
その限界」
次に，渕報告になります。渕報告では，エク

セター大学の Stebbings 教授の著書を基に報告
がありました。イギリスでは，１３世紀には既に
税を課すに当たり，議会における人民代表の同
意が必要ということで，租税法律主義の原型に
ある考え方がもう採られていて，そして１７世紀，
この考え方を土台して納税者の権利保護が重視
されていたということです。その権利保護の種
類としては３つあって，議会，地域，それから
裁判所を通じたものがあったということです。
ビクトリア朝時代の産業革命が起こってさまざ
まな社会経済の変化の中，それら権利保護の考
え方が形骸化していった様子が紹介されました。
なかでも，議会を通じた権利保護について挙

げますと，ビクトリア朝以前では納税者権利保
護の一環として立法手続きが厳格であるべきと
いう認識がありまして，租税法案について立法
に際してのさまざまな厳格な手続きや慎重な討
議などが行われていました。しかし，ビクトリ
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ア朝期になりこのような内容が形骸化していっ
たということで，その理由の１つに，行政の側
でのルール形成が事実上の立法として扱われた
ことがあります。結果として，議会の権限に基
づく課税という原則が骨抜きにされていったと
いうことがいわれました。この辺りは，まるで
日本の通達課税のことをいっているかのようで，
興味深かったです。
報告の最後では，租税法律主義の概念の中に

は，法律の内容が十分練られてしっかりと理由
付けられているものかどうかといった考え方が
採り込まれなければならないのではないか，租
税法律主義といったときには，立法過程にも注
意が払われなければならないと締めくくられて
いました。日本の立法過程を考えてみても，こ
れは重要な指摘だと考えています。

�４ 酒井報告「現物給付の範囲と課税のあり方」
次は酒井報告で，私がフリンジベネフィット，

現物給付について報告させていただきました。
フリンジベネフィットは，わが国では基本的に
は給与所得として課税されます。多くの場合，
いろいろな理由からフリンジベネフィットは非
課税扱いということが一般的な認識かと思いま
す。
しかし，オーストラリアでは，フリンジベネ

フィットについては支給側，すなわち会社側で
課税されるということです。これはフリンジベ
ネフィット・タックスと呼ばれまして，所得税
とは別個の租税です。フリンジベネフィットの
価値を一定の評価方法で算定いたしまして一定
の税率を掛けた金額について，支給側である会
社が納税義務を負うというものです。フリンジ
ベネフィット・タックスは，所得税の課税対象
からフリンジベネフィットを排除するというこ
とをやって，所得税とフリンジベネフィット・
タックスの統合というものをやっており，フリ
ンジベネフィットへの１回課税を確保している
というものです。
このフリンジベネフィット・タックスは，

元々高給の役員らの金銭的報酬を課税されにく
いフリンジベネフィットへシフトするというよ
うな租税回避に対処することを１つの目的とし
て創設されました。ただ，課税方法を変えたと
しても，ベネフィットの評価自体は難しいまま
ですし，事務負担も重い，また，比例税率で一
律課税しているということから，逆進性の問題
もあるということが指摘されました。
わが国をみますと，フリンジベネフィットは

受給側課税を原則とし，いろいろな理由から多
くの場合が非課税だというところ，オーストラ
リアのフリンジベネフィット・タックスの制度
から言えることは，フリンジベネフィット・タ
ックスによってフリンジベネフィットに所得課
税の対象からはきっちり切り出して１回課税を
しようとしています。その点の比較では，わが
国では法人が支出する交際費の方に従業員への
フリンジベネフィットが含まれることがあり，
交際費に含まれたフリンジベネフィットが損金
不算入の規定の適用を受ければフリンジベネフ
ィットについて会社側で課税される場合とされ
ない場合が生じています。そこには不均衡があ
るのではないかということを指摘いたしました。

�５ 小塚報告「法人税の現状と課題」
最後，小塚報告では，法人課税の現状と課題

ということで，約８年分の統計結果とその分析
からわが国の法人税収の約８５％が法人全体の
１０％に当たる法人，利益計上法人によるもので
あること，それから資本金１，０００万円以下の法
人の約６割が欠損法人であって，しかも欠損を
出し続けているということが示されました。ま
た，特に資本金１，０００万円以下の欠損法人，い
わば規模の小さい閉鎖的な法人では，事業所得
が法人成りによって給与所得へ転換されている
という傾向が指摘されています。ここでは，八
塩報告におけるデータなども参考にされていま
す。
結論として，所得転換に利用されがちな法人

税というものは，税収確保の手段として効率的
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ではないので，そういった法人を法人所得課税
の対象から外してパススルー課税の対象として
はどうかということです。すなわち，個人所得
課税の対象にして課税強化をすべきではないか
という主張がなされました。
以上，簡単な要点のみとなりましたが，租税

法学分野からの研究報告の概要となります。ど
の報告も，各位のこれまでの研究のバックグラ
ウンドに基づいてなされた報告で，わが国の所
得課税についての課題をいろいろな角度から指
摘するものであったことを，報告させていただ
きます。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） どうもありがとうございます。聞いて
いただいておわかりだと思いますが，税制改革
についてということで，１つの大きな柱を作っ
て報告していただいています。それぞれテーマ
を決めていただくときに，外部の先生にもこの
シリーズの中の報告だということをお伝えして，
それぞれの課題についての報告をしていただい
ているというところです。
したがって，このメンバーでさっき私がご紹

介しましたが，８０年代の租研での議論のように，
こういう税率案がいいのではないかとか，或い
は当時は一般的な消費税がありませんでしたの
で，一般消費税を導入していくべきではないか
とか，１つの方向性をこのメンバーで検討して
税制改革案を作っているわけではありません。
そうではなくて，今，社会で，或いは専門家の
中で検討対象となっている税制改革において議
論しなければならないことについて，それぞれ
の立場からの研究，或いはご主張等を報告して
いただいたという内容になっています。
企業からのメンバーの方にも，それぞれの論

点について企業の立場からのことでお伺いした
りしているということです。
今日は，会員企業からお二人にご参加いただ

いています。今の個別の内容はともかく，研究
会での報告全般を振り返っていただいて，感想

なり，或いは疑問点，ご意見等を伺いたいと思
います。では，まず田中さんの方からお願いし
ます。

３．企業メンバーからの意見

（田中） ありがとうございます。私は，企業
の一経理マンとして，現実の会社で起きている
取引をどのように税法に当てはめるかという，
もっぱら今現に存在する税法の解釈に腐心して
いるという状況です。他方この研究会では，皆
さまのお手元にある資料のように，非常に多彩
な議論，報告，研究がなされていまして，税に
関してこれほど多様な問題意識があるのかと非
常に驚いたという次第です。例えば，特に渕先
生の英国ビクトリア朝における納税者保護など，
企業にいるとまず発想しないようなテーマです
が，こういった関心事項があるのだなというこ
とで，驚いています。
また，先ほど上村先生も触れられましたが，

本研究会は，研究者の先生方及び企業のわれわ
れ実務家の接点ということで，非常に意義深い
会合だと感じています。もちろんわれわれにと
りましては，先ほど言いましたような先生方の
多様な問題意識や研究成果に直接触れられる，
そして直接お尋ねできる，非常に貴重な機会だ
と考えています。また一方，先生方にとりまし
ても，企業の実務の実態或いはわれわれ実務家
の素朴な疑問をお伝えすることで，何らか研究
に生かしていただけるということがあれば非常
にうれしい，と感じています。
これまで私は，税金を支払う企業の側の立場

から租税に関わってきていますが，本研究会は
逆に税金を集める側の立場から，今後適切に税
収を確保するには税法とはどうあるべきかとい
う，将来に向かった議論がなされてきたと考え
ています。その中で，特にデータ分析という，
われわれが普段行なっている税法の解釈作業と
は全然違うアプローチでのご報告に非常に興味
を覚えました。
今，企業の立場ということで申し上げました
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が，片や私一個人を振り返ってみますと，税金
というのは勝手に給料から天引きされるものと
いう認識でありまして，租税に対する関心が薄
く，また特段の疑問も持っていないというのが
正直なところです。ですので，先ほど税制改革，
改正という話も少し出ましたが，今後どのよう
な素晴らしい税制改革案が出たとしましても，
私個人は当然として，われわれ国民が，ある程
度財政でありますとか税制に関する知識を持っ
ておかないと，なかなか建設的な議論ないし理
性的な議論はできないなということを感じてい
ます。ついては，財政に関する国民に対する理
解活動でありますとか，あとは租税に関する教
育というものを，私個人としても日本全体とし
ても充実していった方がいいのではないかなと
いうことを，研究会を通じて感じた次第です。
個別の研究のご報告に関しましては，足立先

生が報告されたマイクロデータを用いた実証分
析において，配偶者控除等が女性の労働供給に
影響を与えているというご報告があったわけで
すが，一方で一部の所得階級では逆の傾向が見
られたというような指摘もありました。ですの
で，今後はデータには表れてこない部分の研究，
例えば女性ご自身へのインタビューによる女性
の意識にも踏み込んでいただいて，またご報告
いただければと，楽しみにしているところです。
私からは以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。また後ほど個
別のテーマにも入りますので，その折にもご意
見を伺いたいと思います。続いて，阪上さんの
方からお願いします。
―――――――――――――――――――――

（阪上） 私の感想なのですが，日頃の会社生
活を送る中では，やはり１つの会社での法人税
を中心とした情報しか把握できていないという
現状になっています。税法に関しましても，自
分の会社に関連するような項目を中心として知
識を習得していきますので，非常に視野が狭く
なっているなと感じさせられました。
本研究会では，今ご紹介があったようにさま

ざまな分野でのご報告がありまして，今，概論
だけご説明いただいてもかなり難しいかと思い
ます。私もエッセンスしか理解できてない部分
もあるのですが，法人税においても中小企業に
関する部分のご報告があったり，マクロデータ
を使った分析に基づくご報告があったり，あと
は海外の税制のご紹介から日本の税制に対する
示唆のご報告があったりして，自分ではなかな
かつかめないような情報を教えていただけると
いうことで，非常に貴重な機会と考えています。
法人税以外の所得税ですとかその他の税制に

関するご報告についても，会社での業務に直接
関わりは薄いのですが，税制の全体像を知るよ
い機会と捉えています。税制改正の要望を行う
という業務もやっていますが，うちの会社にと
ってこういう税制がちょっと不満だなとか，も
っと控除をしてほしいとかいつも自己中心的な
要望になってしまっている部分があるのですが，
これらのご報告を聞くことで視野が広がって，
一段高い目線で社会に最適な税制にするために
はどうすればよいかと考えるきっかけにもなっ
ていると思っています。
具体的な発表テーマに関しての感想ですが，

やはり企業としましては，鈴木先生からご報告
のありました法人税の国境調整とは何かという
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ご報告と，一高先生の IFRS１５号の収益認識基
準についてのご報告が非常に印象に残っていま
す。鈴木先生の国境調整に関しては，昨年話題
となっていましたアメリカでの国境税の導入に
関して，見送られたタイミングであったと思う
のですが，かなりタイムリーな報告をお聞きす
ることができました。国境税という税目につい
ては導入が見送られたという認識をしていたの
ですが，鈴木先生の話では，実はこっそり国境
税に近い形で幾つかの税制改正が行われている
というご説明がありました。例えば投資につい
て即時償却ができるとか，利息についての損金
算入限度額を設定するとか，VATや消費税に
近いキャッシュ・フロー税制みたいな形の税が
導入されたというご報告でした。また，そのよ
うなVATや消費税に近いような税が企業の設
備投資とか立地の選択，貿易構造に対して中立
的だというご説明があって，メリットがあるの
だということを初めて認識させていただきまし
た。
日本で考えてみますと，法人税と消費税とい

うのは，直接税と間接税という性質の違う税金
で，併存することが当たり前という認識をして
いたのですが，消費税だけにするという選択肢
も理論的にはあるのだということにも触れられ
ていて，なかなかそういうことはこの研究会に
参加しなければ気付くことはできなかったかな
と思っています。ただ，そのメリットである中
立的ということを実現するためには，全世界で

足並みをそろえて国境税を導入するということ
が必要ですので，現実的にはかなり難しいとは
思うのですが，自分としましては，今後は企業
の設備投資とか立地とか貿易構造にとって中立
的であるかどうかという目線で，日本の税制改
正についても考えていきたいなと感じたところ
です。
もう１つの IFRS１５号は，弊社でもそもそも

どういう取引がこの収益認識基準で会計処理が
変更になるかという検討をまだ進めているとこ
ろで，具体的な内容については理解がまだ十分
ではないのですが，国税庁の解説が発信される
かなり前にこちらの研究会でのご報告を聞くこ
とができて，事前に理解することができたかな
と思っています。
一高先生のまとめのところでは，法人税法で

の別段の定めが充実した方が企業にとって安定
的ではないかというまとめがあったのですが，
会社としては税務調整の手間を減らしたいので，
極力会計イコール税務となっていただきたいな
と思っているところです。
また，消費税については，法人税以上に会計

と差が出てくるような項目もあると認識してい
るのですが，弊社の場合は消費税は会計システ
ムと連動して計上するという仕組みを取ってい
ますので，これからシステム対応についても考
えていかなければならないなと思っています。
その他全般ですが，先生方の報告の中では，

民間給与実態ですとか所得水準ごとの適用され
ている税額控除額ですとかさまざまなデータが
国税庁のホームページですとかいろいろな誰で
も利用できる場所に置かれているというところ
を研究会で教えていただいて，日頃全然見たこ
とがなかった，そういうものがあるのだなとい
うことを知ることができました。
また，それらのデータを用いたご報告という

のは，やはり一法人としての意見よりもかなり
説得力を持った形になりますので，やはりデー
タは大事だなと思いました。財務省などでも税
制改正の検討時に恐らくこのようなデータ分析
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などもされているのではないかなと思うのです
が，あまり開示されているようなところを見た
ことがないので，もしそういうのをされている
のであれば，もっと開示されたらいいのではな
いかなと感じています。また，会社としてもい
ろいろな国税庁とか財務省などのアンケートに
回答しているのですが，それらの結果がどのよ
うに活用されているのかというところもあまり
理解していませんので，もっとホームページで
すとかいろいろなところで開示してほしいなと
思います。
これらの報告については，今の先生方の概要

のご説明はエッセンスだけでしたが，『租税研
究』に掲載されていますので，ぜひご興味のあ
る分野については読み返してみるとかなり新し
い発見があるのではないかなと個人的には思っ
ています。ありがとうございます。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．各論

（林） ありがとうございます。この一覧表の
各報告は，校正等した後に『租税研究』の方に
載せていますので，先ほどの阪上さんもおっし
ゃっていただいたように，ぜひご関心がおあり
のところはまた見ていただいたらと思います。
それから，今，最後におっしゃった財務省の

関係のというようなお話ですが，今日，午後，
総務省，財務省の審議官の方が見えてまたそう
いうお話をされます。午後は最近の税制改革で
こんな議論になっています，こう変わりますと
いうご説明が中心だと思います。この研究会は，
必ずしも中の人間だけでやっているわけではな
くて，外部の方にもお話しいただいています。
財務省での分析や検討の紹介というようなこと
も，この研究会の中でぜひまた取り上げられる
よう租研の事務局の方にもお願いしたいと思い
ます。
この一連の研究についての紹介とそれからご

意見等を伺ったところですが，資料をご覧にな

っていただいてわかるように，所得税・法人税
を中心として研究会を進めてきました。ここで
メンバーそれぞれのバックグラウンド等も踏ま
えて，法人税と所得税に分けて少し討論を進め
てまいりたいと思います。
まず，法人税と言ってもこれはいろいろな

テーマがあります。先ほどのお話でもありまし
たように，アメリカのことですとか，国際課税
については割と税法の先生にご関心をお持ちの
方が多い気がしています。ここで若干間口を広
げて，酒井先生から国際課税を中心にしていた
だいて，法人税に関する議論を投げ掛けていた
だきたいと思っています。研究会のテーマの中
ではBEPSという言葉は直接出ていないので
すが，議論の中では出ている話ですし，以前に
はBEPSに関する報告もされています。その
辺りも踏まえて，酒井先生から少し国際課税の
問題についてご紹介，ご議論いただきたいと思
います。では，よろしくお願いします。

１．国際課税

�１ BEPS問題
（酒井） 税制基本問題研究会において，今回
のシリーズ以前になりますが，BEPSに関連す
る研究報告も幾つかありました。BEPSという
言葉自体，既に経済新聞なんかでも見掛ける言
葉となって久しいわけですが，少し説明いたし
ますと，BEPSは Base Erosion and Profit Shift-
ing の略でありまして，「税源浸食と利益移転」
が直訳となります。各国の税制の違いを利用し
て，グローバルに活動する企業によって，高い
税率の地域から低い税率の地域へ課税ベースが
移転されることをBEPSと呼んで，問題視さ
れてきました。２０１２年あたりからOECDを中
心に，公平な競争条件を実現しようということ
で，国家間で国際課税のルールを見直し，BEPS
に対処していこうということで１５項目が検討さ
れまして，２０１５年には最終報告書が出ていまし
た。それを受け，今，まさに国内法が改正され
たり，租税条約の取り決めの見直しがなされて
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いるということで，今の状況はポストBEPS
とか BEPS 実施フェーズといったいわれ方を
しています。
過去，どういうふうな研究報告がBEPSに

関連してなされたかということですが，１１回目
に当時立命館の野一色先生がBEPS行動計画
１になりました電子経済の課税上の課題への対
応に関連して報告されました。わが国では，
OECDでの議論や欧州での対応に沿って，平
成２７年の税制改正におきまして，国境を越える
電子商取引への消費税課税ということで，いわ
ゆるB to B 取引にはリバースチャージ，B to
C 取引には国外事業者登録制度が導入されたと
いうことで，当初制度の説明とか検討がなされ
たということです。資産の輸入については税関
を通りますので輸入課税ができるわけですが，
役務の輸入についてはどう対処しようかという
ことが根本的には問題があったのですが，その
辺は内外判定基準の変更などにとどまったとか，
そういった基本的な議論から若干発展的な議論
までを報告いただいたところです。
もっともBEPS行動計画１については，電

子経済，デジタル経済を巡る直接税と間接税の
両方を問題とするものでした。現段階では間接
税にしか対処することができていません。直接
税についてはここ最近になって議論が盛ん
で，２０２０年にはOECDから報告が出るとのこ
とです。これについて，また日本も影響を受け
ることになるかと考えています。
また，その後，１９回研究会では，一高先生が

租税条約の濫用防止に関するわが国の課題とい
った形で報告されました。これはBEPS行動
計画６に関連ということで，租税条約の濫用防
止に関連したものです。
最終報告書で示された租税条約の乱用防止方

法は，LOBと PPTというものがありました。
LOBは比較的よく知られていますが，PPTは
何かと申しますと，これは Principal Purposes
Test の略で，主要目的テストと呼ばれるもの
です。条約を濫用して租税回避をすることを主

な目的とするスキームの場合には，その租税回
避を認めないというようなルールになっていま
して，いわば租税回避否認規定，一般的否認規
定と言われるGAARと同様なものと捉えられ
ています。PPTの適用事例はまだあまりない
というところですが，ただ最近，ルクセンブル
クとカナダの条約での PPTの適用が争われた
事例があるようです。

�２ GAAR
その次の報告で，私がGAARについての基

本的考察というタイトルで報告させていただい
ています。これは，BEPS行動計画の６とか１２
に関連しています。GAARは，今述べました
とおり，一般的否認規定の略称になっています。
私の報告では，サンプルGAAR，典型的な
GAARを使いまして，租税回避事例にどのよ
うに適用されどのような問題が生じるかといっ
たことを説明いたしました。典型的なGAAR
というのはどんなものなのかといいますと，ス
キームがありまして，そのスキームをもって課
税上の利益を得る，税金が安くなる，そういっ
たことを得ようとします。そういった目的を持
つものについては租税回避だということで，そ
れを否認するという非常に租税回避への対処策
としては概括的なものになっています。
これは，特にそういった目的を持つものとい

うことでGAARの適用対象を決める目的テス
トというものがあります。この目的テストが各
国のGAARでどんなふうに定められているの
か，どんな問題が生じるのかといったことを検
討しています。GAARをわが国は持っていな
いわけですが，行為否認計算規定があって分散
的にGAARを持っているみたいな形になって
いるかと思います。２年前に出ましたヤフー事
件最高裁判決において，法人税法１３２条の２の
不当性要件を充足するかの判断基準として租税
回避の意図があったかどうかということが，１
つの要素と捉えられました。これは，部分的に
目的テストを採用したというふうにいえるので
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はないかなと思いました。ただ，その行為の目
的は何か，意図は何かといったときに，かなり
主観的な判断になりますので，今後の運用がす
ごく気になるところになります。
また，税制基本問題研究会の前身である地方

税研究会では，無形資産と課税というタイトル
で，現在は，一橋にいらっしゃる神山先生から
報告がありました。これは，BEPS行動計画の
目玉部分，移転価格問題に関連しているもので
す。神山報告では，無形資産への移転価格税制
の適用にあっては，無形資産ということで比較
対象が見つからないという問題があり，独立企
業間価格の算定は非常に困難だということを指
摘されまして，価格ではなくて所得ベースの評
価方法をみていくべきで，経済的手法を取り込
む必要があるといった点を指摘されました。ま
た，そういった課税強化の方向とは違う方向と
して，パテントボックスという無形資産，知財
由来の所得に軽減税率を適用するといった租税
優遇があるわけですが，それについては，各国
間で租税競争の発生が認められますねというこ
とで，その運用にあっては知財由来の利益とそ
うではない部分の切り分けが難しい点も，指摘
されました。

�３ 日本の対応
BEPS について以上のような報告がありまし

たが，では現状実施段階でわが国はどんな対応
を採ろうとしているのかということで，今回の
改正で注目されるのは，所得相応性基準ではな
いかと思います。所得相応性基準は，今，アメ
リカやドイツなどではあるということですが，
日本にはまだないということです。BEPS実施
ということで，今回の改正に載ってくるのでは
ないかと言われています。
なぜこのような所得相応性基準が必要になっ

たかということで，アメリカがこの所得相応性
基準を導入するときにどんな問題があったかと
言いますと，開発段階の無形資産を二束三文で
タックス・ヘイブンにある子会社に売り出しま

して，その子会社で完成した無形資産について
利用許諾をして，本国にある高税率国の親会社
がその子会社に多額のロイヤリティを支払うと
いうことで節税するスキームがありました。こ
ういうときに，無形資産の譲渡価格を事後的に
見直そうとするのが所得相応性基準ということ
になります。この導入に当たっては，まずは無
形資産とは何かを定義する必要があり，またそ
れを広く捉えていかないといけないということ
で，その概念が広がり過ぎて納税者にとって不
明確さがあることになるのではないかというこ
とが既に指摘されていて，今後の税制改正の動
きに注目したいということです。
次に問題になるのは，これは実施段階に入っ

ているわけですが，BEPS行動計画１３です。多
国籍企業の情報申告，情報報告制度というのが
言われていますが，わが国では平成２８年の税制
改正で移転価格に係る文書化の制度が整備され
ています。これが，そんなにアグレッシブな租
税回避に手を出していないような日本の企業に
とって負担になっているということは，もう既
にいろいろなところで指摘されています。なぜ
こんなものが必要なのかということで，先の例
でタックス・ヘイブンの子会社は無形資産だけ
を持っていてほとんど何も資産を持っていない
というようなことがあります。その情報は，課
税庁からはなかなか見えず，企業の実態をまず
は透明化しないとわからないということで，国
別の情報申告とかローカルな情報を企業から出
してくださいということが必要になったわけで
す。課税庁は，これら提出されたものについて，
税務調査の選定のための準備資料ともなってく
ると言われていますので，注意が必要かなと思
います。
あと，GAARに関連して１点だけ述べさせ

ていただきます。これについても，今後本格的
な議論が進むものと考えられています。わが国
はGAARを持っていないということですが，
メキシコとか韓国を除く多くの国ではGAAR
を持っているということです。BEPS自体もそ
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の問題への対処ということで，行動計画が最終
報告書で出たわけですが，その議論の前提にも
GAARはあったといわれています。多くの国
が持っているので，GAARがあることが前提
で議論が進んでいました。ただ，少し述べまし
たとおり，租税条約の濫用事例への対処として
PPTが盛り込まれています。日本が他国と条
約を結ぶときも PPTは盛り込まれています。
そうすると，PPTがあると同様な内容を持つ
ということですので，条約にはGAARがある
けれど国内法ではないというような差が生じて
くる，また PPTのある条約とない条約も出て
くるというわけで，ここらあたりをどう考える
のかが問題になるかと思います。
BEPSに関連して，私からは以上です。あり

がとうございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。研究会の場で
は，言葉とかも含めて，初めて知ることも多い
です。国際的な課税逃れに関してはいろいろな
対応がされています。しかし，もちろん課税漏
れですからなかなかデータそのものが集まりま
せん。それで，データが集まるほどずっと漏れ
続けていることはなくて，またデータがきちん
と取れるようだと漏れていないわけです。先ほ
ど上村先生の方から財政学からのアプローチで
はデータ処理等の分析をするというお話しがあ
りましたが，国際課税についてはそれば難しく，
われわれも勉強させていただいている状況であ
るということです。
そこで，研究会の場では，そういうときは企

業はどうされるのですかと言って振ってしまう
のです。今の国際課税，法人関係のところです
ので，企業の方からもお話しをうかがいたいと
思います。まず阪上さんからご意見或いは感想
を，今後またこんなことも検討してほしいとい
うことも含めてお話し下さい。よろしくお願い
します。

�４ BEPS対応への企業負担
（阪上） 今，酒井先生の方からBEPSに関
するご説明がありましたが，一企業としての率
直な感想としては，BEPS対応税制に関してか
なり実務的な負担が多いなという印象です。こ
のようなBEPSというのは，アマゾンですと
か多国籍企業のかなり規模の大きい租税回避を
念頭に置いてそのような租税回避の防止を目的
としているのだと思うのですが，そのような租
税回避が実際に今どれぐらい行われているとか，
どのような国で行われているのかとか，そうい
った情報もなく日本の税制も変わっていくとい
うところで，まだ付いていけていないという感
じです。
酒井先生もおっしゃっていましたように，日

本の会社はそんなに租税回避を意識しない善良
な会社が多いということもありますし，例えば
グローバルで利益率の低い会社には適用しない
とか，そういった何らかの考慮をしていただい
て対象となる会社を少なくしてもらえたらあり
がたいなという個人的な感想を持っています。
具体的な内容に関しては，はじめにご説明が

ありました国境を越える役務の提供に関する消
費税の課税の改正というリバースチャージの日
本での導入というのが一番身近なのですが，こ
ちらについても，ほとんどの日本企業で課税売
上割合が９５％を超えるような会社ではあまり意
識することなく来ていると思います。このリ
バースチャージ方式の導入によって，アマゾン
などからどれぐらい税収が増えたのかとか，購
入の仕方による消費者の購入行動にどういう影
響があったのかとかそういったところを，また
どこかのタイミングで国税庁などから情報共有
いただけたら納得性もあるなと思っているとこ
ろです。
後半で触れられていました多国籍企業の企業

情報の文書化CbCRですとかマスターファイ
ルの導入に関してですが，弊社でもかなり海外
子会社の数も多いし，支店も多いので，こうい
った制度の導入に当たって全世界に出張を行っ
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て海外子会社へ説明するというかなり手間がか
かっています。情報の回収方法についても，一
部はメールでエクセルで回収したりというとこ
ろも行っています。一時はコンサルティング会
社のシステムを使って情報を回収するというこ
とも検討したのですが，IDやパスワードを忘
れる海外子会社さんが非常に多くて全然機能し
ないということで，結局メールが一番確実とい
う結論になっています。強いて言えば，悪いと
ころばかりではなくて，企業としても文書化の
過程の中でグローバルでこういう利益率になっ
ているのだというところを改めて認識させられ
たり，またこれを国税庁が見るのだという認識
で見ることで，弊社においてもこういうリスク
があるのではないかなということに気付くきっ
かけにはなっているかなということは思ってい
ます。
また，無形資産の所得相応性基準についても

ご説明がありましたが，これは事後的に無形資
産の評価を変えることができるというふうに認
識しております。ただ，こういうことができる
ようになってきますと，税務調査において国税
局の方から個人的な見解といいますか，何に基
づいた指摘なのかというような，例えばこの評
価が正しいのではないかということを言われた
ときに，なかなか議論がかみ合わないのではな
いかなという不安もあります。例えば海外子会
社ではなくて，第三者との取引においても，現
在の価格というのは将来の予測に基づくものが
多いですが，それを将来，価格をやり直すとい
うことはしませんので，何か実務とは違和感が
あるなという認識をしています。当局において
もこういう企業の事情をくみ取っていただいて
配慮がなされていただけたらありがたいなと思
っています。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。田中さんもお
願いできますか。
―――――――――――――――――――――

（田中） 今，阪上さんがあったのとほぼ同様
なのですが，やはり日本の企業というのは概し
て善良にやっているということですから，この
BEPS対応のルールが入ってきて日本の税制改
正がなされたということについては，過激な租
税回避を行なっている欧米企業のおかげで被害
をこうむった，という感情を持っています。た
だ，ポジティブに考えれば，海外の企業と競争
されている会社さんにとって公平な競争環境が
整ったということは，大変素晴らしいことだと
思います。
あと，企業負担ということですが，CbCRや

マスターファイルを作成するに当たっては，や
はり非常な負担感があるなというのは実感でし
て，現在CbCR等の作成免除基準が連結総収
入１，０００億円未満ということになっているので
すが，加えて例えば国際関連取引が小さい会社
については，これもまた除外するといったよう
な配慮が頂けたらと感じています。
あとついでに申し上げますと，独立企業間価

格の算定につきましても，国際関連取引の規模
が小さく経験値が少ない会社にとりましては，
大変作業の負担感が大きいと思います。コンサ
ルティングをお願いする，或いは企業データ
ベースからデータを持ってきて内製で作成する，
いずれにしてもコストがかかるということで，
国際関連取引の規模が小さい規模の会社にとっ
ては，費用対効果ではないですが，ハードルが
高い制度だなと感じています。ですので，独立
企業間価格の算定に関して，今後ガイダンスの
充実や，例えば企業グループ内の役務提供取引
において総コストの５％を利益率とする簡便的
なルールを他の取引にも拡大していくようなこ
とを考えていただけると非常にありがたく思い
ます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。特に国際課税
は企業の皆さんの関心の高いところです。いろ
いろな議論があって，研究会の中でもこういっ
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たテーマを取り上げないといけない，誰に頼ん
だらいいのだろうと考えたりしながらですが，
その辺りを今後の課題にしていきたいと思いま
す。

２．法人税・所得税

次に，大きくは法人税と所得税に関してです。
所得税に関しては，先ほど報告のご紹介もあり
ましたが，そもそも法人所得と個人所得との境
目が曖昧で，そもそも所得をどう捉えるのかと
いう議論です。それから，特に最近ですが，先
ほどの報告の中でも配偶者控除について触れら
れていました。所得があって，控除を差し引い
て，課税ベース，課税標準が決まるという流れ
になっています。所得そのものの考え方につい
て，それから所得が決まったとしてその所得控
除をどういうふうに考えていくのかということ
について，議論していきたいと思います。これ
は，上村先生の方からお願いします。

�１ 簡素・中立性・公平性の確保
（上村） 今までの話を聞いていまして，この
研究会に参加していつも思うことなのですが，
企業の方々はやはり簡素な税制を求めるという
ことが非常に強いです。税法学者はどうかわか
りませんが，私たち財政学者は，租税原則だと
中立性，公平性，簡素と３つあるのですが，ど
うしてもやはり中立性と公平性に非常に興味が
あって，簡素のところは，制度をあまりわかっ
ていないからかもしれませんが，ちょっとおざ
なりになってしまっているところがあるかなと
思います。だから，その辺はこの研究会で私が
非常に学んでいるところであります。
今，林先生から頂いた話で，要は所得の考え

方が非常に大切になっているなと思っています。
例えば，基本的には税制は包括的所得概念が重
要な大切な考え方で，すなわち消費又は資産の
増加となったものは全て所得とするというのが
原則の考え方です。つまり，この所得は課税で
この所得は非課税だという扱いはなかなかでき

ないということが基本的な考え方です。ただ，
そうすると，例えばフリンジベネフィットみた
いな問題が出てきて，本当は課税すべきなのだ
けれど実務的に難しいものが出てきます。例え
ば一部の大きな会社のフリンジベネフィットが
あるわけですが，それに課税できないのだった
ら，どうしてもそこの労働市場に対する影響や，
要はその会社が非常に有利になるというひずみ
を与えてしまいます。このひずみのことは，私
たち財政学者は中立性を阻害していると考える
のですが，そういう問題が出てくる。あと，捕
捉できない所得がそうやって増えてくると，課
税ベースが非常に狭くなるから，税率を高めな
いといけないという問題が出てきてさらにひず
んでくるのです。そういうような問題が出てく
るだろうと思います。
あと，所得の素早さというのが実は今，非常

に問題になっているかと思います。今まで国際
課税の話をされていましたが，グローバルな経
済を考えると，多国籍企業が非常に所得移転し
ているということが問題です。そうすると，１
つの国だけで法人税を考えることが非常に難し
くなってきて，海外の動向も考えて，何かゲー
ム的なものが非常に入ってきます。根本的な解
決策は，BEPSみたいなことをやっているよう
に，全世界で租税をどうするかということを枠
組みで考えないといけないのですが，どうして
もそこを逸脱してやってしまおうという国が出
てくるところが問題になってきます。これは一
種の中立性の問題です。
所得移転の話というのは，海外だけではなく

て，国内にもあります。先ほど紹介しましたが，
中小企業のオーナーによるインカムシフティン
グという問題は，まさにこの所得のスピードの
問題です。給与所得者になるのか，その立場が
事業者になるのかというのは，立場を選択でき
るところが税制上の非常に難しいところです。
これも一種の中立性の問題です。この所得のス
ピードの話というのは捕捉にも関わってくるの
ですが，グローバルな社会においてはやはり資
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本所得はどうしてもスピードが速いです。あと，
労働所得はどちらかというとスピードが遅いの
で，そうすると税収を上げようと思うとどうし
ても労働所得に重課になって，資本所得はどう
しても軽課になってしまいます。それがもたら
す結果としては，実は所得の分配に非常に不平
等が起こるというのが今の世界の状況なのかな
と思っています。
なので，この所得の問題というのは，まさに

スピードの速さとか，企業の中のインカムシフ
トの話だとかというものを考えながら相続税も
考えて，法人税も考えます。これは公平性の話
です。だから，中立性を考えながら結果として
公平性が阻害されているので，公平性もさらに
考えないといけないです。でも，そうするとだ
んだん簡素さが失われていくという非常にやや
こしい問題になっているのかなと思います。
取りあえず以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） 法人所得か個人所得かという問題，或
いは資本所得か労働所得かという問題を踏まえ
て，まず田中さんから今の点についてご意見を
頂けますか。

�２ フリンジベネフィットの問題点
（田中）今，フリンジベネフィットという用語
があったのですが，いわゆる現物給付と理解し
ています。半分冗談ですが，一サラリーマンと
しましては，こういう現物給付に今後課税が強
化されるということになると，ちょっと勘弁し
てください，ということになってしまいます。
とは言いましても，フリンジベネフィットが所
得を構成するということについては，やはりこ
れは間違いがないだろうと思います。しかしな
がら，現物給付ということになりますと換金性
があるとは限りませんので，給与所得者の担税
力を高めるということは必ずしも言えないので
はないでしょうか。
また，会社が指示して従業員を社宅に住まわ

せる，また社宅の入居費を多少安くするといっ
たこともあるかと思います。こちらも現物給付
かとは思いますが，これをもって従業者に利益
があった，所得があったと言い切るのもなかな
か難しいのではないかなと感じています。
そもそも現物給付の金額的な評価も難しいで

すし，あと現物給付があったことを把握するこ
と自体が難しい場合も考えられますので，これ
に対してさらなる課税強化を図っていくという
ことになると，慎重な議論が必要だと考えます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。フリンジベネ
フィットについてのご意見を頂きました。阪上
さん，今の点，何か補足はありますか。
―――――――――――――――――――――

（阪上） 私もフリンジベネフィットについて
の意見なのですが，会社としてはやはりフリン
ジベネフィットというのは就職活動をされてい
る学生さんに向けても会社を選択してもらう１
つのアピールポイントかなと思っています。現
状の日本の税制では，通勤交通費ですとか住宅
手当など所得税で非課税となるものが多いと思
うのですが，弊社としては非課税になるかどう
かということはあまり意識せずに，従業員が働
きやすい環境を整えるという目的でいろいろな
ものを導入しています。例えば従業員が自己研
さんのために書籍を購入するという費用を負担
したり，家事の代行サービス，保育サービス，
介護サービスの費用の負担ですとか，家庭で使
う常備薬の購入費用の負担とか，資格取得の費
用の負担ですとか，幅広いものを用意していま
す。
税務の実務的な観点からしますと，やはりな

かなか金額算定をするというところが難しいの
で，引き続き大体のものを所得税非課税という
現行の税制が続けばいいなと思っているのです
が，もしこういったフリンジベネフィットにつ
いて法人側で損金不算入とするというような税
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制になっていくのであれば，一般的な会社は現
金での給与にシフトしていくケースが多いので
はないかなと感じています。個人的には，用途
が特定されていますので，現金給付よりは課税
は優遇されるべきではないかなと感じています。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。特にフリンジ
ベネフィットについては，所得なのだから所得
税の対象とすべきというある種の筋論と，現場
或いは感覚的にはそうではないのだという話が
研究会の場でも交わされています。先ほど上村
先生からもありましたが，給与がフリンジベネ
フィットに向かっていくとすれば，それはやは
り中立的ではありません。それを防ぐために，
曖昧なものに重課するとむしろ現金給与の方に
行くだろうということです。しかしながら，現
金での給付になると本当にその目的に使われる
かどうかがわからないというような問題が出て
きます。ある種のもぐらたたきみたいなことで
はあるのかもしれませんが，その中で何らかい
い方向が見つけ出せるか，或いはその考察の材
料にわれわれの研究会での報告が役立つことを
願っています。
もう１つ，所得税に関連して，これも何回か

研究会でも出てきた議論ですが，所得控除につ
いて上村先生の方から少し触れていただけます
か。

�３ 所得控除の問題点
（上村） 財政学者はどこまで行っても中立性
と公平性からどう考えるか，税制をどうするか
ということを考えているわけですが，やはり所
得控除についても中立性と公平性の観点から分
析をするわけです。例えば配偶者控除が扶養対
象配偶者の労働供給に悪影響をもたらせている
かという足立報告があるわけですが，これはま
さに中立性の観点です。あと，矢吹報告と私の
報告では，所得控除がどんな所得再分配効果を
持っているのか，これはまさに公平性の観点で

経済効果があるのかということを考えていると
いうことです。
先ほど冒頭で少しご紹介しましたが，所得控

除というのは一定の金額なので，高所得者層ほ
ど限界税率が高くなってきすから，高所得者層
ほど所得控除の存在によって税負担が軽減され
るということがあります。これが望ましいのか，
望ましくないのかというところは価値判断によ
るわけです。ただ，基本的には所得控除という
のは経費の計算のために設定されているわけで
あって，所得再分配を目的には多分していない
と思います。にもかかわらず，結果として所得
の再分配が行われて高所得者優遇になってしま
っているというところが１つの論点です。
なので，この所得控除については，１つ１つ

の所得控除についてこの政策目的に照らしてど
うあるべきなのかということについて考えるべ
きかと思います。つまり所得控除のままに置く
のか，税額控除にすべきなのかということにつ
いて検討すべきかと，私は思います。例えば政
策目的をもつ所得控除があります。私的年金の
保険料とかそういうものは非常に政策目的を持
っているような控除ですが，こういうものは特
に高所得者層は自分で年金を持たなくても貯蓄
を持っている可能性があるので，高所得者層を
優遇するような所得控除ではなくて税額控除に
してもいいのではないかと思います。そういう
ように，個々の所得控除について一体何を政策
目的にするのかということをちゃんと考えて，
結果として望ましくない所得再分配が起こって
いるのだったら，それを検討し直すことが１つ
必要なのかなと思います。
取りあえず以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） 今の点，税法の立場で酒井先生から何
か一言頂けたらお願いします。
―――――――――――――――――――――

（酒井） 所得控除に関してですが，まず財政
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学の研究者からの報告にちょっと触れておきた
いのですが，矢吹先生や上村先生の報告に触れ
まして，やはりデータを使った検討ということ
で，租税法学のアプローチとの違いがすごく面
白いということです。例えば上村先生の報告に
関連してですが，平均の年収が大体４２０万円と
いう統計結果を見て累進税率構造を見ると，低
い税率構造に納税者が集中します。そこから税
収が主に上がってきているということは，直感
的にもわかるのですが，それをデータから分析
結果として出され，そしてそれを評価して所得
控除や税率のもたらす税収上の効果を突き詰め
ていくというプロセスはとても説得力があって，
税法学の研究と比べても圧倒的に面白いと思い
ました。
その上村先生の報告で５％とか１０％といった

低い累進税率の段階でほとんどの税率が出てい
るといった指摘を見て，所得税の税収調達能力
は低いと言われていたかと思いますが，他方，
小塚先生の報告では，閉鎖的法人でインカムシ
フティングがあることから，法人税も税収調達
能力が低いということをおっしゃいました。そ
こに共通項として所得税も法人税も税収調達能
力が弱っているなということが見いださせて，
昨今基幹税として成長してきた消費税に期待で
きるというような論調もあるのではないかと思
います。その中でも，所得再分配という重要な
考え方に戻ったときには，やはり弱った所得税
をうまく改善する，そしてその所得税の課題を
見いだして研究していくということは続けてい
かなければいけないなと思っています。
所得控除に関連して足立先生の報告で取り上

げられていました配偶者控除に関しては，感触
として租税法学の中でも反対の声はあるのでは
ないかなと思っています。今回，配偶者控除の
対象は女性だけではないが，女性の就労を阻害
する一要因にすぎないといったような結論を見
るにつけ，配偶者控除を廃止したとしても，他
の要因ということで女性の就労を阻害する税制
以外の要素もありまして，賃金格差とか引いて

は特定業種での大学受験の段階からの差別とい
った存在が，最近は気になる次第です。
若干飛躍するかもしれませんが，私は最近

GAARについて研究していますので，財政学
のデータ分析とかを聞くにつれ，課税要件が明
確でない例えば法人税法１３２条のような規定に
ついて経済的効果，税収への影響というのは，
どういうふうに測れるのか，或いは測ることが
できないのかといったあたりは，だんだん興味
が湧いてきているところです。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。ご自分で今後
の報告のテーマを手を挙げていただきました。
所得が決まったとして，そこから所得控除と，
いろいろな考え方があるという話だったのです
が，この点いかがですか。では，阪上さんから。
―――――――――――――――――――――

（阪上） 今，所得控除のお話がありましてい
ろいろ思っていたのですが，所得控除で身近な
ものとしては医療費控除ですとか扶養控除，配
偶者控除などありますが，あまり自分の意思で
控除額を変えることがなかなかできない控除が
多い中で，最近話題に上っていますふるさと納
税，寄附金控除については，結構いろいろなサ
イトが充実していまして，寄付をされる方の所
得に応じた最も税額控除のメリットが受けられ
るシミュレーションが簡単にできるようなサイ
トがたくさんある状況になっています。国民の
全員がこういったような税制に関する興味をふ
るさと納税以外の部分に関しても持っていけれ
ば，税制改正についてもみんなで考えていこう
というより良い社会になっていくのではないか
なと感じています。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。では，田中さ
んからもお願いします。
―――――――――――――――――――――
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（田中） 所得控除，税額控除，非常に制度が
難しくていつも悩んでいるのですが，その意味
で税制の簡素さがより高まっていくといいなと
感じています。同じような話ですが，特定支出
控除ですか，サラリーマンが業務に必要な書籍
などを自分で購入したときに控除ができるとい
った制度ですが，これの適用がよりやりやすく
なるように，今後制度が改善されていくことを
期待しています。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。この部分は，
先ほど法人関係は企業の立場でお話しいただい
て，所得税の方は一納税者としてのご意見を伺
ってということで，非常に貴重な意見だと思っ
ています。
それぞれにまだ言い足りないというところは

あるかと思うのですが，ここでこの一覧をご覧
いただきましたら，最初に私が話していまして，
最後に神戸大学の玉岡先生に締めてもらってい
ます。この研究会の税制改革に関する一連の報
告を受けて，「これからの税制改革論」という
ことで玉岡先生から報告していただいています。
今日はこちらには座っていただいていないので
すが，一番前で座ってご参加いただいています
玉岡先生の方から，研究会の今後も含めてお話
しいただけたらと思います。
では，玉岡先生よろしくお願いいたします。

Ⅳ．これからの税制

１．納税者の意識改革

（玉岡） ただ今ご紹介にあずかりました玉岡
と申します。どうぞよろしくお願いします。自
己紹介を皆さん簡単にしておられましたので，
私も簡単にします。私は税理士志望ではなくて
最初から学者志望だったのです。大阪弁で言う
と「なんで税をそもそも払わんといかんのや
ろ」ということがきっかけで研究を始めたので

す。それで，研究会での報告タイトルが林先生
が「これまでの税制改革論」だったので，私は
「これからの税制改革論」ということにして，
しかも副題が大ぎょうでして，自分が生きてい
ない来世紀のことまで考えてみようとしました。
税自身は多分皆さまと一緒で嫌いですが，税

のことを研究するのは非常に大好きです。それ
で，税に関連する本をいろいろ読んでいるので
すが，その中の１つにある小説があって，水木
楊さんという方の『拒税同盟』という面白い本
があって，その冒頭部分を簡単に読み上げます
と「税は年貢ではない。納めるものではない。
支払うものである。われわれは政府の奴隷では
ない。主である。だから，われわれは自らを納
税者と呼んではならない。新しい言葉を作ろう。
われわれは払税者である」ということです。税
は納めるものなのか，支払うものなのかという
のは非常に大事な話ですが，どうも日本では納
めるということについての同意というか，意識
が根付いていて，それが日本の一種の納税文化
になっているのかなと思います。
税という言葉は，思い出してもらいたいので

すが，税はのぎへんが左にあって右が兌です。
出来上がった穀物を取る，取り上げるというよ
うな意味が含まれています。極端な自由主義者
によると，税というのは私有財産の泥棒である
と言う人もいて，非常に厳しいです。私有財産
を取られることには間違いはないです。ですか
ら，取られるときには取られる側の同意がない
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といけないということで，租税法律主義だとか
或いは財政民主主義という言葉があります。と
いうことは，最終的には取られる側のわれわれ
納税者の意見というものを税を取る側は何らか
の形で酌み取らないといけないということです。

２．税制改革の必要性

税制改革がなぜ必要かというと，現行の税の
仕組みというものが今の経済活動にそぐわない
形になっています。だから，今の経済活動にそ
ぐうような形に変えていこうということです。
そのそぐわないということを一番わかっている
のは，やはり取っている側ではなくて払ってい
る側で，そういう形で声を上げていっていると
いうことです。
税制改革の仕方について，２つあるのではな

いかと言ったのが，つい先日亡くなられました
石先生です。２つというのは，１つは欧米型と
いうもので，非常に綿密な研究をして，大胆な
改革案を提案します。前のトランプのときもそ
うだったのですが，結局はその大胆な案という
のは実行されないで終わります。それに反して
日本型というのがあって，日本型というのは税
調が２つあるのですが，特に党税調ですが，そ
こにいろいろな利害関係者の意見を集約して，
アメリカ型みたいに大胆な改革はできないので
すが，ピースミールに非常に今の経済の仕組み
に合うようにゆっくりゆっくり変えていくとい
うのが日本型だということです。租研に関して
言うと，もう７０年近く活動していて，各年度ご
とにいろいろな研究をしたり或いは提案をした
り，毎年ですが，皆さんの意見を集約している
ということです。最近の日本における税制改革
では，どうやらそういう仕組みが変わってきま
して，積み上げていって決めるという仕組みが
何か上の方で鶴の一声というか，上の方で決め
てしまって下から上がっていった声があまり届
かないというような状況になりつつあるのでは
ないかと，一種危惧しています。
租研を作ったというか創設に寄与したのが，

シャウプ博士です。６９年前にシャウプ勧告が出
まして，そこで何か彼は租研みたいな団体を作
ったらいいのではないかと言ったと思われてい
ますが，シャウプ勧告の中で既に租研とおぼし
き団体について言及していまして，それ以来ず
っと続いているわけなのです。彼が晩年に論文
で言ったことがあってそれは何かというと，税
制改革に関連することですが，３つの英単語で
言いますと tax architecture，tax engineering，
最後に tax administration ということです。tax
architecture というのは経済，社会全体を見据
えてどういうふうな税制を構築するか。そのた
めにどういう課税ベース，所得に課税するのか，
消費に課税するのかということを考える。２番
目の engineering というのは，例えば所得を中
心に課税するとしても，どういう方法で所得と
いうのを捉えてどう課税するのかというのをも
う少し詰める。最後の tax administration とい
うのは，実務というか徴収の方法をどうするか
というのを考える。
２２世紀に向けての税制改革という大ぎょうな
タイトルですが，長期推計というのが行われて
いまして，今後あと１００年たたないうちに，シ
ョッキングですが，GDPが今の半分ぐらいに
なります。１人当たりのGDPもかなり減って
しまいます。でも，少子高齢化で，財政需要と
いうのは今よりももっと増えていくことが予想
されます。そのときに，どういう社会全体の仕
組みを考えていくか。それに対応するような税
制というものはどういうものか。まさに tax ar-
chitecture の議論になります。その tax archi-
tecture の議論というのを，実はこれまであま
りしてこなかったのではないかというのが，自
分も含めて反省点に当たります。それを今後ど
うするかということを租研を中心にしてまた話
し合っていくことになると思います。
以上です。

―――――――――――――――――――――

― 165 ―



Ⅴ．まとめ

（林） ありがとうございます。税制について
は，長期の視点も含めて，或いはもっと幅広に
検討していかないといけないというご指摘だと
思います。時間が２０分ぐらい残されています。
一応テーマを設定してそれぞれお話を頂きまし
たので，あと最後に各登壇者の皆さまに一言ず
つ振り返りというか，今後の希望も含めてお話
しいただきたいと思います。これは田中さんの
方からお願いします。
―――――――――――――――――――――

（田中） 本日お二人の先生からこれまでの研
究会での議論を改めてまとめていただいて，大
変よいおさらいの機会になったといいますか，
整理ができたと感じています。また最後に玉岡
先生から非常に心に迫るようなお話を頂きまし
て大変感銘を受けました。

今後ですが，研究者の先生方と企業メンバー
がタッグになると言いますか，車の両輪という
形で，ますます議論を活発にしながらこの研究
会が発展していけばいいなと希望しています。
ありがとうございました。
―――――――――――――――――――――

（阪上） 本日の討論会を振り返りまして，最
初に本研究会の概要のおさらいを頂きまして，
恐らく聞かれていた皆さんにとってはちょっと
口頭だけでは難しかったかなと思う部分もある
のですが，私たちは幸いなことに直接さまざま
な先生方からご説明を受けましたので，よい振
り返りになったと思います。また，『租税研究』
の方も読み返してみたいと考えています。
やはり企業としては，先ほど上村先生のご指

摘もありましたが，簡素という観点がメインに
なって，税制改正要望についても自分の会社と
して楽になるような意見をどうしても言ってし
まう形になっています。本日の議論を振り返り
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まして，さまざまなテーマでさまざまな観点，
公平・中立の観点からのご報告もありました。
今後税制改正を要望するに当たっては，まずは
簡素の面での要望を思い付いた後には，公平か
どうか，中立かどうかというポイントについて
も検討することで，より良いい税制改正要望を
挙げまして，当局の方にも受け入れていただき
やすい形で活動していきたいと感じました。
ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。では，酒井先
生よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

（酒井） この討論会もそうですが，本研究会
では租税法の研究者だけでなく，財政学の研究
者の方々の意見を拝聴できまして，また実務家
の方々の現場での経験を拝聴できますので，本
当に租税を巡る論点について広い視点が頂けま
す。この研究会に参加させていただいたころ
早々に林先生から，租税法学における財政学の
研究の捉え方としては立法論の話なのだよと教
えていただき，財政学の先生のお話のポジショ
ンが自分の頭の中でできてすごく良く理解でき
るようになりました。法律学の本質というのは，
法の解釈でありまして，解釈論が中心になって
展開されていくこと，それが重視されるわけで
すが，租税法は毎年改正がありますので，立法
論も非常に大事だということで，そういう意味
でも本当にこの研究会では勉強させていただい
ているなと改めて感じました。
それから，企業の皆さまのご意見なのですが，

本当に今，簡素が大事ということをおっしゃっ
ていただきました。他にも研究しているだけで
は気付けない論点をいろいろと貴重なご意見を
頂けます。特に私は，連結納税制度を研究して
きたなかで，理論的に正しいところをやろうと
思うと，非常に制度が複雑になるのです。例え
ば投資簿価調整なんかは，アメリカそれからフ

ランス，我が国でもやっていますが，他の国は
やっていなかったりしているのです。そういっ
たところを，精緻な制度のきちんと作ってもよ
り複雑化してしまって，実際に現場でうまく機
能しているのかなという視点を今後は大事に勉
強していきたいと思います。
また，今回のシリーズでは，今日も玉岡先生

からお話しいただきましたが，これからの税制
改革論ということで，２２世紀に向けた話も研究
会で頂いています。技術革新が急速に進んでい
る中で１００年後を見通すというのはなかなか難
しいということで，私は研究する中で数年先，５
年から長くても１０年先ぐらいを見据えながら本
研究会の取り組みを通じて，租税法学が抱える
問題を多面的に認識し，より良い法制度の構築
に向けての研究を頑張っていきたいと思います。
目下の取組みは，先ほど触れましたGAARの
研究です。また，ブロックチェーンに関する租
税属性の扱いなんかも研究していく予定です。
今後，また研究成果をご報告できればと思って
いますので，よろしくお願いします。今日は本
当にありがとうございました。

―――――――――――――――――――――
（林） どうもありがとうございます。では，
上村先生からお願いします。
―――――――――――――――――――――

（上村） 今日はありがとうございました。私
は仕事上，いろいろな団体の税制改正要望を見
たり，もしくは意見を求められることがあるの
ですが，よくあるのは，税制改正要望というよ
りは減税要望というパターンが結構あって，こ
れを全部実現したら日本は財政破綻しますよね
ということはまあまああるのです。ただ，そう
なってしまうのはわかる気がします。やはり自
分たちのことだけ考えると多分そうなるのです。
だから，玉岡先生が言われたように，tax archi-
tecture，社会全体のことを考えるということ
が，税制改正要望には必要なのかなと思ってい
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ます。特に租研の税制改正要望というのは，そ
ういう意味ではバランスが非常に取れていると
思います。そこの意識というのは，やはりこの
研究会があるように，いろいろな人の声を吸い
上げる仕組みが租研にもあって，この現場も多
分そうだと思うのですが，そういう現場を経て
出てきているのが，あのような税制改正要望に
なっているのかなという気がしました。
今日，これまでの研究会ではあまり意識して

いなかったのですが，今日の討論会でわかった
ことがあります。財政学者一般で言うと他の先
生に失礼なのですが，私自身はやはり簡素につ
いてはあまり意識できていなかったのは反省点
です。今後そういうことを考えながら税制につ
いて考えたいと思います。どれだけ中立でもど
れだけ公平でも，簡素さが失われていくと非常
にまずい制度になります。中立さというのは多
分簡素に非常に近いかもしれません。簡素とい
うのは非常に重要な視点かなと思いました。
やはりこれで思うことは，先ほどのお話に戻

りますが，こういう草の根ではないけれど，ボ
トムアップで税制について考えていくというこ
とが非常に大切で，先ほど玉岡先生も言われま
したが，やはりトップダウンで決めることはあ
るのだけれども，ボトムアップ型で税制につい
て声を上げていく，その声を上につなげていく
ような意思決定プロセスというのを日本全体で
持たないといけない。民主主義の国なのでそれ
が大切だからそのルートはたくさんあった方が
いいような気がします。そこが租研のこの場な
のかなと思いました。以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。今後のことも
含めて，それぞれご意見を頂きました。先ほど
玉岡先生からありましたが，シャウプ勧告のシ
ャウプ博士が，当時アメリカでもあったのです
が，民間で税金を研究する機関というのが必要
だと指摘されました。その意味では今，上村先
生の方からも話がありましたが，租研は特定の

プレッシャーグループではないわけです。減税
してくれ，或いはこういうことをしてくれたら
便利だということではなく，研究が大きな目的
です。その上でこういう税制が望ましいという
方向性を示す，或いは望ましい税制を考えるた
めの材料を提供できるということが，租研のス
タートなのだろうと思います。そこでわれわれ
の研究会がどこまで貢献できるかということだ
と思います。
一方で，各企業の要望もあります。それから

ボトムアップという話もありましたが，例えば
これは日本の場合そうだと思うのですが，消費
税を上げるのに賛成ですか，反対ですかと問う
国民投票をすると反対が勝ってしまう可能性が
非常に高いです。ところが，でも消費税を上げ
ないとこういうことが困りますよという話が出
てくるとまた話は変わってくるというようなこ
とを，民意と同時にきちんと示していかないと
いけないでしょう。これはもちろん政府として
も示さないといけないことだと思いますが，そ
こに，われわれどこまで貢献できるのかなと思
っています。
それからちょっと個別になりますが，国際課

税で先ほど私はいろいろな隙間を縫った企業が
幾つか出てきている状況でデータがないと申し
上げました。とはいえ，税法の先生方の報告の
中で何とか事件というもののご紹介があります。
ある事件があってこういう判断がなされたとい
う内容のご報告もあります。例えば１つの案件
で，その企業が国際的にこういう活動をしてい
るのであれば，こういう税負担をするべきとい
う基準が今ひとつはっきりしていないのかなと
私は思いました。どこにも税金は払っていない
のはよくないというのはそうかもしれませんが，
では，その企業はどういう税負担をどういう国
にしていけば本来の望ましい姿なのか，中立的
ということも踏まえて，或いは企業なので公平
がどこまで当てはまるかわかりませんが，国際
課税の正しい姿というのが，私自身もあまり意
識していなかったのかなと今日改めて思いまし
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た。それがあれば，例えば制度を修正して正し
い姿にしていくための改正という説明があれば，
多分企業の方も何かことが起きてから慌てて対
応してそれに巻き込まれるということではなく
なると思います。このままだとこういう悪いこ
とが起きる，不都合なことが起きる，だからこ
ういうふうに直すのだという説明がきちんと出
来るように，あるべき国際課税の姿を議論して
いく必要があると思います。
地方税が割と国際課税に似ています。地方税

というのは，最近は地方消費税や法人課税が議
論になっていますが，地域ごとに入っているべ
きでしょうというのがある程度議論が立つわけ
です。そこら辺を参考にすれば，何か方向を出
せるのではないかなと思っています。今後また
研究会の方でも課題にしてまいりたいと思いま
す。

企業の皆さんのご意見も頂き，研究者の方の
関心事等も話してもらいました。今日の討論会
は，われわれの研究会を自画自賛しているとい
うようなというところも若干あったかもしれま
せんが，改めて『租税研究』の方もご覧いただ
いて，何かこういうテーマのことの報告，或い
はこういうテーマについての議論の紹介はない
のかといったことでお気付きの点がありました
らまた事務局の方にもお伝え下さい。何とか研
究会のメンバーで対応できるのか，外の人に頼
まないといけないかというのはまた検討します
ので，ぜひそういうご意見ご希望等ありました
ら事務局の方にご一報いただきたいと思います。
今日は２時間お付き合いいただいてありがと

うございました。登壇者の皆さん，どうもあり
がとうございました。
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討論会 ９月２７日�・午後

甲南大学経済学部准教授 足立 泰美
関西学院大学法学部教授 一高 龍司
総務省大臣官房審議官 稲岡 伸哉
財務省大臣官房審議官 小野平八郎

司会 関西学院大学経済学部教授 林 宜嗣

●参加者（五十音順）

税制改革を巡る現状と課題

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁～９３頁」に掲載されています。
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はじめに

（林） それでは，討論を始めたいと思います。
先ほど，森副会長からお話がありましたが，日
本の経済は以前に比べると少し良くなってきて
います。ただ，景気が良くても本当に根本的な
構造的な経済は一体どうなっていくのだろう，
或いはどうなっているのだろうと考えると，ま
だまだ油断はできない状況にあるのではないか
と思います。
もちろん，財政が非常に悪いことは随分以前

から言われていることです。その財政を何とか
しなければいけない。受益と負担の不一致が起
こっているわけですが，受益を減らすのか，負
担を増やすのか。恐らく両方なのだろうとは思
いますが，負担を増やすという議論も，当然こ
れからは必要になってきます。
税制改革と言ったときの負担を増やすという

場合，所得税で増やすのか，消費税で増やすの
か，法人税で増やすのかといったように，どの
税で増やせばいいのかという話は当然出てきま
すが，まずは国民負担率，或いは租税負担率を
どの程度にまで持っていくべきなのかという議
論，つまり，総額の議論が必要なのではないか
と思います。
総額を考えるときには，当然，受益を現状の

ままにしておいて税だけ増やすのではなくて，
受益も減らさないといけないといったように，
受益と負担の一致を実現するためには受益と負
担の両面からアプローチしなければいけないと
いう，非常に悩ましい問題があります。ですか
ら，今日は税の議論ですが，やはり場合によっ
ては，受益のところにまで入り込まざるを得な
い部分も出てくるかもしれないと思っています。
それから，税を増やしていかなければならな

いという状況の中で，どのような税体系をつく
っていくべきなのか。かつて日本では，直間比
率，つまり直接税の比率が高いので，間接税の
比率を高めなければいけないといった議論があ

りました。ですが，現在は，直間比率論議はあ
まり登場しません。
そこで，所得，消費，資産のバランスをどう

するかという，いわゆるタックス・ミックス論
です。ですが，国税のタックス・ミックスと地
方税のタックス・ミックスは，また違うかもし
れない。国税も地方税も財源を調達する手段な
のですが，その財源調達をする手段としての税
の構造は，やはり国税と地方税ではおのずから
違ってくる可能性もあります。
このように，税は，われわれの経済社会活動

において非常に重要なソフトインフラではあり
ますが，そのソフトインフラをどうするかとい
うことに関しての議論は，まだ道半ばではない
かと思います。税体系の問題や，所得税はどう
あるべきなのか，消費税はどうあるべきなのか，
法人税はどうか。法人税も，とりわけ国際課税
はどうあるべきなのか。そして，資産課税はど
うか，地方税はどうあるべきなのかなど，税制
論議は非常に多岐にわたっていて，一方で，相
互に関係し合っている部分もあります。そのよ
うなことも，本日の討論の中で整理ができれば
いいかなと思っています。
そこで，今日は，先ほどもご紹介がありまし

たが，小野審議官と稲岡審議官，足立先生，一
高先生をお招きして，少し広い観点から財政・
税制の議論を展開して頂きたいと思っておりま
す。前半は，国の財政と国税，そして後半部分
で地方財政と地方税，このように２つのステー
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ジに分けてまいりたいと思います。
まずは，財務省の小野審議官から，財政，税

制の現状と課題について，それが終わりました
ら，引き続き個別税制の現状と課題のお話を頂
ければと思っております。なお，全体で２時間
でございます。もちろん，ここにお集まりいた
だいた方々の中には，「こういうことを聞いて
みたい」などということもあるかもしれません。
もし時間がありましたら，ご質問をお受けする
ことができるかもしれませんが，時間が押して
いるようですと，そこは省略をさせていただき
たいと思いますので，ご容赦いただければと思
います。
それでは，小野審議官，よろしくお願いいた

します。
―――――――――――――――――――――

Ⅰ．最近の税制の動向について

（小野） 小野でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。お手元にある「最近の税制
の動向について」という資料を見ながら説明さ
せていただきたいと思います。

１．経済社会の現状

〔主な経済指標の推移〕
まず，最初に「経済社会の現状」ということ

で，先ほど森副会長，或いは林先生の方からも
お話がありましたが，足元の経済の状況でござ
います。資料②をご覧いただきますと，名目
GDPは過去最高水準，失業率は２５年ぶりの低
水準，有効求人倍率も史上初ということで，全
都道府県で１倍を超えています。企業収益は過
去最高水準だということで，このような数字だ
けを見ますと，経済は極めて好調であることが
見て取れます。

〔GDPギャップの推移〕
資料⑧まで飛んでいただきますと，このよう

に好調な経済なものですから，いわゆるGDP

ギャップも足元でプラスになってきているとい
うことで，需要が足りないという状況ではない
ということです。

〔人口動態と労働力人口〕
そうした中で，人口動態や労働力人口はどう

なっているかというのが，資料⑨でございます。
ご案内のように，総人口はピークを打って減っ
ていく中で，労働力人口はここのところ増えて
いるということでして，これも資料⑩をご覧い
ただきますと，増えているのがどこかというこ
とです。これもいろいろなところで言われてい
ることです。やはり，女性と高齢の方の労働市
場への参加が増えてきているという姿が見て取
れます。

〔わが国の労働生産性〕
他方で，労働生産性という観点で見ますと，

日本は諸外国に比べて非常に低い数字になって
いるということでして，資料⑫に内閣府の出し
ております潜在成長率のデータを付けておりま
すが，ご覧になっておわかりになるように，潜
在成長率自体が足元で１％程度ということで，
伸び悩んでいます。この辺をどうやってかさ上
げしていくかということが，政府の取り組みと
しては求められていくことになるのだと認識し
ております。
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〔経済財政運営と改革の基本方針２０１８（抄）〕
いわゆる骨太の方針を毎年出しておりますが，

今年直近のものを付けております。「今後の課
題」というところで，今申し上げましたように，
潜在成長率をどう上げていくかということで，
そのために政府としてどのような取り組みをし
ていくかというのが下段の方に書いてあります。
少子高齢化が進む中，持続的な成長経路の実現
に向けた潜在成長率を引き上げるため，サプラ
イサイドの改革として，一人一人の人材の質を
高める「人づくり改革」と，成長戦略の核とな
る「生産性革命」に最優先で取り組むとともに，
働き方改革を推進していくことになっていると
いうことです。
「革命」など，言葉の使い方はともかくとし

まして，１つは働き方改革ということで，これ
については，例えば所得税は，昨年３０年度の改
正でさまざまな控除の見直し等を行っておりま
す。これも１つ，働き方改革を後押しするよう
な方向であると私どもは思っております。例え
ば，給与所得控除等を削って基礎控除を厚くし
ていくということで，今まではどちらかという
と，いわゆるサラリーマンという働き方に重点
を置いていた税制になっていたわけですが，こ
れをいろいろな働き方をしていても，なるべく
平等に扱えるようにしていこうという考え方で
改革を行ってきているということです。
それからもう１つ，生産性を向上していくと

いうことでは，例えば法人税の方で，賃上げな
り設備投資なりを行う企業を後押しするような
特別措置を入れているようなことも，その取り
組みの１つであるということです。

〔構造改革（今後の取り組み）〕
資料⑭，⑮に，まさに車の両輪としての人づ

くり革命，働き方改革，それから，未来投資戦
略ということで，これはイノベーションの力を
高めていこうといういろいろな政策ですが，こ
ういったものを全て総合することによって，構
造改革に取り組んでいくことによって，潜在成

長率を上げていき，日本の将来を明るくしてい
こうという考え方でございます。

２．税制を取り巻く状況

〔一般会計における歳出・歳入の状況〕
そうした中で，もはや，もう前提条件になっ

てしまっていますが，資料⑯以下は，日本の財
政の状況でして，よくご案内のことだと思いま
す。資料⑰は，いわゆる「ワニの口」といわれ
ているグラフですが，構造的に税収を上回る歳
出が続いているということです。

〔公債残高の累増〕
公債残高がこれだけ累増してきているという

ことで，世界最高水準と言われております
が，１，０００兆円に近づこうとしているというこ
とです。

〔利払費と金利の推移〕
このような状況がいつまで続くのかというこ

とですが，ご案内のように，低金利がこれだけ
続いているということで，これは国債の利払費
がずっと安定的に低水準で推移しているという
ことで，財政が今の状況で持っているのは，金
利が低いことが非常に大きな要素でして，金利
が上がってくると一挙に利払費が高まっていく
ということで，これは本当に財政破綻の危険性
が高まっていく可能性があるということです。

〔一般会計税収の推移〕
それから，税収はどうなのだということで，

税収の推移を付けておりますが，一番直近の３０
年度の予算で見積もっている数字が５９兆円です。
実は過去最高の税収が平成２年の６０．１兆円で，
バブルの絶頂期でした。このときの税収にまだ
届いたことがないのですが，今，ようやくそれ
に届こうかとしているような状況です。
棒グラフを見ていただきますと，ここのとこ

ろずっと税収は上がってきています。これは２４
年度と２５年度の境目のところで，政権交代で今
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の安倍政権になっているわけですが，その前が
リーマン・ショックや東日本大震災等々で，税
収は全体に落ち込んでいますが，政権交代以降
は順調に税収は上がってきているということで
す。ただ，その構造を見ていただきますと，左
側のバブルの絶頂期で一番税収が大きいのは，
所得税です。２６兆円，２７兆円あったものが，現
在は１９兆円ということで，これは累次減税を重
ねてきたことや，地方に税源移譲したこともあ
って，経済がいくら好調になっても，水準が当
時の水準に戻らないといった構造になっている
ということです。
それから，点線は法人税です。法人税は景気

の状況によって非常に凸凹しますが，これも税
率の引き下げ等々をかなり行ってきた影響もあ
りまして，足元は１２兆円ぐらいということです。
消費税をご覧いただきますと，税収が安定的で
あることは一目瞭然だと思います。階段になっ
ておりますのは，税率引き上げで税収が増えて
きているということで，今のところ，基幹税と
いうことで所得税がまだぎりぎり税収の第１番
ですが，来年１０月に消費税が引き上げられます
と，恐らくこれは逆転して，消費税が名実とも
に一番重要な税になってくるだろうと思ってお
ります。

〔「中長期の経済財政に対する試算」（中長期試
算）の概要〕
ただ，こうした税収が好調な中ではあります

が，財政状況は大変厳しいということで，いわ
ゆる中長期試算ということで，財政の将来推計
を示しております。これは２つケースがありま
して，①非常に高い名目３％を超す成長をする
ケースと，②ベースラインケースということで，
ベースラインケースの方は名目１．７％という数
字示しておりますが，高い成長を示した場合で
あっても，２０２５年の時点で，国・地方のプライ
マリーバランスのギャップが２．４兆円あるとい
うことです。ベースラインケースですと，８．１
兆円あるということですので，財政が深刻な状

況には変わりはないということです。
まずは，５年先送りされたわけですが，２０２５

年度の国・地方を合わせたプライマリーバラン
ス黒字化という目標に向けて，財政健全化を進
めていくということです。さらに，来年１０月に
消費税が上がりましたら，これは歳出だけでは
なくて，歳入，恐らく消費税中心になると思い
ますが，この辺の将来的な１０％以後の姿につい
ても，本気で検討していく必要があるのではな
いかと思っております。

〔経済財政運営と改革の基本方針２０１８（平成３０
年６月１５日閣議決定（抄）〕
それで，税制について資料㉓をご覧いただき

ますと，同じ骨太の方針の中に，税制に関する
記述が幾つか書いてあります。「基本的考え方」
というところの下線を引っ張っているところで
すが，「持続的な経済成長を維持・促進すると
ともに，経済成長を阻害しない安定的な税収基
盤を構築する観点から，税体系全般にわたる見
直しを進める」ということが書いてあります。
消費税については，来年１０月に上がることは決
まっておりますので，明示的には書いておりま
せんが，やはり安定的な税収基盤ということか
らしますと，まずは消費税を予定どおり１０％に
上げていくことが，足元で一番重要なことでは
ないかと考えているわけです。
その上で，税制改革ということで，段落を４

つ書いております。１つは，個人所得課税と資
産課税でして，再分配機能の向上や働き方の多
様化への対応，格差の固定化防止などの観点か
ら，引き続き検討を進めることが１つです。
それから法人税ですが，これまで進めてきた

法人税改革を活用することで，賃上げや生産性
向上への取り組みを促すとともに，租税特別措
置法については，政策効果等を見極めながら見
直しを行っていくという方針です。
３番目が国際課税です。「BEPSプロジェク

ト」の着実な実施を通じて，国際課税制度の再
構築を進めていくということです。

― 175 ―



４番目の最後の段落は，税制そのものではあ
りませんが，ICTのさらなる活用等を通じて，
納税者が簡便・正確に申告等を行うことができ
るよう納税環境の利便性を高めるということか
ら，税務手続の電子化を一層推進していくとい
うことです。さらに，グローバル化や ICT化
が進展する中で，適正・公平な課税を実現する
ため，税に対する信頼を確保するため，制度及
び執行体制の両面から取組を強化することが掲
げられております。これは後ほど少し解説をし
ます。
ということで，以上が総論的な話でして，以

下，主要な税目ごとに，足元の検討状況や今後
の方向性等についてご説明したいと思います。

３．消費税

〔経済財政運営と改革の基本方針２０１８（抄）〕
まず，消費税ということで，来年の１０月１日

に１０％への税率引き上げが予定されているとい
うことでして，資料㉘以下に，先ほどの骨太の
方針を再掲させていただいておりまして，その
中で消費税の関係のところを取り出しておりま
す。
資料㉙をご覧いただきますと，下段の下線部

の「消費税率引上げと需要変動の平準化」とい
うことで，少子化対策や社会保障に対する安定
財源を確保するとともに，現役世代の不安等に
関し，個人消費の拡大を通じて経済活性化につ
なげるためには，消費税率の８％から１０％への
引き上げを実現する必要があることが，閣議決
定で明示されているということです。総理も総
裁選の中で，消費税率を上げることが最重要課
題であることを発言されておりますので，来年
の予定どおりの引き上げに向けて必要な準備を
進めていくというのが，足元の税制全体の中で，
私どもとしては一番大事な仕事だと思っており
ます。
消費税に関しては，論点が４つほどございま

す。同じく骨太の方針の抜粋の続きを書いてお
ります。まず，資料㉚の�１に書いておりますの

が，消費税率引き上げ分の使い道の見直しです。
５％から８％に上げるときには，上がった分の
税収の５分の１を社会保障の充実，プラスアル
ファの分に使いまして，残りの５分の４は財政
再建に回すという分担だったわけですが，今回
の８％から１０％への２％の引き上げ分について
は，現役世代の不安を解消して，これで個人消
費の拡大を通じて，経済の活性化を図っていく
という観点からは，必要な見直しでありますの
で，まずは１０％に引き上げて，これを着実に実
施していくことが１番目の課題です。
それから，資料㉛の�２ですが，軽減税率制度

が入ります。ご案内のように，酒・外食を除く
飲食料品と一定の新聞が対象になるわけですが，
これについては，特に事業者の方々には全く新
しい制度ですので，いろいろなご負担をお願い
するということです。日本では初めての制度で
もありますので，まず，その準備に遺漏がない
ように着実に進めていくことが大切であると考
えております。

〔個人消費の推移〕
それから，３番目として駆け込み・反動減の

平準策ということでして，これについては資料
を見ていただければと思いますが，資料32以下
に書いてあります。消費の推移ですが，２０１４年
４月に５％から８％に上がっておりますので，
このグラフでいくと，どんと消費が落ちている
ところがまさにそこであります。その後，１回
落ちて，消費が回復していっている姿ですが，
これはグラフが２つに分かれていまして，下の
方が２０１６年に発表された数字です。この間に
GDPの基準改定が行われていまして，基準改
定前の数字が少し低いグラフになっております
が，これは基準改定後の数字で見ますと，消費
の回復が比較的早かったことが見て取れるので
はないかと思います。

〔形態別国内家計最終消費支出〕
それから，この消費の落ち込みを耐久財或い
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はそうでないものに分けてみたものが資料33で
して，やはり，ブルーのグラフの耐久財の落ち
込みは，駆け込み需要とその反動減が非常に大
きかったことが見て取れるということです。

〔消費税率８％への引き上げ時の駆け込み需要
と反動減〕
そのスケールの推計をしたものが資料34でし

て，この駆け込み，反動減の規模ということで，
個人消費のところで３．３兆円，そのうち耐久財
で２．５兆円を占めています。さらに住宅投資が
１．０～１．６兆円程度の規模になっているというこ
とです。

〔消費税（付加価値税）率の引き上げ前後の物
価・経済の動き（日・独・英の比較）〕
では，消費税を引き上げたときにこのような

事象が起きるのは日本特有の現象なのかどうか
というのを見たものです。ドイツは２００７年に
１６％から１９％に３％引き上げました。イギリス
については２０１０年に１５％から１７．５％に引き上げ
たときの物価，消費，経済全体（GDP）の動
きを示しているものです。
日本をご覧いただきますと，引き上げのとき

に，きれいに価格がどんと上がっていて，消費
は見事に落ちています。GDPもそれに応じて
落ちているのが見て取れると思います。ドイツ，
イギリスをご覧いただきますと，これは非常に
変動が少ないです。GDPに至っては，ほとん
ど変化が見られないようになっています。これ
は様々な要因が考えられると思いますが，日本
では，どうしても税率引き上げと同時に，一斉
に価格を上げなければいけないという意識が非
常に強い一方で，ヨーロッパでは内税といいま
すか，総額表示を徹底していることもあります
が，やはり事業者が自由に価格を決めていると
いう意識が強いのではないかと思われるという
ことです。
また資料㉛に戻っていただきますと，�３の「駆

け込み・反動減の平準化策」というところに，

やはり欧州ではこのようなことが起こっていな
いという分析がされた上で，駆け込み需要・反
動減が抑制されるよう，その方策について具体
的に検討するということが方針として示されて
いるということです。
それから�４で，特に耐久消費財の駆け込み・

落ち込みが大きかったことを踏まえて，これに
ついては特に自動車と住宅を特出ししておりま
すが，このようなものの購入支援について，需
要変動を平準化するため，税制・予算による十
分な対策を具体的に検討することが書かれてい
まして，まさに平準化策と耐久消費財対策が，
この年末の税制改正或いは予算編成の最大の課
題の１つであると認識しております。
これは税・予算だけではなく，平準化という

意味ですと，例えば駆け込み抑制や，引き上げ
後にセールをやっていいですよといったような，
ある意味規制緩和的なところもありますが，そ
のような価格政策のようなものも含めて，政府
として検討していく必要があると思っていると
いうことです。
以上が消費税の関係です。資料はいろいろ付

いておりますので，ご覧いただければと思いま
す。

４．所得税

�１ 経済社会の構造変化
〔経済社会における構造の変化〕
少し飛んでいただきまして，続いて所得税の

関係です。資料52以下は，最近の経済社会の構
造変化ということで，先ほど見ていただいた人
口動態が変わってきているということです。人
口が減っている中で，労働人口は増えていって，
女性やお年寄りの労働参加の割合が高まってい
るということです。さらに資料53をご覧いただ
きますと，雇用の中でも，やはり非正規の方，
特に若い方に非正規が増えているということが
あります。それから，資料54をご覧いただきま
すと，特に若年の非正規の方が増えているとい
うことで，この２０年ぐらいを見てみると，若い
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人の所得の水準が落ちているということです。
それから，働き方の多様化が進展していると

いうことで，資料54の中に少し書いてあります
が，今の所得税というのは，いわゆる終身雇用
で１つの会社でずっと定年まで勤め上げて，年
金生活に入っていくようなライフコースを前提
に出来上がっています。いまやそのようなこと
ではなくて，転職が当たり前，或いは兼職する
のも当たり前，共働きも当たり前，高齢者が働
くのも普通になるということで，やはり働き方
が随分変わってきているという中で，所得税の
構造をどうしていくかということが課題になっ
ているということです。

�２ 所得税の構造
〔日本の所得税の構造（イメージ）〕
資料55は日本の所得税の構造をイメージで記

しております。全体は総合課税，分離課税とい
うことで，金融課税に関しては分離課税がかな
り徹底してきているということですが，勤労性
の所得については総合課税となっております。
ただ，ご覧いただきますと，所得計算上の控除
というものは，給与や年金ですが，こういう特
定のサラリーマンや年金所得者であることをも
ってして，非常に大きな控除が付いているのが
日本の所得税の非常に大きな特徴でして，これ
が今のいろいろな働き方の多様化している実態
に合っているのかという問題意識で，ここ数年，
所得税の見直しが行われてきているということ
です。

〔国民負担率（対国民所得比）の内訳の国際比
較〕
資料57は先ほど林先生からもお話のあった国

民負担率の数字です。全体はともかく，日本の
場合は，特に消費課税がヨーロッパ諸国に比べ
て低いことがよく言われまして，逆に法人課税
は高いと言われることもあるわけですが，実は
個人所得課税の水準も，各国に比べると非常に
低い水準になってきているということがござい

ます。
これについてはやはり，平成元年に消費税を

導入して，３％から５％に上げるときに合わせ
て，非常に大きな所得税減税を実施してきてい
ることもありまして，所得税の負担水準全体が
落ちてきているというのが大きな特徴です。

〔納税者の分布（所得税の限界税率ブラケット
別）〕
資料58は納税者の分布を示したものです。今，

最低税率が５％で最高税率が４５％なわけですが，
納税者の分布を見ますと，最低税率５％の税率
の方が，実に納税者の６割です。１０％のところ
まで含めると，８割以上の方がこのブラケット
に入っているということで，全体の負担水準が
非常に落ちてきているので，逆に言うと，これ
は政策的に所得再分配をやろうとするときに，
財政が厳しい中で，非常に難しい構造になって
いるということです。

〔所得税の課税ベース及び諸控除のイメージ〕
他方で，控除のイメージです。これは全体の

課税対象となる収入額に対するいろいろな控除
の額を推計したものです。ご覧いただきますと，
いわゆる所得控除という人的控除，その他の控
除，基礎控除等々を含め，このようなもので全
体の７０兆円ぐらいが課税ベースから失われてい
るわけですが，その外に各種所得についての控
除ということで，先ほど申し上げた給与所得控
除，公的年金控除で，合わせて実は８０兆円が課
税ベースから抜けているということで，ここの
ところがボリューム的に非常に大きいというの
が日本の特徴であるということです。

〔平成３０年度税制改正大綱（抄）〕
その上で，昨年の税制改正大綱を付けており

ます。あと，この資料の一番後ろに，昨年度の
税制改正の中身を付けております。給与所得控
除等から基礎控除へのシフトと，基礎控除の逓
減・消失化などといった見直しを行っていると
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いうことですが，そうした見直しも踏まえつつ，
引き続き見直しを継続していくということで，
資料60の下線部の後段を見ていただきますと，
「給与所得控除や公的年金控除といった所得計
算上の控除については，働き方の多様化の進展
状況も踏まえ，基礎控除へのさらなる振替を検
討するとともに，その在り方について引き続き
丁寧に検討する」ということです。
今回はわずか１０万円の給与所得控除から基礎

控除への振替を行いましたが，これをさらにや
っていくという方向性が示されているというこ
とで，いわばサラリーマンという働き方を過度
に支え過ぎないというか，税制をなるべく中立
的な形にしていこうという方向性が出ていると
いうことです。それから，資料61までご覧いた
だきますと，人的控除については，昨年は基礎
控除，一昨年は配偶者控除でも同じことをやっ
ておりますが，逓減・消失型の所得控除方式を
採用しているわけです。このような影響を見極
めるとともに，引き続き検討していくことにな
っております。
その上で，もう１つ，所得税の課題として残

された，まだ手を付けていないものが，次の段
落ですが，老後の生活など各種のリスクに備え
る自助努力を支援するための企業年金，個人年
金等々の制度の在り方について，公平な制度を
構築するような検討を行うという方向性が示さ
れているということです。

�３ 老後の備え等に対する自助努力への支援
〔老後の備え等に対する自助努力（資産形成）
への主な支援措置の現状（イメージ）〕
同じことが資料63にも書かれておりますが，

問題意識は資料64をご覧いただきますと，これ
は働き方によって，左から正規労働者，非正規，
自営業主さん，専業主婦と並んでいますが，こ
のような働き方の在り方によって，老後に備え
るためのいろいろな貯蓄手段や年金の手段が異
なっているということでして，上の方のNISA
や個人年金などは誰でも使えるわけですが，例

えば財形貯蓄のようなものは，いわゆるサラ
リーマン，それも正規の方でないと使えないと
いうことですとか，企業年金でも確定拠出年金
については，次の資料に書いてありますが，範
囲をかなり広げたわけですが，例えば確定給付
型の企業年金になりますと，これも正規の方で
ないと使えないといったことがありまして，税
制もまちまちです。
こういった形で，働き方が多様化していく中

で，どのような働き方をしても，なるべく公平
な制度にできないかという問題意識でして，転
職が増えていくことも踏まえると，年金制度な
どもポータブルにして，なるべく使いやすいも
のにしていくにはどうしたらいいかということ
で，多少検討に時間はかかると思いますが，次
の課題として，この年末以降，検討を進めてい
くことになるのだと思っております。
以上が所得税です。

５．納税環境整備

〔政府税制調査会による海外調査報告（平成２９
年６月１９日）（概要）〕
資料73以下で，先ほど申し上げた納税環境整

備ということで，電子の進展等々に対応するた
めの課題についての資料を付けております。資
料74は政府税調で昨年海外調査をした結果です。
左側が納税者利便の向上等に向けた取組という
ことで，ざっと見ていただきますと，例えば申
告制度の国ですと，記入済申告書というものを
入れたりとか，或いは申告の手続きとしてスマ
ホで申告ができるようにしている国がかなり増
えてきているということです。
他方で，右側が制度の信頼性向上に向けた取

組ということで，これは，公平な課税をすると
いう意味で，いろいろな情報を例えば調書の形
で頂くような仕組みについても，諸外国ではか
なり進んだ取組がなされてきていることを示し
ています。
資料76をご覧いただきますと，今申し上げた

ようなところが少し詳しく出ていますが，例え
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ばこの４カ国においては，法定調書のようなも
のについて，かなり広いところから取ることが
できるということです。特にフランスのところ
などをご覧いただきますと，インターネット上
のプラットフォーム事業者，いまやシェアリン
グエコノミーのようなものが進んでいきますと，
基本的に個人対個人の取引の所得をどのように
把握していくかということで，まさに情報をこ
のような仲介事業者のようなところから取って
いくという，今までになかったような取り組み
をしていかなければならない。
あるいは，今の日本の制度ですと，税務当局

の方から納税者を特定しないと，このような情
報をくれということがなかなか言えないわけで
すが，これを特定せずに情報提供を要請するよ
うな権限が各国で入ってきているということで
して，電子化は納税者の利便性をいろいろ向上
するという取り組みと併せて，このような取組
もやっていかなければならないというのが１つ
の課題です。

６．法人税

�１ 法人税を巡るこれまでの取り組み
〔これまでの法人税制における対応〕
あとはちょっと飛ばしていただきまして，資

料81以下は法人税です。法人税については，資
料84，85をご覧いただきますと，ここ数年の主
な改革を書いておりますが，２７年度改正と２８年
度改正の２カ年にわたりまして，成長志向の法
人税改革ということで，実効税率の引き下げを
行ってきております。結果として，今年度３０年
度から実効税率を２９．７４％ということで，一応，
欧米に遜色ない水準まで税率が引き下がってき
ているという状況です。

〔成長志向の法人税改革：法人実効税率「２０％
台」の実現〕
その趣旨ということで資料86に書いてありま

すが，「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下
げる」ということであります。財政が厳しいも

のですから，財源を確保するという意味もあっ
て，課税ベースを拡大することによって税率を
引き下げるということで，法人課税をより広く
分かち合う構造へと改革するということです。
特定の産業だけが恩恵を被るのではなくて，な
るべく広い方が負担を分かち合ってほしいとい
うことで，その中で稼いでいる企業については
むしろ税負担を軽減していくという意味で，税
率の引き下げを行ってきたということでして，
このような取り組みで前向きな投資や賃上げを
実施していっていただきたいという趣旨で行っ
てきたということです。

〔法人実効税率の国際比較〕
取りあえず，実効税率の引き下げは，現

在，２９．７４％というところで議論が一応済んだ
形にはなっておりますが，資料88をご覧いただ
きますと，今，これでドイツとほぼ同じような
水準になっておりますが，実はご案内のように，
アメリカがトランプ税制で下げた結果，これは
地方も含めた数字ですが，２７．９８％ということ
で日本よりも下がってきているということです
し，フランスもマクロン政権が法人税を下げる
と言っているようですので，さらにこの実効税
率の引き下げという議論が，今後とも出てくる
可能性はあろうかと思っておりますが，その際
には，やはり税収中立といいますか，課税ベー
スを拡大していくことが大事ではないかと思っ
ております。資料94以降に，アメリカの税制改
革の中身なども付けております。ご参考までに，
後でご覧いただければと思います。

�２ 国際的な議論の状況
〔「BEPSプロジェクト」〕
最後に，資料99以下に国際課税関係の資料を

付けておりまして，時間もありませんので詳細
な説明は省略させていただきますが，いわゆる
BEPSプロジェクトの勧告を着実に実施してい
くということでして，恐らくこの年末について
も，積み残しの課題について検討し，必要なも
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のは法改正を行っていくことになろうかと思い
ます。

〔OECD「電子化に伴う課税上の課題に対する
中間報告書」の概要〕
さらに，資料○１０３ですが，電子化に伴う課税上

の課題ということで，やはり経済の電子化が進
んでくると，どうやって所得を把握して課税を
していくかということが，非常に難しい問題に
なってきております。これを国際的に議論して
いこうという動きが，OECD等で見られてお
りまして，２０２０年までには何らかの方向性を打
ち出せればということで，今，検討が進んでお
ります。
非常に雑ぱくではありますが，国税の関係を

概観しますと，以上のようなことでございます。
どうもありがとうございました。
―――――――――――――――――――――

Ⅱ．税制改正への意見

（林） どうもありがとうございました。それ
では，足立さんから，ご意見或いはご質問をお
願いしたいと思います。

―――――――――――――――――――――
（足立） 丁寧なご説明をありがとうございま
した。私の方からは，基幹税である所得税，消
費税，法人税について，ご質問をさせていただ
きたいと思います。

〔所得税〕
まず，財務省の資料㉓，資料50～61ならびに

資料○１０９～○１１０については，フリーランスや起業家
が増えるなかで多様な働き方の促進とともに所
得再分配の回復の観点から，平成３０年度の給与
所得控除の見直し，翌年度の配偶者控除の見直
しそして今回の平成３３年度からの給与所得控除
および公的年金控除から基礎控除への振替が議
論されております。この点について，２点ご質

問をいたします。
第１に，影響の度合いです。多様な働き方を

促すという視点から基礎控除への振替が考えら
れていますが，基礎控除１０万円の加算によって，
どの程度の多様な働き方が促されるかの概算が
ありましたらお教えください。逆に，今回の給
与所得控除および公的年金控除の上限の引き下
げによって，負担が増える世帯がありますが，
子育て世帯及び子育て世帯以外の世帯で，税負
担はどのくらい増えますでしょうか。なお，税
負担が生じるか否かではなく，世帯あたりの負
担の度合いを明らかにすることが重要かと思い
ます。実際に，消費が冷え込むほど負担の度合
いが強いのでしょうか。
第２に，税率ブラケットと所得控除における

影響の度合いです。上限設定の引き下げを行っ
たとしましても，納税者の税率ブラケットは第
１ブラケットと第２ブラケットに課税対象所得
が集約しています。このことから，税率ブラケ
ットが変化しない限りでは，税負担への影響は
大きくない，言い換えるのであれば，所得再分
配の強化を目的にするのであれば，目的にかな
っているとは言い難いように思いますが，この
点はいかがでしょうか。今回の一連の見直しに
は配偶者控除などの所得控除が取り上げられて
いますが，所得再分配の強化であれば，高所得
者への優遇が強い所得控除ではなく税額控除に
は注目しないのでしょうか。
これらのご質問の背景としまして，給与所得
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控除は，経費の概算構造と補足率との兼ね合い
で，諸外国と比べて高く設定されてきた経緯が
国内にはあります。しかしながら，給与所得控
除の上限設定が引き下げられたとしても，そも
そも国内の給与所得控除の上限設定が高いこと
から，前回の適正化における影響は国税庁『民
間給与統計実態調査』（２０１５年分）によれば，１０００
万円超えの階層は４．３％と僅かであると概算さ
れています。加えて，納税者の税率ブラケット
は第１ブラケット（１０％）と第２ブラケット
（２０％）で納税者の８３％を占めていますため，
所得再分配強化への影響も低いと考えられます。
この点から２つのご質問をいたしました。こち
らが，所得税の質問です。

〔消費税〕
財務資料の資料㉗から資料49の消費税と軽減

税率についてご質問いたします。
低所得者を配慮したサービスには，社会保障

給付や社会保険料負担の軽減などが既に行われ
ています。低所得者対象の他制度の実態も考慮
したうえで，消費税の逆進性を踏まえた軽減税
率制度の在り方を検討するなかで，軽減税率制
度の導入コストも含めて，低所得者への配慮を
どの程度まで実施するのが望ましいと考えてい
ますでしょうか。
この質問の背景としまして，少子高齢化によ

って経済成長の制約があるなかで，社会保障の
担い手の減少と医療・介護に関わる費用の増加
を踏まえ，財政健全化と社会保障費の財源確保
の観点から，消費税率の引き上げは重要になり
ます。２０１９年１０月の消費税率１０％引き上げにあ
たって，消費税の逆進性による低所得者への配
慮を踏まえ，平成３１年１０月には酒類および外食
を除く飲食料品などに軽減税率制度が実施され
ます。
しかしながら低所得者への配慮は社会保障給

付においてはもちろんですが，国民健康保険料
や介護保険料などの社会保険料負担における軽
減措置，上下水道の料金負担の軽減，乳幼児医

療費制度による自己負担の軽減や保育料金の無
料化など様々なところで実施されています。軽
減税率導入コストや他制度との関係については，
どのように検討なされているかをお尋ねしたく
御質問いたしました。

〔法人税〕
最後に，法人課税については２点ご質問があ

ります。財務省の資料83から資料92までの法人
課税について２点御質問いたします。第１に，
法人実効税率と個人所得税の最高税率の乖離が
広がる場合に，「法人成り（個人事業を法人と
する）」を引き起こす恐れがあります。この点
について，どのような配慮がなされているので
しょうか。
第２に，設備投資には税率の引き下げ以外に

投資税額控除がありますが，それぞれにおいて
メリットとデメリットがあります。設備投資の
促す政策を打つうえで，どの点を優先的に検討
がなされているのでしょうか。
こちらを質問します背景には，国内では当期

所得金額が増加し，現預金総資産比率で指標化
される現預金の保有水準が先進国より突出して
いるにも関わらず，設備投資や人材投資に振り
分けられていません。しかしながら，急速にグ
ローバル化が進む世界的な動向を見据えると，
企業の国際競争力の強化を図るためにも設備投
資の拡大を促す政策は重要です。
一方で，英国では企業の税負担の軽減をはか

るために，法人実効税率の１７％までの引き下げ
を２０２０年に予定し，世界的にも引き下げ競争が
生じる可能性がでています。我が国でも，法人
実効税率や課税ベースの国際的調和を確保する
ためにも，法人実効税率の引き下げへの検討が
引き続き今後も求められますので，以上のご質
問をいたしました。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。それでは一高
さん，お願いいたします。
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―――――――――――――――――――――
（一高） 小野審議官からご説明いただいた，
個別税制と財政の現状と課題のうち，私からは，
特に法人の課税ベースの在り方についてご質問
とコメントを申し上げたいと思います。スライ
ドで申しますと，財務省の資料84～89です。平
成３０年度の改正の点ですが，法人税改革の基礎
に関わる論点で，かつ，実務上も理論上も重要
で基本的な論点だろうと思っております。

〔収益の認識時点〕
ご案内のとおり，法人税法２２条の２が定めら

れて，IFRS 第１５号を反映する収益認識に関す
る会計基準及びその適用指針との関係の明確化
が図られています。この新しい会計基準により
ますと，いわゆる履行義務の充足時，支配の移
転時に，取引価格，対価の額を収益認識するこ
とが要求されます。そして，早い企業であれば
既に適用が開始されている状況にあります。
財務省の税制改正の解説を見ますと，新会計

基準は，法人税法上の実現主義や権利確定主義
の考え方と大幅には変わらないという指摘がな
されているところですが，無償の場合の取り扱
いや返品，貸倒等の変動対価の扱いなどで違い
あり得ることから，法人税法２２条の２で取り扱
いを明記したものと理解をしております。
併せて，返品調整引当金と長期割賦販売に関

する規定が廃止されました。私見も，コンバー
ジェンスを遂げた会計基準に法人税法を合致さ
せていくという方向は，基本的な方向として問
題ないと考えておりますが，以下４点に関して，
質問と指摘をさせていただきたいと思います。
まず，コンバージェンスは，特に適用対象を

限定しているものではありませんが，基本的に
は，やはり国際企業，連結財務諸表，或いは上
場企業のニーズを念頭に置いて進められてきて
いるところがあって，中小企業に関する会計指
針は今も別に残っています。
こうした中で，今回，返品調整引当金の廃止

があったわけですが，引当金の廃止を促進した

平成８年の法人課税小委員会報告でも，返品調
整引当金自体はあまり問題視されていなかった
項目ではなかったかと思いますので，やや唐突
感が否めません。残存した貸倒引当金は中小法
人にも認められるということとのバランスも問
われるように思います。財務会計上も，引当金
の廃止がすう勢で，私も法人税法上，引当金の
廃止をするという方向自体に反対するものでは
ありませんが，今回，引当金の廃止と併せて，
変動対価としての考慮も否定することになって
いますので，かなり大きなインパクトを受ける
企業も出てくるのではないかと思っております。
引当金と変動対価の双方ともを否定するに至っ
た理由や理論について，教えていただきたいと
思います。
第２に，今回の法人税法２２条の２は，原則で

ある２２条２項との関係で，より具体的に収益認
識の基準について明確化したものですが，同様
の明確化のための一般的な規定は，費用損失に
関してもあっていいように思います。債務確定
基準や，割引現在価値計算の可否等，通則化に
値するような項目がいろいろあるように思いま
すので，そういった予定があるのかどうかにつ
いてお聞きしたいと思います。
それから，ややテクニカルな論点になります

が，第３に，収益認識に関する会計基準におい
ては，いわゆる契約の結合の基準が，同会計基
準のパラグラフ２７にあります。恐らくこれとの
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関係と思いますが，政府の税制改正の大綱によ
りますと，今後は収益の額を実質的な取引の単
位に区分して計上できるということが言われて
います。この新会計基準の契約の結合の基準に
則したものであれば，課税当局側，そして納税
者の側，いずれの側から見ても，取引の一体的
な把握が，今後は基本的に認められると考えて
いいのかどうかということを確認したいと思い
ます。
そして第４に，例えば商品券に関する処理が，

会計基準の適用指針に出ているのですが，これ
などは，かなり現行の実務や裁判例と扱いが違
います。こういった処理は新規定，つまり法人
税法２２条の２で否定されない限り，法人税法上
の処理として認められることになるのかどうか
という点を教えていただきたいと思います。

〔国際課税〕
次に，国際課税に関することです。ご報告い

ただいたスライドで申しますと，主に財務省の
資料○１０２に関わる部分かと思います。こちらで，
BEPSプロジェクトについて整理がされていま
すが，特にわが国で積み残しの案件として指摘
されている重要な項目の１つが，移転価格税制
における無形資産の扱いかと思います。
既に，昨年１０月の改定でOECDの移転価格

ガイドラインにも価値創造への貢献に応じた所
得の配分を達成するよう見直しがされています。
この結果，費用分担契約を利用して，貢献の薄
い納税者に多くの利益を帰属させるような課税
逃れに対処していくという方向も決まっていて，
利益分割法の適用や，評価困難な無形資産に関
する扱いの指針なども，既に策定され公表され
ているところです。
特に，評価困難な無形資産に関しては，課税

当局が事後の結果を，事前の価格決定における
推定上の証拠として用いる場合の指針も示され
ていて，米国が１９８６年に導入した所得相応性基
準に匹敵する内容を含んでいるかと思います。
ただ，これは行き過ぎますと，当初適法であっ

た処理が遡及的に覆される可能性もあって，租
税法律主義の観点からも問題が生じます。わが
国のグローバル企業は，わが国を含めた各国で，
所得相応性基準がどのように国内法へ取り込ま
れていくのかについて，現在，注目していると
ころかと思います。
その米国ですが，最近の裁判例の影響なども

あって，昨年の税制改正で内国歳入法典４８２条
の改正がありまして，そこで無形資産の移転の
評価に関して，いわゆる総合アプローチと，現
実的選択肢の基準を明文化しています。一体的
に移転される他の無形資産がある場合には，当
該他の無形資産も考慮した無形資産評価ができ
ることを明記し，他の現実的な選択肢となる取
引が観念できる場合には，そこにおける利益を，
いわば下限の利益として把握し，これを最低限，
当事者に割り当てるように独立企業間価格の算
定ができるというものです。これらは，従来か
ら規則にあった考え方ですが，これを立法化し
たわけです。
さらに，無形資産の定義をのれん的な要素に

まで拡張して，所得相応性基準の適用対象も広
げました。所得相応性基準は，米国では，組織
再編成を国境を越えて行った場合における一定
の対処規定としても機能しています。特に将来
収益を予測したDCF法（割引現在価値計算）
を用い，柔軟な比較対象の選定を通じて，例え
ば，これまで適用が困難だと考えられてきた，
アメリカでいう独立取引比準法，わが国でいえ
ば独立価格比準法（に準ずる方法）と同等の方
法の適用が可能になる場合もあります。企業の
側から見ると，不確実性が増すことも考えられ
ます。
今申し上げたのは最近の動向です。そこでご

質問なのですが，わが国での対応の方向性とし
て，所得相応性基準を法令上明記していくこと
が予定されているのかどうか。そして，その導
入の検討に際しては，米国の経験や動向はどの
ように考慮されているのか。特に国際的な事業
再編や費用分担契約を通じた無形資産の国外流
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出は，わが国でも懸念される問題と考えられて
いるのかどうかという点について，教えていた
だきたいと思います。

〔タックス・プランニングに対する義務的開示
制度〕
もう１点ですが，BEPSとの関係で注目を集

めている項目として，アグレッシブなタック
ス・プランニングに対する義務的開示制度がご
ざいます。これは開示の対象となる取引を，一
般的属性と具体的属性を定めてあぶり出した上
で，そういった取引を売る，或いは利用する者
に対して，一定の情報を申告することを義務付
ける仕組みでして，もしその義務を履行しない
場合には一定の制裁もあります。提供された情
報は，場合によっては，租税条約上の情報交換
で他国にも移転しうるというものです。特に取
引が国境を越えて行われるようなものの場合に
は，納税者がおよそ入手できないような情報に
まで情報提供を求めることがないように配慮が
求められているところです。
ただ，この義務的開示制度は，BEPSの中で

は，いわゆるベストプラクティスとして位置付
けられているものであり，これを採用するかど
うか，その中身の在り方も，それぞれの国の事
情に応じて決めることが勧告されています。そ
の意味では，わが国でこれを導入するかどうか
を考える際には，そもそもアグレッシブなタッ
クス・プランニングがどの程度わが国で流布し
ているのか，そしてアグレッシブなタックス・
プランニングの徴憑となる属性を，あらかじめ
識別しておく必要があります。例えばアメリカ
では，かねてよりNotice を発行することによ
って，そのような属性を認識して積み重ねがあ
るわけですが，わが国ではそのようなものも明
示されていません。こういった中で，仮に導入
するとしても，過剰な情報要求がされるのでは
ないかといった懸念も，納税者や税理士などの
専門家にも見られるところです。義務的開示制
度の現在の導入の見通しや，アグレッシブなタ

ックス・プランニングに対する現状認識につい
て，教えていただければ幸いです。

―――――――――――――――――――――
（林）ありがとうございます。足立さんからは，
所得税と消費税の，いわゆる低所得者対策，そ
れから，現在の日本経済において重要な設備投
資と法人税の関係について，経済効果も含めて
質問がございました。
それから，一高さんは，国際課税等を中心に，

まず，法人税の課税ベースの問題に言及されま
した。現在は税率に話題が集中していますが，
課税ベースをどうするかということは，非常に
重要な問題だと思います。その意味では，税率
の引き下げと同時に，課税ベースを拡大すると
いう動きがあるわけですが，グローバルスタン
ダードな適正な課税ベースはいかにあるべきか
ということです。それから，BEPSとの関係で，
無形資産の国外移転の話と，義務的開示制度に
ついてご質問がありました。また，将来どうな
るのでしょうかという質問もありましたので，
お答えいただける範囲で結構ですので，お答え
いただければと思います。よろしくお願いしま
す。

―――――――――――――――――――――
（小野） ありがとうございます。どれだけお
答えできるかということですが，お答えできる
範囲でお答えしたいと思います。

〔給与所得控除の見直し〕
まず，足立先生の方から，所得税の関係でい

ろいろご質問をありがとうございました。まず，
最初のご質問として，基礎控除１０万円の加算に
よって，どの程度多様な働き方が促されるのか
ということです。これは正直申しまして，これ
を定量的にお示しするのはおよそ難しいのです
が，では基礎控除が１０万円増えたからといって，
みんなサラリーマンを辞めてフリーランスにな
るかというと，そのようなことは思っておりま
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せん。ただ，むしろ，先ほど資料の中でも紹介
しましたが，今回は１０万円ですが，振替につい
ては，今後とも検討を継続していくことが，一
応，与党の大綱でも示されております。そうし
ますと，将来的には給与所得控除がだんだん減
っていって基礎控除が増えていくということで，
サラリーマンであるということ自体で税制のメ
リットが非常に高い状況が変わっていく中で，
これから職業を選択される方，或いは転職など
を考えられる方々が，税のことをなるべく気に
しないで，ある意味中立的でということですが，
そのような働きを選択できるようなことになっ
ていければというのが，本当のところであると
いうことだと思います。単年度の改正だけでは
なくて，今後，少し長い目で見てどうしていく
かということが大事なのではないかと思ってい
るということです。
それから，負担の度合いは数字の話ですので，

申し上げさせていただきますと，今回の見直し
で負担増になる方々は，基本的には給与収入が
８５０万円を超されている方々だけです。それよ
り低い方々は負担増にはなりません。給与収入
が８５０万円超の方々というのは，給与所得者全
体で５，９００万人ぐらいという数字を持っており
まして，そのうち４３０万人ほどということです。
さらに，８５０万円を超されている方でも，お

子さんがいらっしゃる方等については，今回，
負担増にはしないという措置を取っております
ので，このような方々が４３０万人のうち２００万人
程度いらっしゃるだろうと推計しております。
従って，４３０万人から２００万人を引きまして，２３０
万人ぐらいの方については負担増になるという
ことです。
負担増となる方々については，８５０万円の方

だと，もうほとんど負担増は生じないのですが，
給与収入が増えていけば，負担増の額が大きく
なるということです。当然ですが，そのような
数字になっております。例えば，給与収入が
１，０００万円の方ですと，年間にして４万５，０００円
ぐらいの負担増になることを見込んでいるとい

うことです。
いずれにせよ，負担増になる方々は２３０万人

ということで，５，９００万人のうち４％程度とい
うことで，９６％の方については負担増とならな
いことを考えると，消費を含めた影響はそれほ
ど大きくないのではないかと見ているというこ
とです。
それから，その他のご質問としては，税率区

分が第２区分までで８割を超しているというこ
とで，このような中で給与所得控除の上限設定
を見直しても，所得再分配についての影響はそ
こまで大きくないのではないかということでし
て，そこははっきり申しまして，所得再分配の
効果がこれで非常に高いとは思っていません。
ちょっと繰り返しになりますが，ただ，やはり
方向性として，今回，これからもこのようなこ
とをやっていくということをお示しできたこと
がむしろ大事だと思っておりまして，やはりそ
のような姿を見ることによって，なるべく働き
方に税制が影響を与えない形にしていきたいと
いうところが，むしろ主眼です。
ただ，もちろん所得再分配は大事なことでし

て，これはその次のご質問にも関連しますが，４
番目のご質問は，むしろ所得控除というよりは
税額控除を考えてはどうかということでして，
所得再分配ということでは，いろいろなことを
考えております。今回やりましたのは，一応，
上の方の負担を少し重くするということで，基
礎控除を逓減・消失型にしたわけです。これは，
アメリカやイギリスはそのような形の税制にな
っていることも参考にしてやらせていただいて
いるということです。
足立先生がおっしゃるように，税額控除にす

れば，より所得再分配効果が高いということは
そのとおりですが，ご覧いただきましたように，
第１ブラケットに６割，第２ブラケットまで合
わせると８割いらっしゃる中で，この税額控除
化をしようとすると，税率の高い方の人数が非
常に少ないものですから，税率の低い方々が増
税にならないようにするためには，実はお金が
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非常にかかってしまうという問題がございます。
基本的にわれわれは，財政が厳しいので，税収
中立でやらなければいけないと考えるものです
から，所得が高い方々に負担いただいて，なる
べく下の方に移していくということなのですが，
今のような構造になっているものですから，な
かなか税額控除化というのは，まず財政的に難
しいということが１つございます。
それから，実は所得控除方式というのは，そ

もそも日本の税法の立て付け自体が課税所得が
基本になっておりまして，これに担税力を見い
だして，所得控除というのは，まさにそれをい
ろいろ家族構成等々，いろいろな個人の事情を
斟酌するという形で，所得金額から差し引いて，
それに税負担を求めるという意味では，ある意
味確立した体系になっておりますので，これを
税額控除に改めることについては，考え方をか
なり根本的に改めなければいけないということ
があります。これは政府税調などでも議論して
いますと，経済学者というよりは，特に税法関
係の方々は，やはり所得控除方式が日本の税体
系としてはふさわしいのだという声も根強くあ
りまして，なかなか一朝一夕に税額控除化に持
っていくことは，現実には難しいというのが正
直なところです。

〔軽減税率〕
軽減税率等々の低所得者対策をどこまで実施

するかということです。ご案内のように，軽減
税率は低所得者対策ということで実施すること
にしております。同時に，今回，１０％への引き
上げで増収になった分を使って，介護保険料の
軽減や低年金の方への給付金といった形で，別
途歳出面で低所得者対策を行うことになってお
りますので，当然，これを併せた形で低所得者
対策をどの程度行うべきかを考えなければいけ
ないというのはそのとおりでして，そのような
ことは認識しているつもりです。
ただ，程度というのも，定量的に申し上げる

のはなかなか難しいということもありますので，

取りあえず，バランスを見ながらやっていくと
いうお答えになるということです。

〔法人成り〕
法人成りの問題でして，これは永遠の課題と

いいますか，昔からずっと言われている課題で
す。法人成りは，いわばその原因ということで
すと，実効税率と個人の所得課税の税率が違う
ということで法人化した方が得だということと，
あともう１つ，これは同族会社のような形です
と，オーナーの方が給料をもらう形にすると，
給与所得控除が適用できるということで，いわ
ば経費がダブルで控除できる問題も昔から指摘
されているということです。
今回，給与所得控除自体は縮減しております

ので，その限りにおいては，その部分の要因は
多少減っています。ベクトルとしては減ってい
る方向に行っているのだと思いますが，いずれ
にせよ問題が残っていることは認識しておりま
す。実はこのような個人事業主，同族会社，給
与所得者の課税のバランス，勤労性所得に対す
る課税の在り方について配慮しながら，外国の
制度も参考に総合的に検討することが，昨年，
与党の税制大綱の検討事項というところに記載
していただいていますので，なかなか急に解決
策が見いだせるようなものではありませんが，
引き続き検討をしていくということです。

〔設備投資減税と税率の引き下げ〕
設備投資減税のようなものと税率の引き下げ

のどちらをということですが，基本的には法人
税改革ということで，これは基本的に恒久的な
ものだと思っていまして，これは全ての企業が
恩恵を受けるということです。頑張って利益を
稼げば税率が低くなるわけですから，どのよう
な業界であってもメリットは受けるという意味
で，きちんと税収中立でやる限りにおいては，
税率の引き下げは恒久的なものとして，今後と
もやっていくことについて否定はしないという
ことです。
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他方，投資税制とか，或いは今，賃上げ税制
のようなものもありますが，これはどちらかと
いうと，恒久的なものというよりは，少しスパ
ンの短い，経済対策的なものとしてやっている
ということです。今あるいろいろな投資税制或
いは賃上げ税制なども，一応，時限で期限を区
切ってやってきているようなところで違いはあ
るのかなと思いますが，いずれにせよ，この辺
はその時々でいろいろなご要請がありますので，
バランスを見ながら全体をやっていくというこ
とかなと思っております。

〔法人税の課税ベース〕
一高先生のご質問です。まず，引当金変動対

価等々の関係です。おっしゃるように，IFRS
の新しい基準，収益認識に関する会計基準が，
早い企業ではこの４月から適用されているとい
うことでして，基本は法人税の考え方は，企業
会計に合わせていくけれども，ただ，税法上望
ましくない部分があれば，それは税法で特別に
規定を置いて特別な扱いをするという考え方で
すので，今回も基本的に，IFRS の基準に沿っ
た形ではありますが，税の考え方と異なる部分
についてのみ，少し違う定めをしているという
ことです。
法人課税については，企業会計のように対価

として受け取るものの価額で認識するというこ
とではなくて，譲渡した資産の時価で認識する
というのが，今までの基本的な考え方であると
いうことで，先ほどご指摘の法人税法２２条の２
ということで，明文化していなかったのですが，
それを今回，明文化したということです。
今回の新しい会計基準では，値引きや割り戻

し，或いは貸し倒れ，買い戻しのような変動部
分については，その部分を控除して収益を認識
するという考え方だと承知しておりますが，値
引きや割り戻しについては，その時点で時価と
いうことで認識できますので，これは会計基準
どおりということです。ただ，貸し倒れ，買い
戻しの見込み額については，譲渡資産の時価と

なかなか関係性がつかないものですから，これ
は明文をもって，法人税の計算上，収益の額か
ら控除しないということを明確化したというこ
とです。
それから，引当金です。返品調整引当金につ

いては，今回の新会計基準では，これ自体が認
められなくなったということでして，引当金に
ついては，先ほどご指摘がありましたが，基本
的には過去の政府税調の議論などでも，基本的
に不確実な費用であって，公平性や明確性の点
から問題があるという指摘がなされております
ので，順次見直しは行ってきているということ
です。
今回，この基準がありますが，適用は上場企

業等々という大きなところでして，中小企業に
必ずしもこれをそのまま適用する必要はないの
で，返品調整引当金を中小企業に限って残すと
いうことは当然検討はしましたが，いろいろな
関係団体，或いは担当省庁等とも相談した結果，
中小企業を含めて残す必要性はなかろうという
判断の下に，今回は整理させていただいたとい
う経緯です。
債務確定基準や割引現在価値測定等々につい

て，同様に通則化してはどうかということです。
今回のように，いろいろな IFRS の規定ができ
るなどという機会があれば，明確化という意味
も含めて，なるべくそのようなことをやってい
きたいとは思っております。今のところ，この
ようなものをいきなり明文化しようとする予定
はありませんが，何らかそのようなきっかけが
あれば，或いは実務上，このようなものを明確
化してほしいというご要請があれば，検討して
いくことになるだろうと考えております。
それから，３番目，収益額の実質的な取引単

位に区分して計上できるようになったというこ
とや，契約の結合の基準に従って，取引の一体
的把握が，今後，基本的に認められると考えて
よろしいかということですが，実は，これは法
律ではないのですが，この新しい会計基準に沿
った形で，法人税の基本通達も変えております。
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今回，基本的に，この新しい基準に沿った形で
法人税も対応するという取り扱いを定めており
ますので，おっしゃるとおり，基本的に会計基
準どおりであれば，税法上も認められることに
なると考えております。
商品券の処理についてのお尋ねがございまし

た。これについても，実は通達の見直しを行っ
ておりまして，基本的にはこの基準どおりなの
ですが，他方，税法の観点から考えると，過度
に保守的な取り扱いや恣意的な見積もりが行わ
れる場合に問題があると考えられる場合もあり
ますので，一部，独自の扱いを決めております。
会計基準上ですと，商品引換券については，顧
客が権利を行使しない部分を，ちょっとこれは
なかなかわかりにくいのですが，権利行使のパ
ターンと比例的に見込んで収益認識するという
ことになっております。基本的にはそれで構わ
ないのですが，ただ，例えば発行年度ごとに商
品券を管理していないような納税者，或いは発
行時から１０年を過ぎても一切行使していないよ
うな場合，未計上になっているような場合には，
一括して益金に算入するという取り扱いを，税
独自の世界ですが，定めているということです。

〔国際課税〕
最後に国際課税についてご質問がありました。

BEPSプロジェクトで勧告された事項は，順次，
法制化を進めておりますが，所得相応性基準は，
残された大きな課題の１つです。現在，経済界
等々からいろいろとご意見を伺いながら検討を
進めております。
他方，最後のご質問の，義務的開示の問題に

ついても，宿題になっていると認識しておりま
す。これは，まず，アグレッシブ・タックス・
プランニングをどのように定義したらいいのか
自体がよくわからないということと，仮に何ら
か定義してやる場合にも，まさに先生がご指摘
のとおり，企業側の事務負担や予見可能性をど
のように担保するかということが実はなかなか
難しくて，検討しておりますが，恐らく，先ほ

どの所得相応性基準のようなものよりは，多少
遅れていくのではないかと思っております。順
番としては，恐らく移転価格税制の所得相応性
基準の検討を先にやって，義務的開示のような
ものは，引き続き準備しながら，うまい解決策
が見つかれば入れていくという感じではないか
と思っております。
以上です。

―――――――――――――――――――――
（林） ご丁寧にお答えいただきまして，あり
がとうございました。時間の関係で，私の中間
総括は割愛させていただいて，続きまして，地
方財政・地方税について稲岡審議官からお話を
頂きたいと思います。よろしくお願いします。
―――――――――――――――――――――

Ⅲ．地方財政・地方税制の現状と
課題

（稲岡） 総務省で地方税担当の審議官をして
おります稲岡でございます。よろしくお願いい
たします。それでは，資料に沿ってご説明を申
し上げますが，時間の関係もありますので，簡
潔にご説明したいと思います。

１．総論：地方財政・地方税制の現状と
課題

〔国税・地方税の税収内訳（平成３０年度予算・
地方財政計画額）〕
資料❷以降は，地方財政の果たす役割や，地

方財政の状況が厳しいという資料ですが，少し
飛ばしまして，資料❼をご覧下さい。地方の税
収構造でございます。
国税は所得・法人・消費の３つの基幹税で大

体８割の税収ですが，地方税全体を見ていただ
きますと，所得税に対応した個人住民税が約３
割，法人税に対応した地方法人課税が２割弱，
消費税に対応した地方消費税が約１割です。そ
れから，地方独自の税として固定資産税が約２
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割，その他自動車税，都市計画税等々となって
おります。下の図を見ていただきますと，市町
村については，個人住民税と固定資産税が合わ
せて８割となっており，この両税は基本的に安
定した税収ですので，市町村の方が税目として
は安定した状況にあるということです。

〔地方税収（地方財政計画ベース）の推移〕
国税の方でもお話がありましたが，ここのと

ころ税収は堅調に推移しており，地方税につい
ては，地方法人特別譲与税を含めた実質ベース
での税収としては，過去最高となっている状況
が見て取れると思います。

〔人口１人当たりの税収額の指数（平成２８年度
決算）〕
租税については簡素・中立・公平といった租

税原則があるわけですが，地方税についてはそ
れらに加えて，税源の偏在が少なく税収が安定
的な地方税体系が望ましいと，政府税調の答申
などでもご指摘を頂いております。最近問題に
なっているのが税源の偏在性であり，人口１人
当たりの税収を，全国平均を１００として指数化
したものですが，真ん中の地方法人二税が最
大・最小で６．１倍の差があり，この格差をどう
解消するのかというのが，今，課題になってお
ります。

〔地方税の充実と偏在是正に関するこれまでの
措置等〕
実はこれまでも地方税の充実局面においては，

偏在是正に取り組んできております。下のイ
メージ図をご覧いただきたいわけですが，仮に
地方税の増収，或いは制度的な増税が図られた
場合は，地方交付税の交付団体ですと，その分，
地方交付税が減るということとなり，留保財源
の問題はありますが，収入は変わりません。不
交付団体については，この税収増がそのまま収
入の増になりますので，地域間の財政力較差が
拡大することから，地方税を充実する局面では，
偏在是正に取り組んでいかなければならないと
いうことです。
過去に，例えば三位一体の改革で，所得税か

ら個人住民税への税源移譲を行った際にも，従
来，所得税に比べて緩やかではあります
が，５％，１０％，１３％の超過累進構造であった
個人住民税の所得割の税率を１０％にフラット化
したり，或いは２０年度ですが，これは税収が増
えていた局面で，リーマンショックの直前です
が，地域間の財政力格差の拡大に対応するため，
地方法人特別税・譲与税制度を創設しました。
その他，消費税率の引き上げにより地方消費税
が増加することになりますが，この際にも法人
住民税法人税割の一部の交付税原資化といった
形で，偏在是正の取り組みを進めてきました。

２．各論：個別地方税制の現状と課題

�１ 地方法人課税
〔地方法人二税（法人事業税・法人住民税）の
税収の推移〕
それでは，若干，個別税目についてご説明を

申し上げたいと思います。地方法人二税ですが，
大きな制度改正としましては，平成１６年度の外
形標準課税の導入です。それから，２０年度に創
設された地方法人特別税・譲与税です。さらに，
近年の法人税改革に伴う法人事業税所得割の税
率引下げと，外形標準課税の拡大が行われたと
いうのが大きな改正です。
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〔法人事業税所得割の税率引き下げと外形標準
課税の拡大〕
先ほど国税の方で，法人実効税率のお話があ

りましたが，平成２６年度までは，事業税の所得
割の税率が，大法人で７．２％でしたが，法人税
改革に伴いまして，外形標準課税の拡大と，所
得割の税率の引下げが行われて，所得割の税率
が半分まで下がったことによって，法人実効税
率２０％台の実現に大きく寄与しました。

〔消費税率の引き上げと地方法人課税の偏在是
正〕
資料15は少し複雑ですが，偏在是正措置です。

これまで偏在是正は，地方法人課税で２パター
ンで行われており，どちらもその一部を国税化
するというものです。１つのパターンが，法人
住民税法人税割で採られた措置ですが，この一
部を国税化して全額を地方交付税原資とすると
いうものです。もう１つは，同じ国税化なので
すが，地方法人特別譲与税として人口と従業者
数の客観指標により，その全額を都道府県に譲
与するという仕組みで，こういった偏在是正措
置がこれまで採られてきたということです。

〔現状と問題の背景等〕
今，なぜ偏在是正が問題になっているかとい

うことですが，資料16をご覧いただくとわかり
ますように，地方税収が堅調に推移し，地方法
人特別税・譲与税を創設した当時の水準を上回
ってきております。これにより，税源の豊かな
地域とそうでない地域，東京とそれ以外という
ことになるかもしれませんが，その財政力格差
が非常に拡大してきているという状況です。
資料17をご覧下さい。東京都の財源超過額（基

準財政収入額から需要額を引いた額）が２９年度
で１兆２，０００億円近くあるという状況です。或
いは，東京都の基金が，ここのところ毎年３，０００
～４，０００億円積み上がっており，２．６兆円近くあ
るという状況です。一方で，不交付団体につい
ては，臨時財政対策債を発行しなければならな

いといった厳しい財政運営が続いていることも
あり，財政力格差の拡大への対応として，地方
法人課税の偏在是正が課題になっているという
ことです。

〔都市・地方の持続可能な発展のための地方税
体系の構築〕
資料18，資料19は，偏在是正について，税制

改正大綱や骨太などに記載されたものの抜粋で
す。この問題については，地方間で税収をどの
ようにするのかということですので，納税者の
方々の税負担が増えるといった問題ではありま
せんが，３１年度税制改正において，大きなテー
マの１つとして議論される見込みです。

�２ 車体課税
〔車体課税（地方税）の現状〕
続きまして，車体課税です。これも先ほど財

務省から，消費税の引き上げに伴う課題のとこ
ろで何点かご説明がありましたが，耐久消費財
である自動車と住宅についての取扱いが議論さ
れております。資料21をご覧いただきたいと思
います。現在，自動車の取得時には自動車取得
税が都道府県税として課税され，保有時には自
動車税，軽自動車には軽自動車税が課税され，
車検時には自動車重量税が課されております。
また，自動車重量税の約４割は地方に譲与され
ておりますので，車体課税の点線で囲まれてい
る部分の２．６兆円のうち，２．２兆円が地方財源で
あり，地方にとって極めて重要な財源となって
おります。

〔平成３１年度税制改正における検討項目〕
資料22は，車体課税についての３１年度税制改

正における論点です。１つ目は，消費税が１０％
へ上がる前後における駆け込み・反動減対策を
どうするのかということで，これについては，
一番下の閣議決定である骨太に書かれていると
おり，対策を具体的に検討するとされており，
車体課税についても，そのための工夫をしてい
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かなければならないと考えております。
もう１つ，今，特に自動車業界等を中心に言

われておりますのが，自動車の保有課税を引き
下げるべきであるというご主張です。これは２９
年度の与党税制改正大綱で，「自動車の保有に
係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い，
必要な措置を講ずる」とされていたこともあり，
また，消費税が来年１０月から引き上げられるこ
とや，日米の自動車を巡る問題等，様々な背景
があることから，減税要望がなされているもの
です。大きくはこの２つですが，あとは期限切
れを迎えるエコカー減税やグリーン化税制につ
いても，次の税制改正で整理が必要となります。

〔自動車ユーザーの税負担の水準〕
自動車業界等は，日本の車体課税は過重であ

ると主張されており，右の赤いところの付加価
値税を除いた自動車の保有に係る課税が，欧米
よりも高いということです。軽自動車が国際標
準なので，軽自動車まで下げるべきだというご
主張です。
私どもとしては，ユーザーの税負担というの

は，車体に係る税だけではなく，燃料なども含
めて考えるべきだろうと考えています。右下の
燃料課税をみますと，わが国の税負担は，アメ
リカよりは高いのですが，その他の国と比べて
見れば低くなっています。

〔燃料課税と車体課税の国際比較〕
これをトータルで見ますと，資料24は財務省

作成の資料ですが，これは年間どれくらいのガ
ソリンを消費するかを仮定した上で，自動車に
係る燃料課税，車体課税を合わせたもので比較
したものです。アメリカより高いことは事実で
すが，ヨーロッパ諸国と比べて特段高いという
ことではありませんので，総合的に見る必要が
あると考えています。

〔自動車に関する行政サービスと車体課税の状
況〕
先ほど車体に係る地方税収が２．２兆円と申し

上げましたが，道路特定財源ではありませんが，
道路関係，交通安全対策等に５兆円を上回る規
模で費用を要している中で，これを単純に減税
することにはならないと考えています。法人税
改革が，課税ベースを拡大して税率を引き下げ
るという税収中立の形で行われたこととパラレ
ルに考えれば，きちんと何らかの代替財源がな
い限り，保有課税の軽減は困難だということで
す。

�３ 森林環境税（仮称）
〔森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮
称）の制度設計イメージ（案）〕
森林環境税は３０年度の税制改正で内容が決ま

っております。具体的にどういった仕組みかと
いうと，現在，個人住民税の均等割で，県分１，０００
円，市町村分３，０００円，合わせて４，０００円をご負
担いただいておりますが，これに１，０００円を上
乗せして，国税として徴収するというものです。
この部分については，市町村から都道府県を経
由して国にいったん入り，森林環境譲与税とし
て私有林人工林面積，林業就業者数，人口によ
り按分して，大半は市町村ですが，市町村や都
道府県に譲与されるという仕組みです。

〔森林環境税（仮称）及び森林環境譲与税（仮
称）の創設フレーム（案）〕
先ほど均等割で１，０００円，３，０００円と申し上げ

ましたが，東日本大震災を教訓として実施する
防災施策に対応する分として，平成３５年度まで
の１０年間の措置として，県分，市町村分でそれ
ぞれ５００円の増税措置が採られております。こ
のため，この措置が終了する３６年度から均等割
の税率が下がりますので，森林環境税は，国民
の負担の実質的な増を伴わずに行うという観点
から，課税は３６年度から実施することとされま
した。
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一方，説明は省略しましたが，３１年度から新
たな森林管理制度の下，市町村の役割が大きく
なり財源が必要となることから，森林環境譲与
税については３１年度からスタートすることとし
ております。

〔各年度の譲与額と市町村及び都道府県に対す
る譲与割合及び譲与基準（案）〕
３１年度から譲与を行うための財源については，
将来の森林環境税の税収で償還することを前提
に借入れを行う仕組みが採られました。森林環
境税は，地方にとって久々の新税ということで，
きちんと森林整備に使われることが非常に重要
であると考えているところです。

�４ 地方消費税
〔地方消費税の清算制度について〕
資料33からは地方消費税です。これは昨年度

の税制改正で清算基準の見直しを行ったのです
が，資料36をご覧いただきたいと思います。地
方消費税については，国税の消費税と併せて納
付いただいておりますので，県への払込み段階
では非常に偏在が大きな税です。大きな全国チ
ェーンのスーパーマーケットの本店が東京にあ
れば，それに係る地方消費税は，いったんは全
部東京に納付されるのですが，国税の消費税同
様，地方消費税は仕向地原則に基づく税である
ため，その税収は最終消費地に帰属させること
が必要であり，この税収を都道府県間で消費に
相当する額で清算をするというシステムが採ら
れております。いったん入った税収を都道府県
間でやりとりをするという仕組みです。

〔地方消費税の清算基準の抜本的な見直し〕
この清算基準については，３０年度改正だけで

はなくて，２７年度改正，２９年度改正でも見直し
を行ってきましたが，今回は抜本的見直しとい
うことで，持ち帰り消費など統計による消費の
計上値と消費地がずれていると考えられている
もの，或いは非課税取引について除外をして，

統計カバー外の代替指標は人口を用いるという
見直しを行ったものです。

�５ ふるさと納税
〔ふるさと納税の概要について〕
最近，いろいろニュースにもなっております

が，寄付金控除制度であるふるさと納税につい
てです。地方団体への寄付は，所得税，個人住
民税ともに基本分として控除されるものですが，
それと２，０００円を除いた分を個人住民税から特
例的に控除することにより，上限はあります
が，２，０００円を除いた額が所得税なり個人住民
税から差し引かれ，実質的な負担が２，０００円で
税収の帰属地を変更できるというものが，ふる
さと納税制度です。

〔ふるさと納税制度の健全な発展に向けたこれ
までの取り組み〕
資料40のとおり，昨今，ふるさと納税額は非

常に伸びてきており，平成２９年度で３，６５０億円
となっています。
もちろん，災害の被災地へのふるさと納税や，

ある地域で行われている取組みを支援するため
のものも多くありますが，過度な返礼品でふる
さと納税を集める地方団体があります。そうい
った地方団体に対して，これまで累次にわたっ
て，返礼品の割合は３割以下にしてくださいと
か，地元とは何の関係もないものを送るのはや
めて下さいということでお願いをしているとこ
ろですが，現況を見ますと，そういったお願い
だけではなかなか過度な返礼品の見直しが進ま
ないというのが正直なところです。

〔ふるさと納税に係る制度見直しの検討〕
そこで，資料45のとおり，９月１１日に野田総

務大臣の閣議後会見で，「過度な返礼品を送付
し，制度の趣旨を歪めているような団体につい
ては，ふるさと納税の対象外にすることもでき
るよう，制度の見直しを検討することとしまし
た。総務省において，見直し案を取りまとめ，
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与党の税制調査会においてご議論いただきたい
と思います」と表明され，３１年度税制改正は，
偏在是正と車体課税，そして，ふるさと納税が，
大きなテーマになるのではないかと考えている
ところです。

�６ 地方税の電子化
資料50以降は，地方税の電子化の関係の資料

ですが，時間の関係で説明は省略させていただ
きます。
私からは以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。時間がなくて，
急がせてしまいまして申し訳ありませんでした。
それでは，足立さん，ご質問・ご意見をお願い
します。
―――――――――――――――――――――

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題への意見

（足立）
〔法人関係２税と固定資産税〕
丁寧なご説明をいただき，ありがとうござい

ます。総務省の資料❼～❾，資料12～19の地方
税の基幹税でもあります法人関係２税と固定資
産税について応益負担の視点からご質問いたし
ます。
第１に，法人は地域に存在することで行政

サービスの受益を均等に受けていると考えた場
合に，黒字法人のみに行政サービスの受益が発
生しているというのは，応益の原則という税の
性格の説明としては難しいのではないでしょう
か。このような場合に，法人住民税を定額のみ
とし法人税割の廃止といった検討はなされてい
るのでしょうか。
第２に，事業活動に注目した法人事業税にお

いては，事業規模に応じて行政サービスの受益
が一定増えると仮定したならば，法人事業税は

付加価値割のみとし所得割と資本割の廃止など
は検討がなされているのでしょうか。
地方自治体の福祉サービスが増えるなかで，

地方税収の約４割を法人が負担しており，特に
超過課税を主に，法人偏重があります。一方で，
法人が負担する地方税は課税ベースが重複する
といった複雑な体系になっており，税の原則に
従えば，より簡素で応益原則が地方法人課税で
望ましいと考えられます。しかしながら実際は，
法人住民税の法人割は黒字法人のみが税を負担
しています。この点から２つのご質問をいたし
ました。
また第３に，固定資産税の負担調整について

は，どのような方針で検討がなされていますで
しょうか。ご質問の背景には，固定資産税の二
元性があります。固定資産税は，宅地において
は地価公示価格等の７割を目途とし，かつ評価
替に負担調整を実施するという制度の二重構造
になっています。負担調整措置につきましては，
地価上昇によって負担水準が低下する大都市に
比べ，地価下落が生じている地方では負担水準
が７割を超えることから，確かに納税者への配
慮が求められています。
しかしながら公示価格を基準としています限

り，税の変動は生じます。そもそも負担調整措
置は昭和３８年度の固定資産税評価委員会で暫定
的措置として導入され，恒常的となり今に至っ
ています。負担調整措置は制度を複雑にするだ
けでなく，本則規定との乖離を広げ，かつ固定
資産税などの収入額は，基準財政収入額の基礎
であることから，地方交付税算定などへの波及
も生じます。フェア・マーケット・バリューを
基準とした課税標準とし，評価を公示価格の７
割をめどとする本則課税の一元化も考えられま
すが，今後の方針として，負担調整措置の課題
はどのように検討がなされていますでしょうか。

〔公共インフラの老朽化と車体課税〕
もう１点，公共インフラの老朽化と車体課税

の点からご質問したいのですが，総務省の資料
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20～26の車体課税について，詳しくご説明いた
だきありがとうございます。こちらの車体課税
に関してですが，地方税の原則であります応益
課税を考えた場合に，将来膨らむ道路や橋梁へ
のコストを踏まえ，自動車取得税廃止による代
替財源の安定的確保について，どのように制度
設計がなされていますでしょうか。
質問の背景としましては，自動車取得税が道

路特定財源として創設されている点にあります。
道路や橋梁，トンネルの老朽化が著しく進むな
かで，平成２１年度以降に一般財源化されてから
も，自動車取得税は維持・整備費の貴重な財源
です。この自動車取得税が税制抜本改革法第７
条で「自動車取得税の廃止等及び自動車税にお
ける環境性能割の導入」とし，取得税を廃止し
て取得税によく似た新たなしくみをつくること
で，安定的な財源の確保とグリーン化の推進と
いう矛盾した目標を盛り込んでいます。平成２６
年以降には自動車取得税を二段階に渡って引き
下げ，消費税１０％の時点で廃止しますが，代替
財源に軽自動車税の増税を求めています。
しかしながら軽自動車は公共交通機関が衰退し
た地方を中心に，生活の足として重宝されてお
り，税額が上がれば日常生活に影響があると指
摘され軽課なども議論されています。これらの
経緯を踏まえ，代替財源の制度設計の方向性を
どのように考えていますでしょうか。私からは
以上でございます。

―――――――――――――――――――――
（林） ありがとうございます。それでは一高
さん，お願いします。
―――――――――――――――――――――
（一高）
〔地方消費税の清算基準〕
稲岡審議官からご説明いただいた地方の税制

のうち，私からは地方税制の現状と課題に関連
するところで，総務省の資料36，資料37の地方
消費税の清算基準についてご質問とコメントを
申し上げたいと思います。

地方消費税に関しては，高齢化社会の進展を
見据えて，かつての消費譲与税による譲与を改
めて，地方分権，地方自治の本旨に鑑みて，地
方税源の充実・確保の観点から導入されたとい
う経緯がございます。これは平成６年の改正で，
平成９年から施行されているものです。
地方税の応益的な性格を踏まえますと，最終

的な価格形成への各事業所レベルでの貢献と，
受益を踏まえた配賦ということもあり得ないわ
けではないが，消費税は，その消費地で課税す
るという論理と，徴税・納税コストの観点から，
現状のような消費地に向けた配賦・清算のシス
テムが確立してきたと理解をしております。そ
うしますと，配賦基準をどうするかというのは，
非常に重要な問題であり，先ほども詳しくご説
明を頂いたところです。特にこれを地方の事情
に応えつつ，消費地に適正に配分するために，
配賦基準を洗練していく必要があります。
今回，平成２９年度の改正と軌を一にして，人

口ウエートを５０％にまで引き上げた上で，従業
者数ウエートを廃止するとされています。そし
て，引き上げ後の消費統計のウエートが５０％に
なったわけですが，これと人口ウエートとが
イーブンになったという，重要な改正がなされ
たと思っております。今回の改正で，ネット販
売などに加えまして，百貨店なども販売額に関
し，清算基準となる統計から除かれたというこ
とですが，これに関連して，３点のご質問とご
指摘を申し上げます。
第１に，サービス産業の比重の高まりを踏ま

えて，人口ウエートを上げていくという方向で，
今後も修正されていくということなのでしょう
か。単に頭割りで計算することの限界，もちろ
ん，一人一人の消費額は，本来，地域によって
違いもあり得るわけですから，そういった中で
の頭割りの計算の限界は，どのように議論され
ているのかということをご質問したいと思いま
す。
第２に，これと関連して，ネット販売に関す

る地方消費税の地方への帰属の在り方はどうあ
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るべきなのかということです。これはなかなか
捕捉するのが難しいわけですが，ネット販売に
関しては，その販売額に係る消費分を別途，別
段の仕組みで課税することも，理論的にはあり
得るように思いますので，そのような可能性は
ないのかどうかということをご質問申し上げた
いと思います。
第３に，社会保障財源部分の清算基準はどう

あるべきなのでしょうか。議論を教えていただ
きたいと思うのですが，特に社会保障財源部分
の存在は，最近の清算基準の中で，人口ウエー
トの高まりと何か関係があるのかということで
す。元来，社会保障財源部分は再分配に係るも
ので，個人的には地方消費税として仕組むこと
はなかなか難しい部分があるのかなとも感じて
おりますが，もし議論等があればお教えいただ
きたいと思います。

―――――――――――――――――――――
（林） では，稲岡さん，よろしくお願いいた
します。
―――――――――――――――――――――
（稲岡） まず，足立先生からご質問のありま
した法人住民税法人税割は，赤字法人が負担を
しないので，応益原則に立った地方税としてい
かがなものかというご指摘です。法人住民税は
地域社会の費用について，個人だけではなく法
人にも広く負担を求める税で，負担分任の人税
でございます。ですので，負担能力に応じてご
負担を頂くことが，否定されるものではないと
考えているところです。

〔法人事業税の付加価値割の拡大〕
それから，法人事業税の付加価値割の拡大に

ついてのご質問がございました。法人事業税の
外形標準課税は，シャウプ勧告以来の都道府県
税の課題であり，１５年度税制改正において，１６
年度から大法人の一部に付加価値割と資本割を
導入することになったわけです。この外形標準
課税のうちの付加価値割については，政府税調

などの取りまとめでも，法人の人的・物的活動
量を客観的かつ公平に示すと同時に，各生産手
段の選択に関し中立的であり，課税ベースが広
く安定的であるなど，理論的に最も優れた特徴
を有するとされております。資本割については，
導入時の整理としては，事業活動の規模をある
程度示すとともに，法人の担税力を示す側面も
併せて持つということで，補完的に用いられて
いるものです。
今般の法人税改革で，外形標準課税を拡大し

たわけですが，その少し前の政府税制調査会の
法人課税ディスカッショングループが取りまと
めた「法人税の改革について」の中では，「現
在の付加価値割の比重を高め，法人所得に対す
る税負担を軽減していくことが望ましい。併せ
て，事業活動をより適切に反映し，税の簡素化
を図る観点から，資本割を付加価値割に振り替
えることが望ましい」とされているところです。
付加価値割は事業活動規模を表すのに最もふさ
わしいので，学者の先生を中心とした取りまと
めでは，付加価値割の拡大というご意見を頂い
ていたところです。
ただ，この外形標準課税の拡大というのは，

経緯，或いは納税者の御理解もいただく必要が
ある課題ですので，今回，同じ割合で，資本割
も含めて比例的に拡大をしたということですが，
これは，２７年度，２８年度改正で行ったものです
ので，その影響も把握しつつ，今後の姿につい
ては検討していく必要があろうかと思っており
ます。

〔固定資産税の負担調整措置〕
それから，固定資産税の負担調整措置につい

てのご質問がございました。評価替えに伴って
税負担の上昇幅が大きくなる場合に，これを一
定範囲に抑えるというのが負担調整措置でござ
います。今後というのはなかなか難しいわけで
すが，今回，平成３０年度の税制改正で，負担調
整措置を単純延長することとされました。これ
は，大都市を中心に地価が上昇していく場合で
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は負担水準が下落します。一方，地方部では，
ご指摘があったとおり，地価が下落して負担水
準が上昇するということで，負担水準のばらつ
きが出てきている状況です。
このため，まずはそれを現行の６割～７割の

据え置きゾーンの中に収れんしていくことに，
優先的に取り組むべきであり，また，現下の最
優先の政策課題はデフレからの脱却であるとい
うことですので，与党でのさまざまな議論の中
で，先ほど申し上げたとおり，負担調整措置を
継続することとされました。今後については，
やはり地価の動向が最大のポイントですが，市
町村の基幹税の充実確保という観点から，在り
方については引き続き検討していきたいと考え
ております。

〔自動車取得税の廃止と財源〕
それから，車体課税に関連しまして，自動車

取得税を廃止すると，その財源はどうなってい
るのかということですが，自動車取得税の廃止
が決まったときの税収規模が約２，０００億円であ

り，これについては，地方財政には影響を及ぼ
さないということで，おおむね半分は軽自動車
税の引き上げ，７，２００円から１万８００円に引き上
げさせていただきましたが，これにより対応し，
残りの半分が，この１０月に自動車取得税の廃止
に伴って導入が予定されている環境性能割の税
収で賄うことが，過去の大綱等ではセットされ
ております。それから，車体課税一般で申し上
げれば，先ほど私からご説明申し上げたとおり
で，やはり，この財政状況の中で単なる減税は
考えにくいということですので，代替財源の確
保にきちんとしためどが必要ではないかと考え
ております。

〔消費税の清算基準〕
次に，一高先生からご指摘のありました消費

税の清算基準の問題です。人口ウェイトを上げ
ていくのかというご質問ですが，今回，私ども
としては，消費に相当する額で清算するという
ことですので，そのデータがあれば，消費に係
る統計データをできる限り活用するのが基本だ
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と思っております。今回，地方財政審議会で，
検討会も設けて検討を行って，いろいろ他に利
用可能なデータはないかという観点からもさま
ざまなデータを探したわけですが，現時点では
見当たらないということで，今使っているデー
タのうち，最終消費を表すものとしていかがな
ものかというものを除外していった結果として，
統計のカバー率が下がって，結果として人口が
５０％になったということです。引き上げを意図
して５０％にしたものではありません。
それから，インターネット販売についてのご

指摘です。これは２９年度税制改正で，３０年度の
１つ前の税制改正ですが，清算基準として用い
る統計データから除外することとされました。
これは先生自身も，なかなか難しいのではない
かというご指摘でしたが，私どもも，利用可能
なデータを手元に持ち合わせているわけではあ
りませんが，統計改革の動向などを踏まえなが
ら検討していきたいと考えております。
それから，地方消費税の１％からの引き上げ

分については，社会保障財源となっております。
それに係る清算基準，別途の清算基準があって
もよいのではないかというご指摘ではないかと
思いますが，私どもとしましては，あくまでも，
地方消費税は最終消費地に帰属させるものであ
って，そのために導入されている清算基準は，
最終消費地に適切に帰属させるという観点から
定められるべきものであって，使途の観点から
これを考えるのは，なかなか難しいのではない
かと考えているところです。
以上でございます。

―――――――――――――――――――――

おわりに

（林） ありがとうございます。本来ならば，
私が総括をしなければなりません。ただ，私が
司会をやっているうちに，「このようなことも
聞いてみたい」などと，いろいろ出てまいりま
した。時間がありませんので，まとめながら，

お答えは頂かなくて結構ですので，少しだけ私
の考えを述べさせていただければと思っていま
す。
さまざまな政策目標を達成するために構造改

革が必要だといったとき，税だけで問題を解決
するのは非常に難しい。例えば，投資の促進に
しても，よく言われるオープンイノベーション
を促進しましょうと言っても，オープンイノ
ベーションというのは，いろいろな部門が協力
しながらイノベーションを進めていくというこ
とですから，税だけで実現するのは難しい。産
業クラスターなどでも，日本ではなかなかうま
くいかないのは，やはり産官学金の連携がうま
くいっていないからです。連携を促進するため
には，やはり税だけではなくて，政策パッケー
ジで考えなければいけないと思います。
それから，今，地方税の地域偏在が問題にな

っていますが，私は，今の東京一極集中が止ま
らない限りは，偏在是正の方式はエンドレスに
なるのではないかと思っていまして，やはり東
京一極集中をどうするかということと同時に，
その中で税がどのような役割を果たすべきなの
か，或いは，東京一極集中が進んでも，それほ
ど偏在しないような税制を作っていかなければ
ならないのではないかと思います。
地方消費税の精算基準を最終消費地にすると

いった場合，最終消費地とはどこなのだろうと
いうことです。例えば，誰かが東京のレストラ
ンで食事をしたとき，東京が最終消費地なのか，
それとも埼玉県の人が東京で食べている場合は，
やはり埼玉県に税は帰属するのかということで
す。国税の場合はどの地域から税が徴収されて
もいいわけですが，私は最終消費地というのは，
消費者が住んでいるところと考える方が良いの
ではないかと思っています。最終消費地とは言
っていますが，小売売上額があれば，当然，東
京や大阪に売上げが集中していくことを考える
と，やはり人口割ですっきりやった方がいいの
ではないかと思ったりもするところがあります。
それから，税収中立というところの議論なの
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ですが，税の構造改革を進める場合に，例えば
所得控除から税額控除に変更するといった場合
は，これは税の中身の改革ですから，やはり税
収中立で考えていかなければならないと思いま
す。
ただ，１つの税目の中での税収中立というの

はなかなか難しい。かつて所得税から消費税へ
という動きの中で消費税の税率が上がったとき
には，同じ税収であれば，所得税で受けとめる
のか，消費税で受けとめるのかという議論があ
ったわけです。ですから，これからは，税体系
の中での税収中立という考え方も必要です。こ
れはまさにタックス・ミックスの議論です。
例えば法人税の場合，法人税だけで税収中立

ということをやろうと思ったら，税率を下げれ
ば，タックスベースは広げていかなければいけ
ません。しかし，果たしてこれでグローバルス
タンダードのタックスベースになるかというと，
なかなか難しいところもあって，そのような意
味では，他の税との間で，つまり税体系の中で

の税収中立を考えていかなければならないので
はないかという気がしております。
いずれにしても，税制改正，とくに抜本的税

制改革ということになりますと，大変なエネル
ギーが必要ですし，価値判断も必要です。所得
税の再分配機能を強化するといっても，一番高
い所得層の税を増やすだけが再分配効果を強め
るわけではありません。現行の所得税では１０％
の税率が適用されている８０％の納税者のところ
の税率ブラケットを小さくしながら，その部分
の累進度を高めていくようなことも必要かもし
れません。ただ，所得税の再分配機能はどうあ
るべきなのかという議論がなされておりません
ので，その議論を，もっと進めて行かなければ
ならないという気もしました。
今後，抜本的税制改革が進んでいくことを期

待しながら，この討論会を終わりたいと思いま
す。今日は意見或いは質問をなさってくださっ
た４名の方々に感謝申し上げます。どうもあり
がとうございました。
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